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第1編 維持管理の体系 

1. 適用の範囲 

本編は，群馬県が管理する橋長 2.0m 以上の道路橋の維持管理（点検等（点検及び調査をいう。

以下同じ。）及び補修等（維持，補修及び補強をいう。以下同じ。）並びにこれらの記録の一元管理

をいう。以下同じ。）の体系を整理したものである。 

【解説】 

本編は，群馬県が管理する道路橋の維持管理体系を国土交通省の例を参考に整理したものである。 

参考資料 1）橋梁定期点検要領，平成 26年 6月，国土交通省道路局国道･防災課 

2）道路橋定期点検要領，平成 26年 6月，国土交通省道路局国道・防災課 

3）橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ作成要領（案），平成 16年 3月，国土交通

省橋梁道路局国道・防災課 

 

橋梁における維持管理は，現在，道路パトロールをはじめとする各種点検等が行われ，その結果

をもとに補修等が行われている。しかしながら、各種点検等及び補修等の結果は個々に記録されて

いるものの体系的な整理がなされていない。このため，これらを一元的に管理，蓄積し絶えず最新

の記録が参照できるようにしておくこと，及び管理上把握しておくべき主要課題については履歴を

含めて時系列で整理，保存しておくことが重要であり，これにより，これら記録が有効に活用され，

ライフサイクルコスト等を考慮した適切かつ効率的な維持管理が行えるようになる。 

本編は，これら点検等及び補修等並びに記録を一元管理するための橋梁管理カルテの関係を，体

系として整理したものである。 

橋梁の維持管理に係る記録の流れの概念を，図解-1.1 に示す。記録に，新設時に作成される設計

の業務報告書及び施工の完成図書が含まれるのは，橋梁の諸元を知る上で重要である。一元管理は，

点検等及び補修等の個別の記録のうち，重要事項に関するものを選別，とりまとめて橋梁管理カル

テとするものであるが，これを効率的に行う方法として，データベースを活用する。 

 

図解-1.1 橋梁の維持管理に係る記録の流れの概念図 
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2. 維持管理の体系 

橋梁における維持管理の体系（標準的なフロー）は，図-2.1に示すとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.1 維持管理の体系（標準的なフロー） 

【解説】 

図―2.1は，橋梁の維持管理の体系（標準的なフロー）を示したものである。 

点検は，基礎データである損傷状況の把握，対策区分の判定，健全性の診断，及びそれらの結果

の記録を行うことを目的に予め一定の期間を定めて定期的に行われる群馬式定期点検を核として，

日常的に行われる道路パトロール，特定の事象に特化した特定点検，災害や大きな事故が発生した

場合と予期せぬ異常が発見された場合に行う異常時点検などとの役割分担のもとで，互いに情報を

共有しながら適切に行われる必要がある。 

群馬式定期点検の内の定期点検を例に，点検を踏まえた次の対策を解説すると次のようになる

（「第 2編 群馬式定期点検要領」参照）。 

定期点検は，部材の単位毎，損傷の種類毎に損傷の状況を把握して損傷程度の評価を行った上で，

当該損傷を構造上の部材区分毎，損傷種類毎に 10の対策区分に判定し，これらに基づき部材単位，

道路橋毎の健全性の診断を行い，補修等の計画を検討する上で基礎的な資料を取得するものである。 

ただし，E1 と E2 の緊急対応の必要があると判断した場合は，当然ながら直ちに対応し，その対

応を記録するとともに緊急対応を踏まえた対策区分の再判定を行い，本格的な補修計画等の策定を
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行う。 

維持工事で対応すると判定した場合は，補修等の計画を踏まえるものの，早急に行うこととする。 

詳細調査は，補修等の必要性の判定を行うに当たって原因の特定など詳細な調査が必要な場合に

実施するものである。詳細調査を実施した場合，その結果を踏まえて，あるいは，必要に応じて追

跡調査を実施するなどして損傷の進行状況を監視した後，対策区分の再判定を行う。なお，詳細調

査を経ないで追跡調査を実施する場合もある。 

いずれの対策をとった場合であっても，結果を蓄積し，その中から重要事項を選別して，橋梁管

理カルテにおいて絶えず最新の記録として参照できるようにしておくものである。同様に，損傷の

原因について，定期点検後に詳細調査等により損傷原因を特定した場合や対策区分の修正する必要

が生じた場合は，速やかにその結果を橋梁管理カルテに反映させなければならない。 

また，群馬式定期点検以外の点検においても，必要に応じて種々の対策（緊急対応，詳細調査，

追跡調査等）がとられることとなるが，その結果は，群馬式定期点検の流れと同様に，損傷原因の

特定，対策区分の判定が実施され，この結果を蓄積して，橋梁管理カルテにおいて常に参照できる

ようにしておくものである。 

橋梁管理カルテは，特に，速やかな補修が必要な部材等について，適切かつ効率的な維持管理を

行い橋梁の延命化を図るうえで重要な記録として，各種点検等及び補修等の結果を時系列で整理・

蓄積するものである。なお，橋梁管理カルテを作成するに際しては，データベースを活用して効率

化を図る。 

蓄積された各種点検・調査結果や橋梁管理カルテをもとに，ライフサイクルコスト等を考慮し、

補修計画等が立案され，実施される。補修等を実施した場合も，その対策を踏まえて，対策区分の

再判定を行い，結果を蓄積するものである。 

一元管理された記録は，次回の群馬式定期点検等の点検計画に反映され，適切かつ効率的な点検

の実施が可能となる。 

以上が繰り返される体系となることで，適切かつ効率的な維持管理が行われるものである。 
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3. 維持管理の種類 

点検及び補修等の種類は次を標準とする。 

①道路パトロール 

道路パトロールとは，損傷の早期発見を図るために，道路の巡回として実施するもので，道

路パトロールカー内からの目視を主体とした点検をいう。 

②群馬式定期点検 

群馬式定期点検とは，橋梁の損傷状況を把握し道路法に基づいて対策区分や健全性の判定

を行うために，頻度を定めて定期的に実施するもので，近接目視を基本とする。 

群馬式定期点検には，群馬県職員が原則として 1年に 1度実施する『簡易点検』と概ね 5年

に 1度、専門家への外部委託により実施する『定期点検』がある。簡易点検は，定期的に概略

点検を行って，日常管理を行いつつ損傷発見のスクリーニングを行うものである。定期点検

は，国土交通省の橋梁定期点検要領レベルの橋梁点検を実施するものである。 

③特定点検 

特定点検とは，塩害等の特定の事象を対象に，予め頻度を定めて実施する点検をいう。 

④異常時点検 

異常時点検とは，災害（地震，台風，集中豪雨，豪雪等）や大きな事故が発生した場合に（群

馬県以外の管理橋梁も含む），橋梁に予期していなかった異常が発生していないかを把握する

ために行う点検をいう。 

⑤詳細調査 

詳細調査とは，補修等の必要性の判定や補修等の方法を決定するに際して，損傷原因や損傷

の程度をより詳細に把握するために実施する調査をいう。 

⑥追跡調査 

追跡調査とは，定期点検や詳細調査などにより把握した損傷に対してその進行状況を把握

するために，損傷に応じて頻度を定めて継続的に実施する調査をいう。 

⑦維持 

維持とは，既設橋の機能を保持するため，一般に日常計画的に反復して行われる措置をい

う。 

⑧補修 

補修とは，既設橋に生じた損傷を直し，もとの機能に回復させることを目的とした措置をい

う。 

⑨補強 

補強とは，既設橋に生じた損傷の補修にあたってもとの機能以上の機能向上を図ること，又

は，特に損傷がなくても積極的に既設橋の機能向上を図ることを目的とした措置をいう。 

【解説】 

(1) 本要領では，「点検」を「橋梁の損傷，機能等の状態を把握するもの」に限定し，道路パトロ

ール・群馬式定期点検・特定点検・異常時点検の 4つを標準とした。 

「調査」は，「点検に引き続いて，補修等の対応策を講ずるための損傷特性を詳細に把握するも

の」とし，詳細調査・追跡調査の 2つを標準とした。広義には，「調査」を「点検」に含むという

考え方もあるが，本要領における「調査」は点検結果に基づく対応策の一つとして整理している。 

「維持修繕」は，「既設橋の機能を保持する，回復させる，向上を図る」の観点から，維持・補

修・補強の 3つを標準とした。既設橋がもともと備えていない機能を付与するような措置，例え

ば，拡幅による車線増や歩道の設置，耐震補強のための落橋防止装置の新設などは，「機能改善」

に分類する考え方もあるが，本要領では「補強」に含めている。 
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なお，点検とあわせて橋梁の機能を維持するために行う維持修繕を伴う行為については「点検・

調査」には含めず，補修等として整理した。例えば，コンクリートのたたき落し作業を伴う「橋

梁における第三者被害予防措置要領（案）」に基づく措置がこれに該当する。 

 

① 道路パトロールは，日常の道路巡回時に道路パトロールカー内から橋梁の異常を発見する目

的で「群馬県道路パトロール実施要領」（平成 9年 3月 24日道維第 371号，各土木事務所長あ

て土木部長通知）に従って実施される。 

② 群馬式定期点検は，安全で円滑な交通の確保，沿道や第三者への被害の防止を図るための橋

梁に係る維持管理を効率的に行うために必要な記録を得ることを目的に行う点検で，維持管理

上，最も重要な点検である。 

群馬式定期点検には，群馬県職員が原則として 1年に 1度実施する『簡易点検』と概ね 5年

に 1度、専門家への外部委託により実施する『定期点検』がある。簡易点検は，定期的に概略

点検を行って，日常管理を行いつつ損傷発見のスクリーニングを行うものである。定期点検は，

国土交通省の橋梁定期点検要領レベルの橋梁点検を実施するものである。 

《道路法と橋梁点検要領の改定について》 

平成 26年 3月 31日に「道路の維持修繕に関する省令・公示の制定について（道路法施行

規則の一部改正等）」が公布され，平成 26年 7月 1日の施行に合わせて国土交通省の「橋梁

定期点検要領」が改定された。群馬式定期点検では，道路法の改正に準拠するように見直し

を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 特定点検は，群馬式定期点検とは別に，特定の事象に着目して予防保全的な観点などから予

め事象に応じた期間及び方法を定めて計画的に行う点検のことである。 

例えば，塩害が懸念される地域にあっては，塩害に対する予防保全の観点から定期点検とは

別に定期的な調査を行って塩害の進行状況を把握しておき，適切な時期に補修等の対策が行え

るようにすることが望ましい。塩害に対する点検は「コンクリート橋の塩害に関する特定点検

要領（案）」による。 

 

 

道路法の改正（平成26年6月施行）

法 律

・
・
・

（第四十二条）
道路管理者は道路を常時良好な状態に保つように
維持修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないよ
うに努めなければならない

（第三十五条の二）
・適切な時期に、目視その他適切な方法により行う。
・劣化その他の異状があることを把握したときは、道

路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要
な措置を講ずる。

（第四条の五の二）
・点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有

する者が行う
・近接目視により、五年に一回の頻度で行う。
・健全性の診断を行い、その結果を国土交通大臣が

定めるところにより分類する。
・措置を講じたときは、その内容を記録し、当該構造

物が利用されている期間中は、これを保存する。

・橋梁点検要領などにより、具体的な実施方法等を
通知

政 令

省 令

告 示

通 知
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④ 異常時点検は，地震や台風などの災害や大きな事故が発生した場合や，橋梁に予期していな

かった異常が発見された場合に，必要に応じて橋梁の安全性を確認し，安全で円滑な交通の確

保，沿道や第三者への被害の防止を図るための点検である。 

橋梁に従来想定していない異常が発見された場合には，速やかに必要な調査等を行って原因

を明らかにするとともに，同種の事象を生じているか又は生じる恐れがある橋梁に対しても必

要な点検を行って，橋梁の安全性や安全な交通の確保，沿道や第三者への被害の防止を図らな

ければならない。平成 14 年度に実施した PCT 桁橋の間詰めコンクリートの抜け落ちに対する

点検や鋼製橋脚の隅角部の亀裂に対する点検などはこれに該当する。 

⑤ 詳細調査は，補修等の必要性の判定や補修等の方法を決定するため，損傷原因や損傷の程度

をより詳細に把握する目的で実施するものであり，損傷の種類に応じて適切な方法で行うこと

が必要である。 

例えば，アルカリ骨材反応による損傷が生じた疑いのある道路橋に対して「道路橋のアルカ

リ骨材反応に対する維持管理要領（案）」に基づいて行う調査がこれに該当する。また，鋼製橋

脚隅角部に生じた亀裂に対する詳細調査では，表面に開口した亀裂の状態を調査する以外にも，

必要に応じて開先形状や内部亀裂の状態を明らかにするための非破壊調査や発生応力の測定な

ど広範な調査が行われる。 

⑥ 追跡調査は，定期点検や詳細調査などの結果，鋼部材の亀裂，コンクリート部材のひびわれ，

下部工の沈下，移動，傾斜，洗掘など進行の恐れのある損傷や異常が発見された場合に，その

進行状況を把握する目的で実施するものである。急激な進行の恐れがない場合，又は損傷の進

行が橋梁の安全性・使用性に大きな影響を与えないと考えられる場合には，定期点検の際に進

行状況を継続して確認する方法で代替させることもある。 

⑦ 維持とは，既設橋の機能を保持するために行われる橋梁の保全行為であって，一般に日常計

画的に反復して行われる手入れ又は軽度な修理を指し，排水装置の清掃，土砂溜りの清掃，舗

装のパッチングなどがこれにあたる。 

⑧ 補修とは，既設橋に生じた損傷を直し，もとの機能を回復させることや，沿道や第三者への

被害の防止を目的とした対策であり，塗装塗替，ひびわれ注入，断面修復などがこれにあたる。 

⑨ 補強とは，既設橋に生じた損傷の補修にあたってもとの耐荷重性能や剛性などの力学的な性

能等を向上させることを目的とした対策であり，断面増加，増し桁，補強材の追加などがこれ

にあたる。また，既設橋がもともと備えていない機能を付与するような措置，例えば，拡幅に

よる車線増や歩道の設置，耐震補強のための落橋防止装置の新設などの機能改善を伴う措置も

含む。 

 
(2) 個別の点検等に対しては，別途，国土交通省で要領等が作成されており，それらにより実施す

ると良い。 

関連する橋梁点検等の要領には，次のものがある。 

○共通事項 

・「道路橋マネジメントの手引」（平成 16年 8月，(財)海洋架橋・橋梁調査会） 

・本要領 第 1編「維持管理の体系」 

②定期点検関連 

・「橋梁定期点検要領」（平成 26年 6月，国土交通省道路局国道・防災課） 

・「道路橋定期点検要領」（平成 26年 6月，国土交通省道路局国道・防災課） 

③特定点検関連 

・「コンクリート橋の塩害に関する特定点検要領（案）」 
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（平成 16年 3月，国土交通省道路局国道・防災課） 

④異常時点検関連 

・「鋼製橋脚隅角部の疲労損傷臨時点検要領」（平成 14年 5月，国土交通省道路局国道課） 

・「PCT桁橋の間詰めコンクリート点検要領（案）」（平成 15年 1月，国土交通省道路局国道課） 

⑦維持又は⑧補修関連 

・「橋梁に使用している高力ボルト(F11T)の対策について」（平成 14年 7月） 

点検内容は，異常時点検に相当。 

・「道路橋のアルカリ骨材反応に対する維持管理要領（案）」（平成 15年 3月） 

・「アルカリ骨材反応による劣化を受けた道路橋の橋脚・橋台躯体に関する 

補修・補強ガイドライン(案)」（平成 20年 3月，ASR に関する対策検討委員会） 

点検内容は，特定点検に相当。詳細調査の内容も含む。 

・「塩害橋梁維持管理マニュアル(案)」（平成 20年 4月，橋梁塩害対策検討委員会） 

点検内容は，特定点検に相当。 

・「橋梁における第三者被害予防措置要領（案）」（平成 16年 3月，国土交通省道路局国道・防

災課） 

点検内容は，特定点検に相当。 

○結果の記録，保存 

・本要領 付録-1「橋梁管理カルテの記入要領」，付録-2「点検表記録様式の記入要領」，付録

-3「橋梁調書の記入要領」 

 

(3) 道路パトロールは，異常が見られた場合のみ記録として管理，蓄積するものとし，「簡易点検

調書」をもって記録とする。 

特定点検は，要領等が定められて実施する場合がほとんどであり，当該要領等にしたがった記

録とする。ただし，「道路橋のアルカリ骨材反応に対する維持管理要領（案）」においては記録の

様式は定められていないので，発注した業務報告書をもって記録とする。 

異常時点検のうち，地震や台風などの災害や大きな事故が発生した場合に実施する点検につい

ては，異常が見られた場合のみ記録として管理，蓄積するものとし，「橋梁管理カルテ」をもって

記録とする。また，橋梁に予期していなかった異常が発見された場合に実施する点検については，

現在実施されているものは記録の様式は定められていないので，発注した業務報告書をもって記

録とする。 

詳細調査及び追跡調査については，今後とも定型的な様式は定め難く，発注した業務報告書を

もって記録とする。 

これら以外の点検等については，要領等に定められた結果の記録方法に基づき記録する。 

 

(4) 補修等の工事については，橋梁情報管理システムへの登録をもって記録とする。 
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第2編 群馬式定期点検要領 

1. 適用の範囲 

本要領は，群馬県が管理する橋長 2.0m以上の道路橋の群馬式定期点検に適用する｡ 

【解説】 

本要領は，群馬県が管理する道路橋の群馬式定期点検に適用する｡ここでいう「道路橋」には、土

被り 1m未満の溝橋や付随する側道橋も含む（「付録-4 1.1 群馬式定期点検の対象となる溝橋」参

照）。 

なお、本要領は県内市町村が管理する道路橋の定期点検にも適用することができる。また、斜張

橋等の特殊橋梁のうち個別の要領が定められている場合には、個別要領による点検を実施する。 

本要領は，国土交通省の「橋梁定期点検要領，平成 26年 6月」（以下，「H26 国交省点検要領」と

いう。）及び「道路橋定期点検要領，平成 26年 6月」（以下，「H26道路橋点検要領」という。）に準

拠しつつ，群馬県用にアレンジしたものである。ここでは，群馬県特有の点検要領を示す事とし，

基本となった H26国交省点検要領及び H26道路橋点検要領は別途参照するものとする。 
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2. 群馬式定期点検の目的 

群馬式定期点検は，道路橋の各部材の状態を把握，診断し，当該道路橋に必要な措置を特定する

ために必要な情報を得るものであり，安全で円滑な交通の確保，沿道や第三者への被害の防止を図

るための橋梁に係る維持管理を効率的に行うために必要な情報を得ることを目的に実施する。 

群馬式定期点検では，損傷状況の把握及び対策区分の判定を行い，これらに基づき部材単位での

健全性の診断及び道路橋毎の健全性の診断を行い，これらの結果の記録を行う。また，点検時に全

ての部材に近接することが基本となることから，橋梁諸元や構成部材の形式確認も合わせて行う。

群馬式定期点検に関連する維持管理の標準的なフローを図-2.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.1 群馬式定期点検に関連する維持管理フロー(標準的なフロー) 
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群馬式定期点検のフローは図-2.2のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.2 群馬式定期点検に関する維持管理フロー 

【解説】 

群馬式定期点検は，予め一定の期間を定めて定期的に行われるものであるが，日常的に行われる

道路パトロールや特定の事象に特化した特定点検など他の点検との役割分担のもとで，互いに情報

を共有しながら適切に行われる必要がある，群馬式定期点検の実施にあたっても目的を十分に理解

した上で，他の点検業務と連携し効率的かつ効果的に行うことが重要である。 

図-2.1は，国交省の定期点検業務と関連する維持管理の標準的な進め方を群馬県用に示したもの

である。 

また，図-2.2は，図-2.1を基本としつつ群馬式定期点検についての維持管理の進め方を示したも

のである。 

群馬式定期点検は，部材の単位毎，損傷の種類毎に損傷の状況を把握して損傷程度の評価を行っ

た上で，当該損傷を構造上の部材区分毎，損傷種類毎に 10の対策区分に判定し，維持や補修・補強

（以下，「補修等」という。）の計画を検討する上で基礎的な資料を取得する。さらにそれらの評価

も踏まえて，健全性の診断を行う。 

ただし，E1 と E2 の緊急対応の必要があると判断した場合は，当然ながら直ちに対応し，その対

応を記録するとともに緊急対応を踏まえた対策区分の再判定を行い，本格的な維持・補修等の計画

の策定に移る。 

維持工事で対応すると判定した場合は，維持・補修等の計画を踏まえるものの，早急に行うこと

とする。 

S1 判定における詳細調査は，補修等の必要性の判定を行うに当たって原因の特定など詳細な調査

・清掃工事，小規
模補修工事etc

①応急処置（通

行規制etc）

②異常時点検
③補修工事

定期点検の実施
（原則 1回/5年，委託）

職員点検結果記録

対策措置
の判定

補修工事で対応

詳細調査実施

緊急対応実施

定期点検結果記録

対策区分

対策区分
E1,E2

緊急措置必要

簡易点検の実施
（1回/1年，職員）

維持工事必要
対策区分M

対策区分C1,C2

橋梁管理カルテの整備，運用

定期点検
時期の判定

点検頻度を早める必
要がある

1回/5年の定期
点検で問題なし

緊急措置必要
対策区分
A0,A,B,C1,C2,S1,S2

維持工事で対応

緊急措置不要
維持工事不要

時期を早めた定期
点検の実施（委託）

緊急対応実施 維持工事で対応

維持工事必要
対策区分M

対策区分
A0,A,B,S2

①応急処置（通

行規制etc）

②異常時点検
③補修工事

・清掃工事，小規模

補修工事etc

対策区分S1

対策区分
E1,E2

対策措置
の判定

橋梁調書の修正等
橋梁諸元等
の確認

健全性の
診断
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が必要な場合に実施するもので，適切な時期に実施されることとなる。詳細調査を実施した場合は，

その結果を踏まえて，あるいは，必要に応じて追跡調査を実施するなどして損傷の進行状況を監視

した後，対策区分の再判定を行う。 

S2 判定は，この詳細調査を経ないで追跡調査を実施する場合もある。 

いずれの対策をとった場合であっても，結果を蓄積し，橋梁管理カルテにおいて絶えず最新の記

録として参照できるようにしておくことが重要である。同様に，損傷の原因について，群馬式定期

点検後に詳細調査等により損傷原因を特定した場合や対策区分を修正する必要が生じた場合は，速

やかにその結果を橋梁管理カルテに反映させなければならない。 

また，群馬式定期点検以外の点検においても，必要に応じて種々の対策（緊急対応，詳細調査，

追跡調査等）がとられることとなるが，その結果は，群馬式定期点検の流れと同様に，対策区分の

判定が実施され，この結果を蓄積して，橋梁管理カルテにおいて常に参照できるようにしておく。 

蓄積された各種点検・調査結果や橋梁管理カルテをもとに，ライフサイクルコスト等を考慮し、

維持や補修計画等が立案され，実施される。補修等を実施した場合においては，その対策を踏まえ

て対策区分の判定及び健全性の診断についての再判定を行い，結果を蓄積するとともに，橋梁管理

カルテを更新することが必要である。 

また、以上の各種データは，確実に蓄積し，かつ，容易に取り出し活用できるようにしておくこ

とが重要である。そのため、群馬県では当該データを適切に管理するため「橋梁情報管理システム」

を構築しており、常に最新データに更新していく。 
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3. 群馬式定期点検の区分と内容 

(1) 群馬県独自で定めた群馬式定期点検は簡易点検と定期点検に区分される。区分と内容を表-3.1

示す。 

(2) 簡易点検は群馬県職員が 1年に 1回の頻度で行うことを原則とする。 

(3) 定期点検は委託業者が供用開始後 2年以内に初回，2回目以降は 5年に 1回の頻度で行うこと

を基本とする。 

表-3.1 群馬式定期点検の区分と主な内容一覧 

点検 

区分 
内容/点検実施者/頻度

管理システム/帳

票 
点検者/判定内容 

県職員による 

対策事項 

群

馬

式

定

期

点

検 

簡

易

点

検 

・概略点検 

・点検対象： 

路面と路下（桁端部

及び支承部のみ） 

・県職員が実施 

・1回/1 年 

・橋梁情報管理シ

ステム 

・橋梁管理カルテ

様式-A 

県
職
員 

・緊急事態や日

頃の補修作業

の必要性 

・時期を早めた

定期点検の必

要性 

・E1，E2，Mの対

策指示 

 

定

期

点

検 

・定期点検 

・点検対象：全ての部

材 

・簡易点検で必要と認

められた場合は，時

期を早めて実施 

・委託業者による実施

が基本 

・初回：供用開始後 2

年以内 

・2回目以降：1回/5年

・橋梁情報管理シ

ステム 

・橋梁管理カルテ

様式-3～様式-8 

・様式-M；維持工事

指示書及び様式

- C；C1,C2 判定

対応一覧表（必

要に応じて） 

委
託
業
者
（
基
本
） 

・損傷程度 

・対策区分 

・健全性診断 

・E1，E2，Mの対

策指示 

・C1,C2 に対す

る補修の指示

・S1に対する詳

細調査の指示

 

【解説】 

（1）簡易点検は道路重点パトロールを充実・強化したものと位置付け，マクロ的な視点で橋梁全体

を点検するものであり、原則として群馬県職員が行う。定期点検はすべての部材を点検して最新

の情報を把握するとともに，次回の定期点検までに必要な措置等の判断を行う上で必要な情報

を得るために行うものであり、専門家に委託することを基本とする。 

（2）簡易点検は橋梁構造や橋梁利用者の安全性を確保するための点検であるため、1年に 1回の頻

度で行う。簡易点検において詳細な点検が必要と認められた場合は，定期点検の頻度を 5年に 1

度に拘らずに早急に実施するものとする。なお，簡易点検の実施に当たっては留意点を取りまと

めた「付録-6 簡易点検ポイント集」を参考とするのがよい。 

（3）定期点検の初回（初回点検）は，橋梁完成時点では必ずしも顕在化しない不良箇所など橋梁の

初期損傷を早期に発見することと，橋梁の初期状態を把握してその後の損傷の進展過程を明ら

かにすることを目的としている。初期損傷の多くが供用開始後概ね 2 年程度の間に現れるとい

われており，点検結果でも次のような例が報告されていることから，供用開始後2年以内に行う

ものとした。 

例 1：伸縮装置のバックアップ材に繋ぎ目があり，繋ぎ目の施工が不十分であったことから破

断して漏水を起こすことで，下部構造の滞水や支承の腐食に至った。 

例 2：橋面防水のスラブドレーンにパイプが設置されておらず，凍結防止剤を含んだ水が桁に

供給され，腐食に至った。 
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その他，初期欠陥の代表的なものの例には，次のようなものがある。 

・設計上の配慮不足や環境との不適合によって生じることのある損傷 

例：異種金属接触による異常腐食，耐候性鋼材の異常腐食，排水不良 

・その他不足の現象や複合的な要因によって生じることのある損傷 

例：風による部材の振動及びそれによる損傷，交通振動の発現，床版などのコンクリート

部材のひびわれ 

平成 24 年に改定された道路橋示方書では，その橋の設計思想から施工に関する記録に至るま

で，将来の維持管理の合理化に資すると考えられる情報についての記録を作成し，かつ供用期間

中の維持管理に用いることが可能となるよう保存されることが規定された。 

これとも連動して，初回点検時には，例えば，建設時に火災や地震などの災害を被った場合の

被災履歴や復旧の記録，施工にあたって必要となった構造細部の変更（例えば，吊り足場用金具

の溶接）や補修の履歴（例えば，桁吊り上げ用治具の後埋めコンクリート），用いられた材料の仕

様など，今後当該橋梁の維持管理を行う上で必要となることが想定される記録が漏れなく引き継

がれていなければならない。また，橋梁に関する各種のデータが当該橋梁の現在の状態を示す初

期値として適切なものでなければならない。このためには，工事記録（出来形管理，品質管理，

写真管理等）はできるだけ確実に保管することが望ましい。改定前の要領に基づく点検結果でも

多くの初期損傷が生じていたことから，初期損傷の発生時期特定のためにも，本要領に準じた点

検を工事完成時に実施（工事の完成図書として，又は別途業務にて。手段は任意とする。）し，記

録することが有効である。なお，完成時に本要領に準じた点検を実施した場合であっても，これ

は初回点検ではないので，供用開始後 2年以内の初回点検は必要である。 

既設橋梁であっても，拡幅などの大規模な改築あるいは連続化など橋梁構造に大きな変更を伴

うような工事が行われた場合には，所定の点検頻度によることなく，2 年以内に初回点検を計画

するのがよい。 

定期点検において，判定区分 Mが確認された場合は様式-M；維持工事指示書を，判定区分 C1,C2

が確認された場合は，様式-C；C1,C2 判定対応一覧表を作成するものとする。詳細については，

「付録-1 橋梁管理カルテの記入要領 5.その他の記入様式」を参照すること。 
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4. 群馬式定期点検 

4.1 点検計画 

点検の実施にあたっては，当該橋梁の状況等に応じて適切な点検が実施できるよう，点検計画を

作成する｡ 

【解説】 

群馬式定期点検を効率的かつ適切に行うためには，事前に十分な点検計画を作成する必要がある。

ここでいう点検計画とは，点検作業に着手するための，既往資料の調査，点検項目と方法，点検体

制，現地踏査，管理者協議，安全対策，緊急連絡体制，緊急対応の必要性等の連絡体制及び工程な

ど定期点検に係る全ての計画をいう。 

①既往資料の調査  

橋梁管理カルテや橋梁調書及び既存点検結果の記録等を調査し，橋梁の諸元及び損傷の状況

や補修履歴等を把握する。前回点検までの損傷の進捗状況や規模を，帳票の申し送り事項や写

真で確認した上で現場点検を行う。 

②点検項目と方法 

本要領 4.2によるのを原則とする。 

③点検体制 

本要領 4.3によるのを原則とする。 

④現地踏査 

既存資料を確認したのち，定期点検に先立ち橋梁本体及び周辺状況を把握し，点検方法や足

場等の資機材の計画立案に必要な情報を得るための現地踏査を実施する。この際，交通状況や

点検に伴う交通規制の方法等についても調査し記録（写真を含む）する。 

⑤管理者協議 

定期点検の実施にあたり，鉄道会社，河川管理者，公安委員会及び他の道路管理者等との協

議が必要な場合には，点検が行えるように協議を行わなければならない。 

⑥安全対策 

本要領 4.4によるのを原則とする。 

⑦緊急連絡体制 

定期点検では事故等の発生時の緊急連絡体制を構築する。橋梁点検員等から，監督員，警察

署，救急指定病院等へ連絡する場合の手順を明らかにしておく。 

⑧緊急対応の必要性等の報告体制 

点検において，橋梁の安全性や第三者被害の防止などの観点から緊急対応の必要性があると

判断された場合の連絡体制を定めておく。 

⑨工程 

群馬式定期点検を適切に行うために，点検順序，必要日数あるいは時間などをあらかじめ検

討し，点検計画に反映させなければならない。 

 

なお，特定点検などの他の点検と群馬式定期点検をあわせて実施する場合には，それについても

点検計画に反映するとよい。 
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4.2 点検の項目及び方法 

(1)定期点検では，対象橋梁毎に必要な情報が得られるよう，点検する部材に応じた損傷の種類に

対して点検を実施しなければならない。 

(2) 簡易点検は，機材を用いずに確認できる範囲について，目視により行うことを基本とする。 

表-4.2.1 に点検における標準的な方法を示す。 

(3) 定期点検を行う者は、健全性の診断の根拠となる道路橋の現在の状態を、近接目視により把握

するか、または、自らの近接目視によるときと同等の健全性の診断を行うことができる情報が

得られると判断した方法により把握しなければならない。なお、同等の健全性の判断として、

「新技術利用のガイドライン案」を参照すること。 

表-4.2.1 に点検における標準的な方法を示す。 

 

表-4.2.1 点検の標準的な方法 

材料 番号 損傷の種類 点検の標準的方法 

鋼 

① 腐食 目視，ノギス，点検ハンマー 

② 亀裂 目視 

③ ゆるみ・脱落 目視，点検ハンマー 

④ 破断 目視，点検ハンマー 

⑤ 防食機能の劣化 目視 

コ
ン
ク
リ
ー
ト 

⑥ ひびわれ 目視，クラックゲージ 

⑦ 剥離・鉄筋露出 目視，点検ハンマー 

⑧ 漏水・遊離石灰 目視 

⑨ 抜け落ち 目視 

⑪ 床版ひびわれ 目視，クラックゲージ 

⑫ うき 目視，点検ハンマー 

そ
の
他 

⑬ 遊間の異常 目視，コンベックス 

⑭ 路面の凹凸 目視，コンベックス，ポール 

⑮ 舗装の異常 目視，コンベックス又はクラックゲージ 

⑯ 支承の機能障害 目視 

⑰ その他  

共
通 

⑩ 補修・補強材の損傷 目視，点検ハンマー 

⑱ 定着部の異常 目視，点検ハンマー，クラックゲージ 

⑲ 変色・劣化 目視 

⑳ 漏水・滞水 目視 

㉑ 異常な音･振動 聴覚，目視 

㉒ 異常なたわみ 目視 

㉓ 変形・欠損 目視，水糸，コンベックス 

㉔ 土砂詰り 目視 

㉕ 沈下・移動・傾斜 目視，水糸，コンベックス 

㉖ 洗掘 目視，ポール 
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【解説】 

（1）点検項目は対象橋梁毎に適切に設定し，確実に実施しなければならない。 

特に，「主要部材」は，損傷を放置しておくと橋の架け替えも必要になると想定される部材を指

し，「主桁」，「主桁のゲルバー部」，「横桁」，「縦桁」，「床版」，「主構トラスの上・下弦材，斜材，

垂直材，橋門構，格点及び斜材，垂直材のコンクリート埋込部」，「アーチのアーチリブ，補剛桁，

吊り材，支柱，橋門構，格点、吊り材等のコンクリート埋め込み部」，「ラーメンの主構（桁・脚）」，

「斜張橋の斜材及び塔柱」，「外ケーブル」，「定着部」，「橋脚」，「橋台」，「基礎」がある。主要部

材は，橋梁を適切かつ効率的に管理し，延命化を図る上で特に重要であり，損傷原因の特定に，

環境条件や交通量などの定期点検のみでは取得されない各種情報が必要な場合には，定期点検以

外の調査等によりこれを補う必要がある。 

（2）簡易点検は，橋梁構造や橋梁利用者の安全性を確保するためのマクロ的な点検である。そのた

め，機材を用いずに遠望を含む目視で確認できる範囲を対象として実施することが基本となる。 

（3）表-4.2.1 は，定期点検における損傷の種類に応じた標準的な点検の方法について示したもの

であり，損傷の種類は国交省のそれと同一として 26種類とした。 

定期点検では，全ての部材に近接して部材の状態を評価することを基本とする。また，箱桁内

のように部材内部への侵入が可能な場合には，近接目視による箱桁内の点検を実施することを原

則とする。 

損傷や変状の種類によっては，表面からの目視によるだけでは検出できない可能性があるもの

もある。このような事象に対しては，触診や打音も含めた非破壊検査が有効であることも多く，

必要に応じて目視以外の方法も併用する。特に，跨線橋などではコンクリート片やボルトの落下

が重大事故に繋がる可能性もあることから，触診や打音による確認を行わなければならない。 

狭隘部、水中部や土中部、部材内部や埋込部、補修補強材料で覆われた部材などにおいても、

外観から把握できる範囲の情報では現状の把握として不足するとき、打音や触診等に加えて必要

に応じて非破壊検査や試堀を行うなど詳細に状態を把握するのがよい。 

また、第三者被害につながる損傷は、必ずしもコンクリート表面の浮き剥離だけでなく、多種

多様なものがある。定期点検で損傷を発見した場合は、その場で処置を行うものとして定期点検

時に処置ができない場合は、処置の方法を検討し、速やかに対策を行うこと。 

なお，近接目視とは，肉眼により部材の変状等の状態を把握し評価が行える距離まで近接して

目視を行うことを想定している。近接方法は「付録-4 3.点検方法」を参考として，架橋位置の

状況に応じて選定すること。 
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4.3 点検体制 

群馬式橋梁点検は，これを適正に行うために必要な橋梁に関する知識及び技能を有する者が行

わなければならない。 

【解説】 

簡易点検は群馬県職員が自ら管理している橋梁の点検を実施するものである。したがって，十分

な知識と訓練を受けているものと判断されるので，点検作業は原則として県技術職員 2名以上で実

施するものとする。 

定期点検では，損傷の有無やその程度などの現状に関する客観的事実としての「損傷程度の評価」，

損傷の原因や進行可能性も考慮した部材の機能状態に着目した判定「対策区分の判定」及びこれら

の情報に基づいた「健全性の診断」を行う。これら点検の品質を確保するためには，それぞれに対

して，道路橋やその維持管理等に関する必要な知識や経験，点検に関する技能を有したものが従事

することが重要である。 

点検業務に携わる橋梁検査員，橋梁点検員として必要な要件の標準は，次のとおりとする。 

■橋梁検査員：「対策区分の判定」及び「健全性の診断」を行うのに必要な能力と実務経験を有す

る者 

・橋梁に関する相応の資格を有すること［技術士，RCCM等］ 

・橋梁に関する相当の実務経験を有すること 

・橋梁の設計・施工・管理に関する相当の専門知識を有すること 

・点検に関する相当の技術と実務経験を有すること 

・点検結果を照査できる技術と実務経験を有すること 

■橋梁点検員：損傷程度の評価を行うのに必要な次の能力と実務経験を有する者 

・橋梁に関する実務経験を有すること 

・橋梁の設計・施工に関する基礎知識を有すること 

・点検に関する技術と実務経験を有すること 

 

定期点検作業は,橋梁点検員 1 名，点検補助員 1 名以上で実施するものとし，点検車を使用する

場合は点検車運転員1名，及び必要に応じ交通整理員を配置するものとする。 

なお，点検作業に携わる人員の名称及び作業内容は，次のとおりである。 

・橋梁点検員 ：橋梁点検員は，点検作業班を統括し，安全管理について留意して，各作業員の

行動を掌握するとともに，点検補助員との連絡を密にして点検漏れ等のないよ

うに点検調査を実施・管理し，損傷程度の評価を行う。 

・点検補助員 ：点検補助員は，橋梁点検員の指示により，点検作業の補助を行う他，点検車歩

廊部（油圧屈伸式にあっては点検作業台）の移動操作，点検車運転員及び交通

整理員との連絡・調整を行う。必要に応じて，足場や重機を用いない高所技術

を活用して写真撮影，スケッチ等を行うこともある。 

・点検車運転員：点検車運転員は，橋梁点検員の指示に従い橋梁点検車の移動等を行う。 

・交通整理員 ：交通整理員は，点検時の交通障害を防ぎ点検作業員の安全を確保する。 
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4.4 安全対策 

定期点検は，道路交通，第三者及び点検に従事する者に対して適切な安全対策を実施して行わな

ければならない。 

【解説】 

定期点検は供用下で行うことが多いことから，道路交通，第三者及び点検に従事する者の安全確

保を第一に作業を行う必要がある。作業に当たっては，道路法や労働基準法，労働安全衛生法，そ

の他関連法規（「道路工事保安施設設置基準（案）」等）を遵守するとともに，現地の状況を踏まえ

た適切な安全対策について，点検計画に盛り込むものとする。 

主な留意事項は次のとおりである。 

・高さ 2m以上で作業を行う場合，点検に従事する者は必ず安全帯を使用する。 

・梯子を使用する場合は，下端を補助者に保持させ，地盤や角度に留意する。 

・足場，橋梁検査路（上部構造検査路，下部構造検査路，昇降設備），手摺，ヘルメット，安全帯

の点検を始業前に必ず行う。 

・足場，通路等は常に整理整頓し，安全通路の確保に努める。 

・道路あるいは通路上での作業には，必ず安全チョッキを着用し，必要に応じて交通誘導員を配

置し，作業区域への第三者の立ち入りを防止する。 

・高所作業では，用具等を落下させないようストラップで結ぶ等，十分注意する。 

・橋梁点検車や高所作業車等の機器を用いる場合には，始業時点検を行い，安定した位置にアウ

トリガーを設置する。 

・密閉場所で作業する場合は，酸欠状態等を調査の上実施する。 

・検査路に立ち入る場合には，腐食等により検査路自体の安全性に問題が生じている可能性もあ

るため，安全性を確認した上で立ち入るものとする。 

・河川内に立ち入る場合には，出水による急激な水位上昇に注意する。 

・暴風，ゲリラ豪雨等の気象状況や熱中症に十分注意する。 
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5. 対策区分の判定 

5.1 対策区分 

群馬式定期点検では，橋梁の損傷状況を把握したうえで，構造上の部材毎，損傷種類毎の対策区

分について，表-5.1.1 の対策区分による判定を行う。 

表-5.1.1  群馬式定期点検の対策区分 
 

簡易点検 定期点検 

対策 

区分 
内容 

対策 

区分 
内容 

E1 
橋梁構造の安全性の観点から，緊

急対応の必要がある。 
E1 

同左 

E2 その他，緊急対応の必要がある。 E2 同左 

－ 判定しない 

C1 
予防保全の観点から，速やかに補修等を

行う必要がある。 

C2 
橋梁構造の安全性の観点から，速やかに

補修等を行う必要がある。 

S1 
原因の確定など，詳細調査を行う必要が

ある。 

S2 
損傷の進行状況を確認するため，追跡調

査を行う必要がある。 

B 状況に応じて補修を行う必要がある。 

A 損傷が軽微で補修を行う必要がない。 

A0 損傷が認められない。 

M 維持工事で対応する必要がある。 M 同左 
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【解説】 

(1) H26 国交省点検要領の対策区分と，群馬県の定期点検対策区分との関係を表解-5.1.1 に示す。 

表解-5.1.1  定期点検の対策区分 

 群馬県(H23.1)  群馬県(H29.3)  国土交通省(H26.6) 

対策 

区分 
内容 

対策

区分
内容 

対策 

区分 
内容 

E1 

橋梁構造の安全性の観

点から，緊急対応の必要

がある。 

E1 

同左 

E1 

同左 

E2 
その他，緊急対応の必要

がある。 
E2 

同左 
E2 

同左 

C 

速やかに補修等を行う

必要がある。 C1 

予防保全の観点から，速

やかに補修等を行う必

要がある。 

C1 

同左 

C2 

橋梁構造の安全性の観

点から，速やかに補修等

を行う必要がある。 

C2 

同左 

S1 

損傷が著しく，健全度に

直接問題になる損傷で

あり，早急に詳細調査を

行った上で補修を行う

必要がある。 

S1 

原因の確定など，詳細調

査を行う必要がある。 

S1 

詳細調査の必要がある。

S2 

追跡調査（簡易点検・定

期点検）により，損傷の

進展を確認した上で，補

修の要否検討を行う。 

S2 

損傷の進行状況を確認

するため，追跡調査を行

う必要がある。 
S2 

追跡調査の必要がある。

B 
状況に応じて補修を行

う必要がある。 
B 

同左 
B 

同左 

A 
損傷が軽微で補修を行

う必要がない。 
A 

同左 

A 

損傷が認められないか，

損傷が軽微で補修を行

う必要がない。 A0 損傷が認められない。 A0 同左 

M 
維持工事で対応する必

要がある。 
M 

同左 
M 

同左 

簡易点検では，緊急対応や維持工事対応の必要があるものとして，対策区分 E1，E2，Mを判定

する。 

なお，損傷状況を把握する部材区分は「付録-4 1.4 部材区分」を参考にすること。 

 

(2) 群馬式定期点検では，当該橋梁の各損傷に対して補修等や緊急対応，維持工事対応，詳細調査

などの何らかの対策の必要性について，群馬式定期点検で得られる情報の範囲で判定するもの

とし，群馬県職員並びに橋梁検査員は点検結果から損傷原因の推定に努め，補修等の範囲や工法

の検討などが行えるよう必要な所見を記録する。加えて，複数の部材の複数の損傷を総合的に評

価するなど，橋梁全体としての状態についての所見も記録する。なお，損傷程度の評価は付録-

8に添付する H26国交省点検要領の「損傷評価基準」を参考にすること。 

また，A0及び Aを除く対策区分については，しかるべき対策がとられた場合には，速やかに表

-5.1.1 の対策区分によって再判定を行い，その結果を記録に残すものとする。例えば，定期点検

で S1 の対策区分としていた損傷を詳細調査の結果を踏まえて B の対策区分に再判定，定期点検

で C2の対策区分としていたひびわれを補修したために A0の対策区分に変更などである。 
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(3) 本要領で定めた対策区分の判定の基本的な考え方は次のとおりである。 

対策区分 E1：橋梁構造の安全性が著しく損なわれており，緊急に処置されることが必要と判

断できる状態をいう。 

例）・亀裂が鈑桁形式の主桁ウェブや鋼製橋脚の横梁のウェブに達しており亀裂の

急激な進展の危険性がある場合 

・桁の異常な移動により落橋の恐れがある場合 

対策区分 E2：自動車，歩行者の交通障害や第三者等への被害の恐れが懸念され，緊急に処置

されることが必要と判断できる状態をいう。 

例）・遊間が異常に広がっており二輪車の転倒が懸念される場合 

・通行車両に被害を与える恐れが高い場合 

なお，一つの損傷で E1，E2 両者の理由から緊急対応が必要と判断される場

合は，E1に区分する。 

対策区分 C1：損傷が進行しており，耐久性確保（予防保全）の観点から，少なくとも次回の

定期点検まで（=5年程度以内）には補修等される必要があると判断できる状態

をいう。なお，橋梁構造の安全性の観点からは直ちに補修するほどの緊急性は

ないものである。 

例）・コンクリート部材に生じた数の少ないひびわれ 

・腐食に繋がる危険性のある箇所での防食機能の劣化 

・伸縮装置からの漏水や床版水抜きパイプの詰まり 

対策区分 C2：損傷が相当程度進行し，当該部材の機能や安全性の低下が著しく，橋梁構造

の安全性の観点から，少なくとも次回の定期点検まで（=5 年程度以内）には

補修等される必要があると判断できる状態をいう。 

例）・コンクリート部材に生じたひびわれのうち限定的な鉄筋破断を伴う損傷 

なお，一つの損傷で C1，C2 両者の理由から速やかな補修等が必要と判断

される場合は，C2 に区分する。 

対策区分 S1：損傷があり，補修等の必要性の判定を行うにあたって原因の特定など詳細な調

査が必要と判断できる状態をいう。 

例）・コンクリート表面に亀甲状のひび割れが生じていてアルカリ骨材反応の疑い

がある場合 

対策区分 S2：損傷の進行性を追跡調査（定期点検）により確認して補修の要否を判断する場

合としている。 

例）・下部工の移動や傾斜が予想される伸縮装置の遊間の異常が見られる場合 

・支承に沈下や傾斜が生じ損傷の進展を見極める必要がある場合 

対 策 区 分 B：損傷があり補修の必要があるものの，損傷の原因，規模が明確であり，直ちに

補修するほどの緊急性はなく，放置しても少なくとも次回の定期点検まで（=5

年程度以内）に構造物の安全性が著しく損なわれることはないと判断できる

状態をいう。 

対 策 区 分 A：少なくとも点検で知りうる範囲では，損傷が軽微で補修の必要がない状態をい

う。 

対策区分 A0：少なくとも点検で知りうる範囲では，損傷が認められない状態をいう。 

対 策 区 分 M：損傷があり，当該部材の機能を良好な状態に保つために日常の維持工事で早急

に処置されることが必要と判断できる状態をいう。 

例）・支承や排水施設に土砂詰りがある場合 

なお，対策区分の判定は付録-8に添付する H26国交省点検要領の「対策区分判定要領」も参考

にすること。 
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（4）対策区分の判定は，前述のとおり，損傷程度の評価結果，その原因や将来予測，橋全体の耐荷

性能等へ与える影響，当該部材，周辺の部材，部材の現状，必要に応じて同環境と見なせる周辺

の橋梁の状況等をも考慮し，今後管理者が執るべき措置を助言する総合的な評価であり，橋梁検

査員の技術的判断が加えられたものである。このように，各損傷に対して維持・補修等の計画を

検討する上で特に参考とされる基礎的な評価であるため，統一的な評価基準で行われることが

重要である。そこで本要領では，表-5.1.1 に示す標準的な判定区分の目安を(3)に記載するとと

もに，「付録-4 参考資料集 5.2 対策区分の診断事例」を掲載しこれを参考にすることとした。 

これらの判定にあたっては，橋梁についての高度な知識や経験が不可欠であり，群馬県職員並

びに橋梁検査員がこれを行うこととなるが，状況に応じて，詳細調査を実施したり，別途専門的

知識を有する有識者の協力を得て判定を行う必要がある場合もある。 

 

（5）損傷が緊急対応の必要があると判断された場合は，4.1の解説「⑧緊急対応の必要性等の報告

体制」により，速やかに連絡するものとする。 

 

5.2 補修等の必要性の判定 

橋梁の効率的な維持・補修等の計画を立案するため，定期点検では構造上の部材位毎に，損傷の

種類，損傷の状態，部材の重要度，損傷の進行可能性を考慮して，補修等の必要性と緊急性につい

て判定する。 

【解説】 

補修等の必要性と緊急性の判定は，構造上の部材毎に，損傷の種類や状態，部材の重要度，損傷

の進行可能性を総合的に判断して行うものとする。この際，橋梁構造の安全性と耐久性確保の 2つ

の観点から行うものとし，初回点検結果の判定においては耐久性確保の観点に十分配慮するものと

する。判定は，原因の推定や損傷の進行予測などを行い，それらの総合的な状況ごとに 5つの判定

（表-5.1.1 の A0，A，B，C1，C2）に区分する。 

 

5.3 緊急対応の必要性の判定 

安全で円滑な交通の確保，沿道や第三者への被害予防を図るため，損傷の発生している部材とそ

の程度，周囲の状況を総合的に考慮して，緊急対応の必要性について判定する。 

【解説】 

群馬式定期点検においては，損傷状況から，橋梁構造の安全性の観点，自動車，歩行者の交通障

害や第三者に被害を及ぼすおそれがあるような損傷によって緊急対応がなされる必要があると疑

われる場合について，緊急対応の必要性を工学的根拠によって確実に判定しなければならない。 

定期点検は，橋梁の維持管理業務において，橋梁の各部に最も近接し直接的かつ詳細に損傷状況

の把握を行うことのできる点検であり，したがって，道路パトロールや遠望からの目視では発見す

ることが困難な損傷のうち，特に緊急対応が必要となる可能性の高い事象については，定期点検で

確実に把握しておくことが必要である。 

なお，緊急対応が必要と判定される場合は，4.1 の解説「⑧緊急対応の必要性等の連絡体制」に

より速やかに監督員に連絡するものとする。その際，「付録-4 2.コンクリート部材の予防措置」を

参考にするとよい。 
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5.4 維持工事で対応する必要性の判定 

当該部材の機能を良好な状態に保つため，損傷の種類と規模，発生箇所を考慮して，日常の維持

工事で早急に対応することの必要性と妥当性について判定する。 

【解説】 

群馬式定期点検で発見する損傷の中には，早急に，しかも比較的容易に通常の維持工事で対応可

能なものがある。例えば，土砂詰まりなどは，損傷の原因や規模が明確で，通常の維持工事で補修

することができるので，当該部材の機能を良好な状態に保つために早急に維持工事で対応すること

とする。 

なお，この判定結果は，速やかに所管事務所に報告し，確実に維持工事等による対応が行われな

ければならない。 

 

5.5 詳細調査又は追跡調査の必要性の判定 

定期点検で把握できる損傷の状況には限界があり，損傷原因や規模，進行可能性などが不明で，

5.2 に規定する判定が困難である場合には，部材の重要度も考慮して，詳細調査又は追跡調査の必

要性について判定する。 

【解説】 

定期点検は近接目視を基本としているために，把握できる損傷の状況には限界があり，損傷原因

や規模，進行可能性などが不明な場合がある。一般的にはこれらが不明の場合，5.2 に規定されて

いる補修等の必要性の判定は困難で，詳細調査又は追跡調査が必要となる。しかし，高欄のボルト

のゆるみのように原因が不明であっても，容易に補修や改善の対応が可能であり，直ちに対処する

ことが望ましいと考えられるものについては，例えば Mに判定するなど，必ずしも詳細調査が必要

とはならない場合も考えられるので，上記のように規定した。 

なお，C1又は C2判定が行われて実際に補修工事を行うに際しては，工事内容と工事規模（数量）

を決定するための調査及び補修設計が行われるのが一般的である。この調査は，点検結果の判定と

しての詳細調査とは意味や内容，観点が異なることから，補修設計の実施を目的として工事規模の

みを明確にするために詳細調査の必要があるとの判定は，行ってはならない。 

また，初回点検結果で発見した損傷のうち原因が不明なものについては，前述のとおり，規模の

大小を問わず，S1判定が望まれる。 

また，例えば乾燥収縮によるコンクリート表面のひびわれなど，損傷原因は確定できるものの進

行可能性を見極めた上で補修等の必要性を判定するのが妥当と判断される場合もあり，この場合は

詳細調査を省略して追跡調査のみ行うことで十分である。この場合の判定は S2に記録する。 
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6. 健全性の診断 

定期点検では，部材単位，道路橋毎での健全性の診断を行う。 

（1）健全性の診断の区分 

健全性の診断は，表-6.1の診断区分により行う。 

表 6.1 健全性の診断区分 

区分  状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著しく

高く，緊急に措置を講ずる必要がある状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講ず

ることが望ましい状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から措

置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

 

（2）部材単位の健全性の診断の単位 

部材単位の診断は、構造上の部材毎、損傷種類毎に行う事を基本とする。 

表 6.2 健全性の診断区分 

部材 
損傷の種類 

鋼 コンクリート その他 

上部構造 主桁 ①腐食 

②亀裂 

④破断 

その他 

⑥ひびわれ 

⑪床版ひびわれ 

その他 

⑯支承の機能障害 

その他 

 

横桁 

床版 

下部構造 

支承 

その他 

 

（3）道路橋毎の健全性の診断は、部材単位の健全性の診断を踏まえて判定を行う。 

【解説】 

 (1) 点検時に，うき・はく離等があった場合は，道路利用者及び第三者被害予防の観点から応急

的に措置を実施した上で上記Ⅰ～Ⅳの判定を行うこととする。 

調査を行わなければ、Ⅰ～Ⅳの判定が適切に行えない状態と判断された場合には、その旨を記

録するとともに、速やかに調査を行い、その結果を踏まえてⅠ～Ⅳの判定を行うこととなる。 

（その場合、記録表には、要調査の旨を記録しておくこと。） 

判定区分のⅠ～Ⅳに分類する場合の措置の基本的な考え方は以下のとおりとする。 

Ⅳ：緊急に対策を行う必要がある状態をいう 

Ⅲ：早期に監視や対策を行う必要がある状態をいう 

Ⅱ：状況に応じて、監視や対策を行うことが望ましい状態をいう 

Ⅰ：監視や対策を行う必要のない状態をいう 
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(2) 道路橋は機能や役割の異なる多くの部材が複雑に組み合わされた構造体であり、部材の変状

や機能障害が道路橋全体の性能に及ぼす影響は、橋梁形式等によって大きく異なる。また、一般

的には補修・補強等の措置は必要な機能や耐久性を回復するために部材単位で行われるため、定

期点検では健全性の診断を部材単位で行うこととした。部材単位の健全性の診断は，着目する部

材とその損傷が道路橋の機能に及ぼす影響の観点から行うものであり，表-6.1 の「道路橋の機

能」を「部材の機能」に機械的に置き換えるものではない。なお，別途「5.対策区分の判定」が

行われるため，部材単位の健全性の診断の実施は「対策区分の判定」を同時に行うことが合理的

である。 

「健全性の診断」と「対策区分の判定」は，あくまでそれぞれの定義に基づいて独立して行う

ことが原則である。 

 

(3) 道路橋毎の健全性の診断は，道路橋単位で総合的な評価を付けるものである。 

部材単位の健全度が道路橋全体の健全度に及ぼす影響は，構造特性や架橋環境条件，当該道路

橋の重要度等によっても異なるため，「5.対策区分の判定」及び所見，あるいは「（2）部材単位

の健全性の診断」の結果なども踏まえて，道路橋単位で判定区分の定義に則って総合的に判断す

る。 

一般には，構造物の性能に影響を及ぼす主要な部材に着目して，最も厳しい評価で代表させる

ことができる。 
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第 2編 群馬式定期点検要領 

 

7. 群馬式定期点検結果の記録 

7.1 道路管理者の役割と責務 

道路管理者は，橋梁管理カルテを日常の管理ツールとし，簡易点検を実施して橋梁の現状を常に

監視し，必要に応じて定期点検を発注して対策区分の判定及び健全性の診断を明確にし，その結果

に対して適切に補修・緊急対応・維持工事等の指示をしなければならない｡ 

【解説】 

群馬県職員の役割と責務を明確にしたものであり，常に群馬県職員が橋梁の維持管理事業を

主導するものとしたものである。特に対策区分の判定に関しては，最終的な責任は群馬県職員

にある事を銘記して受託者からの検査結果を検収するものとする。 

 

7.2 記録・保管 

群馬式定期点検の結果は，点検終了後直ちに点検者が記録・作成し，橋梁情報管理システムに保

管しなければならない。 

【解説】 

(1)  群馬式定期点検の結果は，維持・補修等の計画を立案する上で参考とする基礎的な情報であ

り，適切な方法で記録し，保管しなければならい。そのため，点検結果について適切な記録は点

検終了後直ちに点検者が作成し，橋梁情報管理システムに登録したものを永年（道路橋が利

用されている期間中）に渡って保管する。なお，ここでいう「点検者」とは，簡易点検を行

う県職員，定期点検を行う委託業者（基本）を指す。 

 

(2)  5.1 による対策区分の判定及び健全性の診断について，群馬式定期点検後にしかるべき対策

がとられた場合には，補修等の必要性について再判定を行い，速やかにその結果を橋梁管理カル

テに反映させなければならない。同様に，損傷の原因について，点検後に詳細調査等を行い特定

した場合や修正する必要が生じた場合は，速やかにその結果を橋梁管理カルテに反映させなけ

ればならない。 

 

(3)  群馬式定期点検結果は各様式に記録するものとし，橋梁情報管理システムに保管する。記入

方法や作成方法等の詳細は表解-7.1 に示す付録を参照すること。なお，様式作成に用いた電

子データは次回点検の基礎資料となることから，全体一般図，損傷図，規制図の CAD データ

（sfc に加えて dwg または bfo）も橋梁情報管理システムに登録・保管することを原則とする。

また、全体一般図、損傷図、規制図も表にして必要基礎資料とする。 

表解-7.1 群馬式定期点の記録 

点検区分 記録様式 参照箇所 

簡易点検 橋梁管理カルテ 様式-A 付録-1 橋梁管理カルテの記入要領 

定期点検 橋梁管理カルテ 様式-3～8 付録-1 橋梁管理カルテの記入要領 

 点検表記録様式 付録-2 点検表記録様式の記入要領 

 橋梁調書 ※ 付録-3 橋梁調書の記入要領 

※近接目視に伴い確認した橋梁諸元等を反映させる 
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線

種
別

路
線

名

C
1

経
度

E
2

S
2

橋
梁

管
理

カ
ル

テ
　

様
式

-
4
-
2
 
損

傷
状

況

ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ

橋
梁

番
号

部
材

橋
 
梁

 
名

所
 
在

 
地

損 傷 状 況

径
間

吾
妻

郡
長

野
原

町
応

桑
字

ヒ
ノ

木
塚

吾
妻

郡
長

野
原

町
応

桑
字

ホ
ー

ロ
ク

平
地

点
座

標
デ

ー
タ

M

緯
度
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自 至

径
間

番
号

径
間

番
号

写
真

説
明

写
真

説
明

現 　 地 　 状 　 況 　 写 　 真

メ
　

　
　

モ

写
真
説

明

撮
影

年
月

日

写
真
番

号

径
間
番

号

写
真
説

明

撮
影

年
月

日
写

真
番

号

メ
　

　
　

モ

写
真

番
号

撮
影
年

月
日

撮
影
年

月
日

分
割

番
号

管
轄

メ
　

　
　

モ
メ

　
　

　
モ

径
間

番
号

地
点

座
標

デ
ー

タ

橋
梁

管
理

カ
ル

テ
　

様
式

-
5
 
現

地
状

況
写

真

所
 
在

 
地

緯
度

経
度

橋
 
梁

 
名

ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ

橋
梁

番
号

路
線

種
別

点
検

年
月

日

路
線

名
橋

梁
検

査
員

写
真
番

号

径
間
番

号
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自 至

損 　 　 傷 　 　 図

緯
度

地
点

座
標

デ
ー

タ

橋
梁

管
理

カ
ル

テ
　

様
式

-
6
 
損

傷
図

所
 
在

 
地

分
割

番
号

路
線

名
橋

梁
検

査
員

橋
 
梁

 
名

ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ

橋
梁

番
号

経
度

管
轄

路
線

種
別

点
検

年
月

日
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自 至

前
回

点
検

補
修

前
回
点

検
補

修

前
回
点

検
補

修
前

回
点

検
補

修

写
真

番
号

径
間

番
号

写
真
番

号

部
材
名

損
傷
程

度

損
傷

の
種

類

損 　 傷 　 写 　 真
部

材
名

損
傷

程
度

部
材

名

損
傷
程

度

写
真
番

号

部
材
名

径
間

番
号

損
傷

の
種

類

対
策

区
分

損
傷

の
種

類

径
間

番
号

損
傷

程
度

撮
影
年

月
日

メ
　

　
　

モ
メ

　
　

　
モ

メ
　

　
　

モ
メ

　
　

　
モ

対
策

区
分

撮
影

年
月

日

写
真

番
号

径
間

番
号

損
傷

の
種

類

撮
影

年
月

日

対
策

区
分

径
間

番
号

地
点

座
標

デ
ー

タ

橋
梁

管
理

カ
ル

テ
　

様
式

-
7
 
損

傷
写

真

緯
度

経
度

橋
 
梁

 
名

ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ

橋
梁

番
号

所
 
在

 
地

路
線

種
別

点
検

年
月

日

路
線

名
橋

梁
検

査
員

対
策

区
分

分
割

番
号

管
轄

撮
影
年

月
日
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様
式

-
8
　

定
期

点
検

調
書

Ｖ
e
ｒ

2
.
0
：

2
.
0
0
.
0
0

管
轄

○
○

土
木
事
務

所

点
検
年

月
日
　

0
0
0
0
年
0
0
月
0
0
日

　
点
検
者
名

0 0
0
0
0
年

●
●

●
●

●
1.

桁
橋

　
2
.ト

ラ
ス

　
3
.ア

ー
チ

□
鋼

□
①

腐
食

表
面

錆
ま

た
は

板
厚

減
少

を
伴

っ
た

錆
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
高

欄
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

高
欄

の
全

長
に

対
し

、
面

積
の

小
さ

い
錆

が
局

部
的

に
発

生
し

て
い

る
(b

)
○

高
欄

に
錆

が
生

じ
て

い
る

が
、

錆
は

表
面

的
で

、
高

欄
の

全
長

に
対

し
、

拡
が

り
の

あ
る

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(c

)
○

高
欄

の
錆

は
表

面
的

で
、

全
体

的
に

錆
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

横
桟

継
手

部
、

支
柱

等
に

局
部

的
に

著
し

い
膨

張
ま

た
は

明
ら

か
な

板
厚

減
少

が
生

じ
て

い
る

(d
)

○
高

欄
の

鋼
材

表
面

に
著

し
い

膨
張

ま
た

は
明

ら
か

な
板

厚
減

少
が

生
じ

て
い

る
。

全
体

的
に

錆
が

生
じ

て
い

る
か

、
ま

た
は

、
高

欄
の

全
長

に
対

し
、

拡
が

り
の

あ
る

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(e

)

○
-

○
高

欄
に

孔
食

等
に

よ
る

断
面

減
少

が
生

じ
、

強
度

が
著

し
く

低
下

し
、

群
集

荷
重

に
耐

え
切

れ
ず

、
歩

行
者

の
通

行
等

が
危

険
な

状
態

(e
)

○
-

□
鋳

鉄
□

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

防
食

皮
膜

が
剥

離
し

て
い

ま
す

か
、

ま
た

は
点

錆
が

発
生

し
て

い
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

【
分

類
1
：
塗

装
】

高
欄

の
最

外
層

の
防

食
塗

膜
に

変
色

が
生

じ
て

い
る

。
ま

た
は

、
高

欄
の

全
長

に
対

し
局

所
的

に
う

き
が

発
生

し
て

い
る

(c
)

【
分

類
２

：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

高
欄

に
局

所
的

に
防

食
皮

膜
が

劣
化

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(c

)

○
【
分

類
1
：
塗

装
】

高
欄

の
防

食
塗

膜
が

剥
離

し
、

高
欄

の
全

長
に

対
し

部
分

的
に

下
塗

り
が

露
出

し
て

い
る

(d
)

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

高
欄

に
全

体
的

に
防

食
塗

膜
が

剥
離

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(e

)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

高
欄

に
全

体
的

に
防

食
皮

膜
が

劣
化

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(e

)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
ア

ル
ミ

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落
ボ

ル
ト

の
ゆ

る
み

・
脱

落
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

-
○

-
○

-

□
ス

テ
ン

レ
ス

□
④

破
断

事
故

等
に

よ
る

破
断

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

局
部

的
(e

)
○

-
○

-
○

破
断

の
規

模
が

大
き

く
、

歩
行

者
の

通
行

等
が

危
険

な
状

態
(e

)
○

-

□
 

変
形

・
欠

損
事

故
等

に
よ

る
変

形
・
欠

損
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
変

形
は

局
部

的
で

あ
る

(ｃ
)

○
変

形
が

小
さ

い
が

、
安

全
性

、
使

用
性

か
ら

補
修

が
必

要
(c

)
○

-
○

-
○

変
形

が
大

き
く

、
歩

行
者

の
通

行
等

が
危

険
な

状
態

(e
)

○
-

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ
ひ

び
わ

れ
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

（
壁

式
、

支
柱

式
）

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(b

)
○

（
壁

式
、

支
柱

式
）

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

以
上

0
.3

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(c

)
○

（
壁

式
）

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.3

m
m

以
上

で
間

隔
が

0
.5

m
未

満
(e

)
○

（
支

柱
式

）
ひ

び
わ

れ
幅

が
0
.3

m
m

以
上

で
間

隔
が

0
.5

m
未

満
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剥
離

ま
た

は
鉄

筋
露

出
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
（
壁

式
、

支
柱

式
）

剥
離

の
み

が
生

じ
て

い
る

が
損

傷
面

積
は

小
さ

い
(c

)
○

（
壁

式
、

支
柱

式
）

鉄
筋

露
出

が
生

じ
て

い
る

が
損

傷
面

積
は

小
さ

い
(d

)
○

（
壁

式
）

鉄
筋

が
露

出
し

損
傷

面
積

が
大

き
い

(e
)

○
（
支

柱
式

）
鉄

筋
が

露
出

し
損

傷
面

積
が

大
き

い
(e

)
○

-
○

（
壁

式
、

支
柱

式
）

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
片

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
、

ま
た

は
歩

行
者

の
通

行
等

が
危

険
な

状
態

(e
)

○
-

□
⑫

う
き

う
き

が
見

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
（
壁

式
、

支
柱

式
）

局
部

的
(e

)
○

-
○

（
壁

式
、

支
柱

式
）

全
体

的
(e

)
○

-
○

（
壁

式
、

支
柱

式
）

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
片

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)

○
-

□
部

材
無

し

□
鋼

□
①

腐
食

表
面

錆
ま

た
は

板
厚

減
少

を
伴

っ
た

錆
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
防

護
柵

に
錆

が
生

じ
て

い
る

が
、

錆
は

表
面

的
で

、
高

欄
の

全
長

に
対

し
、

面
積

の
小

さ
い

錆
が

局
部

的
に

発
生

し
て

い
る

(b
)

○
防

護
柵

に
錆

が
生

じ
て

い
る

が
、

錆
は

表
面

的
で

、
高

欄
の

全
長

に
対

し
、

拡
が

り
の

あ
る

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(c

)
○

防
護

柵
の

錆
は

表
面

的
で

、
全

体
的

に
錆

が
生

じ
て

い
る

。
ま

た
は

、
横

桟
継

手
部

、
支

柱
等

に
局

部
的

に
著

し
い

膨
張

ま
た

は
明

ら
か

な
板

厚
減

少
が

生
じ

て
い

る
(d

)
○

防
護

柵
の

鋼
材

表
面

に
著

し
い

膨
張

ま
た

は
明

ら
か

な
板

厚
減

少
が

生
じ

て
い

る
。

全
体

的
に

錆
が

生
じ

て
い

る
か

、
ま

た
は

、
高

欄
の

全
長

に
対

し
、

拡
が

り
の

あ
る

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(e

)

○
-

○
防

護
柵

に
孔

食
等

に
よ

る
断

面
減

少
が

生
じ

、
強

度
が

著
し

く
低

下
し

、
群

集
荷

重
に

耐
え

切
れ

ず
、

歩
行

者
の

通
行

等
が

危
険

な
状

態
(e

)
○

-

□
鋳

鉄
□

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

防
食

皮
膜

が
剥

離
し

て
い

ま
す

か
、

ま
た

は
点

錆
が

発
生

し
て

い
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

【
分

類
１

：
塗

装
】

防
護

柵
の

最
外

層
の

防
食

塗
膜

に
変

色
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

防
護

柵
の

全
長

に
対

し
局

所
的

に
う

き
が

発
生

し
て

い
る

(c
)

【
分

類
２

：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

防
護

柵
に

局
所

的
に

防
食

皮
膜

が
劣

化
し

、
点

錆
が

発
生

し
て

い
る

○
【
分

類
1
：
塗

装
】

防
護

柵
の

防
食

塗
膜

が
剥

離
し

、
高

欄
の

全
長

に
対

し
部

分
的

に
下

塗
り

が
露

出
し

て
い

る
(d

)
○

【
分

類
1
：
塗

装
】

防
護

柵
に

全
体

的
に

防
食

塗
膜

が
剥

離
し

、
点

錆
が

発
生

し
て

い
る

(e
)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

防
護

柵
に

全
体

的
に

防
食

皮
膜

が
劣

化
し

、
点

錆
が

発
生

し
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
ア

ル
ミ

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落
ボ

ル
ト

の
ゆ

る
み

・
脱

落
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

-
○

-
○

-

□
ス

テ
ン

レ
ス

□
④

破
断

事
故

等
に

よ
る

破
断

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

局
部

的
(e

)
○

-
○

-
○

破
断

の
規

模
が

大
き

く
、

通
行

車
両

が
危

険
な

状
態

(e
)

○
-

□
 

変
形

・
欠

損
事

故
等

に
よ

る
変

形
・
欠

損
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
変

形
は

局
部

的
で

あ
る

(ｃ
)

○
変

形
が

小
さ

い
が

、
安

全
性

、
使

用
性

か
ら

補
修

が
必

要
(c

)
○

-
○

-
○

変
形

が
大

き
く

、
通

行
車

両
が

危
険

な
状

態
(e

)
○

-

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ
ひ

び
わ

れ
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

（
壁

式
、

支
柱

式
）

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(b

)
○

（
壁

式
、

支
柱

式
）

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

以
上

0
.3

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(c

)
○

（
壁

式
）

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.3

m
m

以
上

で
間

隔
が

0
.5

m
未

満
(e

)
○

（
支

柱
式

）
ひ

び
わ

れ
幅

が
0
.3

m
m

以
上

で
間

隔
が

0
.5

m
未

満
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剥
離

ま
た

は
鉄

筋
露

出
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
（
壁

式
、

支
柱

式
）

剥
離

の
み

が
生

じ
て

い
る

が
損

傷
面

積
は

小
さ

い
(c

)
○

（
壁

式
、

支
柱

式
）

鉄
筋

露
出

が
生

じ
て

い
る

が
損

傷
面

積
は

小
さ

い
(d

)
○

（
壁

式
）

鉄
筋

が
露

出
し

損
傷

面
積

が
大

き
い

(e
)

○
（
支

柱
式

）
鉄

筋
が

露
出

し
損

傷
面

積
が

大
き

い
(e

)
○

-
○

（
壁

式
、

支
柱

式
）

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
片

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
、

ま
た

は
通

行
車

両
が

危
険

な
状

態
(e

)

○
-

□
⑫

う
き

う
き

が
見

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
（
壁

式
、

支
柱

式
）

局
部

的
(e

)
○

-
○

（
壁

式
、

支
柱

式
）

全
体

的
(e

)
○

-
○

（
壁

式
、

支
柱

式
）

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
片

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)

○
-

□
 

変
形

・
欠

損
事

故
等

に
よ

る
変

形
・
欠

損
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
（
壁

式
、

支
柱

式
）

変
形

・
欠

損
が

局
部

的
で

あ
る

(ｃ
)

○
（
壁

式
、

支
柱

式
）

変
形

・
欠

損
が

局
部

的
で

あ
る

(ｃ
)

○
（
支

柱
式

）
変

形
・
欠

損
が

小
さ

い
が

、
安

全
性

、
使

用
性

か
ら

補
修

が
必

要
(c

)
○

-
○

（
壁

式
、

支
柱

式
）

変
形

・
欠

損
が

大
き

く
、

通
行

車
両

が
危

険
な

状
態

(e
)

○
-

□
部

材
無

し

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ
ひ

び
わ

れ
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(b

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

以
上

0
.3

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(ｃ

)
○

-
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.3

m
m

以
上

で
、

間
隔

が
0
.5

m
未

満
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剥
離

ま
た

は
鉄

筋
露

出
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
剥

離
の

み
が

生
じ

て
い

る
が

損
傷

面
積

は
小

さ
い

(c
)

○
鉄

筋
露

出
が

生
じ

て
い

る
が

損
傷

面
積

は
小

さ
い

(d
)

○
-

○
剥

離
ま

た
は

鉄
筋

が
露

出
し

損
傷

面
積

が
大

き
い

(e
)

○
-

○
桁

下
が

道
路

や
鉄

道
等

で
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
の

落
下

に
よ

る
第

三
者

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

(e
)

○
-

□
⑧

漏
水

・
遊

離
石

灰
ひ

び
わ

れ
部

か
ら

水
や

泥
、

遊
離

石
灰

が
見

え
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

ひ
び

わ
れ

か
ら

漏
水

が
生

じ
て

い
る

が
、

錆
汁

や
遊

離
石

灰
は

ほ
と

ん
ど

見
ら

れ
な

い
(a

)
○

ひ
び

わ
れ

か
ら

遊
離

石
灰

が
生

じ
て

い
る

が
、

錆
汁

は
ほ

と
ん

ど
見

ら
れ

な
い

(d
)

○
ひ

び
わ

れ
か

ら
著

し
い

漏
水

や
遊

離
石

灰
が

生
じ

て
い

る
。

あ
る

い
は

漏
水

に
著

し
い

泥
や

錆
汁

の
混

入
が

あ
る

(e
)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
⑫

う
き

う
き

が
見

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
局

部
的

(e
)

○
-

○
全

体
的

(e
)

○
-

○
桁

下
が

道
路

や
鉄

道
等

で
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
の

落
下

に
よ

る
第

三
者

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

(e
)

○
-

□
 

変
形

・
欠

損
事

故
等

に
よ

る
変

形
・
欠

損
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
局

部
的

(c
)

○
-

○
-

○
欠

損
が

大
き

く
、

歩
行

者
等

が
危

険
な

状
態

(e
)

○
-

□
鋼

□
①

腐
食

表
面

錆
ま

た
は

板
厚

減
少

を
伴

っ
た

錆
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
地

覆
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

地
覆

の
全

長
に

対
し

、
面

積
の

小
さ

い
錆

が
局

部
的

に
発

生
し

て
い

る
(b

)
○

地
覆

に
錆

が
生

じ
て

い
る

が
、

錆
は

表
面

的
で

、
地

覆
の

全
長

に
対

し
、

拡
が

り
の

あ
る

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(c

)
○

地
覆

の
錆

は
表

面
的

で
、

全
体

的
に

錆
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

局
部

的
に

著
し

い
膨

張
ま

た
は

明
ら

か
な

板
厚

減
少

が
生

じ
て

い
る

(d
)

○
地

覆
に

孔
食

等
に

よ
る

断
面

減
少

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

○
-

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化
防

食
皮

膜
が

剥
離

し
て

い
ま

す
か

、
ま

た
は

点
錆

が
発

生
し

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

地
覆

の
最

外
層

の
防

食
塗

膜
に

変
色

が
生

じ
て

い
る

。
ま

た
は

、
地

覆
の

全
長

に
対

し
局

所
的

に
う

き
が

発
生

し
て

い
る

(c
)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

地
覆

に
局

所
的

に
防

食
皮

膜
が

劣
化

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(c

)

○
【
分

類
1
：
塗

装
】

地
覆

の
防

食
塗

膜
が

剥
離

し
、

高
欄

の
全

長
に

対
し

部
分

的
に

下
塗

り
が

露
出

し
て

い
る

(d
)

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

地
覆

に
全

体
的

に
防

食
塗

膜
が

剥
離

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(e

)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

地
覆

に
全

体
的

に
防

食
皮

膜
が

劣
化

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(e

)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
部

材
無

し

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ
ひ

び
わ

れ
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(b

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

以
上

0
.3

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(ｃ

)
○

-
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.3

m
m

以
上

で
、

間
隔

が
0
.5

m
未

満
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剥
離

ま
た

は
鉄

筋
露

出
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
剥

離
の

み
が

生
じ

て
い

る
が

損
傷

面
積

は
小

さ
い

(c
)

○
鉄

筋
露

出
が

生
じ

て
い

る
が

損
傷

面
積

は
小

さ
い

(d
)

○
剥

離
ま

た
は

鉄
筋

が
露

出
し

損
傷

面
積

が
大

き
い

(e
)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
⑫

う
き

う
き

が
見

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
局

部
的

(e
)

○
全

体
的

(e
)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
 

変
形

・
欠

損
事

故
等

に
よ

る
変

形
・
欠

損
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
局

部
的

(c
)

○
-

○
-

○
欠

損
が

大
き

く
、

歩
行

者
等

が
危

険
な

状
態

(e
)

○
-

□
鋼

□
①

腐
食

表
面

錆
ま

た
は

板
厚

減
少

を
伴

っ
た

錆
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
縁

石
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

縁
石

の
全

長
に

対
し

、
面

積
の

小
さ

い
錆

が
局

部
的

に
発

生
し

て
い

る
(b

)
○

縁
石

に
錆

が
生

じ
て

い
る

が
、

錆
は

表
面

的
で

、
縁

石
の

全
長

に
対

し
、

拡
が

り
の

あ
る

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(c

)
○

縁
石

の
錆

は
表

面
的

で
、

全
体

的
に

錆
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

局
部

的
に

著
し

い
膨

張
ま

た
は

明
ら

か
な

板
厚

減
少

が
生

じ
て

い
る

(d
)

○
縁

石
に

孔
食

等
に

よ
る

断
面

減
少

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

○
-

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化
防

食
皮

膜
が

剥
離

し
て

い
ま

す
か

、
ま

た
は

点
錆

が
発

生
し

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

縁
石

の
最

外
層

の
防

食
塗

膜
に

変
色

が
生

じ
て

い
る

。
ま

た
は

、
縁

石
の

全
長

に
対

し
局

所
的

に
う

き
が

発
生

し
て

い
る

(c
)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

縁
石

に
局

所
的

に
防

食
皮

膜
が

劣
化

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(c

)

○
【
分

類
1
：
塗

装
】

縁
石

の
防

食
塗

膜
が

剥
離

し
、

縁
石

の
全

長
に

対
し

部
分

的
に

下
塗

り
が

露
出

し
て

い
る

(d
)

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

縁
石

に
全

体
的

に
防

食
塗

膜
が

剥
離

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(e

)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

縁
石

に
全

体
的

に
防

食
皮

膜
が

劣
化

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(e

)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
部

材
無

し

□
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
□

⑭
路

面
の

凹
凸

橋
軸

方
向

に
大

き
な

凹
凸

や
段

差
ま

た
は

穴
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
段

差
が

小
さ

く
維

持
工

事
で

の
対

応
が

可
能

(c
)

○
段

差
が

大
き

く
、

自
転

車
や

オ
ー

ト
バ

イ
の

転
倒

な
ど

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

-
○

著
し

い
段

差
が

あ
り

、
自

転
車

や
オ

ー
ト

バ
イ

の
転

倒
な

ど
第

三
者

被
害

を
防

ぐ
た

め
の

緊
急

対
応

が
必

要
な

状
態

(e
)

○
-

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑮
舗

装
の

異
常

舗
装

の
ひ

び
わ

れ
は

大
き

い
で

す
か

○
な

し
(a

)
○

（
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
 ）

ひ
び

わ
れ

幅
が

5
m

m
未

満
で

軽
微

で
あ

る
(c

)

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
 ）

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

未
満

で
軽

微
で

あ
る

(c
)

○

（
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
 ）

ひ
び

わ
れ

幅
が

5
m

m
以

上
で

あ
る

が
蜘

蛛
の

巣
状

で
は

な
い

(c
)

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
 ）

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

以
上

で
あ

る
が

蜘
蛛

の
巣

状
で

は
な

い
(c

)

○
局

部
的

に
ポ

ッ
ト

ホ
ー

ル
が

発
生

し
て

い
る

(e
)

○

（
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
 ）

ひ
び

わ
れ

幅
が

5
m

m
以

上
で

、
蜘

蛛
の

巣
状

に
発

生
し

て
い

る
、

ま
た

は
著

し
い

わ
だ

ち
掘

れ
が

発
生

し
て

い
る

(e
)

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
 ）

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

以
上

で
、

蜘
蛛

の
巣

状
に

発
生

し
て

い
る

、
ま

た
は

著
し

い
わ

だ
ち

掘
れ

が
発

生
し

て
い

る
(e

)

○
コ

ン
ク

リ
ー

ト
床

版
の

上
面

の
損

傷
ま

た
は

、
鋼

床
版

の
亀

裂
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)

※
目

視
で

は
こ

れ
を

確
認

で
き

な
い

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る
○

床
版

の
抜

け
落

ち
、

陥
没

が
懸

念
さ

れ
、

通
行

車
両

が
危

険
な

状
態

(e
)

○
-

□
そ

の
他

□
鋼

□
①

腐
食

表
面

錆
ま

た
は

板
厚

減
少

を
伴

っ
た

錆
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
伸

縮
装

置
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

面
積

の
小

さ
い

錆
が

局
部

的
に

発
生

し
て

い
る

(b
)

○
伸

縮
装

置
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

拡
が

り
の

あ
る

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(c

)
○

-
○

伸
縮

装
置

に
局

部
的

に
著

し
い

膨
張

ま
た

は
明

ら
か

な
板

厚
減

少
が

生
じ

て
い

る
(d

)
○

-
○

-
○

-

□
④

破
断

フ
ェ

ー
ス

プ
レ

ー
ト

が
破

断
し

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
破

断
し

て
い

る
(e

)
○

-
○

破
断

に
よ

り
、

自
転

車
や

オ
ー

ト
バ

イ
の

転
倒

な
ど

の
懸

念
が

あ
る

(e
)

○
-

□
⑬

遊
間

の
異

常
遊

間
が

異
常

に
広

い
か

ま
た

は
、

ほ
と

ん
ど

な
い

状
態

で
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
橋

軸
直

角
方

向
に

ず
れ

が
見

ら
れ

る
(c

)
○

-
○

遊
間

が
異

常
に

広
い

か
、

ほ
と

ん
ど

無
く

、
下

部
工

の
移

動
や

傾
斜

の
進

行
が

確
認

で
き

る
(e

)

※
原

因
・
進

行
状

況
が

確
認

で
き

な
い

場
合

は
、

「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

○
-

○
遊

間
が

異
常

に
広

く
、

自
転

車
や

オ
ー

ト
バ

イ
の

転
倒

な
ど

の
懸

念
が

あ
る

(e
)

○
-

□
⑭

路
面

の
凹

凸
伸

縮
装

置
周

辺
に

大
き

な
段

差
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
段

差
が

小
さ

く
維

持
工

事
で

の
対

応
が

可
能

(c
)

○
段

差
が

大
き

く
、

自
転

車
や

オ
ー

ト
バ

イ
の

転
倒

な
ど

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

-
○

著
し

い
段

差
が

あ
り

、
自

転
車

や
オ

ー
ト

バ
イ

の
転

倒
な

ど
第

三
者

被
害

を
防

ぐ
た

め
の

緊
急

対
応

が
必

要
な

状
態

(e
)

○
-

□
⑳

漏
水

・
滞

水
伸

縮
装

置
か

ら
漏

水
し

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
漏

水
し

て
い

る
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
 

異
常

な
音

・
振

動
車

両
通

行
時

に
異

常
な

音
・
振

動
が

し
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

-
○

異
常

な
音

・
振

動
が

あ
る

(e
)

※
騒

音
の

原
因

が
特

定
で

き
な

い
場

合
は

「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

○
-

○
近

隣
住

民
が

騒
音

被
害

を
受

け
る

場
合

(e
)

○
-

□
 

土
砂

詰
り

樋
に

土
砂

詰
り

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
⑰

そ
の

他
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
材

の
脱

落
・
ず

れ
・
欠

損
は

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
ゴ

ム
□

⑬
遊

間
の

異
常

遊
間

が
異

常
に

広
い

か
ま

た
は

、
ほ

と
ん

ど
な

い
状

態
で

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

橋
軸

直
角

方
向

に
ず

れ
が

見
ら

れ
る

(c
)

○
-

○

遊
間

が
異

常
に

広
い

か
、

ほ
と

ん
ど

無
く

、
下

部
工

の
移

動
や

傾
斜

の
進

行
が

確
認

で
き

る
(e

)

※
原

因
・
進

行
状

況
が

確
認

で
き

な
い

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

○
-

○
遊

間
が

異
常

に
広

く
、

自
転

車
や

オ
ー

ト
バ

イ
の

転
倒

な
ど

の
懸

念
が

あ
る

(e
)

○
-

□
そ

の
他

□
⑭

路
面

の
凹

凸
伸

縮
装

置
周

辺
に

大
き

な
段

差
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
段

差
が

小
さ

く
維

持
工

事
で

の
対

応
が

可
能

(c
)

○
段

差
が

大
き

く
、

自
転

車
や

オ
ー

ト
バ

イ
の

転
倒

な
ど

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

-
○

著
し

い
段

差
が

あ
り

、
自

転
車

や
オ

ー
ト

バ
イ

の
転

倒
な

ど
第

三
者

被
害

を
防

ぐ
た

め
の

緊
急

対
応

が
必

要
な

状
態

(e
)

○
-

□
⑳

漏
水

・
滞

水
伸

縮
装

置
か

ら
漏

水
し

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
漏

水
し

て
い

る
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
 

変
形

・
欠

損
大

き
な

変
形

や
欠

損
の

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

シ
ー

ル
ゴ

ム
、

伸
縮

装
置

本
体

ま
た

は
裏

込
め

材
の

変
形

や
欠

損
、

ひ
び

わ
れ

が
小

さ
い

(c
)

○
-

○
シ

ー
ル

ゴ
ム

、
伸

縮
装

置
本

体
ま

た
は

裏
込

め
材

の
変

形
や

欠
損

、
ひ

び
わ

れ
が

大
き

い
(e

)
○

-
○

著
し

い
凹

凸
が

あ
り

自
転

車
や

オ
ー

ト
バ

イ
の

転
倒

の
懸

念
が

あ
る

(e
)

○
-

□
部

材
無

し

路
上

高
欄

防
護

柵

地
覆

縁
石

舗
装

伸
縮

装
置

Ａ
1

径
間

番
号

1
上

部
工

形
式

上
部

工
形

式
の

分
類

C
2
.橋

梁
構

造
の

観
点

か
ら

速
や

か
に

補
修

を
行

う

●
●

●
●

●
径
間
数

1
供
用
年

度
設
計
活
荷

重
●
●

●
●

●
橋
長

(
m
)

0
.
0
0

有
効

幅
員
(
m
)

適
用
示
方

書

所
在
地
（
起

点
側
）
○

○
○
○
○

所
在
地
（
終

点
側
）
○

○
○
○
○

地
点
座

標
デ
ー
タ

（
経
度
）

地
点
座

標
デ
ー
タ

（
緯
度
）

緊
急
輸
送

路

Z
Z
_
0
0
0
0
0
_
0
0
0
0
_
0
_
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

0
0
0
°
0
0
′
0
0
.
0
0
″

橋
梁
名

●
●
●
橋

橋
梁
番
号

(
分

割
番
号
，

分
割
区
分

）

0
0
°
0
0
′
0
0
.
0
0
″

(
株
)
●
●
●
●

　
○
○
○
○

路
線
名

●
●
●

E
2
.緊

急
対

応
C

1
.予

防
保

全
の

観
点

か
ら

速
や

か
に

補
修

を
行

う
M

.維
持

工
事

対
応

B
.状

況
に

よ
り

補
修

を
行

う
A

.損
傷

が
軽

微
で

補
修

を
行

う
必

要
が

な
い

部
材

工
種

Ａ
0
.異

常
な

し

対
策

区
分

(損
傷

程
度

の
評

価
区

分
)

点
検

項
目

損
傷

の
種

類
点

検
項

目
に

該
当

材
料

E
1
.橋

梁
構

造
の

安
全

性
か

ら
緊

急
対

応
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●
●

●
●

●
1.

桁
橋

　
2
.ト

ラ
ス

　
3
.ア

ー
チ

径
間

番
号

1
上

部
工

形
式

上
部

工
形

式
の

分
類

C
2
.橋

梁
構

造
の

観
点

か
ら

速
や

か
に

補
修

を
行

う
E
2
.緊

急
対

応
C

1
.予

防
保

全
の

観
点

か
ら

速
や

か
に

補
修

を
行

う
M

.維
持

工
事

対
応

B
.状

況
に

よ
り

補
修

を
行

う
A

.損
傷

が
軽

微
で

補
修

を
行

う
必

要
が

な
い

部
材

工
種

Ａ
0
.異

常
な

し

対
策

区
分

(損
傷

程
度

の
評

価
区

分
)

点
検

項
目

損
傷

の
種

類
点

検
項

目
に

該
当

材
料

E
1
.橋

梁
構

造
の

安
全

性
か

ら
緊

急
対

応

□
鋼

□
①

腐
食

表
面

錆
ま

た
は

板
厚

減
少

を
伴

っ
た

錆
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
伸

縮
装

置
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

面
積

の
小

さ
い

錆
が

局
部

的
に

発
生

し
て

い
る

(b
)

○
伸

縮
装

置
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

拡
が

り
の

あ
る

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(c

)
○

-
○

伸
縮

装
置

に
局

部
的

に
著

し
い

膨
張

ま
た

は
明

ら
か

な
板

厚
減

少
が

生
じ

て
い

る
(d

)
○

-
○

-
○

-

□
④

破
断

フ
ェ

ー
ス

プ
レ

ー
ト

が
破

断
し

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
破

断
し

て
い

る
(e

)
○

-
○

破
断

に
よ

り
、

自
転

車
や

オ
ー

ト
バ

イ
の

転
倒

な
ど

の
懸

念
が

あ
る

(e
)

○
-

□
⑬

遊
間

の
異

常
遊

間
が

異
常

に
広

い
か

ま
た

は
、

ほ
と

ん
ど

な
い

状
態

で
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
橋

軸
直

角
方

向
に

ず
れ

が
見

ら
れ

る
(c

)
○

-
○

遊
間

が
異

常
に

広
い

か
、

ほ
と

ん
ど

無
く

、
下

部
工

の
移

動
や

傾
斜

の
進

行
が

確
認

で
き

る
(e

)

※
原

因
・
進

行
状

況
が

確
認

で
き

な
い

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

○
-

○
遊

間
が

異
常

に
広

く
、

自
転

車
や

オ
ー

ト
バ

イ
の

転
倒

な
ど

の
懸

念
が

あ
る

(e
)

○
-

□
⑭

路
面

の
凹

凸
伸

縮
装

置
周

辺
に

大
き

な
段

差
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
段

差
が

小
さ

く
維

持
工

事
で

の
対

応
が

可
能

(c
)

○
段

差
が

大
き

く
、

自
転

車
や

オ
ー

ト
バ

イ
の

転
倒

な
ど

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

-
○

著
し

い
段

差
が

あ
り

、
自

転
車

や
オ

ー
ト

バ
イ

の
転

倒
な

ど
第

三
者

被
害

を
防

ぐ
た

め
の

緊
急

対
応

が
必

要
な

状
態

(e
)

○
-

□
⑳

漏
水

・
滞

水
伸

縮
装

置
か

ら
漏

水
し

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
漏

水
し

て
い

る
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
 

異
常

な
音

・
振

動
車

両
通

行
時

に
異

常
な

音
・
振

動
が

し
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

-
○

異
常

な
音

・
振

動
が

あ
る

(e
)

※
騒

音
の

原
因

が
特

定
で

き
な

い
場

合
は

「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

○
-

○
近

隣
住

民
が

騒
音

被
害

を
受

け
る

場
合

(e
)

○
-

□
 

土
砂

詰
り

樋
に

土
砂

詰
り

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
⑰

そ
の

他
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
材

の
脱

落
・
ず

れ
・
欠

損
は

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

-
○

-

Ｐ
□

ゴ
ム

□
⑬

遊
間

の
異

常
遊

間
が

異
常

に
広

い
か

ま
た

は
、

ほ
と

ん
ど

な
い

状
態

で
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
橋

軸
直

角
方

向
に

ず
れ

が
見

ら
れ

る
(c

)
○

-
○

遊
間

が
異

常
に

広
い

か
、

ほ
と

ん
ど

無
く

、
下

部
工

の
移

動
や

傾
斜

の
進

行
が

確
認

で
き

る
(e

)

※
原

因
・
進

行
状

況
が

確
認

で
き

な
い

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

○
-

○
遊

間
が

異
常

に
広

く
、

自
転

車
や

オ
ー

ト
バ

イ
の

転
倒

な
ど

の
懸

念
が

あ
る

(e
)

○
-

□
そ

の
他

□
⑭

路
面

の
凹

凸
伸

縮
装

置
周

辺
に

大
き

な
段

差
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
段

差
が

小
さ

く
維

持
工

事
で

の
対

応
が

可
能

(c
)

○
段

差
が

大
き

く
、

自
転

車
や

オ
ー

ト
バ

イ
の

転
倒

な
ど

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

-
○

著
し

い
段

差
が

あ
り

、
自

転
車

や
オ

ー
ト

バ
イ

の
転

倒
な

ど
第

三
者

被
害

を
防

ぐ
た

め
の

緊
急

対
応

が
必

要
な

状
態

(e
)

○
-

□
⑳

漏
水

・
滞

水
伸

縮
装

置
か

ら
漏

水
し

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
漏

水
し

て
い

る
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
 

変
形

・
欠

損
大

き
な

変
形

や
欠

損
の

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

シ
ー

ル
ゴ

ム
、

伸
縮

装
置

本
体

ま
た

は
裏

込
め

材
の

変
形

や
欠

損
、

ひ
び

わ
れ

が
小

さ
い

(c
)

○
-

○
シ

ー
ル

ゴ
ム

、
伸

縮
装

置
本

体
ま

た
は

裏
込

め
材

の
変

形
や

欠
損

、
ひ

び
わ

れ
が

大
き

い
(e

)
○

-
○

著
し

い
凹

凸
が

あ
り

自
転

車
や

オ
ー

ト
バ

イ
の

転
倒

の
懸

念
が

あ
る

(e
)

○
-

□
部

材
無

し

□
鋼

□
①

腐
食

表
面

錆
ま

た
は

板
厚

減
少

を
伴

っ
た

錆
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
照

明
施

設
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

面
積

の
小

さ
い

錆
が

局
部

的
に

発
生

し
て

い
る

(b
)

○
照

明
施

設
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

拡
が

り
の

あ
る

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(c

)
○

照
明

施
設

の
錆

は
表

面
的

で
、

全
体

的
に

錆
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

支
柱

等
に

局
部

的
に

著
し

い
膨

張
ま

た
は

明
ら

か
な

板
厚

減
少

が
生

じ
て

い
る

(d
)

○
照

明
柱

に
孔

食
等

に
よ

る
断

面
減

少
が

生
じ

て
い

る
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化
防

食
皮

膜
が

剥
離

し
て

い
ま

す
か

、
ま

た
は

点
錆

が
発

生
し

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

照
明

施
設

の
最

外
層

の
防

食
塗

膜
に

変
色

が
生

じ
て

い
る

。
ま

た
は

、
局

所
的

に
う

き
が

発
生

し
て

い
る

(c
)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

照
明

施
設

に
局

所
的

に
防

食
皮

膜
が

劣
化

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

○
【
分

類
1
：
塗

装
】

照
明

施
設

の
防

食
塗

膜
が

剥
離

し
、

部
分

的
に

下
塗

り
が

露
出

し
て

い
る

(d
)

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

照
明

施
設

に
全

体
的

に
防

食
塗

膜
が

剥
離

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(e

)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

照
明

施
設

に
全

体
的

に
防

食
皮

膜
が

劣
化

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(e

)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
②

亀
裂

ベ
ー

ス
プ

レ
ー

ト
と

リ
ブ

取
付

部
に

亀
裂

が
見

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

照
明

柱
が

傾
斜

・
転

倒
す

る
恐

れ
が

あ
る

(e
)

○
-

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落
ボ

ル
ト

の
ゆ

る
み

・
脱

落
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

-
○

-
○

-

□
部

材
無

し

□
鋼

□
④

破
断

排
水

ま
す

の
ふ

た
が

破
断

し
て

い
ま

す
か

、
ま

た
は

、
な

く
な

っ
て

い
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
 

土
砂

詰
り

土
砂

詰
り

は
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
部

材
無

し

□
鋼

□
①

腐
食

排
水

管
に

孔
食

が
み

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
排

水
管

に
錆

が
生

じ
て

い
る

が
、

錆
は

表
面

的
で

、
排

水
管

の
全

長
に

対
し

、
面

積
の

小
さ

い
錆

が
局

部
的

に
発

生
し

て
い

る
(b

)
○

排
水

管
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

排
水

管
の

全
長

に
対

し
、

全
体

に
錆

が
生

じ
て

い
る

か
、

ま
た

は
拡

が
り

の
あ

る
発

錆
箇

所
が

複
数

あ
る

(c
)

○
排

水
管

に
局

部
的

に
孔

食
が

生
じ

て
い

る
が

、
簡

易
的

な
補

修
で

対
応

対
応

が
可

能
(e

)
○

排
水

管
に

局
部

的
に

孔
食

が
生

じ
、

他
部

材
へ

影
響

を
与

え
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

○
-

□
塩

ビ
□

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

防
食

皮
膜

が
剥

離
し

て
い

ま
す

か
、

ま
た

は
点

錆
が

発
生

し
て

い
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

【
分

類
1
：
塗

装
】

排
水

管
の

最
外

層
の

防
食

塗
膜

に
変

色
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

局
所

的
に

う
き

が
発

生
し

て
い

る
(c

)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

排
水

管
に

局
所

的
に

防
食

皮
膜

が
劣

化
し

、
点

錆
が

発
生

し
て

い
る

○
【
分

類
1
：
塗

装
】

排
水

管
の

防
食

塗
膜

が
剥

離
し

、
部

分
的

に
下

塗
り

が
露

出
し

て
い

る
(d

)
○

【
分

類
1
：
塗

装
】

排
水

管
に

全
体

的
に

防
食

塗
膜

が
剥

離
し

、
点

錆
が

発
生

し
て

い
る

(e
)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

排
水

管
に

全
体

的
に

防
食

皮
膜

が
劣

化
し

、
点

錆
が

発
生

し
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
そ

の
他

□
④

破
断

排
水

管
が

破
損

ま
た

は
脱

落
し

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

破
損

ま
た

は
脱

落
に

よ
り

、
他

部
材

へ
影

響
を

与
え

て
い

る
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
⑳

漏
水

・
滞

水
接

続
部

か
ら

の
漏

水
は

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

-
○

-
○

-

□
部

材
無

し

□
鋼

□
⑰

そ
の

他
流

末
処

理
が

適
切

で
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
ド

レ
ー

ン
パ

イ
プ

が
短

く
、

他
部

材
へ

影
響

を
与

え
て

い
る

(e
)

○
ド

レ
ー

ン
パ

イ
プ

が
設

置
さ

れ
て

い
な

い
、

ま
た

は
脱

落
し

て
い

る
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
部

材
無

し

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑦
剥

離
・
鉄

筋
露

出
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剥
離

ま
た

は
鉄

筋
露

出
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
剥

離
の

み
が

生
じ

て
い

る
が

損
傷

面
積

は
小

さ
い

（
0
.1

m
2
未

満
）
(c

)
○

鉄
筋

露
出

が
生

じ
て

い
る

が
損

傷
面

積
は

小
さ

い
（
0
.1

m
2
程

度
未

満
）
(d

)
○

-
○

-
○

鉄
筋

が
露

出
し

損
傷

面
積

が
大

き
い

（
0
.1

m
2
程

度
以

上
）
、

ま
た

は
内

部
の

鉄
筋

に
著

し
い

腐
食

が
見

ら
れ

る
(e

)
○

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
片

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

-

□
⑧

漏
水

・
遊

離
石

灰
ひ

び
わ

れ
部

か
ら

水
や

泥
、

遊
離

石
灰

が
見

え
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

漏
水

の
み

ま
た

は
遊

離
石

灰
が

生
じ

て
い

る
が

錆
汁

は
ほ

と
ん

ど
な

い
(d

)
○

-
○

著
し

い
漏

水
や

遊
離

石
灰

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
漏

水
に

著
し

い
錆

汁
の

混
入

が
あ

る
(e

)
○

-
○

-

□
⑨

抜
け

落
ち

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊
の

抜
け

落
ち

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

-
○

-
○

-
○

-
○

抜
け

落
ち

が
生

じ
て

お
り

、
路

面
陥

没
に

よ
っ

て
構

造
安

定
性

を
損

な
う

状
況

(e
)

□
⑩

補
修

・
補

強
材

の
損

傷

【
分

類
1
：
鋼

板
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

【
分

類
2
：
繊

維
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

【
分

類
4
：
塗

装
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

【
分

類
1
：
鋼

板
】

鋼
板

の
シ

ー
ル

部
の

一
部

剥
離

、
錆

及
び

漏
水

が
生

じ
て

い
る

(c
)

【
分

類
2
：
繊

維
】

繊
維

に
軽

微
な

変
状

ま
た

は
、

補
強

さ
れ

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
部

材
か

ら
漏

水
・
遊

離
石

灰
や

う
き

等
が

生
じ

て
い

る
。

(c
)

【
分

類
4
：
塗

装
】

塗
装

の
剥

離
が

生
じ

て
い

る
 

○
-

○

【
分

類
1
：
鋼

板
】

鋼
板

の
う

き
、

シ
ー

ル
部

の
剥

離
、

錆
及

び
漏

水
が

著
し

い
(e

)

【
分

類
2
：
繊

維
】

繊
維

に
著

し
い

変
状

、
断

裂
ま

た
は

補
強

さ
れ

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
部

材
か

ら
漏

水
・
遊

離
石

灰
や

う
き

等
が

著
し

く
生

じ
て

い
る

。
(e

)

【
分

類
4
：
塗

装
】

塗
装

が
剥

離
し

、
補

強
さ

れ
た

コ
ン

ク
リ

ー
ト

部
材

か
ら

漏
水

・
遊

離
石

灰
が

大
量

に
生

じ
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

○
-

□
⑪

床
版

ひ
び

わ
れ

ひ
び

わ
れ

が
見

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

ま
た

は
ﾍ

ｱ
ｰ

ｸ
ﾗ
ｯ
ｸ
で

一
方

向
(a

)
○

【
漏

水
・
遊

離
石

灰
：
な

し
】

一
方

向
ひ

び
わ

れ
が

主
で

ひ
び

わ
れ

間
隔

1
.0

m
以

上
で

、
ひ

び
わ

れ
幅

0
.0

5
m

m
以

下
（
ヘ

ア
ー

ク
ラ

ッ
ク

程
度

）
(b

)
○

【
漏

水
・
遊

離
石

灰
：
な

し
】

一
方

向
ひ

び
わ

れ
が

主
で

ひ
び

わ
れ

幅
0
.1

m
m

以
下

ま
た

は
、

格
子

状
の

ひ
び

わ
れ

で
格

子
の

大
き

さ
0
.5

m
以

上
で

、
ひ

び
わ

れ
幅

0
.1

m
m

以
下

(d
)

【
漏

水
・
遊

離
石

灰
：
あ

り
】

漏
水

の
み

ま
た

は
遊

離
石

灰
が

生
じ

て
い

る
が

錆
汁

は
ほ

と
ん

ど
な

い
状

況
で

、
一

方
向

ま
た

は
、

格
子

状
の

ひ
び

わ
れ

で
ひ

び
わ

れ
幅

が
0
.2

m
m

以
下

(d
)

○
-

○

【
漏

水
・
遊

離
石

灰
：
な

し
】

一
方

向
ま

た
は

、
格

子
状

の
ひ

び
わ

れ
で

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

以
下

(d
)

　
　

　
　

　
　

ま
た

は
一

方
向

ま
た

は
、

格
子

状
の

ひ
び

わ
れ

で
ひ

び
わ

れ
幅

が
0
.2

m
m

以
上

で
部

分
的

な
角

落
ち

も
み

ら
れ

る
(e

)

○

【
漏

水
・
遊

離
石

灰
：
な

し
】

床
版

下
面

に
格

子
状

の
ひ

び
わ

れ
が

生
じ

、
直

上
の

舗
装

に
も

著
し

く
ひ

び
わ

れ
確

認
さ

れ
、

床
版

の
抜

け
落

ち
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)

【
漏

水
・
遊

離
石

灰
：
あ

り
】

著
し

い
漏

水
や

遊
離

石
灰

が
生

じ
、

一
方

向
ま

た
は

、
格

子
状

の
ひ

び
わ

れ
で

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

以
上

で
部

分
的

な
角

落
ち

も
み

ら
れ

る
(e

)

○
-

○
-

□
⑫

う
き

う
き

が
見

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
局

部
的

(e
)

○
-

○
全

体
的

(e
)

○
-

○
桁

下
が

道
路

や
鉄

道
等

で
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
の

落
下

に
よ

る
第

三
者

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

(e
)

○
-

□
⑱

定
着

部
の

異
常

P
C

定
着

部
の

ｺﾝ
ｸ
ﾘｰ

ﾄに
剥

離
等

の
損

傷
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

定
着

部
ｺﾝ

ｸ
ﾘｰ

ﾄに
ひ

び
わ

れ
や

錆
汁

が
見

ら
れ

る
(c

)
○

-
○

後
打

ち
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剥
落

が
懸

念
さ

れ
る

が
、

第
三

者
へ

の
被

害
は

な
い

、
ま

た
は

内
部

の
鋼

材
に

腐
食

が
み

ら
れ

る
(e

)
○

-
○

後
打

ち
コ

ン
ク

リ
ー

ト
に

ひ
び

わ
れ

や
う

き
が

み
ら

れ
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
の

落
下

に
よ

る
第

三
者

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

(e
)

○
P

C
鋼

材
の

抜
け

出
し

に
よ

り
構

造
安

定
性

を
損

な
う

状
況

(e
)

□
鋼

□
①

腐
食

表
面

錆
ま

た
は

板
厚

減
少

を
伴

っ
た

錆
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
鋼

床
版

に
錆

が
生

じ
て

い
る

が
、

錆
は

表
面

的
で

、
面

積
の

小
さ

い
錆

が
局

部
的

に
発

生
し

て
い

る
(b

)
○

鋼
床

版
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

拡
が

り
の

あ
る

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(c

)
○

-
○

鋼
床

版
の

錆
は

表
面

的
で

、
全

体
的

に
錆

が
生

じ
て

い
る

(d
)

○
局

部
的

に
著

し
い

膨
張

ま
た

は
明

ら
か

な
板

厚
減

少
が

生
じ

て
い

る
(d

)
○

-
○

断
面

減
少

に
よ

る
強

度
不

足
で

構
造

安
全

性
を

損
な

う
状

況
(e

)

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化

【
分

類
1
：
塗

装
】

塗
装

が
剥

離
し

て
い

ま
す

か
、

ま
た

は
点

錆
が

発
生

し
て

い
ま

す
か

【
分

類
3
：
耐

候
性

鋼
材

】
層

状
剥

離
の

錆
が

あ
り

ま
す

か

○
な

し
(a

)
○

【
分

類
1
：
塗

装
】

鋼
床

版
の

最
外

層
の

防
食

塗
膜

に
変

色
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

局
所

的
に

う
き

が
発

生
し

て
い

る
(c

)

【
分

類
3
：
耐

候
性

鋼
材

】
錆

の
大

き
さ

は
1
～

5
m

m
程

度
で

粗
い

(ｃ
)

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

鋼
床

版
の

防
食

塗
膜

が
剥

離
し

、
部

分
的

に
下

塗
り

が
露

出
し

て
い

る
(d

)

【
分

類
3
：
耐

候
性

鋼
材

】
錆

の
大

き
さ

は
5
～

2
5
m

m
程

度
の

う
ろ

こ
状

(d
)

○
-

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

鋼
床

版
に

、
全

体
的

に
点

錆
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

全
体

的
に

塗
装

が
剥

離
し

て
い

る
(e

)

【
分

類
3
：
耐

候
性

鋼
材

】
層

状
剥

離
の

錆
(e

)

○
-

○
-

○
-

□
②

亀
裂

亀
裂

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

※
亀

裂
の

原
因

や
生

じ
た

範
囲

な
ど

が
容

易
に

判
断

で
き

な
い

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

○
-

○
大

規
模

な
亀

裂
が

生
じ

、
構

造
安

定
性

を
損

な
う

状
況

(e
)

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落
ボ

ル
ト

の
ゆ

る
み

・
脱

落
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
ボ

ル
ト

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

連
結

部
で

多
数

の
ボ

ル
ト

が
脱

落
し

て
お

り
、

強
度

不
足

で
構

造
安

全
性

を
損

な
う

状
況

(e
)

□
⑩

補
修

・
補

強
材

の
損

傷
【
分

類
5
：
鋼

板
（
あ

て
板

等
）
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

鋼
板

（
あ

て
板

等
）
に

軽
微

な
損

傷
（
防

食
機

能
の

劣
化

、
一

部
の

腐
食

、
一

部
ボ

ル
ト

の
ゆ

る
み

等
）
が

生
じ

て
い

る
(c

)
○

-
○

鋼
板

（
あ

て
板

等
）
に

著
し

い
損

傷
が

生
じ

て
い

る
(e

)
○

鋼
板

（
あ

て
板

等
）
に

亀
裂

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

□
部

材
無

し

床
版

ス
ラ

ブ
ド

レ
ー

ン

排
水

施
設

伸
縮

装
置

Ａ
2

照
明

施
設

排
水

ま
す

排
水

管

路
上

上
部

構
造
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●
●

●
●

●
1.

桁
橋

　
2
.ト

ラ
ス

　
3
.ア

ー
チ

径
間

番
号

1
上

部
工

形
式

上
部

工
形

式
の

分
類

C
2
.橋

梁
構

造
の

観
点

か
ら

速
や

か
に

補
修

を
行

う
E
2
.緊

急
対

応
C

1
.予

防
保

全
の

観
点

か
ら

速
や

か
に

補
修

を
行

う
M

.維
持

工
事

対
応

B
.状

況
に

よ
り

補
修

を
行

う
A

.損
傷

が
軽

微
で

補
修

を
行

う
必

要
が

な
い

部
材

工
種

Ａ
0
.異

常
な

し

対
策

区
分

(損
傷

程
度

の
評

価
区

分
)

点
検

項
目

損
傷

の
種

類
点

検
項

目
に

該
当

材
料

E
1
.橋

梁
構

造
の

安
全

性
か

ら
緊

急
対

応

□
鋼

□
①

腐
食

表
面

錆
ま

た
は

板
厚

減
少

を
伴

っ
た

錆
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
主

桁
（
縦

桁
）
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

主
桁

(縦
桁

）
全

長
に

対
し

、
面

積
の

小
さ

い
錆

が
局

部
的

に
発

生
し

て
い

る
。

(b
)

○
主

桁
(縦

桁
）
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

主
桁

(縦
桁

）
全

長
に

対
し

、
拡

が
り

の
あ

る
発

錆
箇

所
が

複
数

あ
る

(c
)

○
-

○
主

桁
(縦

桁
）
の

錆
は

表
面

的
で

、
全

体
的

に
錆

が
生

じ
て

い
る

(d
)

○
局

部
的

に
著

し
い

膨
張

ま
た

は
明

ら
か

な
板

厚
減

少
が

生
じ

て
い

る
(d

)
○

-
○

断
面

減
少

に
よ

る
強

度
不

足
で

構
造

安
全

性
を

損
な

う
状

況
。

ま
た

は
、

鈑
桁

形
式

の
桁

端
の

腹
板

が
著

し
い

断
面

欠
損

を
生

じ
て

お
り

、
耐

荷
力

の
喪

失
に

よ
り

構
造

安
全

性
を

著
し

く
損

な
う

状
況

(e
)

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化

【
分

類
1
：
塗

装
】

塗
装

が
剥

離
し

て
い

ま
す

か
、

ま
た

は
点

錆
が

発
生

し
て

い
ま

す
か

【
分

類
3
：
耐

候
性

鋼
材

】
層

状
剥

離
の

錆
が

あ
り

ま
す

か

○
な

し
(a

)
○

【
分

類
1
：
塗

装
】

主
桁

（
縦

桁
）
の

最
外

層
の

防
食

塗
膜

に
変

色
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

局
所

的
に

う
き

が
発

生
し

て
い

る
(c

)

【
分

類
3
：
耐

候
性

鋼
材

】
錆

の
大

き
さ

は
1
～

5
m

m
程

度
で

粗
い

(ｃ
)

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

主
桁

（
縦

桁
）
の

防
食

塗
膜

が
剥

離
し

、
部

分
的

に
下

塗
り

が
露

出
し

て
い

る
(d

)

【
分

類
3
：
耐

候
性

鋼
材

】
錆

の
大

き
さ

は
5
～

2
5
m

m
程

度
の

う
ろ

こ
状

(d
)

○
-

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

主
桁

（
縦

桁
）
に

、
全

体
的

に
点

錆
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

全
体

的
に

塗
装

が
剥

離
し

て
い

る
(e

)

【
分

類
3
：
耐

候
性

鋼
材

】
断

面
減

少
を

伴
わ

な
い

層
状

剥
離

の
錆

(e
)

※
断

面
減

少
を

伴
う

も
の

は
「
腐

食
」
で

扱
う

○
-

○
-

○
-

□
②

亀
裂

亀
裂

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

※
亀

裂
の

原
因

や
生

じ
た

範
囲

な
ど

が
容

易
に

判
断

で
き

な
い

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

○
-

○
主

桁
に

発
生

し
た

亀
裂

で
、

急
激

な
進

展
に

よ
っ

て
構

造
安

定
性

を
損

な
う

状
況

(e
)

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落
ボ

ル
ト

の
ゆ

る
み

・
脱

落
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
ボ

ル
ト

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

連
結

部
で

多
数

の
ボ

ル
ト

が
脱

落
し

て
お

り
、

強
度

不
足

で
構

造
安

全
性

を
損

な
う

状
況

(e
)

□
④

破
断

破
断

し
て

い
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

-
○

-
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

※
破

断
の

原
因

（
風

や
交

通
振

動
と

通
常

の
交

通
荷

重
に

よ
る

疲
労

、
腐

食
等

）
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

□
⑩

補
修

・
補

強
材

の
損

傷
【
分

類
5
：
鋼

板
（
あ

て
板

等
）
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

鋼
板

（
あ

て
板

等
）
に

軽
微

な
損

傷
（
防

食
機

能
の

劣
化

、
一

部
の

腐
食

、
一

部
ボ

ル
ト

の
ゆ

る
み

等
）
が

生
じ

て
い

る
(c

)
○

-
○

鋼
板

（
あ

て
板

等
）
に

著
し

い
損

傷
が

生
じ

て
い

る
(e

)
○

鋼
板

（
あ

て
板

等
）
に

亀
裂

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

□
⑬

遊
間

の
異

常
桁

と
パ

ラ
ペ

ッ
ト

あ
る

い
は

桁
同

士
が

接
触

し
て

い
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

桁
と

パ
ラ

ペ
ッ

ト
あ

る
い

は
桁

同
士

が
接

触
し

て
い

る
(接

触
し

た
痕

跡
が

あ
る

）
(e

)

※
下

部
工

の
移

動
や

傾
斜

が
予

想
さ

れ
る

場
合

、
ま

た
は

接
触

し
て

い
る

が
現

状
で

は
損

傷
が

確
認

で
き

な
い

が
損

傷
の

進
展

を
見

極
め

る
必

要
が

あ
り

、
追

跡
調

査
が

必
要

と
判

断
さ

れ
る

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る
。

○
-

○
-

○
-

○
-

○
桁

と
パ

ラ
ペ

ッ
ト

が
接

触
し

て
、

損
傷

が
確

認
さ

れ
構

造
安

定
性

を
損

な
う

状
況

(e
)

□
 

異
常

な
た

わ
み

死
荷

重
に

よ
る

垂
れ

下
が

り
等

の
損

傷
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

-
○

-
○

-
○

-
○

主
桁

に
異

常
な

た
わ

み
が

発
生

し
構

造
安

定
性

を
著

し
く

損
な

う
状

況
(e

)

※
主

桁
の

支
間

中
央

部
が

垂
れ

下
が

っ
て

お
り

原
因

が
容

易
に

判
断

で
き

な
い

場
合

は
、

「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

□
 

変
形

・
欠

損
車

両
の

衝
突

等
に

よ
り

生
じ

た
変

形
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

変
形

が
小

さ
い

(c
)

○
-

○
変

形
が

大
き

い
(e

)
○

-
○

-
○

車
両

の
衝

突
等

に
よ

り
主

桁
（
縦

桁
）
が

大
き

く
変

形
し

て
お

り
構

造
安

定
性

を
著

し
く

損
な

う
状

況
(e

)

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ
主

桁
下

面
ま

た
は

側
面

に
ひ

び
わ

れ
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

R
C

で
0
.2

m
m

未
満

、
P

C
で

0
.1

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(b

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

R
C

で
0
.2

m
m

以
上

0
.3

m
m

未
満

、
P

C
で

0
.1

m
m

以
上

0
.2

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(ｃ

)
○

-
○

-
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

R
C

で
0
.3

m
m

以
上

,P
C

で
0
.2

m
m

以
上

で
、

間
隔

が
0
.5

m
未

満
(e

)

※
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
(A

S
R

)ま
た

は
塩

害
が

疑
わ

れ
る

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」

欄
に

記
入

す
る

○
-

○
著

し
い

ひ
び

わ
れ

に
よ

り
構

造
安

定
性

を
損

な
う

状
況

(e
)

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剥
離

ま
た

は
鉄

筋
露

出
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
剥

離
の

み
が

生
じ

て
い

る
が

損
傷

面
積

は
小

さ
い

（
0
.1

m
2
未

満
）
(c

)
○

鉄
筋

露
出

が
生

じ
て

い
る

が
損

傷
面

積
は

小
さ

い
（
0
.1

m
2
程

度
未

満
）
(d

)
○

-
○

-
○

鉄
筋

が
露

出
し

損
傷

面
積

が
大

き
い

（
0
.1

m
2
程

度
以

上
）
、

ま
た

は
内

部
の

鉄
筋

に
著

し
い

腐
食

が
見

ら
れ

る
(e

)
○

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
片

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

-

□
⑧

漏
水

・
遊

離
石

灰
ひ

び
わ

れ
部

か
ら

水
や

泥
、

遊
離

石
灰

ま
た

は
つ

ら
ら

が
見

え
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

漏
水

の
み

ま
た

は
遊

離
石

灰
が

生
じ

て
い

る
が

錆
汁

は
ほ

と
ん

ど
な

い
(d

)
○

-
○

著
し

い
漏

水
や

遊
離

石
灰

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
漏

水
に

著
し

い
錆

汁
の

混
入

が
あ

る
。

(e
)

○
-

○
-

□
⑩

補
修

・
補

強
材

の
損

傷

【
分

類
1
：
鋼

板
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

【
分

類
2
：
繊

維
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

【
分

類
4
：
塗

装
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

【
分

類
1
：
鋼

板
】

鋼
板

の
シ

ー
ル

部
の

一
部

剥
離

、
錆

及
び

漏
水

が
生

じ
て

い
る

(c
)

【
分

類
2
：
繊

維
】

繊
維

に
軽

微
な

変
状

ま
た

は
、

補
強

さ
れ

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
部

材
か

ら
漏

水
・
遊

離
石

灰
や

う
き

等
が

生
じ

て
い

る
。

(c
)

【
分

類
4
：
塗

装
】

塗
装

の
剥

離
が

生
じ

て
い

る
 

○
-

○

【
分

類
1
：
鋼

板
】

鋼
板

の
う

き
、

シ
ー

ル
部

の
剥

離
、

錆
及

び
漏

水
が

著
し

い
(e

)

【
分

類
2
：
繊

維
】

繊
維

に
著

し
い

変
状

、
断

裂
ま

た
は

補
強

さ
れ

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
部

材
か

ら
漏

水
・
遊

離
石

灰
や

う
き

等
が

著
し

く
生

じ
て

い
る

(e
)

【
分

類
4
：
塗

装
】

塗
装

が
剥

離
し

、
補

強
さ

れ
た

コ
ン

ク
リ

ー
ト

部
材

か
ら

漏
水

・
遊

離
石

灰
が

大
量

に
生

じ
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

○
-

□
⑫

う
き

う
き

が
見

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
局

部
的

(e
)

○
-

○
全

体
的

(e
)

○
-

○
桁

下
が

道
路

や
鉄

道
等

で
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
の

落
下

に
よ

る
第

三
者

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

(e
)

○
-

□
⑬

遊
間

の
異

常
桁

と
パ

ラ
ペ

ッ
ト

あ
る

い
は

桁
同

士
が

接
触

し
て

い
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

桁
と

パ
ラ

ペ
ッ

ト
あ

る
い

は
桁

同
士

が
接

触
し

て
い

る
(接

触
し

た
痕

跡
が

あ
る

）
(e

)

※
下

部
工

の
移

動
や

傾
斜

が
予

想
さ

れ
る

場
合

、
ま

た
は

接
触

し
て

い
る

が
現

状
で

は
損

傷
が

確
認

で
き

な
い

が
損

傷
の

進
展

を
見

極
め

る
必

要
が

あ
り

、
追

跡
調

査
が

必
要

と
判

断
さ

れ
る

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る
。

○
-

○
-

○
-

○
-

○
桁

と
パ

ラ
ペ

ッ
ト

が
接

触
し

て
、

損
傷

が
確

認
さ

れ
構

造
安

定
性

を
損

な
う

状
況

(e
)

□
⑱

定
着

部
の

異
常

P
C

定
着

部
の

ｺﾝ
ｸ
ﾘｰ

ﾄに
剥

離
等

の
損

傷
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

定
着

部
ｺﾝ

ｸ
ﾘｰ

ﾄに
ひ

び
わ

れ
や

錆
汁

が
見

ら
れ

る
(c

)
○

-
○

後
打

ち
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剥
落

が
懸

念
さ

れ
る

が
、

第
三

者
へ

の
被

害
は

な
い

、
ま

た
は

内
部

の
鋼

材
に

腐
食

が
み

ら
れ

る
(e

)
○

-
○

後
打

ち
コ

ン
ク

リ
ー

ト
に

ひ
び

わ
れ

や
う

き
が

み
ら

れ
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
の

落
下

に
よ

る
第

三
者

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

(e
)

○
P

C
鋼

材
の

抜
け

出
し

に
よ

り
構

造
安

定
性

を
損

な
う

状
況

(e
)

□
 

異
常

な
た

わ
み

死
荷

重
に

よ
る

垂
れ

下
が

り
等

の
損

傷
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

-
○

-
○

-
○

-
○

主
桁

に
異

常
な

た
わ

み
が

発
生

し
構

造
安

定
性

を
著

し
く

損
な

う
状

況
(e

)

※
主

桁
の

支
間

中
央

部
が

垂
れ

下
が

っ
て

お
り

原
因

が
容

易
に

判
断

で
き

な
い

場
合

は
、

「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

□
 

変
形

・
欠

損
車

両
の

衝
突

等
に

よ
り

生
じ

た
欠

損
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

欠
損

が
小

さ
い

(c
)

○
-

○
欠

損
が

大
き

い
(e

)
○

-
○

-
○

車
両

の
衝

突
等

に
よ

り
主

桁
が

大
き

く
欠

損
し

て
お

り
構

造
安

定
性

を
著

し
く

損
な

う
状

況
(e

)

□
部

材
無

し

□
鋼

□
①

腐
食

表
面

錆
ま

た
は

板
厚

減
少

を
伴

っ
た

錆
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
横

桁
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

面
積

の
小

さ
い

錆
が

局
部

的
に

発
生

し
て

い
る

(b
)

○
横

桁
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

拡
が

り
の

あ
る

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(c

)
○

-
○

横
桁

の
錆

は
表

面
的

で
、

全
体

的
に

錆
が

生
じ

て
い

る
(d

)
○

局
部

的
に

著
し

い
膨

張
ま

た
は

明
ら

か
な

板
厚

減
少

が
生

じ
て

い
る

(d
)

○
-

○
断

面
減

少
に

よ
る

強
度

不
足

で
構

造
安

全
性

を
損

な
う

状
況

(e
)

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化

【
分

類
1
：
塗

装
】

塗
装

が
剥

離
し

て
い

ま
す

か
、

ま
た

は
点

錆
が

発
生

し
て

い
ま

す
か

【
分

類
3
：
耐

候
性

鋼
材

】
層

状
剥

離
の

錆
が

あ
り

ま
す

か

○
な

し
(a

)
○

【
分

類
1
：
塗

装
】

横
桁

の
最

外
層

の
防

食
塗

膜
に

変
色

が
生

じ
て

い
る

。
ま

た
は

、
局

所
的

に
う

き
が

発
生

し
て

い
る

(c
)

【
分

類
3
：
耐

候
性

鋼
材

】
錆

の
大

き
さ

は
1
～

5
m

m
程

度
で

粗
い

(ｃ
)

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

横
桁

の
防

食
塗

膜
が

剥
離

し
、

部
分

的
に

下
塗

り
が

露
出

し
て

い
る

(d
)

【
分

類
3
：
耐

候
性

鋼
材

】
錆

の
大

き
さ

は
5
～

2
5
m

m
程

度
の

う
ろ

こ
状

(d
)

○
-

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

横
桁

に
、

全
体

的
に

点
錆

が
生

じ
て

い
る

。
ま

た
は

、
全

体
的

に
塗

装
が

剥
離

し
て

い
る

(e
)

【
分

類
3
：
耐

候
性

鋼
材

】
断

面
減

少
を

伴
わ

な
い

層
状

剥
離

の
錆

(e
)

○
-

○
-

○
-

□
②

亀
裂

亀
裂

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

※
亀

裂
の

原
因

や
生

じ
た

範
囲

な
ど

が
容

易
に

判
断

で
き

な
い

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

○
-

○
横

桁
腹

板
に

発
生

し
た

亀
裂

で
、

急
激

な
進

展
に

よ
っ

て
構

造
安

定
性

を
損

な
う

状
況

e
)

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落
ボ

ル
ト

の
ゆ

る
み

・
脱

落
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
ボ

ル
ト

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

連
結

部
で

多
数

の
ボ

ル
ト

が
脱

落
し

て
お

り
、

強
度

不
足

で
構

造
安

全
性

を
損

な
う

状
況

(e
)

□
④

破
断

破
断

し
て

い
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

-
○

-
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

※
破

断
の

原
因

（
風

や
交

通
振

動
と

通
常

の
交

通
荷

重
に

よ
る

疲
労

、
腐

食
等

）
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

□
⑩

補
修

・
補

強
材

の
損

傷
【
分

類
5
：
鋼

板
（
あ

て
板

等
）
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

鋼
板

（
あ

て
板

等
）
に

軽
微

な
損

傷
（
防

食
機

能
の

劣
化

、
一

部
の

腐
食

、
一

部
ボ

ル
ト

の
ゆ

る
み

等
）
が

生
じ

て
い

る
(c

)
○

-
○

鋼
板

（
あ

て
板

等
）
に

著
し

い
損

傷
が

生
じ

て
い

る
(e

)
○

鋼
板

（
あ

て
板

等
）
に

亀
裂

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

□
 

変
形

・
欠

損
車

両
の

衝
突

等
に

よ
り

生
じ

た
変

形
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

変
形

が
小

さ
い

(c
)

○
-

○
変

形
が

大
き

い
(e

)
○

-
○

-
○

車
両

の
衝

突
等

に
よ

り
横

桁
が

大
き

く
変

形
し

て
お

り
構

造
安

定
性

を
著

し
く

損
な

う
状

況
(e

)

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ
横

桁
下

面
ま

た
は

側
面

に
ひ

び
わ

れ
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

R
C

で
0
.2

m
m

未
満

、
P

C
で

0
.1

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(b

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

R
C

で
0
.2

m
m

以
上

0
.3

m
m

未
満

、
P

C
で

0
.1

m
m

以
上

0
.2

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(ｃ

)
○

-
○

-
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

R
C

で
0
.3

m
m

以
上

,P
C

で
0
.2

m
m

以
上

で
、

間
隔

が
0
.5

m
未

満
(e

)

※
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
(A

S
R

)ま
た

は
塩

害
が

疑
わ

れ
る

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」

欄
に

記
入

す
る

○
-

○
著

し
い

ひ
び

わ
れ

に
よ

り
構

造
安

定
性

を
損

な
う

状
況

(e
)

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剥
離

ま
た

は
鉄

筋
露

出
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
剥

離
の

み
が

生
じ

て
い

る
が

損
傷

面
積

は
小

さ
い

（
0
.1

m
2
未

満
）
(c

)
○

鉄
筋

露
出

が
生

じ
て

い
る

が
損

傷
面

積
は

小
さ

い
（
0
.1

m
2
程

度
未

満
）
(d

)
○

-
○

-
○

鉄
筋

が
露

出
し

損
傷

面
積

が
大

き
い

（
0
.1

m
2
程

度
以

上
）
、

ま
た

は
内

部
の

鉄
筋

に
著

し
い

腐
食

が
見

ら
れ

る
(e

)
○

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
片

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

-

□
⑧

漏
水

・
遊

離
石

灰
ひ

び
わ

れ
部

か
ら

水
や

泥
、

遊
離

石
灰

ま
た

は
つ

ら
ら

が
見

え
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

漏
水

の
み

ま
た

は
遊

離
石

灰
が

生
じ

て
い

る
が

錆
汁

は
ほ

と
ん

ど
な

い
(d

)
○

-
○

著
し

い
漏

水
や

遊
離

石
灰

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
漏

水
に

著
し

い
錆

汁
の

混
入

が
あ

る
。

(e
)

○
-

○
-

□
⑩

補
修

・
補

強
材

の
損

傷

【
分

類
1
：
鋼

板
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

【
分

類
2
：
繊

維
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

【
分

類
4
：
塗

装
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

【
分

類
1
：
鋼

板
】

鋼
板

の
シ

ー
ル

部
の

一
部

剥
離

、
錆

及
び

漏
水

が
生

じ
て

い
る

(c
)

【
分

類
2
：
繊

維
】

繊
維

に
軽

微
な

変
状

ま
た

は
、

補
強

さ
れ

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
部

材
か

ら
漏

水
・
遊

離
石

灰
や

う
き

等
が

生
じ

て
い

る
。

(c
)

【
分

類
4
：
塗

装
】

塗
装

の
剥

離
が

生
じ

て
い

る
(c

)

○
-

○

【
分

類
1
：
鋼

板
】

鋼
板

の
う

き
、

シ
ー

ル
部

の
剥

離
、

錆
及

び
漏

水
が

著
し

い
(e

)

【
分

類
2
：
繊

維
】

繊
維

に
著

し
い

変
状

、
断

裂
ま

た
は

補
強

さ
れ

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
部

材
か

ら
漏

水
・
遊

離
石

灰
や

う
き

等
が

著
し

く
生

じ
て

い
る

。
(e

)

【
分

類
4
：
塗

装
】

塗
装

が
剥

離
し

、
補

強
さ

れ
た

コ
ン

ク
リ

ー
ト

部
材

か
ら

漏
水

・
遊

離
石

灰
が

大
量

に
生

じ
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

○
-

□
⑫

う
き

う
き

が
見

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
局

部
的

(e
)

○
-

○
全

体
的

(e
)

○
-

○
桁

下
が

道
路

や
鉄

道
等

で
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
の

落
下

に
よ

る
第

三
者

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

(e
)

○
-

□
⑱

定
着

部
の

異
常

P
C

定
着

部
の

ｺﾝ
ｸ
ﾘｰ

ﾄに
剥

離
等

の
損

傷
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

定
着

部
ｺﾝ

ｸ
ﾘｰ

ﾄに
ひ

び
わ

れ
や

錆
汁

が
見

ら
れ

る
(c

)
○

-
○

後
打

ち
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剥
落

が
懸

念
さ

れ
る

が
、

第
三

者
へ

の
被

害
は

な
い

、
ま

た
は

内
部

の
鋼

材
に

腐
食

が
み

ら
れ

る
(e

)
○

-
○

後
打

ち
コ

ン
ク

リ
ー

ト
に

ひ
び

わ
れ

や
う

き
が

み
ら

れ
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
の

落
下

に
よ

る
第

三
者

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

(e
)

○
P

C
鋼

材
の

抜
け

出
し

に
よ

り
構

造
安

定
性

を
損

な
う

状
況

(e
)

□
 

変
形

・
欠

損
車

両
の

衝
突

等
に

よ
り

生
じ

た
欠

損
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

欠
損

が
小

さ
い

(c
)

○
-

○
欠

損
が

大
き

い
(e

)
○

-
○

-
○

車
両

の
衝

突
等

に
よ

り
横

桁
が

大
き

く
欠

損
し

て
お

り
構

造
安

定
性

を
著

し
く

損
な

う
状

況
(e

)

□
部

材
無

し

□
鋼

□
①

腐
食

表
面

錆
ま

た
は

板
厚

減
少

を
伴

っ
た

錆
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
横

構
（
対

傾
構

）
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

面
積

の
小

さ
い

錆
が

局
部

的
に

発
生

し
て

い
る

。
(b

)
○

横
構

(対
傾

構
）
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

拡
が

り
の

あ
る

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(c

)
○

-
○

横
構

（
対

傾
構

）
の

錆
は

表
面

的
で

、
全

体
的

に
錆

が
生

じ
て

い
る

。
ま

た
は

、
横

構
の

接
合

部
等

に
局

部
的

に
著

し
い

膨
張

ま
た

は
明

ら
か

な
板

厚
減

少
が

生
じ

て
い

る
(d

)

横
構

（
対

傾
構

）
の

鋼
材

表
面

が
全

体
的

に
著

し
い

膨
張

ま
た

は
明

ら
か

な
板

厚
減

少
が

生
じ

て
い

る
(e

)

○
-

○
-

○
-

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化

【
分

類
1
：
塗

装
】

塗
装

が
剥

離
し

て
い

ま
す

か
、

ま
た

は
点

錆
が

発
生

し
て

い
ま

す
か

【
分

類
3
：
耐

候
性

鋼
材

】
層

状
剥

離
の

錆
が

あ
り

ま
す

か

○
な

し
(a

)
○

【
分

類
1
：
塗

装
】

横
構

（
対

傾
構

）
の

最
外

層
の

防
食

塗
膜

に
変

色
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

局
所

的
に

う
き

が
発

生
し

て
い

る
(c

)

【
分

類
3
：
耐

候
性

鋼
材

】
錆

の
大

き
さ

は
1
～

5
m

m
程

度
で

粗
い

(ｃ
)

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

横
構

（
対

傾
構

）
の

防
食

塗
膜

が
剥

離
し

、
部

分
的

に
下

塗
り

が
露

出
し

て
い

る
(d

)

【
分

類
3
：
耐

候
性

鋼
材

】
錆

の
大

き
さ

は
5
～

2
5
m

m
程

度
の

う
ろ

こ
状

(d
)

○
-

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

横
構

（
対

傾
構

）
に

、
全

体
的

に
点

錆
が

生
じ

て
い

る
、

ま
た

は
、

全
体

的
に

塗
装

が
剥

離
し

て
い

る
(e

)

【
分

類
3
：
耐

候
性

鋼
材

】
断

面
減

少
を

伴
わ

な
い

層
状

剥
離

の
錆

(e
)

※
断

面
減

少
を

伴
う

も
の

は
「
腐

食
」
で

扱
う

○
-

○
-

○
-

□
②

亀
裂

亀
裂

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

※
亀

裂
の

原
因

や
生

じ
た

範
囲

な
ど

が
容

易
に

判
断

で
き

な
い

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

○
-

○
-

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落
ボ

ル
ト

の
ゆ

る
み

・
脱

落
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
ボ

ル
ト

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

-

□
④

破
断

破
断

し
て

い
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

※
破

断
の

原
因

（
風

や
交

通
振

動
と

通
常

の
交

通
荷

重
に

よ
る

疲
労

、
腐

食
等

）
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

○
-

○
-

□
⑩

補
修

・
補

強
材

の
損

傷
【
分

類
5
：
鋼

板
（
あ

て
板

等
）
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

鋼
板

（
あ

て
板

等
）
に

軽
微

な
損

傷
（
防

食
機

能
の

劣
化

、
一

部
の

腐
食

、
一

部
ボ

ル
ト

の
ゆ

る
み

等
）
が

生
じ

て
い

る
(c

)
○

-
○

鋼
板

（
あ

て
板

等
）
に

著
し

い
損

傷
が

生
じ

て
い

る
(e

)
○

鋼
板

（
あ

て
板

等
）
に

亀
裂

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

□
 

変
形

・
欠

損
車

両
の

衝
突

等
に

よ
り

生
じ

た
変

形
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

変
形

が
小

さ
い

(c
)

○
-

○
変

形
が

大
き

い
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
部

材
無

し

主
桁

(縦
桁

)

横
桁

横
構

（
対

傾
構

）

上
部

構
造
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●
●

●
●

●
1.

桁
橋

　
2
.ト

ラ
ス

　
3
.ア

ー
チ

径
間

番
号

1
上

部
工

形
式

上
部

工
形

式
の

分
類

C
2
.橋

梁
構

造
の

観
点

か
ら

速
や

か
に

補
修

を
行

う
E
2
.緊

急
対

応
C

1
.予

防
保

全
の

観
点

か
ら

速
や

か
に

補
修

を
行

う
M

.維
持

工
事

対
応

B
.状

況
に

よ
り

補
修

を
行

う
A

.損
傷

が
軽

微
で

補
修

を
行

う
必

要
が

な
い

部
材

工
種

Ａ
0
.異

常
な

し

対
策

区
分

(損
傷

程
度

の
評

価
区

分
)

点
検

項
目

損
傷

の
種

類
点

検
項

目
に

該
当

材
料

E
1
.橋

梁
構

造
の

安
全

性
か

ら
緊

急
対

応

□
鋼

□
①

腐
食

表
面

錆
ま

た
は

板
厚

減
少

を
伴

っ
た

錆
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
支

承
本

体
ま

た
は

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

局
部

的
に

発
生

し
て

い
る

(b
)

○
支

承
本

体
ま

た
は

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(c

)
○

-
○

支
承

本
体

ま
た

は
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

の
錆

は
表

面
的

で
、

全
体

的
に

錆
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

局
部

的
な

膨
張

ま
た

は
板

厚
減

少
が

生
じ

て
い

る
(d

)
○

支
承

本
体

ま
た

は
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

の
鋼

材
表

面
が

全
体

的
に

著
し

い
膨

張
ま

た
は

明
ら

か
な

板
厚

減
少

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

□
ゴ

ム
□

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

防
食

皮
膜

が
剥

離
し

て
い

ま
す

か
、

ま
た

は
点

錆
が

発
生

し
て

い
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

【
分

類
1
：
塗

装
】

支
承

本
体

ま
た

は
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

の
防

食
塗

膜
に

変
色

が
生

じ
て

い
る

。
ま

た
は

、
局

所
的

に
う

き
が

発
生

し
て

い
る

(c
)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

支
承

本
体

ま
た

は
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

に
局

所
的

に
防

食
皮

膜
が

劣
化

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(c

)

○
【
分

類
1
：
塗

装
】

支
承

本
体

ま
た

は
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

の
防

食
塗

膜
が

剥
離

し
、

部
分

的
に

下
塗

り
が

露
出

し
て

い
る

(d
)

○
-

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

支
承

本
体

ま
た

は
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

に
全

体
的

に
防

食
塗

膜
が

剥
離

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(e

)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

支
承

本
体

ま
た

は
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

に
全

体
的

に
防

食
皮

膜
が

劣
化

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(e

)

○
-

○
-

○
-

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

・
ナ

ッ
ト

の
ゆ

る
み

・
脱

落
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

-
○

-
○

-

□
④

破
断

割
れ

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
-

○
ペ

ン
デ

ル
支

承
以

外
で

支
承

本
体

ま
た

は
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

に
破

断
が

生
じ

て
い

る
(e

)
○

-
○

ペ
ン

デ
ル

支
承

で
支

承
本

体
ま

た
は

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
に

破
断

が
生

じ
、

構
造

安
定

性
を

損
な

う
状

況
(e

)

□
⑯

支
承

の
機

能
障

害
支

承
の

機
能

が
損

な
わ

れ
て

い
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

○
-

○
-

□
 

変
形

・
欠

損
ゴ

ム
の

変
形

や
欠

損
の

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

変
形

が
小

さ
い

(c
)

○
-

○
-

○

変
形

が
大

さ
い

(e
)

※
ゴ

ム
に

異
常

な
変

形
や

著
し

い
亀

裂
が

生
じ

て
い

る
が

、
原

因
が

特
定

で
き

な
い

場
合

に
は

「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

○
-

○
-

□
 

土
砂

詰
り

土
砂

詰
り

は
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

○
-

○
-

○
-

○
-

Ａ
1

□
 

沈
下

・
移

動
・
傾

斜
沈

下
、

移
動

ま
た

は
傾

斜
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○

有
り

(e
)

※
支

承
に

沈
下

や
傾

斜
が

生
じ

て
い

る
が

、
現

状
で

は
こ

れ
ら

の
変

状
に

よ
る

損
傷

が
確

認
で

き
な

い
が

損
傷

の
進

展
を

見
極

め
る

必
要

が
あ

り
、

追
跡

調
査

が
必

要
と

判
断

さ
れ

る
場

合
は

「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

○
-

○
支

承
が

沈
下

し
路

面
に

段
差

が
生

じ
、

自
転

車
や

オ
ー

ト
バ

イ
の

転
倒

の
懸

念
が

あ
る

(e
)

○
-

ま
た

は
□

部
材

無
し

Ｐ
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

□
⑥

ひ
び

わ
れ

ひ
び

わ
れ

が
見

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
ひ

び
わ

れ
幅

が
0
.3

ｍ
ｍ

未
満

で
あ

る
(c

)
○

-
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.3

ｍ
ｍ

以
上

で
あ

る
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
 

変
形

・
欠

損
沓

座
モ

ル
タ

ル
ま

た
は

台
座

コ
ン

ク
リ

ー
ト

に
欠

損
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

一
部

が
欠

損
し

て
い

る
(c

)
○

-
○

欠
損

が
大

き
い

(e
)

○
-

○
欠

損
に

よ
り

支
承

が
沈

下
し

路
面

に
段

差
が

生
じ

、
自

転
車

や
オ

ー
ト

バ
イ

の
転

倒
の

懸
念

が
あ

る
(e

)
○

-

の
終

点
側

□
部

材
無

し

□
鋼

□
①

腐
食

表
面

錆
ま

た
は

板
厚

減
少

を
伴

っ
た

錆
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
鋼

材
部

ま
た

は
ボ

ル
ト

等
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

面
積

の
小

さ
い

錆
が

局
部

的
に

発
生

し
て

い
る

(b
)

○
鋼

材
部

ま
た

は
ボ

ル
ト

等
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

拡
が

り
の

あ
る

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(c

)
○

-
○

鋼
材

部
ま

た
は

ボ
ル

ト
等

の
錆

は
表

面
的

で
、

全
体

的
に

錆
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

局
部

的
な

膨
張

ま
た

は
板

厚
減

少
が

生
じ

て
い

る
(d

)
○

鋼
材

部
ま

た
は

ボ
ル

ト
等

の
鋼

材
表

面
が

全
体

的
に

著
し

い
膨

張
ま

た
は

明
ら

か
な

板
厚

減
少

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化
防

食
皮

膜
が

剥
離

し
て

い
ま

す
か

、
ま

た
は

点
錆

が
発

生
し

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

鋼
材

部
ま

た
は

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
の

最
外

層
の

塗
装

に
変

色
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

局
部

的
に

う
き

が
あ

る
(c

)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

鋼
材

部
ま

た
は

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
の

最
外

層
の

塗
装

に
変

色
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

局
部

的
に

う
き

が
あ

る
(c

)

○
【
分

類
1
：
塗

装
】

鋼
材

部
ま

た
は

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
の

塗
装

が
剥

離
し

、
部

分
的

に
下

塗
り

が
露

出
し

て
い

る
(d

)
○

-
○

【
分

類
1
：
塗

装
】

鋼
材

部
ま

た
は

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
に

、
全

体
的

に
点

錆
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

全
体

的
に

塗
装

が
剥

離
し

て
い

る
(e

)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

鋼
材

部
ま

た
は

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
に

、
全

体
的

に
点

錆
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

全
体

的
に

塗
装

が
剥

離
し

て
い

る
(e

)

○
-

○
-

○
-

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落
ボ

ル
ト

の
ゆ

る
み

・
脱

落
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

-
○

-
○

-

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ
ひ

び
わ

れ
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(b

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

以
上

0
.3

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(ｃ

)
○

-
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.3

m
m

以
上

で
、

間
隔

が
0
.5

m
未

満
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剥
離

ま
た

は
鉄

筋
露

出
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
剥

離
の

み
が

生
じ

て
い

る
が

損
傷

面
積

は
小

さ
い

(c
)

○
鉄

筋
露

出
が

生
じ

て
い

る
が

損
傷

面
積

は
小

さ
い

(d
)

○
-

○
鉄

筋
が

露
出

し
損

傷
面

積
が

大
き

い
(e

)
○

-
○

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
片

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

-

□
⑧

漏
水

・
遊

離
石

灰
ひ

び
わ

れ
部

か
ら

水
や

泥
、

遊
離

石
灰

ま
た

は
つ

ら
ら

が
見

え
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

漏
水

の
み

ま
た

は
遊

離
石

灰
が

生
じ

て
い

る
が

錆
汁

は
ほ

と
ん

ど
な

い
(d

)
○

-
○

著
し

い
漏

水
や

遊
離

石
灰

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
漏

水
に

著
し

い
錆

汁
の

混
入

が
あ

る
(e

)
○

-
○

-

□
⑫

う
き

う
き

が
見

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
局

部
的

(e
)

○
-

○
全

体
的

(e
)

○
-

○
桁

下
が

道
路

や
鉄

道
等

で
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
の

落
下

に
よ

る
第

三
者

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

(e
)

○
-

□
部

材
無

し

□
鋼

□
①

腐
食

表
面

錆
ま

た
は

板
厚

減
少

を
伴

っ
た

錆
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
支

承
本

体
ま

た
は

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

局
部

的
に

発
生

し
て

い
る

(b
)

○
支

承
本

体
ま

た
は

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(c

)
○

-
○

支
承

本
体

ま
た

は
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

の
錆

は
表

面
的

で
、

全
体

的
に

錆
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

局
部

的
な

膨
張

ま
た

は
板

厚
減

少
が

生
じ

て
い

る
(d

)
○

支
承

本
体

ま
た

は
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

の
鋼

材
表

面
が

全
体

的
に

著
し

い
膨

張
ま

た
は

明
ら

か
な

板
厚

減
少

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

□
ゴ

ム
□

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

防
食

皮
膜

が
剥

離
し

て
い

ま
す

か
、

ま
た

は
点

錆
が

発
生

し
て

い
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

【
分

類
1
：
塗

装
】

支
承

本
体

ま
た

は
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

の
防

食
塗

膜
に

変
色

が
生

じ
て

い
る

。
ま

た
は

、
局

所
的

に
う

き
が

発
生

し
て

い
る

(c
)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

支
承

本
体

ま
た

は
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

に
局

所
的

に
防

食
皮

膜
が

劣
化

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(c

)

○
【
分

類
1
：
塗

装
】

支
承

本
体

ま
た

は
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

の
防

食
塗

膜
が

剥
離

し
、

部
分

的
に

下
塗

り
が

露
出

し
て

い
る

(d
)

○
-

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

支
承

本
体

ま
た

は
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

に
全

体
的

に
防

食
塗

膜
が

剥
離

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(e

)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

支
承

本
体

ま
た

は
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

に
全

体
的

に
防

食
皮

膜
が

劣
化

し
、

点
錆

が
発

生
し

て
い

る
(e

)

○
-

○
-

○
-

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

・
ナ

ッ
ト

の
ゆ

る
み

・
脱

落
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

-
○

-
○

-

□
④

破
断

割
れ

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
-

○
ペ

ン
デ

ル
支

承
以

外
で

支
承

本
体

ま
た

は
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

に
破

断
が

生
じ

て
い

る
(e

)
○

-
○

ペ
ン

デ
ル

支
承

で
支

承
本

体
ま

た
は

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
に

破
断

が
生

じ
、

構
造

安
定

性
を

損
な

う
状

況
(e

)

□
⑯

支
承

の
機

能
障

害
支

承
の

機
能

が
損

な
わ

れ
て

い
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

○
-

○
-

□
 

変
形

・
欠

損
ゴ

ム
の

変
形

や
欠

損
の

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

変
形

が
小

さ
い

(c
)

○
-

○
-

○

変
形

が
大

さ
い

(e
)

※
ゴ

ム
に

異
常

な
変

形
や

著
し

い
亀

裂
が

生
じ

て
い

る
が

、
原

因
が

特
定

で
き

な
い

場
合

に
は

「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

○
-

○
-

□
 

土
砂

詰
り

土
砂

詰
り

は
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

○
-

○
-

○
-

○
-

Ａ
2

□
 

沈
下

・
移

動
・
傾

斜
沈

下
、

移
動

ま
た

は
傾

斜
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○

有
り

(e
)

※
支

承
に

沈
下

や
傾

斜
が

生
じ

て
い

る
が

、
現

状
で

は
こ

れ
ら

の
変

状
に

よ
る

損
傷

が
確

認
で

き
な

い
が

損
傷

の
進

展
を

見
極

め
る

必
要

が
あ

り
、

追
跡

調
査

が
必

要
と

判
断

さ
れ

る
場

合
は

「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

○
-

○
支

承
が

沈
下

し
路

面
に

段
差

が
生

じ
、

自
転

車
や

オ
ー

ト
バ

イ
の

転
倒

の
懸

念
が

あ
る

(e
)

○
-

ま
た

は
□

部
材

無
し

Ｐ
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

□
⑥

ひ
び

わ
れ

ひ
び

わ
れ

が
見

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
ひ

び
わ

れ
幅

が
0
.3

ｍ
ｍ

未
満

で
あ

る
(c

)
○

-
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.3

ｍ
ｍ

以
上

で
あ

る
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
 

変
形

・
欠

損
沓

座
モ

ル
タ

ル
ま

た
は

台
座

コ
ン

ク
リ

ー
ト

に
欠

損
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

一
部

が
欠

損
し

て
い

る
(c

)
○

-
○

欠
損

が
大

き
い

(e
)

○
-

○
欠

損
に

よ
り

支
承

が
沈

下
し

路
面

に
段

差
が

生
じ

、
自

転
車

や
オ

ー
ト

バ
イ

の
転

倒
の

懸
念

が
あ

る
(e

)
○

-

の
起

点
側

□
部

材
無

し

□
鋼

□
①

腐
食

表
面

錆
ま

た
は

板
厚

減
少

を
伴

っ
た

錆
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
鋼

材
部

ま
た

は
ボ

ル
ト

等
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

面
積

の
小

さ
い

錆
が

局
部

的
に

発
生

し
て

い
る

(b
)

○
鋼

材
部

ま
た

は
ボ

ル
ト

等
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

拡
が

り
の

あ
る

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(c

)
○

-
○

鋼
材

部
ま

た
は

ボ
ル

ト
等

の
錆

は
表

面
的

で
、

全
体

的
に

錆
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

局
部

的
な

膨
張

ま
た

は
板

厚
減

少
が

生
じ

て
い

る
(d

)
○

鋼
材

部
ま

た
は

ﾎ
ﾞﾙ

ﾄ等
の

鋼
材

表
面

が
全

体
的

に
著

し
い

膨
張

ま
た

は
明

ら
か

な
板

厚
減

少
が

生
じ

て
い

る
(e

)
○

-
○

-

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化
防

食
皮

膜
が

剥
離

し
て

い
ま

す
か

、
ま

た
は

点
錆

が
発

生
し

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

鋼
材

部
ま

た
は

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
の

最
外

層
の

塗
装

に
変

色
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

局
部

的
に

う
き

が
あ

る
(c

)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

鋼
材

部
ま

た
は

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
の

最
外

層
の

塗
装

に
変

色
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

局
部

的
に

う
き

が
あ

る
(c

)

○
【
分

類
1
：
塗

装
】

鋼
材

部
ま

た
は

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
の

塗
装

が
剥

離
し

、
部

分
的

に
下

塗
り

が
露

出
し

て
い

る
(d

)
○

-
○

【
分

類
1
：
塗

装
】

鋼
材

部
ま

た
は

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
に

、
全

体
的

に
点

錆
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

全
体

的
に

塗
装

が
剥

離
し

て
い

る
(e

)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

鋼
材

部
ま

た
は

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
に

、
全

体
的

に
点

錆
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

全
体

的
に

塗
装

が
剥

離
し

て
い

る
(e

)

○
-

○
-

○
-

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落
ボ

ル
ト

の
ゆ

る
み

・
脱

落
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

-
○

-
○

-

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ
ひ

び
わ

れ
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(b

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

以
上

0
.3

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(ｃ

)
○

-
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.3

m
m

以
上

で
、

間
隔

が
0
.5

m
未

満
(e

)
○

-
○

-
○

-

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剥
離

ま
た

は
鉄

筋
露

出
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
剥

離
の

み
が

生
じ

て
い

る
が

損
傷

面
積

は
小

さ
い

(c
)

○
鉄

筋
露

出
が

生
じ

て
い

る
が

損
傷

面
積

は
小

さ
い

(d
)

○
-

○
鉄

筋
が

露
出

し
損

傷
面

積
が

大
き

い
(e

)
○

-
○

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
片

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

-

□
⑧

漏
水

・
遊

離
石

灰
ひ

び
わ

れ
部

か
ら

水
や

泥
、

遊
離

石
灰

ま
た

は
つ

ら
ら

が
見

え
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

漏
水

の
み

ま
た

は
遊

離
石

灰
が

生
じ

て
い

る
が

錆
汁

は
ほ

と
ん

ど
な

い
(d

)
○

-
○

著
し

い
漏

水
や

遊
離

石
灰

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
漏

水
に

著
し

い
錆

汁
の

混
入

が
あ

る
(e

)
○

-
○

-

□
⑫

う
き

う
き

が
見

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
局

部
的

(e
)

○
-

○
全

体
的

(e
)

○
-

○
桁

下
が

道
路

や
鉄

道
等

で
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
の

落
下

に
よ

る
第

三
者

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

(e
)

○
-

□
部

材
無

し

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ
ひ

び
わ

れ
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(b

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

以
上

0
.3

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(ｃ

)
○

-
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.3

m
m

以
上

で
、

間
隔

が
0
.5

m
未

満
(e

)

※
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
(A

S
R

)ま
た

は
塩

害
が

疑
わ

れ
る

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」

欄
に

記
入

す
る

○
-

○
-

○
-

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剥
離

ま
た

は
鉄

筋
露

出
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
剥

離
の

み
が

生
じ

て
い

る
が

損
傷

面
積

は
小

さ
い

（
0
.5

m
2
未

満
）
(c

)
○

鉄
筋

露
出

が
生

じ
て

い
る

が
損

傷
面

積
は

小
さ

い
（
0
.5

m
2
程

度
未

満
）
(d

)
○

-
○

-
○

鉄
筋

が
露

出
し

損
傷

面
積

が
大

き
い

（
0
.5

m
2
程

度
以

上
）
、

ま
た

は
内

部
の

鉄
筋

に
著

し
い

腐
食

が
見

ら
れ

る
(e

)
○

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
片

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

-

□
⑧

漏
水

・
遊

離
石

灰
ひ

び
わ

れ
部

か
ら

水
や

泥
、

遊
離

石
灰

ま
た

は
つ

ら
ら

が
見

え
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

漏
水

の
み

ま
た

は
遊

離
石

灰
が

生
じ

て
い

る
が

錆
汁

は
ほ

と
ん

ど
な

い
(d

)
○

-
○

著
し

い
漏

水
や

遊
離

石
灰

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
漏

水
に

著
し

い
錆

汁
の

混
入

が
あ

る
(e

)
○

-
○

-

□
⑫

う
き

う
き

が
見

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
局

部
的

(e
)

○
-

○
全

体
的

(e
)

○
-

○
桁

下
が

道
路

や
鉄

道
等

で
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
の

落
下

に
よ

る
第

三
者

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

(e
)

○
-

□
 

変
形

・
欠

損
欠

損
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
欠

損
が

小
さ

い
(c

)
○

-
○

欠
損

が
大

き
い

(e
)

○
-

○
-

○
-

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

 
沈

下
・
移

動
・
傾

斜
沈

下
、

移
動

ま
た

は
傾

斜
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
-

○
-

○
-

○

大
き

く
沈

下
・
移

動
・
傾

斜
し

て
お

り
、

構
造

安
定

性
を

著
し

く
損

な
う

状
況

(e
)

※
下

部
工

に
沈

下
や

傾
斜

が
生

じ
て

い
る

が
、

現
状

で
は

こ
れ

ら
の

変
状

に
よ

る
損

傷
が

確
認

で
き

な
い

が
損

傷
の

進
展

を
見

極
め

る
必

要
が

あ
り

、
追

跡
調

査
が

必
要

と
判

断
さ

れ
る

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

□
 

洗
掘

基
礎

が
流

水
の

た
め

洗
掘

さ
れ

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
局

部
的

で
基

礎
底

面
が

見
え

な
い

程
度

に
洗

掘
さ

れ
て

い
る

(c
)

○
-

○
局

部
的

で
基

礎
底

面
が

一
部

見
え

て
い

る
(c

)
○

進
行

が
懸

念
さ

れ
る

状
況

で
、

局
部

的
に

基
礎

底
面

が
一

部
見

え
て

い
る

(c
)

○
-

○
全

体
的

に
基

礎
底

面
が

見
え

て
い

る
状

態
で

著
し

く
洗

掘
さ

れ
て

い
る

(e
)

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ
ひ

び
わ

れ
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(b

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

以
上

0
.3

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(ｃ

)
○

-
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.3

m
m

以
上

で
、

間
隔

が
0
.5

m
未

満
(e

)

※
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
(A

S
R

)ま
た

は
塩

害
が

疑
わ

れ
る

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」

欄
に

記
入

す
る

○
-

○
-

○
-

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剥
離

ま
た

は
鉄

筋
露

出
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
剥

離
の

み
が

生
じ

て
い

る
が

損
傷

面
積

は
小

さ
い

（
0
.5

m
2
未

満
）
(c

)
○

鉄
筋

露
出

が
生

じ
て

い
る

が
損

傷
面

積
は

小
さ

い
（
0
.5

m
2
程

度
未

満
）
(d

)
○

-
○

-
○

鉄
筋

が
露

出
し

損
傷

面
積

が
大

き
い

（
0
.5

m
2
程

度
以

上
）
、

ま
た

は
内

部
の

鉄
筋

に
著

し
い

腐
食

が
見

ら
れ

る
(e

)
○

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
片

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

-

□
⑧

漏
水

・
遊

離
石

灰
ひ

び
わ

れ
部

か
ら

水
や

泥
、

遊
離

石
灰

ま
た

は
つ

ら
ら

が
見

え
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

漏
水

の
み

ま
た

は
遊

離
石

灰
が

生
じ

て
い

る
が

錆
汁

は
ほ

と
ん

ど
な

い
(d

)
○

-
○

著
し

い
漏

水
や

遊
離

石
灰

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
漏

水
に

著
し

い
錆

汁
の

混
入

が
あ

る
(e

)
○

-
○

-

□
⑫

う
き

う
き

が
見

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
局

部
的

(e
)

○
-

○
全

体
的

(e
)

○
-

○
桁

下
が

道
路

や
鉄

道
等

で
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
の

落
下

に
よ

る
第

三
者

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

(e
)

○
-

□
 

変
形

・
欠

損
欠

損
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
欠

損
が

小
さ

い
(c

)
○

-
○

欠
損

が
大

き
い

(e
)

○
-

○
-

○
-

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

 
沈

下
・
移

動
・
傾

斜
沈

下
、

移
動

ま
た

は
傾

斜
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
-

○
-

○
-

○

大
き

く
沈

下
・
移

動
・
傾

斜
し

て
お

り
、

構
造

安
定

性
を

著
し

く
損

な
う

状
況

(e
)

※
下

部
工

に
沈

下
や

傾
斜

が
生

じ
て

い
る

が
、

現
状

で
は

こ
れ

ら
の

変
状

に
よ

る
損

傷
が

確
認

で
き

な
い

が
損

傷
の

進
展

を
見

極
め

る
必

要
が

あ
り

、
追

跡
調

査
が

必
要

と
判

断
さ

れ
る

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

□
 

洗
掘

基
礎

が
流

水
の

た
め

洗
掘

さ
れ

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
局

部
的

で
基

礎
底

面
が

見
え

な
い

程
度

に
洗

掘
さ

れ
て

い
る

(c
)

○
-

○
局

部
的

で
基

礎
底

面
が

一
部

見
え

て
い

る
(c

)
○

進
行

が
懸

念
さ

れ
る

状
況

で
、

局
部

的
に

基
礎

底
面

が
一

部
見

え
て

い
る

(c
)

○
-

○
全

体
的

に
基

礎
底

面
が

見
え

て
い

る
状

態
で

著
し

く
洗

掘
さ

れ
て

い
る

(e
)

Ａ
1

橋
台

基
礎

Ａ
2

橋
台

基
礎

支
承

本
体

ｱ
ﾝ
ｶ
ｰ

ﾎ
ﾞﾙ

ﾄ

沓
座

ﾓ
ﾙ

ﾀ
ﾙ

台
座

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ

落
橋

防
止

シ
ス

テ
ム

支
承

本
体

ｱ
ﾝ
ｶ
ｰ

ﾎ
ﾞﾙ

ﾄ

沓
座

ﾓ
ﾙ

ﾀ
ﾙ

台
座

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ

落
橋

防
止

シ
ス

テ
ム

支
承

部

下
部

構
造
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●
●

●
●

●
1.

桁
橋

　
2
.ト

ラ
ス

　
3
.ア

ー
チ

径
間

番
号

1
上

部
工

形
式

上
部

工
形

式
の

分
類

C
2
.橋

梁
構

造
の

観
点

か
ら

速
や

か
に

補
修

を
行

う
E
2
.緊

急
対

応
C

1
.予

防
保

全
の

観
点

か
ら

速
や

か
に

補
修

を
行

う
M

.維
持

工
事

対
応

B
.状

況
に

よ
り

補
修

を
行

う
A

.損
傷

が
軽

微
で

補
修

を
行

う
必

要
が

な
い

部
材

工
種

Ａ
0
.異

常
な

し

対
策

区
分

(損
傷

程
度

の
評

価
区

分
)

点
検

項
目

損
傷

の
種

類
点

検
項

目
に

該
当

材
料

E
1
.橋

梁
構

造
の

安
全

性
か

ら
緊

急
対

応

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ
ひ

び
わ

れ
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(b

)
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.2

m
m

以
上

0
.3

m
m

未
満

で
間

隔
が

0
.5

m
以

上
(ｃ

)
○

-
○

ひ
び

わ
れ

幅
が

0
.3

m
m

以
上

で
、

間
隔

が
0
.5

m
未

満
(e

)

※
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
(A

S
R

)ま
た

は
塩

害
が

疑
わ

れ
る

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」

欄
に

記
入

す
る

○
-

○
-

○
-

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剥
離

ま
た

は
鉄

筋
露

出
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
剥

離
の

み
が

生
じ

て
い

る
が

損
傷

面
積

は
小

さ
い

（
0
.5

m
2
未

満
）
(c

)
○

鉄
筋

露
出

が
生

じ
て

い
る

が
損

傷
面

積
は

小
さ

い
（
0
.5

m
2
程

度
未

満
）
(d

)
○

-
○

-
○

鉄
筋

が
露

出
し

損
傷

面
積

が
大

き
い

（
0
.5

m
2
程

度
以

上
）
、

ま
た

は
内

部
の

鉄
筋

に
著

し
い

腐
食

が
見

ら
れ

る
(e

)
○

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
片

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

-

□
⑧

漏
水

・
遊

離
石

灰
ひ

び
わ

れ
部

か
ら

水
や

泥
、

遊
離

石
灰

ま
た

は
つ

ら
ら

が
見

え
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

漏
水

の
み

ま
た

は
遊

離
石

灰
が

生
じ

て
い

る
が

錆
汁

は
ほ

と
ん

ど
な

い
(d

)
○

-
○

著
し

い
漏

水
や

遊
離

石
灰

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
漏

水
に

著
し

い
錆

汁
の

混
入

が
あ

る
(e

)
○

-
○

-

□
⑩

補
修

・
補

強
材

の
損

傷

【
分

類
1
：
鋼

板
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

【
分

類
2
：
繊

維
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

【
分

類
3
：
コ

ン
ク

リ
ー

ト
系

】
補

強
材

に
損

傷
が

あ
り

ま
す

か

【
分

類
4
：
塗

装
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

【
分

類
1
：
鋼

板
】

鋼
板

の
シ

ー
ル

部
の

一
部

剥
離

、
錆

及
び

漏
水

が
生

じ
て

い
る

(c
)

【
分

類
2
：
繊

維
】

繊
維

に
軽

微
な

変
状

ま
た

は
、

補
強

さ
れ

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
部

材
か

ら
漏

水
・
遊

離
石

灰
が

生
じ

て
い

る
。

(c
)

【
分

類
3
：
コ

ン
ク

リ
ー

ト
系

】
補

強
材

に
軽

微
な

変
状

ま
た

は
、

補
強

さ
れ

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
部

材
か

ら
漏

水
・
遊

離
石

灰
が

生
じ

て
い

る
。

(c
)

【
分

類
4
：
塗

装
】

塗
装

の
剥

離
が

生
じ

て
い

る
 

○
-

○

【
分

類
1
：
鋼

板
】

鋼
板

の
う

き
、

シ
ー

ル
部

の
剥

離
、

錆
及

び
漏

水
が

著
し

い
(e

)

【
分

類
2
：
繊

維
】

繊
維

に
著

し
い

変
状

、
断

裂
ま

た
は

補
強

さ
れ

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
部

材
か

ら
漏

水
・
遊

離
石

灰
が

大
量

に
生

じ
て

い
る

(e
)

【
分

類
3
：
コ

ン
ク

リ
ー

ト
系

】
補

強
材

に
著

し
い

損
傷

ま
た

は
補

強
さ

れ
た

コ
ン

ク
リ

ー
ト

部
材

か
ら

漏
水

・
遊

離
石

灰
が

大
量

に
生

じ
て

い
る

(e
)

【
分

類
4
：
塗

装
】

塗
装

が
剥

離
し

、
補

強
さ

れ
た

コ
ン

ク
リ

ー
ト

部
材

か
ら

漏
水

・
遊

離
石

灰
が

大
量

に
生

じ
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

○
-

□
⑫

う
き

う
き

が
見

ら
れ

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
局

部
的

(e
)

○
-

○
全

体
的

(e
)

○
-

○
桁

下
が

道
路

や
鉄

道
等

で
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
の

落
下

に
よ

る
第

三
者

被
害

が
懸

念
さ

れ
る

(e
)

○
-

□
 

変
形

・
欠

損
欠

損
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
欠

損
が

小
さ

い
(c

)
○

-
○

欠
損

が
大

き
い

(e
)

○
-

○
-

○
-

Ｐ
□

鋼
□

①
腐

食
表

面
錆

ま
た

は
板

厚
減

少
を

伴
っ

た
錆

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

橋
脚

に
錆

が
生

じ
て

い
る

が
、

錆
は

表
面

的
で

、
面

積
の

小
さ

い
錆

が
局

部
的

に
発

生
し

て
い

る
(b

)
○

橋
脚

に
錆

が
生

じ
て

い
る

が
、

錆
は

表
面

的
で

、
拡

が
り

の
あ

る
発

錆
箇

所
が

複
数

あ
る

(c
)

○
-

○
橋

脚
の

錆
は

表
面

的
で

、
全

体
的

に
錆

が
生

じ
て

い
る

(d
)

○
局

部
的

に
著

し
い

膨
張

ま
た

は
明

ら
か

な
板

厚
減

少
が

生
じ

て
い

る
(d

)
○

-
○

断
面

減
少

に
よ

る
強

度
不

足
で

構
造

安
全

性
を

損
な

う
状

況
(e

)

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化
防

食
皮

膜
が

剥
離

し
て

い
ま

す
か

、
ま

た
は

点
錆

が
発

生
し

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
【
分

類
1
：
塗

装
】

橋
脚

の
最

外
層

の
塗

装
に

変
色

が
生

じ
て

い
る

。
ま

た
は

、
局

部
的

に
う

き
が

あ
る

(c
)

○
【
分

類
1
：
塗

装
】

橋
脚

の
塗

装
が

剥
離

し
、

部
分

的
に

下
塗

り
が

露
出

し
て

い
る

(d
)

○
-

○
【
分

類
1
：
塗

装
】

橋
脚

に
、

全
体

的
に

点
錆

が
生

じ
て

い
る

。
ま

た
は

、
全

体
的

に
塗

装
が

剥
離

し
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

○
-

橋
脚

番
号

□
②

亀
裂

塗
膜

割
れ

や
亀

裂
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
-

○

有
り

(e
)

※
亀

裂
の

原
因

や
生

じ
た

範
囲

な
ど

が
容

易
に

判
断

で
き

な
い

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

○
-

○
横

梁
腹

板
に

発
生

し
た

亀
裂

で
、

急
激

な
進

展
に

よ
っ

て
構

造
安

定
性

を
損

な
う

亀
裂

(e
)

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落
ボ

ル
ト

の
ゆ

る
み

・
脱

落
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

桁
下

が
道

路
や

鉄
道

等
で

、
ボ

ル
ト

の
落

下
に

よ
る

第
三

者
被

害
が

懸
念

さ
れ

る
(e

)
○

連
結

部
で

多
数

の
ボ

ル
ト

が
脱

落
し

て
お

り
、

強
度

不
足

で
構

造
安

全
性

を
損

な
う

状
況

(e
)

□
⑩

補
修

・
補

強
材

の
損

傷
【
分

類
5
：
鋼

板
（
あ

て
板

等
）
】

補
強

材
に

損
傷

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

鋼
板

（
あ

て
板

等
）
に

軽
微

な
損

傷
（
防

食
機

能
の

劣
化

、
一

部
の

腐
食

、
一

部
ボ

ル
ト

の
ゆ

る
み

等
）
が

生
じ

て
い

る
(c

)
○

-
○

鋼
板

（
あ

て
板

等
）
に

著
し

い
損

傷
が

生
じ

て
い

る
(e

)
○

鋼
板

（
あ

て
板

等
）
に

亀
裂

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

□
 

変
形

・
欠

損
変

形
が

見
ら

れ
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

変
形

が
小

さ
い

(c
)

○
-

○
変

形
が

大
き

い
(e

)
○

-
○

-
○

橋
脚

が
大

き
く

変
形

し
て

お
り

構
造

安
定

性
を

著
し

く
損

な
う

状
況

(e
)

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

 
沈

下
・
移

動
・
傾

斜
沈

下
、

移
動

ま
た

は
傾

斜
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
-

○
-

○
-

○
-

○

大
き

く
沈

下
・
移

動
・
傾

斜
し

て
お

り
、

構
造

安
定

性
を

著
し

く
損

な
う

状
況

(e
)

※
下

部
工

に
沈

下
や

傾
斜

が
生

じ
て

い
る

が
、

現
状

で
は

こ
れ

ら
の

変
状

に
よ

る
損

傷
が

確
認

で
き

な
い

が
損

傷
の

進
展

を
見

極
め

る
必

要
が

あ
り

、
追

跡
調

査
が

必
要

と
判

断
さ

れ
る

場
合

は
「
そ

の
他

の
損

傷
」
欄

に
記

入
す

る

□
 

洗
掘

基
礎

が
流

水
の

た
め

洗
掘

さ
れ

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
局

部
的

で
基

礎
底

面
が

見
え

な
い

程
度

に
洗

掘
さ

れ
て

い
る

(c
)

○
-

○
局

部
的

で
基

礎
底

面
が

一
部

見
え

て
い

る
(c

)
○

進
行

が
懸

念
さ

れ
る

状
況

で
、

局
部

的
に

基
礎

底
面

が
一

部
見

え
て

い
る

(c
)

○
-

○
全

体
的

に
基

礎
底

面
が

見
え

て
い

る
状

態
で

著
し

く
洗

掘
さ

れ
て

い
る

(e
)

□
鋼

□
①

腐
食

表
面

錆
ま

た
は

板
厚

減
少

を
伴

っ
た

錆
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
検

査
路

に
錆

が
生

じ
て

い
る

が
、

錆
は

表
面

的
で

、
面

積
の

小
さ

い
錆

が
局

部
的

に
発

生
し

て
い

る
(b

)
○

検
査

路
に

錆
が

生
じ

て
い

る
が

、
錆

は
表

面
的

で
、

拡
が

り
の

あ
る

発
錆

箇
所

が
複

数
あ

る
(c

)
○

-
○

横
桟

、
支

柱
、

床
板

の
接

合
部

等
に

著
し

い
膨

張
ま

た
は

明
ら

か
な

板
厚

減
少

が
生

じ
て

い
る

(e
)

○
-

○
-

○
-

□
ア

ル
ミ

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化
防

食
皮

膜
が

剥
離

し
て

い
ま

す
か

、
ま

た
は

点
錆

が
発

生
し

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○

【
分

類
1
：
塗

装
】

検
査

路
の

塗
装

に
変

色
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

は
、

局
部

的
に

う
き

が
あ

る
(c

)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

検
査

路
に

局
所

的
に

防
食

皮
膜

が
劣

化
し

、
点

錆
が

発
生

し
て

い
る

○
【
分

類
1
：
塗

装
】

検
査

路
の

塗
装

が
剥

離
し

、
部

分
的

に
下

塗
り

が
露

出
し

て
い

る
(d

)
○

-
○

【
分

類
1
：
塗

装
】

検
査

路
に

全
体

的
に

点
錆

が
生

じ
て

い
る

。
ま

た
は

、
全

体
的

に
塗

装
が

剥
離

し
て

い
る

(e
)

【
分

類
2
：
め

っ
き

、
金

属
溶

射
】

検
査

路
に

全
体

的
に

点
錆

が
生

じ
て

い
る

。
ま

た
は

、
全

体
的

に
防

食
皮

膜
が

劣
化

し

○
-

○
-

○
-

□
そ

の
他

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落
ボ

ル
ト

の
ゆ

る
み

・
脱

落
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

-
○

-
○

-

□
④

破
断

破
断

し
て

い
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

○
-

○
-

○
-

□
部

材
無

し

□
鋼

□
⑰

そ
の

他
桁

下
に

樹
木

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑰
そ

の
他

桁
下

が
不

法
に

占
拠

さ
れ

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

-
○

-
○

-

□
⑰

そ
の

他
鳥

の
糞

が
堆

積
し

て
い

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

-
○

-
○

-

□
⑰

そ
の

他
焚

き
火

の
跡

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
⑰

そ
の

他
落

書
き

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
鋼

□
⑰

そ
の

他
落

書
き

が
あ

り
ま

す
か

○
な

し
(a

)
○

-
○

-
○

有
り

(e
)

○
-

○
-

○
-

○
-

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑰
そ

の
他

焚
き

火
の

跡
が

あ
り

ま
す

か
○

な
し

(a
)

○
-

○
-

○
有

り
(e

)
○

-
○

-
○

-
○

-

工
種

部
材

損
傷

程
度

の
評

価
区

分
材

料
損

傷
の

種
類

損
傷

の
状

況
対

策
区

分
備

考

基
礎

点
検

施
設

そ
の

他
の

損
傷

主
桁

下
部

工

橋
脚

下
部

構
造
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●
●

●
●

●
1.

桁
橋

　
2
.ト

ラ
ス

　
3
.ア

ー
チ

径
間

番
号

1
上

部
工

形
式

上
部

工
形

式
の

分
類

C
2
.橋

梁
構

造
の

観
点

か
ら

速
や

か
に

補
修

を
行

う
E
2
.緊

急
対

応
C

1
.予

防
保

全
の

観
点

か
ら

速
や

か
に

補
修

を
行

う
M

.維
持

工
事

対
応

B
.状

況
に

よ
り

補
修

を
行

う
A

.損
傷

が
軽

微
で

補
修

を
行

う
必

要
が

な
い

部
材

工
種

Ａ
0
.異

常
な

し

対
策

区
分

(損
傷

程
度

の
評

価
区

分
)

点
検

項
目

損
傷

の
種

類
点

検
項

目
に

該
当

材
料

E
1
.橋

梁
構

造
の

安
全

性
か

ら
緊

急
対

応

工
種

地
盤

か
ら

橋
座

面
ま

で
の

高
さ

(m
)

摘
要

(調
査

方
法

で
1
0.

そ
の

他
の

場
合

、
調

査
方

法
を

記
入

し
て

下
さ

い
)

□
1
.徒

歩

□
2
.梯

子

□
3
.橋

梁
点

検
車

(1
1
0
)

□
4
.橋

梁
点

検
車

(2
0
0
)

□
5
.橋

梁
点

検
車

(4
0
0
)

□
6
.高

所
作

業
車

□
7
.桁

下
カ

メ
ラ

□
8
.ポ

ー
ル

カ
メ

ラ

□
9
.タ

ワ
ー

足
場

□
1
0
.そ

の
他

□
1
.徒

歩

□
2
.梯

子

□
3
.橋

梁
点

検
車

(1
1
0
)

□
4
.橋

梁
点

検
車

(2
0
0
)

□
5
.橋

梁
点

検
車

(4
0
0
)

□
6
.高

所
作

業
車

□
7
.桁

下
カ

メ
ラ

□
8
.ポ

ー
ル

カ
メ

ラ

□
9
.タ

ワ
ー

足
場

□
1
0
.そ

の
他

□
1
.徒

歩

□
2
.梯

子

□
3
.橋

梁
点

検
車

(1
1
0
)

□
4
.橋

梁
点

検
車

(2
0
0
)

□
5
.橋

梁
点

検
車

(4
0
0
)

□
6
.高

所
作

業
車

□
7
.桁

下
カ

メ
ラ

□
8
.ポ

ー
ル

カ
メ

ラ

□
9
.タ

ワ
ー

足
場

□
1
0
.そ

の
他

□
1
.徒

歩

□
2
.梯

子

□
3
.橋

梁
点

検
車

(1
1
0
)

□
4
.橋

梁
点

検
車

(2
0
0
)

Ｐ
□

5
.橋

梁
点

検
車

(4
0
0
)

□
6
.高

所
作

業
車

□
7
.桁

下
カ

メ
ラ

□
8
.ポ

ー
ル

カ
メ

ラ

□
9
.タ

ワ
ー

足
場

□
1
0
.そ

の
他

点
検

方
法

部
材

調
査

方
法

橋
脚

そ
の

他
気

付
い

た
点

上
部

構
造

床
版

・
主

桁
-

支
承

部

橋
台

Ａ
1

橋
台

Ａ
2
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様
式

-
8
　

定
期

点
検

調
書

Ｖ
e
ｒ

2
.
0
：

2
.
0
0
.
0
0

□
鋼

□
①

腐
食

□
鋳

鉄
□

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

□
ア

ル
ミ

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落

□
ス

テ
ン

レ
ス

□
④

破
断

□
 

変
形

・
欠

損

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出

□
⑫

う
き

□
部

材
無

し

□
鋼

□
①

腐
食

□
鋳

鉄
□

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

□
ア

ル
ミ

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落

□
ス

テ
ン

レ
ス

□
④

破
断

□
 

変
形

・
欠

損

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出

□
⑫

う
き

□
 

変
形

・
欠

損

□
部

材
無

し

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出

□
⑧

漏
水

・
遊

離
石

灰

□
⑫

う
き

□
 

変
形

・
欠

損

□
鋼

□
①

腐
食

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化

□
部

材
無

し

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出

□
⑫

う
き

□
 

変
形

・
欠

損

□
鋼

□
①

腐
食

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化

□
部

材
無

し

□
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
□

⑭
路

面
の

凹
凸

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑮
舗

装
の

異
常

□
そ

の
他

□
鋼

□
①

腐
食

□
④

破
断

□
⑬

遊
間

の
異

常

□
⑭

路
面

の
凹

凸

□
⑳

漏
水

・
滞

水

□
 

異
常

な
音

・
振

動

□
 

土
砂

詰
り

□
⑰

そ
の

他

□
ゴ

ム
□

⑬
遊

間
の

異
常

□
そ

の
他

□
⑭

路
面

の
凹

凸

□
⑳

漏
水

・
滞

水

□
 

変
形

・
欠

損

□
部

材
無

し

路
上

高
欄

防
護

柵

地
覆

縁
石

舗
装

伸
縮

装
置

Ａ
1

径
間

番
号

1
上

部
工

形
式

径
間
数

1

橋
長

(
m
)

0
.
0
0

所
在
地
（
起

点
側
）
○

○
○
○
○

所
在
地
（
終

点
側
）
○

○
○
○
○

橋
梁
名

●
●
●
橋

路
線
名

●
●
●

部
材

工
種

損
傷

の
種

類
点

検
項

目
に

該
当

材
料

1

S
E

①
②

③
下

部
工

番
号

a
b

ｃ
ｄ

e
f

補
修

工
法

単
位

数
量

単
価

（
千

円
）

工
事

費
（
千

円
）

補
修

工
法

単
位

数
量

単
価

（
千

円
）

工
事

費
（
千

円
）

補
修

工
法

単
位

数
量

単
価

（
千

円
）

工
事

費
（
千

円
）

足
場

単
位

数
量

単
価

（
千

円
）

工
事

費
（
千

円
）

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

塗
装

塗
替

m
3
0

0
取

り
替

え
m

1
4
8

0
取

り
替

え
m

1
4
8

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

塗
装

塗
替

m
3
0

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

ナ
ッ

ト
再

設
置

本
4

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

部
分

取
り

替
え

m
1
4
8

0
-

-
-

-
-

部
分

取
り

替
え

m
1
4
8

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

部
分

取
り

替
え

m
1
4
8

0
-

-
-

-
-

部
分

取
り

替
え

m
1
4
8

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

(壁
式

)
ひ

び
わ

れ
注

入
m

2
1
.5

0
(支

柱
式

)
取

り
替

え
m

1
4
8

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

(壁
式

)
断

面
修

復
m

2
8
5

0
(支

柱
式

)
取

り
替

え
m

1
4
8

0
(壁

式
)

断
面

修
復

m
2

8
5

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(支

柱
式

)
取

り
替

え
m

1
4
8

0
(壁

式
)

断
面

修
復

m
2

8
5

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

塗
装

塗
替

m
3
0

0
取

り
替

え
m

1
0
0

0
取

り
替

え
m

1
0
0

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

塗
装

塗
替

m
3
0

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

ナ
ッ

ト
再

設
置

本
4

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

部
分

取
り

替
え

m
1
0
0

0
-

-
-

-
-

部
分

取
り

替
え

m
1
0
0

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

部
分

取
り

替
え

m
1
0
0

0
-

-
-

-
-

部
分

取
り

替
え

m
1
0
0

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

(壁
式

)
ひ

び
わ

れ
注

入
m

2
1
.5

0
(支

柱
式

)
取

り
替

え
m

1
0
0

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

(壁
式

)
断

面
修

復
m

2
8
5

0
(支

柱
式

)
取

り
替

え
m

1
0
0

0
(壁

式
)

断
面

修
復

m
2

8
5

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(支

柱
式

)
取

り
替

え
m

1
0
0

0
(壁

式
)

断
面

修
復

m
2

8
5

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

(壁
式

)
断

面
修

復
m

2
8
5

0
(支

柱
式

)
取

り
替

え
m

1
0
0

0
(壁

式
)

断
面

修
復

m
2

8
5

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ひ

び
わ

れ
注

入
m

2
1
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

-
-

-
-

-
断

面
修

復
m

2
8
5

0
断

面
修

復
m

2
8
5

0
足

場
0

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

U
カ

ッ
ト

シ
ー

リ
ン

グ
m

2
1
.5

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
足

場
0

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

断
面

修
復

m
2

8
5

0
-

-
-

-
-

断
面

修
復

m
2

8
5

0
足

場
0

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

断
面

修
復

m
2

8
5

0
-

-
-

-
-

断
面

修
復

m
2

8
5

0
足

場
0

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

塗
装

塗
替

m
2
0
.5

0
当

板
補

修
m

1
4
0

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

塗
装

塗
替

m
2
0
.5

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
足

場
0

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ひ

び
わ

れ
注

入
m

2
1
.5

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

断
面

修
復

m
2

8
5

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

断
面

修
復

m
2

8
5

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

断
面

修
復

m
2

8
5

0
-

-
-

-
-

断
面

修
復

m
2

8
5

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

塗
装

塗
替

m
2
0
.5

0
当

板
補

修
m

1
4
0

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

上
り

線
下

り
線

-
-

-
-

塗
装

塗
替

m
2
0
.5

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

車
道

上
り

線
歩

道
下

り
線

歩
道

-
-

-
パ

ッ
チ

ン
グ

m
2

8
.5

0
部

分
打

替
え

m
2

1
7

0
部

分
打

替
え

m
2

1
7

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

車
道

上
り

線
歩

道
下

り
線

歩
道

-
-

-
パ

ッ
チ

ン
グ

m
2

8
.5

0
打

替
え

m
2

1
7

0
打

替
え

m
2

1
7

0
-

-
-

-
-

本
橋

縦
目

地
-

-
車

道
上

り
線

歩
道

下
り

線
歩

道
-

-
-

-
-

-
-

-
取

り
替

え
m

3
9
5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

本
橋

縦
目

地
-

-
車

道
上

り
線

歩
道

下
り

線
歩

道
-

-
-

-
-

-
-

-
取

り
替

え
m

3
9
5

0
取

り
替

え
m

3
9
5

0
足

場
0

本
橋

縦
目

地
-

-
車

道
上

り
線

歩
道

下
り

線
歩

道
-

-
-

-
-

-
-

-
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
足

場
0

本
橋

縦
目

地
-

-
車

道
上

り
線

歩
道

下
り

線
歩

道
-

-
-

パ
ッ

チ
ン

グ
m

8
.5

0
取

り
替

え
m

3
9
5

0
取

り
替

え
m

3
9
5

0
足

場
0

本
橋

縦
目

地
-

-
車

道
上

り
線

歩
道

下
り

線
歩

道
-

-
-

-
-

-
-

-
非

排
水

化
m

3
1
5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

本
橋

縦
目

地
-

-
車

道
上

り
線

歩
道

下
り

線
歩

道
-

-
-

-
-

-
-

-
取

り
替

え
m

3
9
5

0
取

り
替

え
m

3
9
5

0
足

場
0

本
橋

縦
目

地
-

-
車

道
上

り
線

歩
道

下
り

線
歩

道
-

-
-

清
掃

箇
所

3
0

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
足

場
0

本
橋

縦
目

地
-

-
車

道
上

り
線

歩
道

下
り

線
歩

道
-

-
-

-
-

-
-

-
非

排
水

化
m

3
1
5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

本
橋

縦
目

地
-

-
車

道
上

り
線

歩
道

下
り

線
歩

道
-

-
-

-
-

-
-

-
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
足

場
0

本
橋

縦
目

地
-

-
車

道
上

り
線

歩
道

下
り

線
歩

道
-

-
-

パ
ッ

チ
ン

グ
m

8
.5

0
取

り
替

え
m

2
9
3

0
取

り
替

え
m

2
9
3

0
足

場
0

本
橋

縦
目

地
-

-
車

道
上

り
線

歩
道

下
り

線
歩

道
-

-
-

-
-

-
-

-
取

り
替

え
m

2
9
3

0
-

-
-

-
-

足
場

0

本
橋

縦
目

地
-

-
車

道
上

り
線

歩
道

下
り

線
歩

道
-

-
-

-
-

-
-

-
取

り
替

え
m

2
9
3

0
取

り
替

え
m

2
9
3

0
足

場
0

前
回

点
検

結
果

補
修

実
施

状
況

損
傷

位
置

概
算

工
事

費

対
策

区
分

：
M

対
策

区
分

：
C

1
,C

2
対

策
区

分
：
E
1
,E

2
仮

設
工

：
足

場

損
傷

写
真

部
材

区
分

写
真

番
号

損
傷

写
真

フ
ァ

イ
ル

名
撮

影
年

月
日

メ
モ

上
部

工
形

式
の

分
類

1
.桁

橋
　

2
.ト

ラ
ス

　
3
.ア

ー
チ

写
真

番
号

自
動

採
番

「
表

-
1
参

照
」
書

き
換

え
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径
間

番
号

1
上

部
工

形
式

部
材

工
種

損
傷

の
種

類
点

検
項

目
に

該
当

材
料

□
鋼

□
①

腐
食

□
④

破
断

□
⑬

遊
間

の
異

常

□
⑭

路
面

の
凹

凸

□
⑳

漏
水

・
滞

水

□
 

異
常

な
音

・
振

動

□
 

土
砂

詰
り

□
⑰

そ
の

他

Ｐ
□

ゴ
ム

□
⑬

遊
間

の
異

常

□
そ

の
他

□
⑭

路
面

の
凹

凸

□
⑳

漏
水

・
滞

水

□
 

変
形

・
欠

損

□
部

材
無

し

□
鋼

□
①

腐
食

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化

□
②

亀
裂

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落

□
部

材
無

し

□
鋼

□
④

破
断

□
 

土
砂

詰
り

□
部

材
無

し

□
鋼

□
①

腐
食

□
塩

ビ
□

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

□
そ

の
他

□
④

破
断

□
⑳

漏
水

・
滞

水

□
部

材
無

し

□
鋼

□
⑰

そ
の

他

□
部

材
無

し

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑦
剥

離
・
鉄

筋
露

出

□
⑧

漏
水

・
遊

離
石

灰

□
⑨

抜
け

落
ち

□
⑩

補
修

・
補

強
材

の
損

傷

□
⑪

床
版

ひ
び

わ
れ

□
⑫

う
き

□
⑱

定
着

部
の

異
常

□
鋼

□
①

腐
食

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化

□
②

亀
裂

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落

□
⑩

補
修

・
補

強
材

の
損

傷

□
部

材
無

し

床
版

ス
ラ

ブ
ド

レ
ー

ン

排
水

施
設

伸
縮

装
置

Ａ
2

照
明

施
設

排
水

ま
す

排
水

管

路
上

上
部

構
造

S
E

①
②

③
下

部
工

番
号

a
b

ｃ
ｄ

e
f

補
修

工
法

単
位

数
量

単
価

（
千

円
）

工
事

費
（
千

円
）

補
修

工
法

単
位

数
量

単
価

（
千

円
）

工
事

費
（
千

円
）

補
修

工
法

単
位

数
量

単
価

（
千

円
）

工
事

費
（
千

円
）

足
場

単
位

数
量

単
価

（
千

円
）

工
事

費
（
千

円
）

前
回

点
検

結
果

補
修

実
施

状
況

損
傷

位
置

概
算

工
事

費

対
策

区
分

：
M

対
策

区
分

：
C

1
,C

2
対

策
区

分
：
E
1
,E

2
仮

設
工

：
足

場

損
傷

写
真

部
材

区
分

写
真

番
号

損
傷

写
真

フ
ァ

イ
ル

名
撮

影
年

月
日

メ
モ

本
橋

縦
目

地
-

-
車

道
上

り
線

歩
道

下
り

線
歩

道
-

-
-

-
-

-
-

-
取

り
替

え
m

3
9
5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

本
橋

縦
目

地
-

-
車

道
上

り
線

歩
道

下
り

線
歩

道
-

-
-

-
-

-
-

-
取

り
替

え
m

3
9
5

0
取

り
替

え
m

3
9
5

0
足

場
0

本
橋

縦
目

地
-

-
車

道
上

り
線

歩
道

下
り

線
歩

道
-

-
-

-
-

-
-

-
個

別
検

討
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材
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項
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⑦
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-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
-

-
-

-
断

面
修

復
m

2
8
5

0
断

面
修

復
m

2
8
5

0
足

場
0

-
-

-
-

表
-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
-

-
-

-
橋

面
防

水
m

2
1
7

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

表
-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

表
-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
-

-
-

-
-

断
面

修
復

m
2

8
5

0
断

面
修

復
m

2
8
5

0
足

場
0

-
-

-
-

起
点

側
終

点
側

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
足

場
0

-
-

-
-

起
点

側
終

点
側

-
-

-
-

-
-

-
-

-
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
足

場
0

-
-

-
-

起
点

側
終

点
側

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
足

場
0

-
-

-
-

表
-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
表

-
1
参

照
-

-
-

-
-

断
面

修
復

m
2

8
5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
塗

装
塗

替
m

2
2
0
.5

0
当

板
補

修
m

2
1
4
0

0
足

場
0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
塗

装
塗

替
m

2
2
0
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
当

板
補

修
m

2
4
2
0

0
当

板
補

修
m

2
4
2
0

0
足

場
0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
ナ

ッ
ト

再
設

置
本

1
7

0
ナ

ッ
ト

再
設

置
本

1
7

0
足

場
0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
足

場
0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
当

板
補

修
m

2
1
4
0

0
当

板
補

修
m

2
1
4
0

0
足

場
0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
足

場
0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

ひ
び

わ
れ

注
入

m
2
1
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

断
面

修
復

m
2

8
5

0
断

面
修

復
m

2
8
5

0
足

場
0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

橋
面

防
水

m
2

1
7

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
個

別
検

討
0

-
-

-
-

-
足

場
0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
断

面
修

復
m

2
8
5

0
断

面
修

復
m

2
8
5

0
足

場
0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
足

場
0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
断

面
修

復
m

2
8
5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
塗

装
塗

替
m

2
2
0
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
塗

装
塗

替
m

2
2
0
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
当

板
補

修
m

2
4
2
0

0
当

板
補

修
m

2
4
2
0

0
足

場
0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
ボ

ル
ト

・
ナ

ッ
ト

再
設

置
本

1
7

0
ボ

ル
ト

・
ナ

ッ
ト

再
設

置
本

1
7

0
足

場
0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
足

場
0

-
-

-
-

起
点

側
端

部
中

間
部

終
点

側
端

部
-

-
-

-
-

-
-

-
当

板
補

修
m

2
1
4
0

0
当

板
補

修
m

2
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4
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0
足

場
0

-
-

-
-

起
点
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部
中

間
部

終
点
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-
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-
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-

-
-

-
個

別
検

討
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-
-
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-
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足
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径
間

番
号

1
上

部
工

形
式

部
材

工
種

損
傷

の
種

類
点

検
項

目
に

該
当

材
料

□
鋼

□
①

腐
食

□
ゴ

ム
□

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落

□
④

破
断

□
⑯

支
承

の
機

能
障

害

□
 

変
形

・
欠

損

□
 

土
砂

詰
り

Ａ
1

□
 

沈
下

・
移

動
・
傾

斜

ま
た

は
□

部
材

無
し

Ｐ
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

□
⑥

ひ
び

わ
れ

□
 

変
形

・
欠

損

の
終

点
側

□
部

材
無

し

□
鋼

□
①

腐
食

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出

□
⑧

漏
水

・
遊

離
石

灰

□
⑫

う
き

□
部

材
無

し

□
鋼

□
①

腐
食

□
ゴ

ム
□

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落

□
④

破
断

□
⑯

支
承

の
機

能
障

害

□
 

変
形

・
欠

損

□
 

土
砂

詰
り

Ａ
2

□
 

沈
下

・
移

動
・
傾

斜

ま
た

は
□

部
材

無
し

Ｐ
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

□
⑥

ひ
び

わ
れ

□
 

変
形

・
欠

損

の
起

点
側

□
部

材
無

し

□
鋼

□
①

腐
食

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出

□
⑧

漏
水

・
遊

離
石

灰

□
⑫

う
き

□
部

材
無

し

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出

□
⑧

漏
水

・
遊

離
石

灰

□
⑫

う
き

□
 

変
形

・
欠

損

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

 
沈

下
・
移

動
・
傾

斜

□
 

洗
掘

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出

□
⑧

漏
水

・
遊

離
石

灰

□
⑫

う
き

□
 

変
形

・
欠

損

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

 
沈

下
・
移

動
・
傾

斜

□
 

洗
掘

Ａ
1

橋
台

基
礎

Ａ
2

橋
台

基
礎

支
承

本
体

ｱ
ﾝ
ｶ
ｰ

ﾎ
ﾞﾙ

ﾄ

沓
座

ﾓ
ﾙ

ﾀ
ﾙ

台
座

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ

落
橋

防
止

シ
ス

テ
ム

支
承

本
体

ｱ
ﾝ
ｶ
ｰ

ﾎ
ﾞﾙ

ﾄ

沓
座

ﾓ
ﾙ

ﾀ
ﾙ

台
座

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ

落
橋

防
止

シ
ス

テ
ム

支
承

部

下
部

構
造

S
E

①
②

③
下

部
工

番
号

a
b

ｃ
ｄ

e
f

補
修

工
法

単
位

数
量

単
価

（
千

円
）

工
事

費
（
千

円
）

補
修

工
法

単
位

数
量

単
価

（
千

円
）

工
事

費
（
千

円
）

補
修

工
法

単
位

数
量

単
価

（
千

円
）

工
事

費
（
千

円
）

足
場

単
位

数
量

単
価

（
千

円
）

工
事

費
（
千

円
）

前
回

点
検

結
果

補
修

実
施

状
況

損
傷

位
置

概
算

工
事

費

対
策

区
分

：
M

対
策

区
分

：
C

1
,C

2
対

策
区

分
：
E
1
,E

2
仮

設
工

：
足

場

損
傷

写
真

部
材

区
分

写
真

番
号

損
傷

写
真

フ
ァ

イ
ル

名
撮

影
年

月
日

メ
モ

全
体

支
承

本
体

ｱ
ﾝ
ｶ
ｰ

ﾎ
ﾞﾙ

ﾄ
-

外
桁

中
桁

-
-

-
-

-
-

-
-

-
金

属
溶

射
基

2
3
7

0
-

-
-

-
-

足
場

0

全
体

支
承

本
体

ｱ
ﾝ
ｶ
ｰ

ﾎ
ﾞﾙ

ﾄ
-

外
桁

中
桁

-
-

-
-

-
-

-
-

-
金

属
溶

射
基

2
3
7

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

ｱ
ﾝ
ｶ
ｰ

ﾎ
ﾞﾙ

ﾄ
-

外
桁

中
桁

-
-

-
-

ナ
ッ

ト
再

設
置

本
1
7

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
足

場
0

-
支

承
本

体
-

-
外

桁
中

桁
-

-
-

-
-

-
-

-
-

取
り

替
え

基
1
,4

3
0

0
取

り
替

え
基

1
,4

3
0

0
足

場
0

-
支

承
本

体
-

-
外

桁
中

桁
-

-
-

-
-

-
-

-
-

取
り

替
え

基
1
,4

3
0

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
支

承
本

体
-

-
外

桁
中

桁
-

-
-

-
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
支

承
本

体
-

-
外

桁
中

桁
-

-
-

-
清

掃
基

4
5

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
足

場
0

-
支

承
本

体
-

-
外

桁
中

桁
-

-
-

-
-

-
-

-
-

取
り

替
え

基
1
,4

3
0

0
取

り
替

え
基

1
,4

3
0

0
足

場
0

-
-

-
-

外
桁

中
桁

-
-

-
-

-
-

-
-

-
沓

座
打

替
基

1
6
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

外
桁

中
桁

-
-

-
-

-
-

-
-

-
沓

座
打

替
基

1
6
.5

0
沓

座
打

替
基

1
6
.5

0
足

場
0

落
橋

防
止

構
造

変
位

制
限

構
造

沓
座

縁
端

拡
幅

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

塗
装

塗
替

基
1
4
0

0
-

-
-

-
-

足
場

0

落
橋

防
止

構
造

変
位

制
限

構
造

沓
座

縁
端

拡
幅

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

塗
装

塗
替

基
1
4
0

0
-

-
-

-
-

足
場

0

落
橋

防
止

構
造

変
位

制
限

構
造

沓
座

縁
端

拡
幅

-
-

-
-

-
-

-
ナ

ッ
ト

再
設

置
本

1
7

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
足

場
0

落
橋

防
止

構
造

変
位

制
限

構
造

沓
座

縁
端

拡
幅

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ひ
び

わ
れ

注
入

m
2
1
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

落
橋

防
止

構
造

変
位

制
限

構
造

沓
座

縁
端

拡
幅

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

断
面

修
復

m
2

8
5

0
断

面
修

復
m

2
8
5

0
足

場
0

落
橋

防
止

構
造

変
位

制
限

構
造

沓
座

縁
端

拡
幅

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

U
カ

ッ
ト

シ
ー

リ
ン

グ
m

2
1
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

落
橋

防
止

構
造

変
位

制
限

構
造

沓
座

縁
端

拡
幅

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

断
面

修
復

m
2

8
5

0
断

面
修

復
m

2
8
5

0
足

場
0

全
体

支
承

本
体

ｱ
ﾝ
ｶ
ｰ

ﾎ
ﾞﾙ

ﾄ
-

外
桁

中
桁

-
-

-
-

-
-

-
-

-
金

属
溶

射
基

2
3
7

0
-

-
-

-
-

足
場

0

全
体

支
承

本
体

ｱ
ﾝ
ｶ
ｰ

ﾎ
ﾞﾙ

ﾄ
-

外
桁

中
桁

-
-

-
-

-
-

-
-

-
金

属
溶

射
基

2
3
7

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

ｱ
ﾝ
ｶ
ｰ

ﾎ
ﾞﾙ

ﾄ
-

外
桁

中
桁

-
-

-
-

ナ
ッ

ト
再

設
置

本
1
7

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
足

場
0

-
支

承
本

体
-

-
外

桁
中

桁
-

-
-

-
-

-
-

-
-

取
り

替
え

基
1
,4

3
0

0
取

り
替

え
基

1
,4

3
0

0
足

場
0

-
支

承
本

体
-

-
外

桁
中

桁
-

-
-

-
-

-
-

-
-

取
り

替
え

基
1
,4

3
0

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
支

承
本

体
-

-
外

桁
中

桁
-

-
-

-
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
支

承
本

体
-

-
外

桁
中

桁
-

-
-

-
清

掃
基

4
5

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
足

場
0

-
支

承
本

体
-

-
外

桁
中

桁
-

-
-

-
-

-
-

-
-

取
り

替
え

基
1
,4

3
0

0
取

り
替

え
基

1
,4

3
0

0
足

場
0

-
-

-
-

外
桁

中
桁

-
-

-
-

-
-

-
-

-
沓

座
打

替
基

1
6
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

外
桁

中
桁

-
-

-
-

-
-

-
-

-
沓

座
打

替
基

1
6
.5

0
沓

座
打

替
基

1
6
.5

0
足

場
0

落
橋

防
止

構
造

変
位

制
限

構
造

沓
座

縁
端

拡
幅

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

塗
装

塗
替

基
1
4
0

0
-

-
-

-
-

足
場

0

落
橋

防
止

構
造

変
位

制
限

構
造

沓
座

縁
端

拡
幅

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

塗
装

塗
替

基
1
4
0

0
-

-
-

-
-

足
場

0

落
橋

防
止

構
造

変
位

制
限

構
造

沓
座

縁
端

拡
幅

-
-

-
-

-
-

-
ナ

ッ
ト

再
設

置
本

1
7

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
足

場
0

落
橋

防
止

構
造

変
位

制
限

構
造

沓
座

縁
端

拡
幅

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ひ
び

わ
れ

注
入

m
2
1
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

落
橋

防
止

構
造

変
位

制
限

構
造

沓
座

縁
端

拡
幅

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

断
面

修
復

m
2

8
5

0
断

面
修

復
m

2
8
5

0
足

場
0

落
橋

防
止

構
造

変
位

制
限

構
造

沓
座

縁
端

拡
幅

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

U
カ

ッ
ト

シ
ー

リ
ン

グ
m

2
1
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

落
橋

防
止

構
造

変
位

制
限

構
造

沓
座

縁
端

拡
幅

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

断
面

修
復

m
2

8
5

0
断

面
修

復
m

2
8
5

0
足

場
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ひ

び
わ

れ
注

入
m

2
1
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
断

面
修

復
m

2
8
5

0
断

面
修

復
m

2
8
5

0
足

場
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
U

カ
ッ

ト
シ

ー
リ

ン
グ

m
2
1
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
断

面
修

復
m

2
8
5

0
断

面
修

復
m

2
8
5

0
足

場
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
断

面
修

復
m

2
8
5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
洗

掘
防

止
工

基
7
3
2

0
個

別
検

討
0

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ひ

び
わ

れ
注

入
m

2
1
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
断

面
修

復
m

2
8
5

0
断

面
修

復
m

2
8
5

0
足

場
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
U

カ
ッ

ト
シ

ー
リ

ン
グ

m
2
1
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
断

面
修

復
m

2
8
5

0
断

面
修

復
m

2
8
5

0
足

場
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
断

面
修

復
m

2
8
5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
洗

掘
防

止
工

基
7
3
2

0
個

別
検

討
0

-
-

-
-

-
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径
間

番
号

1
上

部
工

形
式

部
材

工
種

損
傷

の
種

類
点

検
項

目
に

該
当

材
料

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑥
ひ

び
わ

れ

□
⑦

剥
離

・
鉄

筋
露

出

□
⑧

漏
水

・
遊

離
石

灰

□
⑩

補
修

・
補

強
材

の
損

傷

□
⑫

う
き

□
 

変
形

・
欠

損

Ｐ
□

鋼
□

①
腐

食

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化

橋
脚

番
号

□
②

亀
裂

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落

□
⑩

補
修

・
補

強
材

の
損

傷

□
 

変
形

・
欠

損

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

 
沈

下
・
移

動
・
傾

斜

□
 

洗
掘

□
鋼

□
①

腐
食

□
ア

ル
ミ

□
⑤

防
食

機
能

の
劣

化

□
そ

の
他

□
③

ゆ
る

み
・
脱

落

□
④

破
断

□
部

材
無

し

□
鋼

□
⑰

そ
の

他

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑰
そ

の
他

□
⑰

そ
の

他

□
⑰

そ
の

他

□
⑰

そ
の

他

□
鋼

□
⑰

そ
の

他

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
□

⑰
そ

の
他

工
種

部
材

材
料

損
傷

の
種

類

基
礎

点
検

施
設

そ
の

他
の

損
傷

主
桁

下
部

工

橋
脚

下
部

構
造

S
E

①
②

③
下

部
工

番
号

a
b

ｃ
ｄ

e
f

補
修

工
法

単
位

数
量

単
価

（
千

円
）

工
事

費
（
千

円
）

補
修

工
法

単
位

数
量

単
価

（
千

円
）

工
事

費
（
千

円
）

補
修

工
法

単
位

数
量

単
価

（
千

円
）

工
事

費
（
千

円
）

足
場

単
位

数
量

単
価

（
千

円
）

工
事

費
（
千

円
）

前
回

点
検

結
果

補
修

実
施

状
況

損
傷

位
置

概
算

工
事

費

対
策

区
分

：
M

対
策

区
分

：
C

1
,C

2
対

策
区

分
：
E
1
,E

2
仮

設
工

：
足

場

損
傷

写
真

部
材

区
分

写
真

番
号

損
傷

写
真

フ
ァ

イ
ル

名
撮

影
年

月
日

メ
モ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ひ

び
わ

れ
注

入
m

2
1
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
断

面
修

復
m

2
8
5

0
断

面
修

復
m

2
8
5

0
足

場
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
U

カ
ッ

ト
シ

ー
リ

ン
グ

m
2
1
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
個

別
検

討
0

-
-

-
-

-
足

場
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
断

面
修

復
m

2
8
5

0
断

面
修

復
m

2
8
5

0
足

場
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
断

面
修

復
m

2
8
5

0
断

面
修

復
m

2
8
5

0
足

場
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
塗

装
塗

替
m

2
2
0
.5

0
当

板
補

修
m

2
1
4
0

0
足

場
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
塗

装
塗

替
m

2
2
0
.5

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
当

板
補

修
m

2
4
2
0

0
当

板
補

修
m

2
4
2
0

0
足

場
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
ナ

ッ
ト

再
設

置
本

1
7

0
ナ

ッ
ト

再
設

置
本

1
7

0
足

場
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
当

板
補

修
m

2
1
4
0

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
個

別
検

討
0

-
-

-
-

-
足

場
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
洗

掘
防

止
工

基
7
3
2

0
個

別
検

討
0

-
-

-
-

-

下
部

工
上

部
工

-
下

部
工

番
号

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
塗

装
塗

替
m

6
0

0
-

-
-

-
-

足
場

0

下
部

工
上

部
工

-
下

部
工

番
号

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
塗

装
塗

替
ｍ

6
0

0
-

-
-

-
-

足
場

0

下
部

工
上

部
工

-
下

部
工

番
号

-
-

-
-

-
-

ナ
ッ

ト
再

設
置

本
1
7

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
足

場
0

下
部

工
上

部
工

-
下

部
工

番
号

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
部

分
取

り
替

え
m

2
1
0

0
-

-
-

-
-

足
場

0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

伐
採

式
2
1
0

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

退
去

勧
告

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

清
掃

式
1
4
0

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

巡
回

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

消
去

式
4
5

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

個
別

検
討

0
個

別
検

討
0

個
別

検
討

0
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
4
5

-
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

消
去

式
下

部
工

番
号

-
-

-
-

-
-
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様
式

-
Ａ

　
簡

易
点

検
調

書

有
効

幅
員

(m
)

供
用

年
度

・
現

場
に

着
い

て
先

ず
橋

梁
全

体
を

見
ま

す
。

落
橋

の
恐

れ
が

あ
る

損
傷

、
重

大
事

故
を

起
こ

す
恐

れ
の

あ
る

損
傷

ま
た

は
橋

の
機

能
障

害
と

な
る

損
傷

が
な

い
か

チ
ェ

ッ
ク

し
ま

す
。

損
傷

の
種

類
対

策
区

分
該

当
損

傷
位

置
該

当
着

目
点

具
体

例
損

傷
の

種
類

対
策

区
分

該
当

該
当

橋
脚

ま
た

は
橋

台
が

洗
掘

に
よ

り
傾

斜
し

て
い

な
い

か
橋

台
A

1
#
#

腐
食

に
よ

り
フ

ラ
ン

ジ
・
腹

板
等

に
著

し
い

断
面

欠
損

は
な

い
か

主
桁

#
#

橋
台

A
2

#
#

横
桁

#
#

橋
脚

P
番

号

橋
台

・
橋

脚
：

主
桁

等
：

2
5
 沈

下
・
移

動
・
傾

斜
(e

)
E
1

#
#

①
腐

食
(e

)
E
1

#
#

未
点

検
#
#

橋
台

A
1

#
#

フ
ラ

ン
ジ

・
腹

版
等

に
亀

裂
は

な
い

か
主

桁
#
#

橋
台

A
2

#
#

横
桁

#
#

橋
脚

P
番

号

橋
台

・
橋

脚
：

主
桁

等
：

2
6
 洗

掘
(e

)
E
1

#
#

②
亀

裂
(e

)
E
1

#
#

未
点

検
#
#

伸
縮

装
置

で
桁

側
が

落
ち

た
よ

う
な

段
差

が
な

い
か

橋
台

A
1

#
#

ベ
ア

リ
ン

グ
プ

レ
ー

ト
や

ロ
ー

ラ
ー

が
逸

脱
し

て
い

な
い

か
橋

台
A

1
#
#

橋
台

A
2

#
#

橋
台

A
2

#
#

橋
脚

P
番

号
橋

脚
P

番
号

伸
縮

装
置

：
支

承
本

体
：

⑭
路

面
の

凹
凸

(e
)

E
2

#
#

⑯
支

承
の

機
能

障
害

(e
)

E
1

#
#

未
点

検
#
#

沓
座

や
モ

ル
タ

ル
が

崩
れ

て
い

な
い

か
橋

台
A

1
#
#

支
承

本
体

が
破

断
し

て
い

な
い

か
橋

台
A

1
#
#

橋
台

A
2

#
#

橋
台

A
2

#
#

橋
脚

P
番

号
橋

脚
P

番
号

支
承

本
体

：
支

承
本

体
：

2
5
 沈

下
・
移

動
・
傾

斜
(e

)
E
2

#
#

④
破

断
(e

)
E
1

#
#

未
点

検
#
#

未
点

検
#
#

鋼
部

材
の

腐
食

や
疲

労
に

よ
り

破
断

は
な

い
か

鈑
桁

#
#

　
沓

座
モ

ル
タ

ル
が

欠
損

し
て

い
な

い
か

橋
台

A
1

#
#

ト
ラ

ス
#
#

橋
台

A
2

#
#

ア
ー

チ
#
#

橋
脚

P
番

号

主
桁

等
：

沓
座

モ
ル

タ
ル

：

④
破

断
(e

)
E
1

#
#

2
3
変

形
・
欠

損
(e

)
E
2

#
#

未
点

検
#
#

事
務

所
名

点
検

結
果

(写
真

、
コ

メ
ン

ト
）

A
-
4
.支

承
は

桁
を

き
ち

ん
と

支
え

て
い

る
か

橋
梁

番
号

(分
割

番
号

,分
割

区
分

)

緯
度

緊
急

輸
送

路

地
点

座
標

デ
ー

タ
経

度
簡

易
点

検
　

点
検

者
名

簡
易

点
検

　
年

月
日

橋
梁

名

路
線

名

所
在

地
（
自

）

所
在

地
（
至

）

点
検

結
果

(写
真

、
コ

メ
ン

ト
）

A
-
3
-
2
.部

材
に

破
断

や
亀

裂
、

断
面

欠
損

は
な

い
か

A
-
3
-
1
.部

材
に

破
断

や
亀

裂
、

断
面

欠
損

は
な

い
か

上
部

工
形

式

具
体

例

橋
長

(m
)

径
間

数

径
間

番
号

適
用

示
方

書

設
計

荷
重

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

A
.落

橋
し

な
い

か
A

-
2
.伸

縮
装

置
で

桁
側

が
落

ち
た

よ
う

な
段

差
が

な
い

かA
-
1
.高

欄
・
防

護
柵

の
通

り
が

悪
く
、

角
折

れ
が

起
き

て
い

な
い

か

着
目

点

破
断

鋼
棒
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損
傷

の
種

類
対

策
区

分
該

当
損

傷
位

置
該

当
着

目
点

具
体

例
損

傷
の

種
類

対
策

区
分

該
当

該
当

伸
縮

装
置

が
破

断
し

通
行

の
障

害
と

な
っ

て
い

な
い

か
橋

台
A

1
#
#

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
の

剥
離

・
剥

落
は

な
い

か
高

欄
#
#

橋
台

A
2

#
#

高
欄

・
防

護
柵

・
防

護
柵

#
#

橋
脚

P
番

号
地

覆
・
床

版
・
主

桁
地

覆
#
#

伸
縮

装
置

：
橋

台
・
橋

脚
等

：
床

版
#
#

④
破

断
(e

)
E
2

#
#

⑦
剥

離
・
鉄

筋
露

出
(e

)
E
2

#
#

主
桁

#
#

未
点

検
#
#

横
桁

#
#

橋
台

A
1

#
#

橋
台

A
2

#
#

橋
脚

P
番

号

落
橋

防
止

A
1

#
#

伸
縮

装
置

に
異

常
な

遊
間

の
広

が
り

が
な

い
か

橋
台

A
1

#
#

落
橋

防
止

A
2

#
#

橋
台

A
2

#
#

落
橋

防
止

P
番

号

橋
脚

P
番

号

伸
縮

装
置

：

⑬
遊

間
の

異
常

(e
)

E
2

#
#

舗
装

の
損

傷
が

著
し

く
床

版
の

抜
け

落
ち

が
懸

念
さ

れ
る

か
舗

装
#
#

ボ
ル

ト
・
ナ

ッ
ト

（
F
1
1
T
等

）
の

脱
落

は
な

い
か

主
桁

#
#

横
桁

#
#

横
構

#
#

舗
装

：
主

桁
等

：
床

版
#
#

⑮
舗

装
の

異
常

(e
)

E
1

#
#

③
ゆ

る
み

・
脱

落
(e

)
E
2

#
#

橋
脚

P
番

号

未
点

検
#
#

床
版

の
抜

け
落

ち
が

懸
念

さ
れ

る
か

床
版

#
#

照
明

柱
の

基
部

に
亀

裂
が

生
じ

、
傾

斜
・
転

倒
の

危
険

は
な

い
か

照
明

施
設

#
#

床
版

：
照

明
施

設

⑨
抜

け
落

ち
(e

)
E
1

#
#

②
亀

裂
(e

)
E
2

#
#

未
点

検
#
#

車
両

衝
突

等
に

よ
り

変
形

し
歩

行
者

、
車

両
等

に
危

険
は

な
い

か
高

欄
#
#

　
排

水
ま

す
に

土
砂

詰
ま

り
が

生
じ

路
面

滞
水

等
を

引
き

起
こ

し
て

い
な

い
か

排
水

ま
す

#
#

防
護

柵
#
#

高
欄

・
防

護
柵

：
排

水
ま

す
：

2
3
　

変
形

・
欠

損
(e

)
E
2

#
#

2
4
　

土
砂

詰
ま

り
(e

)
M

#
#

車
両

衝
突

等
に

よ
り

破
断

し
歩

行
者

、
車

両
等

に
危

険
は

な
い

か
高

欄
#
#

　
土

砂
堆

積
に

よ
り

鋼
製

支
承

の
腐

食
促

進
や

移
動

の
拘

束
を

引
き

起
こ

し
て

い
な

い
か

橋
台

A
1

#
#

防
護

柵
#
#

橋
台

A
2

#
#

橋
脚

P
番

号

高
欄

・
防

護
柵

：
支

承
本

体
：

④
破

断
(e

)
E
2

#
#

2
4
　

土
砂

詰
ま

り
(e

)
M

#
#

腐
食

に
よ

り
断

面
欠

損
が

生
じ

強
度

が
著

し
く
低

下
し

て
い

な
い

か
高

欄
#
#

防
護

柵
#
#

高
欄

・
防

護
柵

：

①
腐

食
(e

)
E
2

#
#

1
.そ

の
他

大
き

な
損

傷

2
.大

き
な

音
・
振

動

3
.そ

の
他

維
持

工
事

で
対

応
す

べ
き

事
項

そ
の

他
気

付
い

た
点

点
検

結
果

(写
真

、
コ

メ
ン

ト
）

具
体

例

B
-
1
.橋

の
利

用
者

に
危

害
を

与
え

な
い

か

B
-
3
.第

三
者

に
危

害
を

与
え

な
い

か （
桁

下
が

道
路

、
鉄

道
、

公
園

、
駐

車
場

、
側

道
等

）

所
見

と
対

策
ま

た
は

申
し

送
り

事
項

C
-
3
.支

承
周

り
に

土
砂

が
堆

積
し

て
い

な
い

か
C

.機
能

障
害

と
な

っ
て

い
な

い
か

C
-
1
.高

欄
・
防

護
柵

に
損

傷
が

な
い

か

点
検

結
果

(写
真

、
コ

メ
ン

ト
）

B
.利

用
者

に
被

害
を

及
ぼ

さ
な

い
か

B
-
2
.舗

装
に

亀
甲

状
の

ひ
び

わ
れ

が
生

じ
陥

没
の

恐
れ

が
な

い
か

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

着
目

点

C
-
2
.排

水
ま

す
に

土
砂

詰
ま

り
が

な
い

か

亀
裂
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別
紙

２
　

様
式

１
様

式
２

様
式

１

橋
梁

名
・
所

在
地

・
管

理
者

名
等

緯
度

橋
梁

ID
経

度

管
理

者
名

路
下

条
件

代
替

路
の

有
無

緊
急

輸
送

道
路

占
用

物
件

（
名

称
）

部
材

単
位

の
診

断
（
各

部
材

毎
に

最
も

厳
し

い
健

全
性

の
診

断
結

果
を

記
入

）

定
期

点
検

時
に

記
録

応
急

措
置

後
に

記
録

部
材

名
判

定
区

分
（
Ⅰ

～
Ⅳ

）

変
状

の
種

類
（
Ⅱ

以
上

の
場

合
に

記
載

）

応
急

措
置

及
び

判
定

実
施

年
月

日

上
部

構
造

主
桁

横
桁

床
版

下
部

構
造

支
承

部

そ
の

他

道
路

橋
毎

の
健

全
性

の
診

断
（
判

定
区

分
Ⅰ

～
Ⅳ

）

（
判

定
区

分
）

（
所

見
等

）

全
景

写
真

（起
点

側
、

終
点

側
を

記
載

す
る

こ
と

）
架

設
年

次
橋

長
幅

員

※
架

設
年

次
が

不
明

の
場

合
は

「
不

明
」
と

記
入

す
る

。

定
期

点
検

者

備
考

（写
真

番
号

、
位

置
等

が
分

か
る

よ
う

に
記

載
）

応
急

措
置

後
の

判
定

区
分

応
急

措
置

内
容

定
期

点
検

時
に

記
録

橋
梁

形
式

橋
梁

名
路

線
名

所
在

地
起

点
側

定
期

点
検

実
施

年
月

日
自

専
道

o
r一

般
道

（
フ

リ
ガ

ナ
）
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別
紙

２
　

様
式

１
様

式
２

様
式

２
状

況
写

真
（
損

傷
状

況
）

○
部

材
単

位
の

判
定

区
分

が
Ⅱ

、
Ⅲ

又
は

Ⅳ
の

場
合

に
は

、
直

接
関

連
す

る
不

具
合

の
写

真
を

記
載

の
こ

と
。

○
写

真
は

、
不

具
合

の
程

度
が

分
か

る
よ

う
に

添
付

す
る

こ
と

。
【
判

定
区

分
：

【
判

定
区

分
：

【
判

定
区

分
：

【
判

定
区

分
：

】 】

上
部

構
造

（
  

  
  

  
）

】
上

部
構

造
（
  

  
  

  
）

支
承

部
】

下
部

構
造
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プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
す

る
項

目
入

力
不

要
の

項
目

入
力

必
須

の
項

目

自
自

至
至

左

t
m

右

m
m

左

m
m

右

m
左

m
右

m
m

左
m

m
右

m

1
左

2
m

右

3
m

左

4
m

右

5
m

左

6
m

右

1
m
2

m
左

m

2
m

右
m

3
左

4
右

5
m
2

左

6
c
m

右

1
c
m

左

2
右

3
左

m

4
m

右
m

5
m

6

m
台

/
1
2
h

路
肩

幅

地
覆

幅

地
覆

高
さ

歩
道

幅

排
水

施
設

型
式

植
栽

の
有

無

橋
面

積

設
計

契
約

管
理

番
号

踏
掛

版
の

有
無

遮
音

壁
の

有
無

遮
光

壁
の

有
無

点
検

施
設

の
有

無

交
差

状
況

交
差

物
名

称

協
議

機
関

名

橋
名

板
の

有
無

径
間

数

適
用

示
方

書

設
計

活
荷

重

下
部

工
基

数

車
線

幅

所
在

地

迂
回

路
の

有
無

供
用

年
月

日

構
造

体
数

橋
長

制
限

荷
重

制
限

高
さ

制
限

幅

交 通 制 限

通
行

制
限

全
幅

員

道
路

規
格

緊
急

輸
送
道

路
調

製
年

月
日

種
別

幅 員

有
効

幅
員

起 点 よ り 右 側
車

線
数

中
央

分
離

帯

起 点 よ り 左 側
車

線
数

舗 装

面
積

厚 さ
ﾚ
ﾍ
ﾞ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ

ボ
ー

リ
ン

グ
資

料
番

号
孤

立
支

援
対

象
該

当

表
層

地
覆

幅

地
覆

高
さ

橋
歴

板
の

有
無

落
下

防
止

柵
高

さ

落
下

防
止

柵
延

長

大
型

車
数

登
録

年
月

日

移
管

年
月

日

交
通

量

交 通 条 件

材
質

(
材

料
)

型
式

高
欄

・
防

護
柵

の
別

型
式

高
さ

高
さ

材
質

(
材

料
)

路
肩

幅

車
線

幅

中
央

帯

歩
道

幅

歩 車 道 境 界 分 離 帯

路
線

種
別

路
線

名

路
線

番
号

高
欄

・
防

護
柵

の
別

高
欄

・
防

護
柵

の
別

高 欄 ・ 防 護 柵

車 道 端

基
数

種
別

高
さ

材
質

(
材

料
)

型
式

歩 道 端

総
台

数
型

式

高
欄

・
防

護
柵

の
別

材
質

(
材

料
)

ボ
ー

リ
ン

グ
資

料
有

無

図
面

管
理

番
号

台
/
日

架 橋 状 況ｾ
ﾝ
ｻ
ｽ
調

査
年

度

管
轄

距
離

標

分
割

区
分

よ
み

が
な

橋
梁

名

橋
梁

番
号

分
割

番
号

緯
度

経
度

橋
梁

種
別

事
業

区
分

ｾ
ﾝ
ｻ
ｽ
区

間
番

号

高
さ

移
管

元
/
先

設
計

会
社

照 明
灯

数

橋
梁

調
書

【
基

本
】

(
1
/
2
)
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自
自

至
至

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

条
段

条
段

条
段

条
段

条
段

①

路
線

番
号

距
離

標
0

k
g
/
m

添 架 物 他 域 橋 長

種
別

管
理

者
名

起
・

終
点
の

別

重
量

0
0

他
域

橋
長

寸
法

上
部

工
※

床
版

含
む

管
理

区
分

②所
在

地

0
調

製
年

月
日

m

橋
梁

番
号

0

0
緊

急
輸

送
路

④
③

事
務

所
名

0

⑤

0

1
9
0
0
年

1
月

0
日

路
線

種
別

0

路
線

名

橋 梁 接 続

起
点

側

分
割

番
号

橋
梁

コ
ー

ド

土
木

事
務

所

橋
梁

名

橋
梁

種
別

都
道

府
県

市
区

町
村

名

終
点

側

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

k
g
/
m

k
g
/
m

下
部

工

よ
み

が
な

橋
梁

名

項 目 / 工 費 / 施 工 会 社

千
円

千
円

千
円

k
g
/
m

0 0

k
g
/
m

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

合
計

千
円

0

橋
梁

調
書

【
基

本
】

(
2
/
2
)

そ
の

他

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円
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※
上

部
工

構
造

体
数

が
5
以

上
の

場
合

、
本

調
書

の
1
/
2
、

2
/
2
を

ペ
ア

と
し

て
繰

り
返

す
。

自
自

至
至

度

度
度

分
分

秒
秒

度
度

分
分

秒
秒

度
度

分
分

秒
秒

度
度

分
分

秒
秒

0 0

1
9
0
0
年

1
月

0
日

0
緊

急
輸
送

路
調

製
年

月
日

路
線

種
別

路
線

名

事
務

所
名

よ
み

が
な

0

橋
梁

名
0

0

0 0
所

在
地

主
桁

主
構

間
隔

路
面

位
置

架
設

工
法

角
度

左
右

m

交 角

橋
梁

番
号

分
割

番
号

構 造 体 番 号

径 間 数

平 面 形 状

0

分
割

区
分

0

構
造

型
式

上
部

工
主

桁
構

造

桁
形

式
区

分

距
離

標

主
桁

・
主

構
材

料

主 桁 本 数

緊
張

工
法

横
桁

間
隔

主
桁

主
構

高
さ

0

耐
候

性
鋼

材
の

処
理

鋼 材 質

伸
縮

装
置

の
型

式

起
点

側
終

点
側

数
量

鋼
重

コ
ン

ク
リ

ー
ト

鉄
筋

重
量

t
t

材
質

P
C
鋼

材
コ

ン
ク

リ
ー

ト
体

積 m
3

床
版

厚
さ

床
版

形
式

c
m

m
m

主
鉄

筋
径

橋
梁
調
書
【
上
部
工
細
目
】
(
1
/
2
)

床
版

張
出

長 m

材
料

終
点

側

斜
角

支
間

橋
軸

方
向 m

構 造 体 番 号

起
点
側

左
右

角
度

支
間

直
角

方
向 m

最
小

曲
率

半
径

完
成

年
月

日
面

積

防
水

工

m
2

種
類

範
囲

主
鉄

筋
間

隔 m
m

路
線

番
号

0
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自
自

至
至

0

0 0
路

線
名

塗
装

年
月

日

構
造

体
番

号
下

塗
り

中
塗

り
塗

装
会

社
塗

装
総

面
積

m
2

防
食

法

P
C
B

有
無

鉛
有

無

0
所

在
地

0

塗
料

会
社

1
9
0
0
年

1
月

0
日

路
線

番
号

ク
ロ

ム
有

無

路
線

種
別

緊
急

輸
送

路
0

上
塗

り
塗

装
仕

様

調
製

年
月

日

分
割

番
号

0
分

割
区

分

橋
梁

番
号

0
0

0

橋
梁
調
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上
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細
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(
2
/
2
)

距
離

標

事
務

所
名

よ
み

が
な

0

橋
梁

名
0
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※
下

部
工

基
数

が
5
以

上
の

場
合

、
本

調
書

の
1
/
2
、

2
/
2
を

ペ
ア

と
し

て
繰

り
返

す
。

自
自

至
至

橋
梁
調
書
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下
部
工
細
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1
/
2
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よ
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が
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0

橋
梁

名
0

0

橋
脚

断
面

種
類

m

形
状

寸
法

B
形

状
寸

法
A

材
料

構
造

形
式

橋
梁
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数

0
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を
繰
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付録-1 橋梁管理カルテの記入要領 

 

付録-1 橋梁管理カルテの記入要領 

1. 適用の範囲 

本編は，群馬県が管理する橋長 2.0m 以上の道路橋の点検等及び補修等の結果及び履歴に関する記

録を，一元的に管理するための橋梁管理カルテの作成に適用する｡ 

なお，橋梁管理カルテの理解の一助として，橋梁のライフサイクルの流れに応じた維持管理を，人

間の「年齢」と「健康診断」及びこれらを記録する「カルテ」に例え，付図-1.1.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ作成要領(案)（H16.3 国土交通省）」より抜粋 

付図-1.1.1 人間の健康管理と橋梁のライフサイクルの流れに応じた維持管理 

 

2. 橋梁管理カルテの目的 

橋梁管理カルテは，個別の点検等及び補修等の記録の中から，適切な補修計画の作成や架け替えを

避け延命化を図る上で必要な記録を選別し，分かりやすくとりまとめることによって，橋梁の適切か

つ効率的な維持管理を行うことを目的に作成する。 

 

橋梁管理カルテを大別すると，個別の橋梁の点検等及び補修等の重要事項を選別して記録するもの

と，これらをとりまとめて集計したものに分かれる。前者は橋梁ごとの損傷状況・履歴の把握や補修

計画の策定に資するものであり，後者は事務所等における橋梁の全体状況把握や補修の優先順位の決

定において重要な役目を果たすものである。 

 

橋梁管理カルテに記載すべき記録としては，以下のものが挙げられる。 

①個別の橋梁について 

・対策区分が「速やかな（概ね 5年以内）補修が必要」となっている部材について，損傷等の状

況 

・補修等による損傷等の回復状況 

 

人間

誕生

新生児検診 →
定期検診 →

青
年
期

35(40)歳

人間ドック →
詳細検査 →

手術等 →
↓

術後検査 →

壮
・老
年
期

カ

ル

テ

橋梁

竣工

健
全
期

Ｘ年

老
朽
化

定期点検
特定点検
（塩害、ｱﾙ骨等)
詳細調査
異常時点検
補修等

↓
追跡調査

↓
定期点検

（点
検
ご
と
の
報
告
書
、
補
修
工
事
の
竣
工
図
書
、
等
）

個

別

の

記

録

(1)架替【生命】に関わるもの

・部材【病気の部位】
桁、床版、下部工

・劣化原因【病名】
疲労、腐食、塩害、
ｱﾙｶﾘ骨材反応

・損傷状況【症状】
ひびわれ、はく離、腐食、
破断

・補修歴【治療歴】

(2)架替【生命】に関係しない
もの

・部材【病気の部位】
・損傷状況【症状】
・補修歴【治療歴】

（
橋

梁

管

理

カ

ル

テ
）

記

録

の

一

元

管

理

選別

※【 】は人間の場合

定期点検（初回）
道路ﾊ ﾄ゚ﾛｰﾙ

記録の保存
人間

誕生

新生児検診 →
定期検診 →

青
年
期

35(40)歳

人間ドック →
詳細検査 →

手術等 →
↓

術後検査 →

壮
・老
年
期

カ

ル

テ

橋梁

竣工

健
全
期

Ｘ年

老
朽
化

定期点検
特定点検
（塩害、ｱﾙ骨等)
詳細調査
異常時点検
補修等

↓
追跡調査

↓
定期点検

（点
検
ご
と
の
報
告
書
、
補
修
工
事
の
竣
工
図
書
、
等
）

個

別

の

記

録

(1)架替【生命】に関わるもの

・部材【病気の部位】
桁、床版、下部工

・劣化原因【病名】
疲労、腐食、塩害、
ｱﾙｶﾘ骨材反応

・損傷状況【症状】
ひびわれ、はく離、腐食、
破断

・補修歴【治療歴】

(2)架替【生命】に関係しない
もの

・部材【病気の部位】
・損傷状況【症状】
・補修歴【治療歴】

（
橋

梁

管

理

カ

ル

テ
）

記

録

の

一

元

管

理

選別

※【 】は人間の場合

定期点検（初回）
道路ﾊ ﾄ゚ﾛｰﾙ

記録の保存

- 60 -



付録-1 橋梁管理カルテの記入要領 

 

・点検等及び補修等の履歴（製作時の検査結果・措置内容，車両・船舶等の衝突事故，指定道路・

通行車両の制限，塗装など主要な履歴についても記載。） 

 

②事務所管内の橋梁全体について 

・対策区分別の橋梁数と健全な橋梁の割合 

・「速やかな補修が必要」な橋梁一覧 

 

3. 橋梁管理カルテの構成 

橋梁管理カルテの構成は次のとおりであり，7 つの内容で構成する。このうち，①と②は事務所毎

に作成するものであり，③～⑦は道路橋毎（分割考慮）に作成するものである。 

①「管内における橋梁概要」          様式-1 

②「橋梁別一覧」               様式-2 

③「橋梁概要」                様式-3-1 

④「管理上の主要課題」             様式-3-2 

⑤「付属物形式等一覧」       様式-3-3 

⑥「定期点検の結果」 

ⅰ) ｢橋梁の諸元，診断｣            様式-4-1 

ⅱ) ｢損傷状況｣                    様式-4-2 

ⅲ) ｢現地状況写真｣                様式-5 

ⅳ) ｢損傷図｣                      様式-6 

ⅴ) ｢損傷写真｣                    様式-7 

ⅵ) ｢定期点検調書｣                様式-8 

⑦「簡易点検の結果」 

ⅰ) ｢簡易点検調書｣                様式-A 

 

①「管内における橋梁概要」（様式-1） 

「管内における橋梁概要」は，事務所毎に作成し，事務所管内の全橋梁の概要，速やかな補修

が必要な橋梁名及び位置について，最新情報が参照できるように整理したものである。 

 

②「橋梁別一覧」（様式-2） 

「橋梁別一覧」は，事務所毎に個別橋梁に着目して作成し，主要部材のうち対策の緊急性が最

も高いもの等の状況，その他部材のうち速やかな補修が必要なもの，維持工事や不具合の改良が

必要な状況等について，最新情報が参照できるように整理したものである。 

 

③「橋梁概要」（様式-3-1） 

「橋梁概要」は，道路橋毎（分割考慮）に作成し，橋梁の諸元，幅員構成，上部構造の形式，

下部構造の形式，添架物，塗装仕様等，点検方法，健全性診断区分，一般図，位置図，写真につ

いて，最新情報が参照できるように整理したものである。 

 

④「管理上の主要課題」（様式-3-2） 

「管理上の主要課題」は，道路橋毎（分割考慮）に作成し，主要部材並びにその他部材につい

ては今後速やかな補修等が必要な損傷等の状況，不具合の改良が必要な構造の状況，及び製作時

の検査結果・措置内容，橋梁の点検・調査履歴，補修・補強・塗装履歴，車両・船舶等の衝突事

故，指定道路・通行車両の制限など主要な履歴について整理したものである。 
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⑤「付属物形式等一覧」（様式-3-3） 

「付属物形式等一覧」は，道路橋毎（分割考慮）に作成し，支承形式，伸縮装置形式，落橋防

止構造形式，照明本数，特定部位（ゲルバー部等）の補強状況，橋脚耐震補強工法，下部工検査

路の有無，防護柵の適合性など維持管理に必要な構成部位について整理したものである。 

 

⑥「定期点検の結果」（様式-4～8） 

定期点検（詳細は「第 2編 群馬式定期点検要領」を参照）の定期点検調書を橋梁管理カルテ

に盛り込み，定期的な管理を着実に行えるようにしたものである。 

 

⑦「簡易点検の結果」（様式-A） 

簡易点検（詳細は「第 2編 群馬式定期点検要領」を参照）の簡易点検調書を橋梁管理カルテ

に盛り込み，日常管理を着実に行えるようにしたものである。 

 

なお，様式 1・2は群馬式定期点検後必要に応じて，様式 3～8は定期点検，様式-Aは簡易点検で作

成するものである。 

 

4. 橋梁管理カルテの記入方法 

橋梁管理カルテは，下記の内容に基づいて記入するものとする。 

 

4.1 共通事項 

橋梁管理カルテの記入に当たって共通の留意事項は，次のとおりである。 

・日付は全て西暦で記入する。 

・項目が不明な場合は，「不明」と記入する。 

・項目の記入が不要な場合は，「－」と記入する。 

・記載項目に変更や誤記があった場合は，直ちに修正する。 

・入力する文字は，英数字は半角，その他は全角とする。 

 

4.2 作成方法 

橋梁管理カルテは，橋梁情報管理システムに点検結果（様式-8Excel＋写真JPEG，または，様式-

AExcel＋写真 JPEG）及び橋梁調書（Excel）を登録し，システムからの出力により作成しなければ

ならない。橋梁情報管理システムへの登録はカルテ作成のみではなく，点検結果の適切な蓄積も目

的としていることから，別途 Excel 等による直接的な打込みや貼付による作成は行ってはならない。 

 

管理カルテの記載内容は下記に示すが，システムを用いた詳細な作成方法や登録方法，ファイル

命名規則等は橋梁情報管理システムのマニュアルを参照のこと。 

 

4.3 作成単位 

様式-1・2 は土木事務所毎，様式-3～8 及び様式-A は橋梁毎(分割番号毎)に作成する。なお，橋

梁数は分割を考慮するものであり，「付録-4 1.3 橋梁数の分割」に定義する1橋単位で算出する。 
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4.4 各様式の記入要領 

(1) 様式-1：管内における橋梁概要 

本様式は，道路橋毎（分割考慮）の概要，対策区分，位置図等を土木事務所毎に整理する。 

①管轄 

対象とする土木事務所の名称を記入する。 

②全橋梁数 

土木事務所が管理する道路橋（橋長 2m以上）の全橋梁数（分割考慮）を記入する。 

③橋長合計 

全橋梁の橋長合計を記入する。 

④主桁材料 

主桁材料別の橋梁数を記入する。主桁材料は鋼，PC，RC，その他（木，石など）で区分す

る。主桁材料別の橋梁数は，多径間で複数の橋種をもつ橋梁の場合，各々に計上する。その

ため，全橋梁数と主桁材料別の橋梁数の合計は一致しない。 

⑤対策区分判定別橋梁数 

各橋梁を，群馬式定期点検の区分別，主要部材の対策区分のうち緊急性の最も高い区分に

より分類し，各区分の橋梁数を記入する。 

⑥構造物保全率 

定期点検結果から，土木事務所の平均と県平均の構造物保全率を次式により算出する（自

動的に計算）。 

構造物保全率＝（橋長合計－《対策区分 C1,C2,E1,E2》の橋長合計）／橋長合計 

⑦橋梁番号，路線名，橋梁名 

橋梁調書記載内容と同一の内容を記入する。 

⑧速やかな補修 

対策区分が，簡易点検の場合 E1・E2，定期点検の場合 C1・C2・E1・E2の場合に，「主要部

材」または「その他部材」に“○”を記入する。 

⑨主要部材 

損傷を放置しておくと橋の架け替えも必要になると想定される部材であり，主桁・横桁・

床版・橋脚・橋台・基礎などがある。 

⑩その他部材 

主要部材以外の部材であり，防護柵・舗装・伸縮装置・支承などがある。 

⑪維持工事 

対策区分が，簡易点検または定期点検で Mの場合に “○”を記入する。 
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(2) 様式-2：橋梁別一覧 

本様式は，道路橋毎（分割考慮）の対策区分と部材，健全性，点検年月日等を土木事務所毎に

整理する。 

①橋梁番号，分割番号，橋梁名，径間数，交通量，大型車混入率 

橋梁調書記載内容と同一の内容を記入する。 

②補修等履歴の有無 

様式-3-2「履歴一覧」に，補修・補強の履歴が有る場合は「有」を，無い場合は空欄とす

る。 

③緊急性が高い対策区分等の主要部材 

様式-3-2に基づき，主要部材のうち，その対策区分が簡易点検の場合 E1・E2，定期点検の

場合 C1・C2・E1・E2のものについて，以下の事項を記入する。 

対策区分：当該対策区分を記入する。 

左記対策区分の部材区分：当該対策区分の部材区分名を記入する。 

なお，上記の対策区分に該当する主要部材がない場合（対策区分が定期点検の場合 A0・A・

B・S1・S2のもの）は，対策区分の緊急性が最も高い主要部材について記入する。この場合の

対策区分が A0のものについては，「対策区分」の欄のみ記入すればよい。 

また，同一の対策区分となる部材が複数ある場合はそれらを同一行に併記し，対策区分が

異なる場合には行を変えて記入する。 

④速やかな補修が必要なその他部材 

様式-3-2に基づき，その他部材のうち，その対策区分が簡易点検の場合 E1・E2，定期点検

の場合 C1・C2・E1・E2のものについて，部材名を記入する。速やかな補修が必要なその他部

材が複数ある場合は，それらを同一欄に併記する。 

⑤維持工事が必要なその他部材 

簡易点検及び定期点検において，対策区分 Mと判定された部材区分名を記入する。 

⑥不具合の改良が必要な構造 

定期点検において，不具合の改良が必要な構造が確認された箇所名を記入する。 

⑦健全性（道路橋毎） 

該当橋梁について，道路橋毎（分割考慮）の健全性の診断区分を記入する。 

⑧最新の点検年月日 

群馬式定期点検の簡易点検，定期点検において，橋梁情報管理システムに登録されている

履歴のうち最も新しい点検年月日を記入する。 

⑨定期点検の区分 

定期点検を実施した点検者について，職員または委託に“○”を記入する。また，当該橋

梁の定期点検方法について，最も難易度の高い点検方法を記入する。 
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(3) 様式-3-1：橋梁概要 

本様式は，橋梁諸元，一般図等を道路橋毎（分割考慮）に整理する。 

①概要，橋梁諸元，幅員構成，上部構造，下部構造，添架物，塗装仕様等 

橋梁調書記載内容と同一の内容を記入する。ただし，橋梁形式は橋梁管理カルテ作成時に

入力する項目であり，「主桁材料＋単純 or連続＋構造形式（＋連数）」を基本の表示方法とす

る。 

②位置図 

5万分の1の管内図または国土地理院地図を基本として，対象橋梁の位置を示すマーク(●)

と橋梁名を示す。 

③写真 

橋梁の全景がわかる橋梁側面から撮影したものとし，撮影した年月日を記入する。なお，

写真は左側が起点となるように撮影を行うこと。 

④一般図 

竣工時の全体一般図(平面図，側面図，断面図)を用いることを基本とする。紛失等により

全体一般図が存在しない場合には，既存の図面を極力活用することとし，既存の図面（概要

図含む）も存在しない場合には簡易計測を行って作成する。なお，補強等を行った場合には

一般図にも反映させること。 

 

(4) 様式-3-2：管理上の主要課題 

本様式は，点検結果，履歴等を道路橋毎（分割考慮）に整理する。 

・概要，交通量 

橋梁調書記載内容と同一の内容を記入する。 

 

■A表 

主要部材のうち，その対策区分が簡易点検の場合 E1・E2，定期点検の場合 C1・C2・E1・E2・

S1 のものについて，以下の事項を記入する。なお，材料または対策区分が異なる場合は行を

変えて記入する。 

①径間番号 

対象となる部材の径間番号を記入する。 

②部材区分 

対象とする主要部材の部材名を記入する。 

③材料 

主桁材料の区分（鋼，PC，RC，その他（木，石など））を記入する。 

④点検区分 

C 表「履歴一覧」の当該点検・調査履歴に対応する履歴一覧番号を記入し，該当する点検

区分に“○”を記入する。 

⑤対策区分 

群馬式定期点検の対策区分の判定結果を記入する。 
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⑥損傷現況 

損傷の種類と，補修する場合の概算事業費（百万円単位）及び合計金額を記入する。 

⑦補修履歴 

損傷に対して補修した場合の補修工法及び C表「履歴一覧」の補修補強工事履歴に対応す

る履歴一覧番号を記入する。 

 

■B表 

その他の部材のうち，その対策区分が簡易点検の場合 E1・E2・M，定期点検の場合 C1・C2・

E1・E2・S1・Mのものについて，A表と同様に記入する。 

 

■B’表 

損傷の原因となる不具合の改良が必要な構造の状況について，次を対象に記入する。 

⑧径間番号 

対象となる部材の径間番号を記入する。 

⑨不具合の改良が必要な構造 

対象とする箇所名を記入する。 

⑩点検履歴 

C表「履歴一覧」の当該点検・調査履歴に対応する履歴一覧番号を記入する。 

⑪補修履歴 

C表「履歴一覧」の当該補修履歴に対応する履歴一覧番号を記入する。 

 

■C表 

⑫履歴一覧番号 

点検・調査，補修補強工事，維持工事の実施年月日を古い順に連番で記入する。なお，一

度設定した番号は変更しないこと。 

⑬年月日 

点検・調査，補修補強工事，維持工事のいずれかを実施した年月日を記入する。 

⑭区分 

実施内容に該当する区分に“○”を記入する。 

⑮履歴-種別・名称 

実施した点検，調査等の種別，補修工事，補強工事の別及び維持工事を記入する。 

⑯履歴-対象部材 

対象となった部材区分名を記入する。 

⑰履歴-内容 

点検では点検の主要な結果，調査では調査方法や主要な結果，補修補強工事では工法や範

囲等，維持工事では内容・範囲・工法等を記入する。 

なお総合検査結果として，定期点検では橋梁管理カルテ様式-4-1の所見と対策または申し

送り事項，簡易点検では橋梁管理カルテ様式-Aの所見と対策または申し送り事項を転記する

ことを基本とする。 
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(5) 様式-3-3：付属物形式等一覧 

本様式は維持メンテナンスの基礎資料とするため，付属物の形式，耐震補強状況，防護柵の適

合性等を道路橋毎（分割考慮）に整理する。 

①概要 

橋梁調書記載内容と同一の内容を記入する。 

②防護柵適合 

防護柵及び高欄の形式・高さが，現行基準を満足している場合には“○”，満足していな

い場合には“×”を各々記入する。なお，『防護柵の適合』とは以下を参考とする。 

 

■形式 

車道と歩道の構成によって変わり、下記に該当する場合 

①車道のみ（歩行者通行無し）：外側に車両用防護柵 

②車道のみ（歩行者通行有り）：外側に高欄兼用車両用防護柵 

③車道＋両側歩道：歩道外側に高欄兼用車両用防護柵 

または 

歩車道間に車両用防護柵＋歩道外側に高欄 

④車道＋片側歩道：車道外側に車両用防護柵＋歩道外側に高欄兼用車両用防護柵 

または 

車道外側に車両用防護柵＋歩車道間に車両用防護柵＋歩道外側に高欄

■高さ 

防護柵は路面から 60cm以上、高欄または高欄兼用防護柵は路面から 110cm以上ある場合 

 

③概要図 

橋梁の平面図に方向と照明設置箇所を記入するとともに，支承や伸縮装置等の設置位置に

ついてマークを用いて表す。 

④躯体番号 

橋梁調書記載内容と同一の内容を記入する。 

⑤支承形式/位置 

上段に支承形式，下段に主桁番号を記入する。なお，記載する際には掛け違い部の起終点

や，同一支承線上で異なる支承形式を有する場合についても考慮すること。 

《支承形式》 

1本ローラー,複数ローラー,ゴム,線,ピン,ピボット,ロッカー,支承板,その他,なし 

⑥伸縮装置形式/排水方式 

上段に伸縮装置，下段に排水方式を記入する。なお，伸縮装置が設置されていない場合に

は形式を“なし”とし，排水方式を“－”と記入する。また，排水方式“不明”とは，埋設

ジョイントで桁下からの確認もできない場合等をいう。 

《伸縮装置形式》 

埋設ジョイント,ゴムジョイント,鋼フィンガー,鋼重ね,エラス,その他,なし 

《排水方式》 

排水,非排水,なし,－ 
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⑦落橋防止構造形式 

上段に起点，下段に終点の落橋防止構造形式を記入する。なお，落橋防止構造が設置され

ていない場合には“－”を記入する。 

《落橋防止構造形式》 

－,なし,チェーン,PCケーブル,RC壁,桁連結,アンカーバー,その他,不明 

⑧縁端拡幅 

上段に起点，下段に終点の縁端拡幅形式（材料）を記入する。なお，縁端拡幅が設置され

ていない場合には“－”，後付けの縁端拡幅か判断できない場合は“不明”を記入する。 

《縁端拡幅形式（材料）》 

－,なし,RC,鋼,不明 

⑨照明本数 

該当径間内（該当躯体番号から次の躯体番号まで）に設置されている照明本数を記入する。 

⑩ゲルバー補強 

該当径間内（該当躯体番号から次の躯体番号まで）のゲルバー部補強状況を記入する。な

お，ゲルバー部がない場合には“ゲルバーなし”を記入する。 

《ゲルバー補強状況》 

ゲルバーなし,補強済,未補強 

⑪橋脚耐震補強 

該当橋脚の耐震補強工法を記入する。なお，耐震補強が行われていない場合には“なし”，

耐震補強が実施されているか判断できない場合は“不明”，橋台など橋脚以外の場合は“－”

を記入する。 

《橋脚耐震補強形式》 

－,なし,RC巻立て,鋼板巻立て,繊維巻立て,その他,不明 

⑫下部工検査路 

上段に起点，下段に終点の下部工検査路の設置状況を記入する。なお，下部工検査路が設

置されていない場合には“－”を記入する。 

《下部工検査路設置状況》 

－,有り,無し 
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(6) 様式-4-1：橋梁の諸元，診断 

本様式は，道路橋の諸元，総合的所見等を橋梁毎に整理する。 

①概要，橋梁諸元 

橋梁調書記載内容と同一の内容を記入する。 

②点検年月日 

点検を行った年月日を記入するものとし，複数日で実施した場合には開始日とする。 

③橋梁検査員 

対策区分の判定及び健全性の診断を行うもので，委託の場合には会社名と氏名を記入する

（原則として管理技術者）。県職員が行った場合には，所属及び氏名を記入する。 

④定期点検実施区分 

定期点検の実施が県職員の場合には“職員“，委託の場合には“委託業者”を記入する。 

⑤点検方法 

当該橋梁の定期点検方法について，最も難易度の高い点検方法を記入する。記入する点検

方法の難易度は，「橋梁点検車(BT-400)」，「 橋梁点検車(BT-200)」，「 橋梁点検車(BT-110)」，

「高所作業車」，「桁下カメラ」，「ポールカメラ」，「タワー足場」，「梯子」，「地上」，「その他」

の順に高いものとする。 

⑥健全性（道路橋毎） 

道路橋毎（分割考慮）の健全性の診断区分を記入する。 

⑦所見と対策または申し送り事項 

定期点検の総合所見として，複数の部材の複数の損傷を総合的に評価するなど，橋梁全体

としての状態についての所見と対策を 400字程度以内で記入する。なお，記入に当たっては

補修設計や次回点検に引き継ぐものとなるよう，目視できなかった部材とその理由，詳細調

査や追跡調査が必要な理由と箇所，損傷の進行状況と補修実施状況等についても記入するこ

と。 

 

(7) 様式-4-2：損傷状況 

本様式は，定期点検で確認した損傷状況をコメントと集計一覧表に整理する。 

①概要 

様式-4-1記載内容と同一の内容を記入する。 

②損傷状況のコメント 

部材毎に損傷状況についてのコメントを記入する。なお，損傷が確認されなかった部材に

ついては“異常なし”，該当する部材がない場合には“部材無し”」と記入すること。 

③損傷状況の集計一覧表 

径間別、部材別、対策区分別に損傷の種類を一覧表に記入する。 
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(8) 様式-5：現地状況写真 

本様式は，定期点検で撮影した現地状況写真を径間毎に整理する。 

①概要 

様式-4-1記載内容と同一の内容を記入する。 

②写真番号 

橋梁全体の通し番号とし，1から順に横方向に記入する。 

③径間番号 

写真に対応した径間番号。 

④写真説明 

撮影対象箇所（正面，側面，橋面，桁下面 等）。 

⑤写真 

橋梁状況がわかるものとし，正面，側面，橋面，桁下面，支承，伸縮装置，下部工，橋歴

板，橋名板，塗装履歴，点検状況，規制状況，ミーティング状況等を記入する。なお，また，

橋梁点検車と高所作業車を併用した場合等，複数の方法で点検を行った場合には，全ての点

検方法写真を該当箇所が分かるように記載すること。 

⑥撮影年月日 

撮影した年月日を記入する。 

⑦メモ 

方向や状況等，写真の具体的な内容がわかるように記入する。 
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(9) 様式-6：損傷図 

本様式は，部材の損傷の種類・程度や箇所等を径間毎に整理する。 

①概要 

様式-4-1記載内容と同一の内容を記入する。 

②損傷図-作成内容 

損傷図は一般図に，損傷マーク，写真番号，部材名称，損傷の種類，損傷程度の記号，対

策区分の記号を記入する。なお，橋面，下面，下部工前（背）面及び側面を基本として，径

間毎に作成する。 

③損傷図-写真番号 

損傷図に記載する写真番号は，様式-7の写真番号と一致させる。 

④損傷図-損傷種類の凡例 

損傷マークの記入にあたっては，以下の凡例の内容を参考とし損傷図に添付する。 

付表-1.4.1 損傷マーク例 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「橋梁定期点検要領（H26.6 国土交通省）」より抜粋 

⑤損傷図-引き出しの記載方法 

一般図に記載した損傷マークには引き出しを記入する。記入項目は，写真番号，部材名称，

損傷の種類，損傷程度の記号，対策区分の記号，損傷進行状況とし，次の内容を基本とする。

なお，損傷進行状況は補修済みの損傷についても記載をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新たな損傷及び前回点検がない場合には不要 

 

 

 

 

 

 

主桁 2 

剥離鉄筋露出-d(B)→e(C1) 

写真番号 部材名称 

損傷の種類

損傷程度 

対策区分 

進行状況※ 

(今回判定)
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⑥損傷図-損傷の進行状況 

損傷図では損傷の進行状況を確認するため，上記例のように引き出しに進行状況を記載す

る，色分けをするといった工夫をすることが好ましい。なお，このような工夫を行った場合

には注意書きを記載するものとし，下記の例を参考としてもよい。 

※引き出しの色は以下の内容を示す。 

赤：前回点検から進行した損傷で対策区分が E1,E2,C1,C2 のもの 

または，前回点検後に補修されたが損傷が生じているもの 

橙：前回点検から進行した損傷で対策区分が E1,E2,C1,C2 以外のもの 

紫：今回点検で確認された損傷で対策区分が E1,E2,C1,C2 のもの 

緑：今回点検で確認された損傷で対策区分が E1,E2,C1,C2 以外のもの 

青：前回点検の損傷で補修されたもの 

黒：前回点検で確認され，かつ，進行のない損傷 

⑦損傷図-その他 

点検の結果は，単に損傷の大小という情報だけではなく，効率的な維持管理を行うための

基礎的な情報として様々な形で利用される。例えば，ひびわれ状況を元にアルカリ骨材反応

を検討したり，亀裂の発生箇所周辺の損傷状況を元に損傷原因を考察したりする場合には，

損傷図が重要な情報源となる。 

したがって，損傷の程度を適切な方法で詳細に記録しなければならない。損傷状況を示す

情報のうち，定性的な評価基準を用いて損傷の程度を表せない情報については，本カルテ上

で，損傷図や文章等を用いて記録することとする。 

以下に，定性的な評価基準で損傷の程度を表せない情報に対する記録方法例を示す。 

 コンクリート部材におけるひびわれの状況のスケッチ 
（スケッチには，主要な寸法も併記する） 

 コンクリート部材におけるうき，剥離，変食等の変状箇所及び範囲のスケッチ 
 鋼製部材の亀裂発生位置，進展の状況のスケッチ 
 鋼製部材の変形の位置や状況のスケッチ 
 漏水箇所など変状の発生位置 
 異常音や振動など写真では記録できない損傷の記述 

 

なお，損傷図は「第 2編 7.群馬式定期点検結果の記録」に示すとおり、CAD データ（sfc

に加えて dwgまたは bfo）も橋梁情報管理システムに保存すること。 
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(10) 様式-7：損傷写真 

本様式は，点検の結果把握された代表的な損傷の写真等を径間毎に整理する。なお，前回点検

で確認された損傷の補修状況を把握するため，補修済みの場合であっても前回点検と同位置で写

真を記録すること。その際，損傷程度及び対策区分は補修後の状況を適切に判断すること。 

①概要 

様式-4-1記載内容と同一の内容を記入する。 

②写真番号 

橋梁全体の通し番号とし，1から順に横方向に記入する。なお，様式-6損傷図の写真番号

と一致させる。 

③径間番号 

写真に対応した径間番号。 

④部材名 

主桁，床版等の部材名を記入する。 

⑤損傷の種類 

腐食，ひびわれ等の損傷の種類を記入する。 

⑥損傷程度 

損傷程度の評価区分記号（a,b,c,d,e）を記入する。 

⑦対策区分 

対策区分の記号（A0,A,B,C1,C2,E1,E2,S1,S2,M）を記入する。 

⑧撮影年月日 

撮影した年月日を記入する。 

⑨前回点検 

損傷の進行状況を確認するため，該当写真における前回点検の対策区分を記入する。なお，

前回点検が行われていない場合，前回点検で確認されていない損傷である場合等は，“－”

を記入する。 

⑩補修 

該当写真が前回点検で確認された損傷の場合で，補修の実施状況を記入する。それ以外の

場合は“－”を記入する。 

⑪写真 

損傷状況が把握できるものとし，1 枚で把握することが困難な場合には，全景と詳細を記

録する。  

⑫メモ 

損傷状況がわかる説明や損傷の寸法等を記入すること。また，補修設計や次回点検に引き

継ぐものとなるよう，目視できなかった理由，詳細調査や追跡調査が必要な理由，前回点検

からの損傷進行状況，補修実施状況等についても記入すること。 
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(11) 様式-8：定期点検調書 

本様式は，様式-3～7 に反映させる基礎情報と判定区分，写真ファイル，点検方法，概算数量

等を記入し，Excel ファイルと写真 JPEGファイルを橋梁情報管理システムに登録することで，様

式 3～7と橋梁長寿命化修繕計画の基礎データが作成される。 

以下に，様式-8の記入要領を示す。 

 

1) データのダウンロード 

点検結果を記録する道路橋の様式-8Excel ファイルは，橋梁情報管理システムから点検者が

出力することを原則とする。なお，橋梁情報管理システムに登録されていない道路橋は，橋梁

調書を登録した後にファイルの出力を行うこと。 

出力方法の詳細は，橋梁情報管理システムのマニュアルを参照のこと。 

 

【径間シート】 

複数径間の場合，径間シートは自動的に生成されるため，径間毎に入力を行う。 

 

2) 概要・橋梁諸元 

橋梁情報管理システムからの出力時に自動的に入力される。なお，点検年月日及び橋梁検査

員の記入は様式-4-1 に示すとおりであり，黄色網掛けセルに記載されている内容を変更しては

ならない。 

 

3) 損傷の種類と対策区分 

対策区分の入力は，以下の内容に準拠すること。 

・対策区分は，工種別・部材別・材料別・損傷の種類別に，該当する対策区分を選択する。 

・該当する工種の部材が存在しない場合，材料列の“部材無し”を必ず選択する。 

・材料により対象となる損傷の種類は，点検項目に該当列のチェックをすべて選択する。 

・損傷種類別の対策区分欄に，損傷程度の目安が記入されている。記載内容はあくまでも一

般的な事項を記載しているため，損傷の発生位置や状況，進行速度等により，適切な対策

区分を選定すること。なお，目安が記載されていない対策区分を選択してもよい。 

・「その他の損傷」の自由記入欄は，部材や損傷の種類等を自由に選択することができるため，

設定された損傷の種類以外の損傷が確認された場合等は，この欄を使用すること。 

・詳細調査や追跡調査が必要な損傷（対策区分 S1，S2）は，「その他の損傷」の自由記入欄に

入力する。 

 

4) 点検方法 

上部構造及び支承部における地盤面から橋座面までの高さを記入し，該当する調査方法を選

択する。 

 

5) 損傷写真 

工種別・部材別・材料別の損傷の種類毎に写真ファイル名，撮影年月日，メモを入力する。

記入方法は様式-7に示すとおりであり，同じ損傷の種類に複数枚を入力する場合は「|」（縦線）

で繋げて入力する。 
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《1箇所の損傷に対して複数枚の写真を登録する場合の例》 

・写真番号 S「1」 

・写真番号 E「3」 

・損傷写真ファイル名「損傷写真 1.jpg|損傷写真2.jpg|損傷写真 3.jpg」 

・撮影年月日「2017/04/01|2017/04/01|2017/04/02」 

・メモ「あああああ|いいいいい|ううううう」 

 

6) 前回点検，補修状況 

損傷写真を入力した行について，前回点検の対策区分と補修状況を入力する。記入方法は様

式-7 に示すとおりであり，複数枚の損傷写真の場合には損傷写真の入力と同様に「|」（縦線）

で繋げて入力する。 

 

7) 部材区分，損傷位置，概算工事費 

該当する損傷が対策区分 A0 以外の場合，「部材区分」，「損傷位置」の該当項目を選択する。

また，対策区分が M,C1,C2,E1,E2 の場合は，補修工法に合った数量を算出し入力する。 

なお，概算工事費の算出に用いる補修工法・単価は「付録-4 4.補修工法・単価」を参考の

こと。 

 

【損傷状況と診断シート】 

様式-4-1の「所見と対策または申し送り事項」，様式-4-2の「損傷状況のコメント」を入力

する。また，様式-4-1の「定期点検実施区分」は“職員”“委託業者”から選択する。 

 

【現地状況写真シート】 

様式-3-1の位置図・写真・一般図 JPEGファイル名及び撮影年月日を入力する。また，様式-

5の写真番号・径間番号・写真番号・写真説明・撮影年月日・写真 JPEG ファイル名・メモを入

力する。 

 

【損傷図シート】 

様式-6の損傷図番号及び損傷図 JPEGファイル名を入力する。 

 

【付属物形式シート】 

様式-3-3 の概要図 JPG ファイル名を入力するとともに，支承形式等を選択または入力する。 

 

【点検表記録様式シート】 

点検表記録様式に表示させる「所見等」を入力する。なお，点検表記録様式の詳細について

は「付録-3 点検表記録様式の記入要領」を参照のこと。 

 

(12) 様式-A：簡易点検調書 

本様式は，主に簡易点検の記録に用いるものであり，落橋の恐れがある損傷（E1,E2），重大事

故を起こす恐れのある損傷（E1,E2），橋の機能障害となる損傷（E2,M）に着目した項目について，

径間毎に整理する。様式-A は，橋梁情報管理システムに Excel ファイルと写真 JPEG ファイルを

登録することで作成される。 

以下に，様式-Aの記入要領を示す。 
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付録-1 橋梁管理カルテの記入要領 

 

1) データのダウンロード 

点検結果を記録する道路橋の様式-Aの Excel ファイルは，橋梁情報管理システムから点検者

が出力する。なお，橋梁情報管理システムに登録されていない道路橋は，橋梁調書を登録した

後にファイルの出力を行うこと。 

出力方法の詳細は，橋梁情報管理システムのマニュアルを参照のこと。 

 

2) 対策区分の入力 

対策区分の入力に当たっては，着目点・具体例・損傷の種類に該当する損傷が発見された場

合に，該当箇所及び損傷位置にチェックを入れ，点検結果として写真 JPEGファイル名とコメン

トを入力する。 

点検結果の写真とコメントは「,」（半角カンマ）で区切り，複数枚の写真を入力する場合は

「|」（縦線）で繋げて入力する。 

 

3) その他気付いた点 

着目点以外の内容について，点検時に気付いた事項を記入する。 

 

4) 所見と対策または申し送り事項 

点検により，発見された損傷に対する所見と対策方法，申し送り事項を記入する。なお，損

傷が確認されなかった場合には，その旨を記入すること。 

 

4.5 写真ファイルについて 

現地や損傷の写真は、電子データ自体が橋梁情報管理システムに保存されることとなる。写真デ

ータは枚数が多く，1 ファイル当たりのサイズが大きいと，データサーバーの容量を圧迫する要因

となる。そのため，橋梁管理カルテに用いる写真ファイルは以下の仕様に準拠することを基本とす

る。 

・ファイル形式 ：JPEG 

・画素数    ：200万画素程度（1600×1200pixel） 

・ファイルサイズ：1MB以下を目安 

 

5. その他の記入様式 

5.1 維持工事指示書 

判定区分 Mが確認された場合には，予防保全の観点から維持工事により早急な対応を行うことを

目的に，要対策箇所のポンチ絵（または損傷図），対応方針等を記入する「様式-M 維持工事指示書」

を作成し，監督員へ提出することとする。 

維持工事指示書の書式を次頁に添付する。 

 

5.2 C1,C2 判定対応一覧表 

判定区分 C1または C2が確認された場合には，損傷の進行を抑えるような当面（2～3年）の対策

案及び恒久対策案の提案，概略数量及び概算費用を算出するとともに，補修設計に必要な調査方法

及び概算額を記入する「様式-C  C1,C2 判定対応一覧表」を作成し、監督員へ提出することとする。 

C1,C2 判定対応一覧表の書式を後頁に添付する。 
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 様式-M

②部材名 損傷の種類　　　　　　　　　　　対応方針等

[損傷写真]

[損傷写真]

内容

①部材名：損傷の種類

②部材名：損傷の種類

③部材名：損傷の種類

位置図 [ポンチ絵]

①部材名 損傷の種類　　　　　　　　　　　対応方針等

橋梁形式 鋼単純△△桁橋 点検者 ××コンサルタント

道路種別_路線名 一般国道_○○○号 所在地 □□市××地内

橋梁番号_分割番号 MA_△△_○○_□□_× 点検年月日 □□□□年□月□日

橋梁名 □□大橋 緯度，経度 △°△′△.△″，○°○′○.○″

維持工事指示書

管轄 △△土木事務所 橋長 ○○.○m
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対応状況

※対応後は橋梁管理カルテの補修履歴に、対応済みである旨の登録を忘れずに
　行ってください。

施工業者

対応日

③部材名 損傷の種類　　　　　　　　　　　対応方針等

[損傷写真]
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【損傷内容及び当面の対策案】

e C1 e C2 e C1

【恒久対策案】

１．調査方法・補修設計

２．補修範囲と概算工事費

= = =

【平面図】

備考損傷部材 防護柵 床版 主桁

橋梁番号

様式-C

C1,C2判定対応一覧表
橋梁概要

管轄

橋梁名

点検者

損傷程度 腐食 床版ひびわれ 防食機能の劣化

No. 1 2 3

当面の対応 塗装塗替 経過観察 経過観察

ｺﾒﾝﾄ

写真 [損傷写真] [損傷写真] [損傷写真]

対策項目 内容 単位 数量 金額(千円) 備考

対応日 H　年　月　日 H　年　月　日 H　年　月　日 H　年　月　日 H　年　月　日

補修設計 ○○○ ○ ○ ○,○○○

合　　　　計 ○,○○○

備考

概算数量 ○○m ○○○m2 ○○○m2 ○○○m2

概算工事費
○○ m× ○○○ m2× ○○○ m×

○○ 千円/m ○○ 千円/m2 ○○ 千円/m

○,○○○ 千円 ○,○○○ 千円 ○○,○○○ 千円

○○,○○○ 千円

小　計 ○,○○○ 千円 ○,○○○ 千円 ○○,○○○ 千円

鋼単純△△桁橋

□□□□年□月□日

××コンサルタント

[ポンチ絵（または損傷図）]

防護柵

(交換)

床版 主桁

(ひび割れ注入) (塗装塗替)

足場工

(吊足場)

△△土木事務所

□□大橋

MA_△△_○○_□□_×

路線名 一般国道_○○○号

所在地 □□市××地内

緯度,経度 △°△′△.△″，○°○′○.○″

橋梁形式
点検年月日

小計

- 79 -



付録-1 橋梁管理カルテの記入要領 

 

6. 径間区分 

橋梁管理カルテの様式-5～8は径間毎に取りまとめる。以下に径間区分の参考例を示す。 

 

■桁橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ゲルバー桁橋 

 

 

 

 

 

 

 

※ゲルバー桁橋は径間の途中に支承・伸縮装置が配置されることから，上図を参考に各径間で 2箇

所となるように調整を行う。 

 

■V脚ラーメン橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

※V脚部を総合的に評価するため，径間終点側は橋脚中心ではなく，V脚付け根端部までとする。 

 

   ：径間 1 

   ：径間 2 

   ：径間 3 

   ：径間 4 

   ：径間 5 

 

 
 
※支承，伸縮装置も各径間

の色分けに則す 
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付録-2 点検表記録様式の記入要領 

 

付録-2 点検表記録様式の記入要領 

1. 点検表記録様式の目的 

点検表記録様式は，平成 26年 7月 1日に施行された道路法の改正に伴い，点検・診断・措置の結果

を集計するために、国が定めた統一様式である。点検表記録様式は，道路橋の状況を把握することを

目的としており，点検結果をこの様式で報告する必要がある。 

本編は，群馬県が管理する橋長 2.0m 以上の道路橋について，定期点検を行った橋梁の点検表記録様

式の作成に適用する。 

次頁以降に「H26道路橋点検要領」に示される点検表記録様式を添付する。 

 

2. 点検表記録様式の記入方法 

点検表記録様式は，下記の内容に基づいて記入するものとする。 

 

2.1 作成方法 

点検表記録様式は，橋梁情報管理システムに定期点検結果（様式-8Excel＋写真 JPEG）及び橋梁

調書（Excel）を登録して作成する。そのため，様式の出力はシステムから行うものとし，Excel へ

の直接的な打込みや貼付による作成は行ってはならない。 

 

点検表記録様式の記載内容は下記に示すが，システムを用いた出力方法は橋梁情報管理システム

のマニュアルを参照のこと。 

 

2.2 作成単位 

点検表記録様式は道路橋毎に作成する。 

 

2.3 ファイル命名規則 

点検表記録様式は，1 道路橋に対して 1 つの Excel ファイルで構成され，ファイル名は以下の通

りとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：路線種別は含まない。 

※2：同一路線に同じ橋梁名がある場合は，橋梁名の末尾に枝番を付す。

 

 

 

路線名_橋梁名.xlsx 

拡張子 

様式内に記入した橋梁名と一致させる※ 2

半角アンダーバー 

様式内に記入した路線名と一致させる※ 1 
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付録-2 点検表記録様式の記入要領 

 

2.4 診断区分 

部材単位の健全性の診断は，対策区分の判定と同時に行うことが合理的である。そのため，定期

点検で実施された対策区分の判定結果を参考に，健全性の診断を行うこととする。なお，健全性の

診断は H26 国交省点検要領を参考とし，「第 2 編 群馬式定期点検要領」に示す区分の定義に基づ

いて行うことを原則とする。特に，診断区分Ⅳは通行止め等の緊急措置を講ずる必要がある状態で

あることから，診断にあたっては損傷状態に十分留意すること。 

また，橋梁情報管理システムでは機械的に対策区分を健全性の診断区分に変換しているため，出

力された点検表記録様式の診断区分を確認し，必要に応じて修正すること。 

付表-2.2.1 健全性の診断区分 

区分  状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著しく

高く，緊急に措置を講ずる必要がある状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講ず

ることが望ましい状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から措

置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

※「第 2編 群馬式定期点検要領 6.健全性の診断」より抜粋 

 

2.5 記入要領 

(1) 部材の種類 

点検表記録様式に記載されている部材の種類は、主桁・横桁・床版・下部構造・支承部の 5種

類であり，それ以外は“その他”に分類される。点検表記録様式の作成目的は，部材毎、橋梁毎の

健全性を診断するためであることから，“その他”には様式-8で分類される主桁(縦桁)・横桁・床

版・下部構造・支承部以外の全部材を含むものとする。 

付表-2.2.2 部材の種類 

 健全性診断の 

部材の種類 
主桁 横桁 床版 下部構造 支承部 その他 

定期点検の 

部材の種類 

□上部構造 

・主桁(縦桁) 

□上部構造 

・横桁 

□上部構造 

・床版 

□下部構造 

・橋台 

・橋脚 

・基礎 

□支承部 

・支承本体 

・アンカーボ

ルト 

・沓座モルタ

ル 

・沓座コンク

リート 

□上部構造 

・横構(対傾

構) 

□路上 

・高欄 

・防護柵 

・地覆 

・縁石 

・舗装 

・伸縮装置 

・照明施設 

□支承部 

・落橋防止構

造 

□排水施設 

・排水ます 

・排水管 

□点検施設 
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付録-2 点検表記録様式の記入要領 

 

(2) 変状の種類 

変状の種類は，鋼部材の「腐食」「亀裂」「破断」，コンクリート部材の「ひびわれ」「床版ひび

われ」，その他部材の「支承の機能障害」，及び「その他」の 6種類であり，それ以外の損傷の種

類は「その他」に分類される。点検表記録様式では部材の種類と同様に，「その他」には様式-8で

分類される「腐食」「亀裂」「破断」「ひびわれ」「床版ひびわれ」「支承の機能障害」以外の全変状

（損傷の種類）を含むものとする。 

付表-2.2.3 変状の種類 

材料の種類 健全性診断の変状の種類 定期点検の変状(損傷)の種類 

鋼部材 腐食 ①腐食 

 亀裂 ②亀裂 

 破断 ④破断 

コンクリート部材 ひびわれ ⑥ひびわれ 

 床版ひびわれ ⑪床版ひびわれ 

その他 支承の機能障害 ⑯支承の機能障害 

 その他 ③ゆるみ・脱落 

⑤防食機能の劣化 

⑦剥離・鉄筋露出 

⑧漏水・遊離石灰 

⑨抜け落ち 

⑩コンクリート補強材の損傷 

⑫うき 

⑬遊間の異常 

⑭路面の凹凸 

⑮舗装の異常 

⑰その他 

⑱定着部の異常 

⑳漏水・耐水 

 異常な音・振動 

 異常なたわみ 

 変形・欠損 

 土砂詰まり 

 沈下・移動・傾斜 

 洗掘 

 

(3) 基本情報の記入 

点検表記録様式に記入する橋梁名等の基本情報は，橋梁調書及び橋梁管理カルテから準用する。

なお入力する文字は，英数字は半角，その他は全角とする。 

①橋梁名 

橋梁調書に記載されている「橋梁名」及び「よみがな」を記入する。 

②路線名 

橋梁調書に記載されている「路線種別」を 1行目，「路線名」を 2行目に記載する。 

③所在地 

橋梁調書に記載されている「所在地（自）」を記入する。 

④緯度・経度 

橋梁調書に記載されている「緯度」及び「経度」を記入する。なお，単位は全角記号の「°」

(度)「′」(分)「″」(秒)とし，秒は小数点以下第二位までとする。 
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付録-2 点検表記録様式の記入要領 

 

⑤管理者名 

橋梁調書に記載されている「事務所名」の頭に“群馬県 ”（全角スペース含む）を付けて

記入する。 

⑥点検実施年月日 

橋梁管理カルテ様式-4-1に記載されている「点検年月日」を記入する。なお，数字間は「年,

月,日」ではなく「.」（半角ピリオド）とする。 

⑦路下条件 

橋梁調書に記載されている「架橋状況の交差条件」を記入する。なお，交差物が複数ある

場合には「，」（全角カンマ）で交差物名を区切る。 

⑧代替路の有無 

橋梁調書に記載されている「迂回路の有無」について，“有”または“無”を記入する。 

⑨自専道 or一般道 

“一般道”と記入する。 

⑩緊急輸送道路 

橋梁調書に記載されている「緊急輸送道路」をもとに，“一次”“二次”“三次”“その他”を

記入する。 

付表-2.2.4 緊急輸送道路 

 橋梁調書 点検表記録様式 

第 1次確保路線 一次 

第 2次確保路線 二次 

第 3次確保路線 三次 

指定なし その他 

⑪占用物件（名称） 

橋梁調書に記載されている「添架物の種別」を記入する。なお，添架物が複数ある場合に

は「，」（全角カンマ）で添架物種別を区切る。 

⑫点検者 

橋梁管理カルテ様式-4-1に記載されている「橋梁検査員」のうち，会社名を記入する。 

⑬点検責任者 

橋梁管理カルテ様式-4-1に記載されている「橋梁検査員」のうち，氏名を記入する。 

⑭架設年次 

橋梁調書に記載されている「完成年月日」のうち，西暦のみを記入する。 

⑮橋長 

橋梁調書に記載されている「橋長」を記入する（記載は整数に四捨五入）。 

⑯幅員 

橋梁調書に記載されている「有効幅員」を記入する（記載は小数第一位に四捨五入）。 

⑰全景写真 

橋梁管理カルテ様式-3-1に添付される「橋梁写真（全景）」を貼り付ける。 
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付録-2 点検表記録様式の記入要領 

 

(4) 健全性診断の記入 

①判定区分（健全性の診断区分） 

付表-2.1に示す診断区分を部材毎，道路橋毎に記入する。記入にあたっては，「第 2編 群

馬式定期点検要領」を参照すること。 

②変状の種類 

付表-2.3に示す変状の種類を部材毎に記入する。なお，変状の種類が「その他」の場合に

は「その他（○○○○）」として，○○○○に損傷の種類を記入すること。 

③所見等 

橋梁管理カルテ様式-4-1に記載されている「所見と対策または申し送り事項」の内容を簡

潔にまとめて記入する（全角 30文字程度）。なお，橋梁情報管理システムには様式-8の点検

表記録様式タブに入力することで反映される。 

③状況写真 

診断区分がⅡ，Ⅲ，Ⅳの場合，各部材に付き 1 枚損傷状況写真を貼り付ける（最大で計 6

枚）。なお，部材が「その他」の場合も写真は 1枚のみとする。 

 

(5) その他注意事項等 

・橋梁調書及び橋梁管理カルテに未記載事項がある場合，橋梁情報管理システムから出力され

る点検表記録様式が適切に作成されない可能性があるため，注意すること。 

・点検表記録様式は国への提出も目的としていることから，ファイル名を変更してはならない。 

・出力された Excel ファイルは，セルの移動や行列の追加等のフォーマットを変更する操作を

行ってはならない。 

・定期点検後の作成においては，措置後の記入は行わない。 

・橋梁情報管理システムでは，その他部材に同じ診断区分が複数ある場合に，損傷の影響が大

きい部材から設定した下記の優先順位により、記入する部材を選択している。  

1.舗装 → 2.伸縮装置 → 3.防護柵 → 4.高欄 → 5.地覆 → 6.横構(対傾構) →  

7.照明装置 → 8.縁石 → 9.点検施設 → 10.排水ます → 11.排水管 

・同様に，変状の種類においても影響が大きい損傷の種類から設定した下記の優先順位により、

記入する部材を選択している。 

1.破断 → 2.亀裂 → 3.腐食 → 4.床版ひびわれ → 5.ひびわれ → 6.支承部の機能障

害 → 7.抜け落ち → 8.沈下･移動･傾斜 → 9.洗掘 → 10.定着部の異常 →  

11.漏水･遊離石灰 → 12.変形･欠損 → 13.路面の凹凸 → 14.剥離･鉄筋露出 →  

15.ゆるみ･脱落 → 16.遊間の異常 → 17.舗装の異常 → 18.その他 →  

19.漏水･滞水 → 20.コンクリート補強材の損傷 → 21.防食機能の劣化 →  

22.異常な音･振動 → 23.土砂詰まり 
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付録-3 橋梁調書の記入要領 

 

付録-3 橋梁調書の記入要領 

1. 適用の範囲 

本編は，群馬式定期点検時に行われる，橋梁調書の修正等に適用する。なお，新設道路橋の橋梁調

書は施工時に作成され橋梁情報管理システムに登録されることから，点検時に作成する必要はない。

また，新たに発見された既存橋梁については，点検者では知り得ない情報（橋梁番号，供用年等）が

多く含まれることから，監督員が作成・登録することを原則とする。 

次頁以降に橋梁調書を添付する。 

 

2. 橋梁調書の構成 

橋梁調書の構成は以下のとおりであり，4つの内容で構成する。 

①橋梁調書【基本】 

橋梁名や橋梁番号，路線名等の基本項目を記載する。また，上下部工のみではなく，舗装や防

護柵，電気等の全工事について工費と施工会社を記載する。 

②橋梁調書【上部工細目】 

上部工についての細目を整理したもので，主桁及び床版の材料・形式，斜角，伸縮装置形式等

を記載する。 

③橋梁調書【下部工細目】 

下部工についての細目を整理したもので，橋台・橋脚の材料・形式，基礎等を記載する。 

④橋梁調書【径間構成】 

支間長や支承種類，落橋防止構造，桁かかり長等を整理したもの。 

 

3. 橋梁調書の記入方法 

橋梁調書は，下記の内容に基づいて記入するものとする。本編に記載されていない内容について

は，橋梁情報管理システムのマニュアルを参照のこと。 

 

3.1 作成方法 

橋梁調書は，橋梁情報管理システムから出力（ダウンロード）した Excel ファイルを使用するこ

とを原則とする。点検時に近接目視により確認した内容を Excelファイルに反映させ，修正したも

のを橋梁情報管理システムに登録する。 

 

3.2 作成単位 

橋梁調書は道路橋毎に作成する。 

 

3.3 ファイル命名規則 

ファイル名は以下の通りであり，出力されたファイル名を変更してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

例)前橋土木事務所が管理する国道 353号の大堰橋（上り） 

   MB_03353_0010_01_大堰橋（上り）.xlsx 

橋梁番号_分割番号_橋梁名.xlsx 
拡張子 

調書に記入した内容と一致させる 

半角アンダーバー 
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3.4 記入要領 

橋梁調書の記入について，特に注意する点等を以下に示す。なお，入力する文字は，英数字は半

角，その他は全角とする。 

 

(1) セルの網掛け 

橋梁調書 Excelの網掛けの着色は，以下のとおりとする。 

：直接入力するセル 

：プルダウンから選択するセル 

：リンク等により入力不要のセル 

：入力必須の項目 

なお，プルダウンから選択するセルの入力項目は，橋梁情報管理システムのマニュアルを参照

のこと。 

例）緊急輸送道路：指定なし，第 1次確保路線，第 2次確保路線，第 3次確保路線 

 

(2) 変更してはならない項目 

橋梁調書の記入項目のうち，下記の項目は橋梁情報管理システムのキー項目となっているため，

変更してはならない。なお，やむを得ず変更する必要がある場合には，監督員及び主管課と協議

を行うこと。 

・橋梁名※  ※「ふりがな」は変更可能 

・橋梁番号 

・分割番号 

・分割区分 

 

(3) 橋梁番号の命名規則 

道路橋を効率的に管理するため，橋梁番号は土木事務所毎の管轄が明確であり，橋梁番号のみ

である程度の架橋位置が推定できる必要がある。そのため，橋梁番号は下記の命名規則に則るも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前橋土木事務所が管理する国道 353号の起点から 1番目の橋梁 

付図-3.3.1 橋梁番号の命名規則 

 

 

 

 

 

 

 

MB_03353_0010 

3)連番（4桁の数字） 

※十桁単位で起点からの連番 

半角アンダーバー 

2)路線番号 道路種別＋路線番号 

1)土木事務所識別アルファベット 
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付録-3 橋梁調書の記入要領 

 

1) 土木事務所識別アルファベット 

土木事務所を識別するためのアルファベットであり，下記のとおりとする。 

MB：前橋土木事務所   NJ：中之条土木事務所 

TS：高崎土木事務所   NT：沼田土木事務所 

SK：渋川土木事務所   IS：伊勢崎土木事務所 

FO：藤岡土木事務所   OT：太田土木事務所 

TO：富岡土木事務所   KU：桐生土木事務所 

AN：安中土木事務所   TB：館林土木事務所 

付図-3.3.2 土木事務所識別 

 
2) 路線番号 

路線毎の追加や移管により橋梁番号の連番に不都合が生じないよう，路線番号は道路種別 2

桁と道路番号 3桁の計 5桁とする。路線番号は以下の通りとするが，同じ路線でバイパスがで

きた場合等には十の位を増やすものとする。 

路線番号例）国道 354号：03354，国道 354号バイパス：13354 

01：高速自動車国道 

02：一般国道（直轄） 

03：一般国道 

04：主要地方道 

05：一般県道 

06：市町村道 

付図-3.3.3 道路種別 

 

3) 連番 

路線上の橋梁を認識するための連番は新規橋梁の構築を考慮し，4 桁の数字で十の位を起点

側から連番で設定する（各路線の最大橋梁数 999）。なお，既存路線に新規橋梁を構築した場合

には，一の位を5として必ず起点から連番となるようにする。 
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4) 橋梁番号名命例 
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付録-3 橋梁調書の記入要領 

 

(4) 分割番号・分割区分 

同一橋梁において，上下線が分離している場合や側道橋が並列されている場合，拡幅がされて

いる場合等には，同じ橋梁番号に対して，分割番号を「01」からの連番で付与するものとする。 

また，各分割番号の概要がわかるよう，分割区分を適切に記入する。分割区分の詳細は「付録

-4 1.3 橋梁の分割」を参考にすること。 

 

(5) 緯度・経度の計測方法 

架橋位置を地図上に表示させるため，橋梁調書に記す緯度・経度は国土交通省国土地理院の「地

理院地図（電子国土 web）」を使用して計測すること。現地での計測は，GPS機器の精度により数

値が大きく異なることから，使用してはならない。 

 

地理院地図（電子国土 web）URL 

 https://maps.gsi.go.jp/#5/35.362222/138.731389/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0

 

なお，緯度・経度の計測は秒の小数点以下第二位までとし，計測位置は起点側の全幅員中央と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-3.3.4 緯度・経度の計測位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終点側起点側

A2 P1 A1

緯度・経度計測箇所 
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付録-3 橋梁調書の記入要領 

 

(6) 構造体番号・躯体番号 

橋梁調書【上部工細目】，橋梁調書【下部工細目】に記入する構造体番号及び躯体番号は，下図

の例を参考に設定する。 

 

■桁橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ゲルバー桁橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

■V脚ラーメン橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-3.3.5 構造体番号・躯体番号の例 
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付録-4 補足資料集 

1. 道路橋の取扱い 

1.1 群馬式定期点検の対象となる溝橋 

群馬式定期点検は「橋長 2.0m 以上の道路橋」が適用範囲であり，溝橋（ボックスカルバート等）

も道路橋に含んでいる。 

溝橋の橋長は付図-4.1.1 に示すとおりであり，外寸を道路軸方向（斜角方向）に計測した値とす

る。支間長は同じく内空寸法を道路軸方向に計測した値とする。ただし，現地で溝橋の側壁厚が計

測できない場合，現場打ちボックスカルバートは以下の方法により橋長を設定する。 

①現地で直角方向の内空幅と内空高を計測する。 

②直角方向の内空幅と内空高を基本に，「土木構造物標準設計」から整理した付表-4.1.2 を基本

に側壁厚を設定する。 

③現地計測から1°ラウンドで斜角を設定する。 

④直角方向の内空幅＋側壁厚と斜角から橋長を求める（10cmラウンドで四捨五入）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-4.1.1 溝橋の橋長・支間長 
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付録-4 補足資料集 

 

付表-4.1.1 ボックスカルバート基本寸法一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

なお，最小土被り 1.0m未満の考え方については付図-4.1.2 を参考とすること。 

コード 内空幅(B) 内空高さ(H) 側壁厚 頂版厚
02-BX-001 1000 1000 500 6000 300 300
02-BX-002 1000 1250 500 6000 300 300
02-BX-003 1000 1500 500 6000 300 300
02-BX-004 1250 1000 500 5000 300 300
02-BX-006 1250 1250 500 6000 300 300
02-BX-007 1250 1500 500 5500 300 300
02-BX-009 1500 1000 500 4000 300 300
02-BX-013 1500 1250 500 4000 300 300
02-BX-016 1500 1500 500 3500 300 300
02-BX-019 1500 2000 500 2000 300 300
02-BX-023 2000 1500 500 3000 300 300
02-BX-029 2000 2000 500 2500 300 300
02-BX-035 2000 2500 500 1000 300 300
02-BX-041 2500 1500 500 1000 300 300
02-BX-049 2500 2000 500 1500 300 300
02-BX-057 2500 2500 500 1000 300 300
02-BX-066 2500 2750 500 1000 300 300
02-BX-075 2500 3000 500 1000 300 300
02-BX-082 3000 2000 500 1000 300 300
02-BX-090 3000 2500 500 1500 300 300
02-BX-099 3000 2750 500 1000 300 300
02-BX-109 3000 3000 500 1000 300 300
02-BX-118 3000 3500 500 1000 400 300
02-BX-128 3000 4000 500 1000 400 300
02-BX-135 3500 2000 500 1000 400 400
02-BX-145 3500 2500 500 1000 400 400
02-BX-156 3500 2750 500 1000 400 400
02-BX-165 3500 3000 500 1000 400 400
02-BX-175 3500 3500 500 1500 400 400
02-BX-183 3500 4000 500 1000 400 400
02-BX-192 3500 4500 500 1000 400 400
02-BX-197 4000 2500 500 1000 400 400
02-BX-208 4000 2750 500 1000 400 400
02-BX-219 4000 3000 500 1000 400 400
02-BX-229 4000 3500 500 1000 400 400
02-BX-239 4000 4000 500 1000 400 400

2249 4000 4500 500 1500 400 400
02-BX-253 4500 2500 500 1000 400 400
02-BX-263 4500 3000 500 1000 400 400
02-BX-274 4500 3500 500 1000 400 400
02-BX-285 4500 4000 500 1000 500 400
02-BX-296 4500 4500 500 1000 500 400
02-BX-300 5000 3000 500 1000 500 400
02-BX-311 5000 3500 500 1000 500 400
02-BX-322 5000 4000 500 1000 500 400
02-BX-333 5000 4500 500 1000 500 400
02-BX-338 5000 5000 500 1000 500 400
02-BX-343 5500 4000 500 1000 500 400
02-BX-353 5500 4500 500 1000 500 400
02-BX-358 5500 5000 500 1000 600 500
02-BX-363 6000 4500 500 1000 600 500
02-BX-368 6000 5000 500 1000 600 500

土被り(D)
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付図-4.1.2 溝橋の土被り 

 

1.2 群馬式定期点検における橋面積 

一般的な橋梁諸元における橋面積（橋長×有効幅員）の考え方とは異なり、群馬式定期点検におけ

る橋面積は以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《橋面積＝橋長×全幅員》 

付図-4.1.3 群馬式定期点検における橋面積（直橋例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《橋面積＝構造幅×全幅員(斜方向)》 

付図-4.1.4 群馬式定期点検における橋面積（斜橋例） 

- 101 -



付録-4 補足資料集 

 

1.3 橋梁の分割 

(1) 橋梁数の数え方 

群馬県が管理する道路橋には，上下線が分離しているものや側道橋があるもの，拡幅がされて

いるもの等，構造体が分離している橋梁がある。橋梁の分離の考え方については「道路現況調査

要領」に考え方は示されているが，多様な構造形式を有する橋梁においては判断に迷うケースも

見受けられる。そのため，橋梁数の数え方の基本方針を以下のように設定する。 

・橋梁数は上部構造に依存するものとし、下部構造の一体・分離は影響しないものとする。

・橋梁管理カルテの損傷判定等は径間毎に作成するため、橋軸方向の分離は 1 橋として取

り扱う。 

・拡幅部は架橋年が異なるため、主桁を追加した場合には拡幅部を 1橋として取り扱う。

・床版のみの拡幅は橋梁管理カルテへの記載に影響がないため、本体構造と合わせた 1 橋

として取り扱う。 

なお，上記の方針は，比較的規模の大きな橋長 15m 以上の定期点検を実施する際に設定したも

のである。それらの橋梁は構造体の分離状況や架設年次が明確である場合が多い。 

しかし，比較的規模の小さな橋梁の場合は架設年次の古い橋梁が多く，交通量の増加や歩道が

当初から設置されていなかった等の理由により拡幅を行っている場合が多く見られる。これらは

複数回に渡る拡幅の跡が見られるものもあるが，橋歴板や竣工図書等の拡幅時期を示す資料はほ

とんどない。そのため，上記橋梁数の数え方で管理すると，架設年次や適用示方書等の重要な情

報が記載されていない橋梁調書が膨大に増えるとともに，橋梁数の増加に伴う今後の定期点検費

用の増加が懸念される。以上の理由から，比較的規模の小さな橋梁として，コンクリート床版橋

および溝橋は，橋梁数の数え方を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

付図-4.1.5 規模の小さな橋梁の拡幅イメージ 

付表-4.1.2 橋梁数の数え方基本方針 

基本方針による数え方 コンクリート床版橋および溝橋 

・橋梁数は上部構造に依存するものとし、下部構

造の一体・分離は影響しないものとする。 

・橋梁管理カルテの損傷判定等は径間毎に作成す

るため、橋軸方向の分離は1橋として取り扱う。 

・拡幅部は架橋年が異なるため、主桁を追加した

場合には拡幅部を1橋として取り扱う。 

・床版のみの拡幅は橋梁管理カルテへの記載に影

響がないため、本体構造と合わせた 1橋として

取り扱う。 

・橋梁数は上部構造に依存するものとし、下部構造

の一体・分離は影響しないものとする。 

・橋梁管理カルテの損傷判定等は径間毎に作成す

るため、橋軸方向の分離は 1橋として取り扱う。

・本線部が床版橋であっても、拡幅部がコンクリー

ト床版橋または溝橋以外の場合には拡幅部を 1

橋として取り扱う。 

・本線部と拡幅部がコンクリート床版橋または溝

橋であっても、拡幅部が離れている場合には拡幅

部を 1橋として取り扱う。 

・溝橋の形状が異なる場合（壁面テーパー有無等）

には拡幅部を 1橋として取り扱う。 

 

付表-4.1.3，付表-4.1.4 のケース 1～13には通常の数え方、付表-4.1.5 のケース 14～19には

床版橋および溝橋の数え方を参考として示す。 
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付表-4.1.3 橋梁数の数え方（ケース 1～8） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上り線①

4橋 6橋

上り側歩道③

下り線②

下り側道橋④

上り線

下り線

上り側歩道②

下り側歩道

4橋

ケース7：起終点の側道橋が本線に乗り入れていない ケース8：起終点の側道橋が本線に乗り入れている

ｺﾝｸﾘｰﾄ 下り線

1橋 3橋

ケース5：上下線が離れている、または、目地が設置されている

ケース1：上下線一体構造 ケース2：上下線と歩道一体構造

1橋

ケース6：上下線および歩道が離れている、または、目地が設置されている

下り線

1橋

ケース3：橋軸方向に構造体が分離

① 上り線

上り側歩道

上り線

下り側歩道③

ケース4：車道と歩道が分離

鋼

下り線②

上り線①

下り線②

上り線①

2橋

下り側歩道④

ｺﾝｸﾘｰﾄ

上り側道橋③ 上り側道橋④上り側道橋③

下り側道橋⑤

下り線②

下り側道橋⑥

上り線①

A1

P1 P2

A2

A1 A2

A1 A2

A1 P1 P2 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1

P1 P2

A2

① ①

①
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付表-4.1.4 橋梁数の数え方（ケース 9～13） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFランプ③

ONランプ②

ケース13：ランプ橋が本線に乗り入れている

3橋
下り線

上り線

下り線

上り線

ケース11：桁を追加した一部拡幅

ケース9：桁を追加した拡幅 ケース10：床版のみで拡幅（桁の追加なし）

3橋
下り線

床版
一部拡幅

下り線

一部拡幅
②

下り線拡幅（桁+床版）③

上り線拡幅（桁+床版）②

下り線拡幅（床版）

下り線

上り線

上り線拡幅（床版）

床版
一部拡幅

1橋

1橋

上り線 上り線

3橋

一部拡幅
③

ケース12：床版のみで一部拡幅（桁の追加なし）

A1 A2 A1 A2

A1

A2

A1

A2

A1 A2

P1

① ①

① ①

①
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付表-4.1.5 橋梁数の数え方（ケース 14～19）【両側橋台の単純床版橋及び溝橋】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上り線拡幅（鋼H桁橋）③

下り線（RC床版橋）②

4橋
下り線（側壁テーパーあり）②

2橋
上り線（RCT桁橋）① 上り線（側壁直）①

上り線（床版橋）

上り線拡幅（鋼H桁橋）② 上り線拡幅（床版橋）

ケース18：上り線・下り線と歩道（拡幅部）の桁形式・構造部材が異なる ケース19：溝橋で上下線の構造部材は同じだが形状が異なる

下り線拡幅（鋼H桁橋）④

上り側歩道（床版橋）②

ケース16：上下線と歩道（拡幅部）は離れていないが、歩道が床版橋または溝橋ではない ケース17：上下線と歩道（拡幅部）は離れておらず、車道・歩道ともに床版橋または溝橋

下り線拡幅（鋼H桁橋）③ 下り線拡幅（床版橋）

下り線（床版橋）

3橋
下り線（床版橋）

1橋
上り線（床版橋）

ケース14：上り線と下り線（拡幅部）が離れている ケース15：車道（目地あり）と歩道（拡幅部）が離れている

下り側歩道（床版橋）③

下り線（床版橋）②

2橋

下り線（床版橋）

3橋
上り線（床版橋）上り線（床版橋）①

A1 A2 A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

①

① ①

- 105 -



付録-4 補足資料集 

 

(2) 分割区分 

橋梁の形態を明確に把握するよう，分割区分は下表の内容から選択する。 

付表-4.1.6 分割区分一覧 

分割番号 分割区分 備考 

01 からの連番 上下線一体  

〃 上り線  

〃 下り線  

〃 側道橋（上り線）  

〃 側道橋（下り線）  

〃 取付階段（上り線）  

〃 取付階段（下り線）  

〃 拡幅部（上り線）  

〃 拡幅部（下り線）  

〃 ON ランプ  

〃 OFF ランプ  

80 からの連番 自転車専用橋 自転車道の橋梁 

90からの連番 跨線部 JR 委託部 

〃 跨線部（側道橋）  〃 

〃 跨線部（ランプ）  〃 

 

なお，分割番号は 01からの連番で，同一橋梁内で重複がないように付与するものとする。自転

車道は 80番から，跨線部は 90番からの連番とする。 

 

1.4 部材区分 

群馬式定期点検における部材区分は，以下のとおり設定している。 

付表-4.1.7 部材区分 

工種 部材 

路上 高欄 

 防護柵 

 地覆 

 縁石 

 舗装 

 伸縮装置 

 照明施設 

排水施設 排水ます 

 排水管 

上部構造 床版 

 主桁（縦桁） 

 横桁 

 横構（対傾構） 

支承部 支承本体・アンカーボルト 

 沓座モルタル・台座コンクリート 

 落橋防止構造 

下部構造 橋台 

 橋脚 

 基礎 

点検施設  
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■部材区分例 

【溝橋（ボックスカルバート）】           【コンクリート T桁】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プレテンホロー】       【コンクリート I桁】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コンクリート床版（鋼製防護柵）】 

 

 

 

 

 

【コンクリート床版（壁高欄）】 

 

 

 

 

 

 

 

【鋼鈑桁】 
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2. コンクリート部材の予防措置 

群馬式定期点検における目視や打音検査により，コンクリート部材の一部（コンクリート片）が落

下して第三者被害が生じる恐れがある場合には，予防措置を講じるものとする。なお，措置は点検作

業外となることから，実施前および措置の記録等は監督員に報告すること。 

 

2.1 作業項目 

(1) 打音検査 

打音検査は，所定の点検ハンマーでコンクリート表面を叩いてその打音から損傷の有無を推定

するものである。打音が静音であればうき・剥離はないと考え，濁音の場合はあると考える。清

音の目安は澄んだ乾いた音，濁音は濁った鈍い音である。 

打音検査で使用する点検ハンマーは，重量が 1/2ポンド（約 230g）程度のものを用いる。なお，

打音検査以外の方法でうき・剥離を確認する場合には，監督員および所管課と協議を行うこと。 

 

(2) 応急措置（叩き落とし作業） 

マーキングされたうき・剥離箇所に対して所定の石刃ハンマーで，できる限りその部分のコン

クリートを叩き落とす。叩き落とし作業では，健全なコンクリートに損傷を与えないように注意

する。 

なお，うき・剥離の範囲が広い場合や PC桁等叩き落とすことによって当該箇所付近の応力状態

が変化する場合等，叩き落とすことによって構造安全性が損なわれる恐れがある場合には，監督

員および所管課と協議を行うこと。 

また，作業時には，作業区域を明確にして第三者に危険の及ぶことのないよう注意するととも

に，必要に応じて毛布等によりコンクリート片の飛散防止及び音対策を講じるもとする。特に点

検者は落下物に充分注意を払い，自身の安全を確保しなければならない。 

 

(3) 防錆処置 

応急措置（叩き落とし作業）の結果，コンクリートが落下した場合は，本格的な補修までの処

置として鉄筋の防錆処置を行う。防錆処置としては，錆を落とした後目立たないように灰色の塗

装を施すのが一般的である。また，早期に補修の検討を行い恒久的な対策を実施する必要がある。 

 

(4) 措置結果の記録 

応急措置として叩き落としを行った場合には，橋梁管理カルテに措置を行った位置や前後の写

真，コメント等を記録すること。 
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2.2 対象範囲 

(1) 対象部位 

予防措置の対象部位は，コンクリート部材の一部が落下する可能性がある全ての部位となる。

下図に示す T桁橋の例以外にも，コンクリート床版橋や鋼橋のコンクリート床版も同様に対象と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「橋梁における第三者被害予防措置要領(案)（H28.12 国土交通省）」より抜粋 

付図-4.2.1 措置の対象部位（T桁橋） 

 

(2) 対象箇所 

対象は第三者被害の可能性がある箇所であり，下記に示す場合が一般的である。 

・桁下を道路が交差する場合 

・桁下を鉄道が交差する場合 

・桁下を公園あるいは駐車場として使用している場合 

・近接して側道又は他の道路が並行する場合 

 

また，対象範囲は下図に示す破線範囲を標準とする。 

 

1.交差物件が道路，鉄道などの場合 

①下部工前面が俯角 75°より離れている場合 
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②下部工前面が俯角 75°の範囲に入る場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.交差物件が河川などの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※河川内で高水敷が河川公園等で，第三者が立ち入る可能性がある場合の措置範囲は，a 又

は水際線，bまたは水際線から 75°範囲内の上部工とする。 

※下部工については，1の①及び②と同様の考え方とする。 

 

3.並行物件の場合 

①並行する物件（道路等）から俯角 75°より離れている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 110 -



付録-4 補足資料集 

 

②並行する物件（道路等）から俯角 75°の範囲に入る場合 
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3.点検方法  

3.1 点検方法の選定 

多様な環境に架橋されている橋梁を近接目視による点検で行うためには，環境に応じた点検方法

を選定する必要がある。標準的な点検方法としては，徒歩や梯子，あるいは高所作業車や橋梁点検

車を用いた方法がある。これらに寄り難い場合は，付図-4.3.1,付図-4.3.2 に示す点検方法選定フ

ローを参考に監督員と協議を行い適切な点検方法を選定するものとする。 

近年では，点検支援技術の活用（新技術の活用）として，国交省により「点検支援技術性能カタ

ログ」が整備されており、高橋脚を有する橋梁の橋脚部点検において，付図-4.3.3 に示す選定フロ

ーを参考に監督員と協議を行い新技術の活用を図るものとする。 

また,従来の点検方法では調査が困難な場合や，点検の効率化が図れ,かつ点検費用を削減できる

場合なども監督員と協議の上, 新技術の活用を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4.3.1 徒歩による点検         写真-4.3.2 高所作業車による点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4.3.3 橋梁点検車（BT-200）による点検 写真-4.3.4 橋梁点検車（BT-400）による点検 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   写真-4.3.5 ドローン撮影による点検 

takahashi-y
タイプライターテキスト
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※本フローは一般的な内容を示した参考であるため，点検方法は現地状況を十分確認の上決定すること。 
付図-4.3.1 点検方法選定フロー【参考】 

※1  全面足場とは、塗装工事や桁、床版補修等の工事で桁下全面足場を設置。

※2  近接目視を前提とし、物理的に点検不能な場合はカメラ等の使用を可能。

ただし、鉄道協議を実施、点検方法は鉄道事業者と協議の上決定。
※3 基面とは、点検作業時の地面もしくは水面とする。

※4  桁下カメラとは小型ビデオカメラ等を桁下に挿入させ、橋面上から遠隔

操作しながら点検を行う機材。

※5 点検時間短縮可能な方法（写真撮影等）を併用する。

スタート

全面足場有無

鉄道交差

リフト車使用

点検車使用

基面状況

近接可否

有無

有無

可 否

否可

陸上部

有 無

否

可

※桁下へのリフト車進入の可否

※40m以上高所の場合（参照①）

桁下カメラ使用

否可

検査路有無

基面状況

水上部

足場架設

可否

陸上部水上部

可

否

立入可否
可

否

※ゴム長・胴長着用

基面から
橋梁下面まで

の高さ

リフト車 橋梁点検車 船 上
※5

足場設置 足場設置桁下カメラ 検査路 地 上 梯 子
船 上

地 上
地 上 全面足場

※3

Ｈ＞4ｍ Ｈ≦4ｍ

〔近接〕 〔近接〕 〔間接目視〕 〔部分近接〕 〔遠望〕 〔近接〕 〔近接〕 〔近接〕 〔近接〕 〔近接〕 〔近接〕 〔遠望〕 〔近接〕

基面から
橋梁下面まで

の高さ

※3 ※3

※3

※7

2ｍ＜Ｈ≦4ｍ

Ｈ≦2ｍ

※5軌陸車

簡易足場等

※6

※1

※2

※狭小幅員、据え付け困難等の架橋条件

※電線、添架管、樹木伐採不可な箇所

※交通規制が困難の架橋条件(参照②）

※6

※物理的に近接
困難な場合

（参照③）

※カメラの要求性能は損傷が確認出来るもの
（0.2mm程度のひびわれが確認できるもの）

※4

※6 足場設置に代わる新工法「特殊高所技術」「ラック足場」の採用も検討。

どうしても困難な場合は遠望目視とする。また、採用に当たっては点検

技術の信頼性を含め最新情報を確認し、発注者と協議の上決定。

※7  水上部において桁下スペースが僅かで点検者が進入出来ない水路等は、

ポールカメラ等機材の併用を検討。
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※本フローは一般的な内容を示した参考であるため，点検方法は現地状況を十分確認の上決定すること。 
付図-4.3.2 特殊環境における点検方法選定フロー【参考】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1  一般的な高所作業車(12m仕様)以外を適用する場合、リース可能な40m程度を上限とする。

※2  警察協議を実施し、交差点近傍、交通量の多い路線においては交通規制が困難な場合がある。

※3  警察協議を実施し、状況より交通規制に条件が付く場合がある。
※4  0.2mm程度のひびわれが確認できる性能を有するもの。

※5 第三者被害への影響を踏まえ、赤外線サーモグラフィを用いた非破壊検査の適用を検討する。点検方法は関係機関と協議の上決定。

スタート

交通規制可否

夜間規制

可 否

否

可

橋梁点検車

〔近接〕 〔近接〕

桁下カメラ

特殊高所技術

ラック足場等

〔間接目視･近接〕

橋梁点検車

※2

スタート

桁高の高い

箱桁内部

ポールカメラ

〔間接目視〕

徒 歩

〔近接〕

Ｈ＞2ｍ Ｈ≦2ｍ

スタート

高所の目視

足場設置

特殊高所技術

〔近接〕

高所作業車

〔近接〕

Ｈ＞40ｍ Ｈ≦40ｍ

スタート

跨線橋･跨道橋

近接可否

軌陸車

タワー足場

簡易足場等

〔近接〕

デジタルカメラ

赤外線カメラ

〔遠望〕

可 否

※3

※1

※5

高所作業車の接近が困難な環境 交通規制が困難な環境 桁高の高い箱桁内部 跨線橋・跨道橋

※4 ※4
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付図-4.3.3 橋脚高さが 11.5m 以上ある橋脚部の点検方法選定フロー 
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3.2 携行する機械機器 

一般的に携行することが必要となる機械機器および服装の一例を以下に示す。 

①点検用具 

双眼鏡，点検ハンマー，巻尺，ポール等 

②記録用具 

カメラ，ビデオカメラ，チョーク，黒板，マジック，スケール，記録用紙 

③点検用補助機器 

照明設備，懐中電灯，清掃用具，交通安全・規制用具，ロープ，ガムテープ 

④近接用具 

梯子，脚立 

⑤服装例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-4.3.3 点検時の一般的な服装の一例 

 

 

4. 補修工法・単価 

付表-4.4.1 の群馬県橋梁長寿命化計画で用いた補修工法単価一覧を参考に設定した，概算工事費の

算出に用いる，部材・損傷の種類毎の補修工法，数量，単価を付表-4.4.2～付表-4.4.4 に示す。 

 

なお，塗装面積が不明な場合にはデザインデータブック等の既往資料を参考にすること。 

 

- 116 -



付録-4 補足資料集 

 

付表-4.4.1 部材・損傷の種類毎の補修工法・単価一覧 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策区分B 対策区分A 対策区分A0

剥離・鉄筋露出,変形・欠損 断面修復 85     千円/m2 7 15 30 橋面積×0.05

ひびわれ,床版ひびわれ ひびわれ注入 21.5   千円/m 7 15 30 橋面積×0.01

漏水・遊離石灰 舗装打替 17     千円/m2 － － － － 橋面防水による対策

－ 表面保護工 10     千円/m2 7 15 30 橋面積×2.0 補修と同時に実施，1回のみ

剥離・鉄筋露出,変形・欠損,定着部の異常 断面修復 85     千円/m2 7 15 30 橋面積×0.04

ひびわれ,床版ひびわれ ひびわれ注入 21.5   千円/m － － － －

剥離・鉄筋露出,定着部の異常 断面修復 85     千円/m2 7 15 30 橋面積×0.05

床版ひびわれ ひびわれ注入 21.5   千円/m 7 15 30 橋面積×0.01

漏水・遊離石灰 舗装打替 17     千円/m2 － － － － 橋面防水による対策

塗装塗替（Rc-1） 20.5   千円/m2 15 30 60 塗装面積 2回目以降

剥離剤＋塗装塗替(Rc-Ⅰ) 35.5   千円/m2 15 30 60 塗装面積 1回目

塗装塗替（Rc-1） 20.5   千円/m2 15 30 60 塗装面積 2回目以降

剥離剤＋塗装塗替(Rc-Ⅰ) 35.5   千円/m2 15 30 60 塗装面積 1回目

鋼 腐食,防食機能の劣化 金属溶射 237    千円/基 7 15 30 支承基数

鋼、ゴム 支承の機能障害 取替 1,430  千円/基 － － － －

沓座モルタル コンクリート ひびわれ,変形・欠損 打替 16.5   千円/基 7 15 30 支承基数

剥離・鉄筋露出 断面修復 85     千円/m2 7 15 30 下部工基数

ひびわれ,床版ひびわれ ひびわれ注入 21.5   千円/m 7 15 30 下部工基数

塗装塗替（Rc-1） 20.5   千円/m2 15 30 60 下部工基数 2回目以降

剥離剤＋塗装塗替(Rc-Ⅰ) 35.5   千円/m2 15 30 60 下部工基数 1回目

剥離・鉄筋露出,変形・欠損 断面修復 85     千円/m2 7 15 30 下部工基数×5.54

ひびわれ ひびわれ注入 21.5   千円/m 7 15 30 下部工基数×2.24

塗装塗替（Rc-1） 20.5   千円/m2 15 30 60 塗装面積 2回目以降

剥離剤＋塗装塗替(Rc-Ⅰ) 35.5   千円/m2 15 30 60 塗装面積 1回目

基礎 コンクリート 洗掘 洗掘防止工 732    千円/基 － － － －

剥離・鉄筋露出,変形・欠損 断面修復 85     千円/m2 7 15 30 橋面積×0.004

ひびわれ ひびわれ注入 21.5   千円/m 7 15 30 橋長×列数×0.004

鋼 腐食,変形・欠損 取替 148    千円/m 7 15 30 橋長×列数

剥離・鉄筋露出,変形・欠損 断面修復 85     千円/m2 7 15 30 橋面積×0.0055

ひびわれ ひびわれ注入 21.5   千円/m 7 15 30 橋長×0.05

鋼 腐食 塗装塗替（Rc-1） － － － － 主桁の塗装に含む

剥離・鉄筋露出,変形・欠損 断面修復 － － － － 地覆に含む

ひびわれ ひびわれ注入 － － － － 地覆に含む

鋼 腐食 塗装塗替（Rc-1） － － － － 地覆に含む

アスファルト 路面の凹凸,舗装の異常 打替 17     千円/m2 5 10 20 有効幅員×橋長 橋面防水含む

ゴム製 － 破断,漏水・滞水 取替 293    千円/m 3 7 15 全幅員×伸縮装置個数

鋼製 － 漏水・滞水,変形・欠損 取替 395    千円/m 7 15 30 全幅員×伸縮装置個数

埋設型 － 漏水・滞水,変形・欠損 取替 226    千円/m 3 7 15 全幅員×伸縮装置個数

排水施設 排水管・排水桝 鋼、塩ビ 腐食,破断,漏水・滞水 取替 74     千円/箇所 12 25 50 排水桝個数

通常 － 6.5    千円/m － － － 橋面積 補修に合わせて計上

剥離剤 － 9.5    千円/m 15 30 60 橋面積

※1：各単価は110%の諸経費を含む値。

※2：定期点検で確認された対策区分から補修実施までの期間

舗装

伸縮装置

足場

地覆
コンクリート

－

縁石
コンクリート

－

－

－

下部工
躯体

コンクリート

鋼 腐食,防食機能の劣化

防護柵
コンクリート

支承部

支承本体
・アンカーボルト

落橋防止構造

コンクリート

鋼 腐食,防食機能の劣化

鋼橋

床版

コンクリート

鋼 腐食,防食機能の劣化

主桁・縦桁等等 鋼 腐食,防食機能の劣化

備考

RC橋 床版・主桁・横桁 コンクリート

PC橋 床版・主桁・横桁 コンクリート

部材 損傷の種類 補修工法 単価 ※1 補修サイクル(年) ※2
推定補修数量
の計算方法
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が

必
要

な
面

積
8
5

千
円

/
m
2

⑫
う

き
（

支
柱

式
）

取
り

替
え

m
・

径
間

長
×

防
護

柵
の

列
数

1
0
0

千
円

/
m

 
変

形
・

欠
損

（
壁

式
）

断
面

修
復

m
2

・
変

形
や

欠
損

が
生

じ
，

補
修

が
必

要
な

面
積

8
5

千
円

/
m
2

 
変

形
・

欠
損

（
支

柱
式

）
取

り
替

え
m

・
径

間
長

×
防

護
柵

の
列

数
1
0
0

千
円

/
m

⑥
ひ

び
わ

れ
ひ

び
わ

れ
注

入
m

・
ひ

び
わ

れ
延

長
2
1
.
5

千
円

/
m

⑦
剥

離
・

鉄
筋

露
出

断
面

修
復

m
2

・
剥

離
部

で
鉄

筋
が

露
出

し
，

補
修

が
必

要
な

面
積

8
5

千
円

/
m
2

⑧
漏

水
・

遊
離

石
灰

U
カ

ッ
ト

シ
ー

リ
ン

グ
m

・
漏

水
・

遊
離

石
灰

が
生

じ
て

い
る

ひ
び

わ
れ

延
長

2
1
.
5

千
円

/
m

⑫
う

き
断

面
修

復
m
2

・
表

面
が

う
き

，
補

修
が

必
要

な
面

積
8
5

千
円

/
m
2

 
変

形
・

欠
損

断
面

修
復

m
2

・
変

形
や

欠
損

が
生

じ
，

補
修

が
必

要
な

面
積

8
5

千
円

/
m
2

塗
装

塗
替

m
・

塗
装

を
行

う
範

囲
の

橋
軸

方
向

の
長

さ
2
0
.
5

千
円

/
m

当
板

補
修

m
・

当
板

補
修

を
行

う
橋

軸
方

向
の

長
さ

1
4
0

千
円

/
m

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

塗
装

塗
替

m
・

塗
装

を
行

う
範

囲
の

橋
軸

方
向

の
長

さ
2
0
.
5

千
円

/
m

⑥
ひ

び
わ

れ
ひ

び
わ

れ
注

入
m

・
ひ

び
わ

れ
延

長
2
1
.
5

千
円

/
m

⑦
剥

離
・

鉄
筋

露
出

断
面

修
復

m
2

・
剥

離
部

で
鉄

筋
が

露
出

し
，

補
修

が
必

要
な

面
積

8
5

千
円

/
m
2

⑫
う

き
断

面
修

復
m
2

・
表

面
が

う
き

，
補

修
が

必
要

な
面

積
8
5

千
円

/
m
2

 
変

形
・

欠
損

断
面

修
復

m
2

・
変

形
や

欠
損

が
生

じ
，

補
修

が
必

要
な

面
積

8
5

千
円

/
m
2

塗
装

塗
替

m
・

塗
装

を
行

う
範

囲
の

橋
軸

方
向

の
長

さ
2
0
.
5

千
円

/
m

当
板

補
修

m
・

当
板

補
修

を
行

う
橋

軸
方

向
の

長
さ

1
4
0

千
円

/
m

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

塗
装

塗
替

m
・

塗
装

を
行

う
範

囲
の

橋
軸

方
向

の
長

さ
2
0
.
5

千
円

/
m

パ
ッ

チ
ン

グ
m
2

・
パ

ッ
チ

ン
グ

を
行

う
面

積
8
.
5

千
円

/
m
2

部
分

打
替

え
m
2

・
部

分
打

替
え

を
行

う
面

積
1
7

千
円

/
m
2

パ
ッ

チ
ン

グ
m
2

・
パ

ッ
チ

ン
グ

を
行

う
面

積
8
.
5

千
円

/
m
2

打
替

え
m
2

・
有

効
幅

員
×

径
間

長
1
7

千
円

/
m
2

①
腐

食
取

り
替

え
m

・
延

長
（

最
小

長
さ

は
半

車
線

：
斜

角
を

考
慮

）
3
9
5

千
円

/
m

④
破

断
取

り
替

え
m

・
延

長
（

最
小

長
さ

は
半

車
線

：
斜

角
を

考
慮

）
3
9
5

千
円

/
m

⑬
遊

間
の

異
常

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

パ
ッ

チ
ン

グ
m

・
幅

員
方

向
の

延
長

(
橋

軸
方

向
は

1
m
と

仮
定

)
8
.
5

千
円

/
m

取
り

替
え

m
・

延
長

（
最

小
長

さ
は

半
車

線
：

斜
角

を
考

慮
）

3
9
5

千
円

/
m

⑳
漏

水
・

滞
水

非
排

水
化

m
・

延
長

（
有

効
幅

員
：

斜
角

を
考

慮
）

3
1
5

千
円

/
m

 
異

常
な

音
･
振

動
取

り
替

え
m

・
延

長
（

最
小

長
さ

は
半

車
線

：
斜

角
を

考
慮

）
3
9
5

千
円

/
m

 
土

砂
詰

り
清

掃
箇

所
・

箇
所

数
3
0

千
円

/
箇

所
⑰

そ
の

他
非

排
水

化
m

・
延

長
（

有
効

幅
員

：
斜

角
を

考
慮

）
3
1
5

千
円

/
m

⑬
遊

間
の

異
常

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

パ
ッ

チ
ン

グ
m

・
幅

員
方

向
の

延
長

(
橋

軸
方

向
は

1
m
と

仮
定

)
8
.
5

千
円

/
m

取
り

替
え

m
・

延
長

（
最

小
長

さ
は

半
車

線
：

斜
角

を
考

慮
）

2
9
3

千
円

/
m

⑳
漏

水
・

滞
水

取
り

替
え

m
・

延
長

（
有

効
幅

員
：

斜
角

を
考

慮
）

2
9
3

千
円

/
m

 
変

形
・

欠
損

取
り

替
え

m
・

延
長

（
最

小
長

さ
は

半
車

線
：

斜
角

を
考

慮
）

2
9
3

千
円

/
m

塗
装

塗
替

本
・

照
明

柱
の

本
数

7
0

千
円

/
本

取
り

替
え

本
・

照
明

柱
の

本
数

1
0
5
0

千
円

/
本

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

塗
装

塗
替

本
・

照
明

柱
の

本
数

7
0

千
円

/
本

②
亀

裂
取

り
替

え
本

・
照

明
柱

の
本

数
1
0
5
0

千
円

/
本

③
ゆ

る
み

・
脱

落
ナ

ッ
ト

再
設

置
箇

所
・

ゆ
る

み
・

脱
落

の
本

数
4

千
円

/
本

④
破

断
取

り
替

え
箇

所
・

箇
所

数
7
4

千
円

/
箇

所
 

土
砂

詰
り

清
掃

径
間

・
径

間
数

3
0

千
円

/
径

間
①

腐
食

取
り

替
え

箇
所

・
箇

所
数

7
4

千
円

/
箇

所
⑤

防
食

機
能

の
劣

化
塗

装
塗

替
箇

所
・

箇
所

数
2
1
.
5

千
円

/
箇

所
④

破
断

取
り

替
え

箇
所

・
箇

所
数

7
4

千
円

/
箇

所
⑳

漏
水

・
滞

水
取

り
替

え
箇

所
・

箇
所

数
7
4

千
円

/
箇

所
ス

ラ
ブ

ド
レ

ー
ン

－
⑰

そ
の

他
取

り
替

え
箇

所
・

箇
所

数
1
8
0

千
円

/
箇

所

単
価

高
欄

鋼 鋳
鉄

ア
ル

ミ
ス

テ
ン

レ
ス

①
腐

食

コ
ン

ク
リ

ー
ト

防
護

柵

鋼 鋳
鉄

ア
ル

ミ
ス

テ
ン

レ
ス

①
腐

食

コ
ン

ク
リ

ー
ト

部
材

材
料

損
傷

の
種

類
補

修
工

法
数

量

舗
装

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

そ
の

他

⑭
路

面
の

凹
凸

伸
縮

装
置

鋼
⑭

路
面

の
凹

凸

ゴ
ム

そ
の

他
⑭

路
面

の
凹

凸

地
覆

コ
ン

ク
リ

ー
ト

鋼
①

腐
食

縁
石

コ
ン

ク
リ

ー
ト

鋼
①

腐
食

⑮
舗

装
の

異
常

照
明

施
設

鋼

①
腐

食

排
水

ま
す

鋼

排
水

管
鋼 塩

ビ
そ

の
他
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付
表

-
4.
4
.
3 

補
修

工
法

・
数

量
・
単

価
一

覧
（

そ
の

2）
 

                                                                  

単
位

算
出

方
法

⑦
剥

離
・

鉄
筋

露
出

断
面

修
復

m
2

・
剥

離
部

で
鉄

筋
が

露
出

し
，

補
修

が
必

要
な

面
積

8
5

千
円

/
m
2

⑧
漏

水
・

遊
離

石
灰

橋
面

防
水

m
2

・
径

間
有

効
面

積
(
有

効
幅

員
×

径
間

長
)

1
7

千
円

/
m
2

⑨
抜

け
落

ち
部

分
打

ち
替

え
m
2

・
部

分
打

ち
替

え
が

必
要

な
面

積
2
1
0

千
円

/
m
2

⑩
補

修
・

補
強

材
の

損
傷

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

⑪
床

版
ひ

び
わ

れ
ひ

び
わ

れ
注

入
m

・
ひ

び
わ

れ
延

長
2
1
.
5

千
円

/
m

⑫
う

き
断

面
修

復
m
2

・
表

面
が

う
き

，
補

修
が

必
要

な
面

積
8
5

千
円

/
m
2

⑱
定

着
部

の
異

常
個

別
検

討
－

・
個

別
に

補
修

方
法

を
検

討
し

，
補

修
単

価
・

数
量

を
設

定
－

－

塗
装

塗
替

m
2

・
塗

装
面

積
　

a
.
全

体
塗

装
：

現
場

の
塗

歴
板

ま
た

は
橋

梁
台

帳
等

よ
り

求
め

る
　

b
.
部

分
塗

装
：

個
別

に
数

量
を

算
出

2
0
.
5

千
円

/
m
2

当
板

補
修

m
2

・
当

板
補

修
を

行
う

面
積

1
4
0

千
円

/
m
2

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

（
塗

装
仕

様
）

塗
装

塗
替

m
2

・
塗

装
面

積
　

a
.
全

体
塗

装
：

現
場

の
塗

歴
板

ま
た

は
橋

梁
台

帳
等

よ
り

求
め

る
　

b
.
部

分
塗

装
：

個
別

に
数

量
を

算
出

2
0
.
5

千
円

/
m
2

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

当
板

補
修

m
2

・
当

板
補

修
を

行
う

面
積

4
2
0

千
円

/
m
2

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

③
ゆ

る
み

・
脱

落
ボ

ル
ト

・
ナ

ッ
ト

再
設

置
本

・
ゆ

る
み

・
脱

落
の

本
数

1
7

千
円

/
本

⑩
補

修
・

補
強

材
の

損
傷

当
板

補
修

m
2

・
当

板
補

修
を

行
う

面
積

1
4
0

千
円

/
m
2

塗
装

塗
替

m
2

・
塗

装
面

積
　

a
.
全

体
塗

装
：

現
場

の
塗

歴
板

ま
た

は
橋

梁
台

帳
等

よ
り

求
め

る
　

b
.
部

分
塗

装
：

個
別

に
数

量
を

算
出

2
0
.
5

千
円

/
m
2

当
板

補
修

m
2

・
当

板
補

修
を

行
う

面
積

1
4
0

千
円

/
m
2

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

（
塗

装
仕

様
）

塗
装

塗
替

m
2

・
塗

装
面

積
　

a
.
全

体
塗

装
：

現
場

の
塗

歴
板

ま
た

は
橋

梁
台

帳
等

よ
り

求
め

る
　

b
.
部

分
塗

装
：

個
別

に
数

量
を

算
出

2
0
.
5

千
円

/
m
2

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

②
亀

裂
当

板
補

修
m
2

・
当

板
補

修
を

行
う

面
積

4
2
0

千
円

/
m
2

③
ゆ

る
み

・
脱

落
ボ

ル
ト

・
ナ

ッ
ト

再
設

置
本

・
ゆ

る
み

・
脱

落
の

本
数

1
7

千
円

/
本

④
破

断
個

別
検

討
－

・
個

別
に

補
修

方
法

を
検

討
し

，
補

修
単

価
・

数
量

を
設

定
－

－
⑩

補
修

・
補

強
材

の
損

傷
当

板
補

修
m
2

・
当

板
補

修
を

行
う

面
積

1
4
0

千
円

/
m
2

⑬
遊

間
の

異
常

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

 
異

常
な

た
わ

み
個

別
検

討
－

・
個

別
に

補
修

方
法

を
検

討
し

，
補

修
単

価
・

数
量

を
設

定
－

－
 

変
形

・
欠

損
個

別
検

討
－

・
個

別
に

補
修

方
法

を
検

討
し

，
補

修
単

価
・

数
量

を
設

定
－

－
⑥

ひ
び

わ
れ

ひ
び

わ
れ

注
入

m
・

ひ
び

わ
れ

延
長

2
1
.
5

千
円

/
m

⑦
剥

離
・

鉄
筋

露
出

断
面

修
復

m
2

・
剥

離
部

で
鉄

筋
が

露
出

し
，

補
修

が
必

要
な

面
積

8
5

千
円

/
m
2

⑧
漏

水
・

遊
離

石
灰

橋
面

防
水

m
2

・
径

間
有

効
面

積
(
有

効
幅

員
×

径
間

長
)

1
7

千
円

/
m
2

⑩
補

修
・

補
強

材
の

損
傷

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

⑫
う

き
断

面
修

復
m
2

・
表

面
が

う
き

，
補

修
が

必
要

な
面

積
8
5

千
円

/
m
2

⑬
遊

間
の

異
常

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

⑱
定

着
部

の
異

常
個

別
検

討
－

・
個

別
に

補
修

方
法

を
検

討
し

，
補

修
単

価
・

数
量

を
設

定
－

－
 

異
常

な
た

わ
み

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

 
変

形
・

欠
損

断
面

修
復

m
2

・
変

形
や

欠
損

が
生

じ
，

補
修

が
必

要
な

面
積

8
5

千
円

/
m
2

①
腐

食
塗

装
塗

替
m
2

・
主

桁
全

体
の

塗
装

を
行

う
場

合
は

、
主

桁
で

塗
装

面
積

を
計

上 ・
横

桁
の

み
塗

装
を

行
う

場
合

は
、

個
別

に
塗

装
面

積
を

算
出

2
0
.
5

千
円

/
m
2

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

（
塗

装
仕

様
）

塗
装

塗
替

m
2

・
主

桁
全

体
の

塗
装

を
行

う
場

合
は

，
主

桁
で

塗
装

面
積

を
計

上 ・
横

桁
の

み
塗

装
を

行
う

場
合

は
，

個
別

に
塗

装
面

積
を

算
出

2
0
.
5

千
円

/
m
2

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

②
亀

裂
当

板
補

修
m
2

・
当

板
補

修
を

行
う

面
積

4
2
0

千
円

/
m
2

③
ゆ

る
み

・
脱

落
ボ

ル
ト

・
ナ

ッ
ト

再
設

置
本

・
ゆ

る
み

・
脱

落
の

本
数

1
7

千
円

/
本

④
破

断
個

別
検

討
－

・
個

別
に

補
修

方
法

を
検

討
し

，
補

修
単

価
・

数
量

を
設

定
－

－
⑩

補
修

・
補

強
材

の
損

傷
当

板
補

修
m
2

・
当

板
補

修
を

行
う

面
積

1
4
0

千
円

/
m
2

 
変

形
・

欠
損

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

⑥
ひ

び
わ

れ
ひ

び
わ

れ
注

入
m

・
ひ

び
わ

れ
延

長
2
1
.
5

千
円

/
m

⑦
剥

離
・

鉄
筋

露
出

断
面

修
復

m
2

・
剥

離
部

で
鉄

筋
が

露
出

し
，

補
修

が
必

要
な

面
積

8
5

千
円

/
m
2

⑧
漏

水
・

遊
離

石
灰

橋
面

防
水

m
2

・
径

間
有

効
面

積
(
有

効
幅

員
×

径
間

長
)

1
7

千
円

/
m
2

⑩
補

修
・

補
強

材
の

損
傷

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

⑫
う

き
断

面
修

復
m
2

・
表

面
が

う
き

，
補

修
が

必
要

な
面

積
8
5

千
円

/
m
2

⑱
定

着
部

の
異

常
個

別
検

討
－

・
個

別
に

補
修

方
法

を
検

討
し

，
補

修
単

価
・

数
量

を
設

定
－

－
 

変
形

・
欠

損
断

面
修

復
m
2

・
変

形
や

欠
損

が
生

じ
，

補
修

が
必

要
な

面
積

8
5

千
円

/
m
2

塗
装

塗
替

m
2

・
主

桁
全

体
の

塗
装

を
行

う
場

合
は

、
主

桁
で

塗
装

面
積

を
計

上 ・
横

構
の

み
塗

装
を

行
う

場
合

は
、

個
別

に
塗

装
面

積
を

算
出

2
0
.
5

千
円

/
m
2

当
板

補
修

m
2

・
当

板
補

修
を

行
う

面
積

1
4
0

千
円

/
m
2

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

（
塗

装
仕

様
）

塗
装

塗
替

m
2

・
主

桁
全

体
の

塗
装

を
行

う
場

合
は

、
主

桁
で

塗
装

面
積

を
計

上 ・
横

構
の

み
塗

装
を

行
う

場
合

は
、

個
別

に
塗

装
面

積
を

算
出

2
0
.
5

千
円

/
m
2

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

②
亀

裂
当

板
補

修
m
2

・
当

板
補

修
を

行
う

面
積

4
2
0

千
円

/
m
2

③
ゆ

る
み

・
脱

落
ボ

ル
ト

・
ナ

ッ
ト

再
設

置
本

・
ゆ

る
み

・
脱

落
の

本
数

1
7

千
円

/
本

④
破

断
個

別
検

討
－

・
個

別
に

補
修

方
法

を
検

討
し

，
補

修
単

価
・

数
量

を
設

定
－

－
⑩

補
修

・
補

強
材

の
損

傷
当

板
補

修
m
2

・
当

板
補

修
を

行
う

面
積

1
4
0

千
円

/
m
2

 
変

形
・

欠
損

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

①
腐

食

②
亀

裂

　
主

桁
（

縦
桁

）

鋼

①
腐

食

コ
ン

ク
リ

ー
ト

単
価

部
材

材
料

損
傷

の
種

類
補

修
工

法
数

量

横
桁

鋼 コ
ン

ク
リ

ー
ト

　
横

構
（

対
傾

構
）

鋼

①
腐

食

床
版

コ
ン

ク
リ

ー
ト

鋼
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付
表

-
4.
4
.
4 

補
修

工
法

・
数

量
・
単

価
一

覧
（

そ
の

3）
 

                                                           

単
位

算
出

方
法

①
腐

食
金

属
溶

射
基

・
1
支

承
線

の
支

承
数

2
3
7

千
円

/
基

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

金
属

溶
射

基
・

1
支

承
線

の
支

承
数

2
3
7

千
円

/
基

③
ゆ

る
み

・
脱

落
ナ

ッ
ト

再
設

置
本

・
ゆ

る
み

・
脱

落
が

生
じ

て
い

る
本

数
1
7

千
円

/
本

④
破

断
取

り
替

え
基

・
1
支

承
線

の
支

承
数

1
4
3
0

千
円

/
基

⑯
支

承
の

機
能

障
害

取
り

替
え

基
・

1
支

承
線

の
支

承
数

1
4
3
0

千
円

/
基

 
変

形
・

欠
損

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

 
土

砂
詰

り
清

掃
基

・
1
支

承
線

の
支

承
数

4
5

千
円

/
基

 
沈

下
・

移
動

・
傾

斜
取

り
替

え
基

・
1
支

承
線

の
支

承
数

1
4
3
0

千
円

/
基

⑥
ひ

び
わ

れ
沓

座
打

替
基

・
1
支

承
線

の
支

承
数

1
6
.
5

千
円

/
基

 
変

形
・

欠
損

沓
座

打
替

基
・

1
支

承
線

の
支

承
数

1
6
.
5

千
円

/
基

①
腐

食
塗

装
塗

替
基

・
塗

装
塗

替
の

必
要

な
落

橋
防

止
構

造
の

基
数

1
4
0

千
円

/
基

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

塗
装

塗
替

基
・

塗
装

塗
替

の
必

要
な

落
橋

防
止

構
造

の
基

数
1
4
0

千
円

/
基

③
ゆ

る
み

・
脱

落
ナ

ッ
ト

再
設

置
本

・
ゆ

る
み

・
脱

落
が

生
じ

て
い

る
本

数
1
7

千
円

/
本

⑥
ひ

び
わ

れ
ひ

び
わ

れ
注

入
m

・
ひ

び
わ

れ
延

長
2
1
.
5

千
円

/
ｍ

⑦
剥

離
・

鉄
筋

露
出

断
面

修
復

m
2

・
剥

離
部

で
鉄

筋
が

露
出

し
，

補
修

が
必

要
な

面
積

8
5

千
円

/
m
2

⑧
漏

水
・

遊
離

石
灰

U
カ

ッ
ト

シ
ー

リ
ン

グ
m

・
漏

水
・

遊
離

石
灰

が
生

じ
て

い
る

ひ
び

わ
れ

延
長

2
1
.
5

千
円

/
m

⑫
う

き
断

面
修

復
m
2

・
表

面
が

う
き

，
補

修
が

必
要

な
面

積
8
5

千
円

/
m
2

⑥
ひ

び
わ

れ
ひ

び
わ

れ
注

入
m

・
ひ

び
わ

れ
延

長
2
1
.
5

千
円

/
m

⑦
剥

離
・

鉄
筋

露
出

断
面

修
復

m
2

・
剥

離
部

で
鉄

筋
が

露
出

し
，

補
修

が
必

要
な

面
積

，
ま

た
は

鉄
筋

の
露

出
は

な
い

が
，

剥
離

面
積

が
大

き
い

場
合

の
剥

離
面

積
8
5

千
円

/
m
2

⑧
漏

水
・

遊
離

石
灰

U
カ

ッ
ト

シ
ー

リ
ン

グ
m

・
漏

水
・

遊
離

石
灰

が
生

じ
て

い
る

ひ
び

わ
れ

延
長

2
1
.
5

千
円

/
m

⑫
う

き
断

面
修

復
m
2

・
表

面
が

う
き

，
補

修
が

必
要

な
面

積
8
5

千
円

/
m
2

 
変

形
・

欠
損

断
面

修
復

m
2

・
変

形
や

欠
損

が
生

じ
，

補
修

が
必

要
な

面
積

8
5

千
円

/
m
2

⑥
ひ

び
わ

れ
ひ

び
わ

れ
注

入
m

・
ひ

び
わ

れ
延

長
2
1
.
5

千
円

/
m

⑦
剥

離
・

鉄
筋

露
出

断
面

修
復

m
2

・
剥

離
部

で
鉄

筋
が

露
出

し
，

補
修

が
必

要
な

面
積

，
ま

た
は

鉄
筋

の
露

出
は

な
い

が
、

剥
離

面
積

が
大

き
い

場
合

の
剥

離
面

積
8
5

千
円

/
m
2

⑧
漏

水
・

遊
離

石
灰

U
カ

ッ
ト

シ
ー

リ
ン

グ
m

・
漏

水
・

遊
離

石
灰

が
生

じ
て

い
る

ひ
び

わ
れ

延
長

2
1
.
5

千
円

/
m

⑩
補

修
・

補
強

材
の

損
傷

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

⑫
う

き
断

面
修

復
m
2

・
表

面
が

う
き

，
補

修
が

必
要

な
面

積
8
5

千
円

/
m
2

 
変

形
・

欠
損

断
面

修
復

m
2

・
変

形
や

欠
損

が
生

じ
，

補
修

が
必

要
な

面
積

8
5

千
円

/
m
2

塗
装

塗
替

m
2

・
塗

装
面

積
（

現
場

の
塗

歴
板

ま
た

は
橋

梁
台

帳
等

よ
り

求
め

る
）

2
0
.
5

千
円

/
m
2

当
板

補
修

m
2

・
当

板
補

修
を

行
う

面
積

1
4
0

千
円

/
m
2

⑤
防

食
機

能
の

劣
化

塗
装

塗
替

m
2

・
塗

装
面

積
（

現
場

の
塗

歴
板

ま
た

は
橋

梁
台

帳
等

よ
り

求
め

る
）

2
0
.
5

千
円

/
m
2

②
亀

裂
当

板
補

修
m
2

・
当

板
補

修
を

行
う

面
積

4
2
0

千
円

/
m
2

③
ゆ

る
み

・
脱

落
ナ

ッ
ト

再
設

置
本

・
ゆ

る
み

・
脱

落
の

本
数

1
7

千
円

/
本

⑩
補

修
・

補
強

材
の

損
傷

当
板

補
修

m
2

・
当

板
補

修
を

行
う

面
積

1
4
0

千
円

/
m
2

 
変

形
・

欠
損

個
別

検
討

－
・

個
別

に
補

修
方

法
を

検
討

し
，

補
修

単
価

・
数

量
を

設
定

－
－

 
沈

下
・

移
動

・
傾

斜
個

別
検

討
－

・
個

別
に

補
修

方
法

を
検

討
し

，
補

修
単

価
・

数
量

を
設

定
－

－
 

洗
掘

洗
掘

防
止

工
基

・
1
（

基
）

7
3
2

千
円

/
基

①
腐

食
塗

装
塗

替
m

・
検

査
路
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付録-5 参考資料集 

1. 橋の分類と部材の名称 

1.1 橋の分類 

橋は用途、架設場所、使用材料などにより次のように分類される。 

 

(1) 用途による分類 

道路橋：道路を通す橋 

鉄道橋：鉄道を通す橋 

歩道橋：歩行者（場合によっては自転車を

歩行含む）専用の橋 

水路橋：水道・発電水力・かんがい用水な

どの水路を通す橋 

併用橋：道路と鉄道、道路と水路などを同

時に通す橋 

 

(2) 架設場所による分類 

跨水橋：川・沼・湖・海などを横断する橋。 

高架橋：市街地・山岳地などを横断する橋。 

跨道橋：道路を横断してその上にかかる

橋。 

跨線橋：鉄道線路を横断してその上にか

かる橋 

 

(3) 使用材料による分類 

木橋：木材を主要材料とする橋 

石橋：石材、レンガを主要材料とする橋 

鋼橋：鋼材を主要材料とする橋 

コンクリート橋：コンクリートを主要材

料とする橋 

※鉄筋により補強をしたものは RC橋 

※鋼材によってプレストレスを与えたも

のは PC橋 

 

(4) 路面の位置による分類（付図-5.1.1） 

上路橋：橋桁の上に路面を設けた橋 

中路橋：橋桁の中間部に路面を設けた橋 

下路橋：橋桁の下部に路面を設けた橋 

二層橋：上下に二層の路面がある橋 

 

(5) 橋の平面形状による分類（付図-5.1.2） 

直線橋：橋軸が直線である橋 

直 橋：橋桁の支承線が橋軸に直角であ

る橋 

斜 橋：橋桁の支承線が橋軸に斜めであ

る橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-5.1.1 路面位置における分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-5.1.2 橋の平面形状による分類 
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(6) 支持方法による分類（付図-5.1.3） 

単純桁橋：橋桁（主構）が径間ごとに単純

に支持された橋 

連続桁橋：橋桁（主構）が2径間以上に連

続する橋 

カンチレバー桁橋：連続桁橋中の適当な

ところにヒンジを設

けて静定構造とした

橋 

 

 

 

 

 

 

 

付図-5.1.3 支持方法からの分類 

 

(7) 形式による分類（付図-5.1.4） 

上部構造の形式による最も一般的な分類

法である。 

プレートガーター橋：桁と呼ばれる梁構

造の橋 

トラス橋：トラス構造の橋 

アーチ系橋：アーチリブを用いたアーチ

構造の橋 

ラーメン橋：T形やπ形の形をしたラーメ

ン構造の橋 

斜張橋：塔と桁とを斜めに張ったケーブ

ルでつないで桁を支える構造の

橋 

吊橋：塔間にケーブルを張り、補剛桁を吊

り下げている橋 

 

(8) その他 

通常の固定されている橋に対して、橋桁

が開閉可能な構造を有する可動橋があり、

その開閉方式により旋開橋、昇開橋、跳開橋

に分類される。 

その他にモノレール、新交通システムな

どに供する橋もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-5.1.4 形式による分類 
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1.2 橋の構成要素と役割 

(1) 橋の名称 

橋の一般的な名称を付図-5.1.5 及び付図-5.1.6 に示し、その概要について述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-5.1.5 橋梁の一般的な名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-5.1.6 路面状の名称（桁橋の場合） 

 

上部構造：橋台，橋脚の上に設ける橋桁部分のことで，床版及び主構（桁）・床組・横桁・対傾

構・横構などから構成されている。 

下部構造：上部構造からの荷重を基礎地盤に伝達する構造部分で橋台、橋脚及びそれらの基礎

のこと。 

橋長：橋台胸壁前面間の距離。 

支間（スパン）：1つの橋長方向における支承中心間の距離。 

径間：橋台，橋脚の中心間距離で，計画高水流量，地盤などの立地条件や周辺環境を考慮して

決められる。 

H．W．L：計画高水位（High Water Level の略）のこと。 

 

 

 

 

- 124 -



付録-5 参考資料集 

 

橋下空間：計画高水位との間に洪水時における流木などの流下物の浮上高などを考慮して決め

られる（河川管理施設等構造令 41条、42条による）。 

支  承：上部構造に作用する荷重を下部構造に伝達する機能とともに，上部構造の温度変化

による伸縮及び活荷重たわみによる回転，移動を円滑にする働きをし，固定支承と

可動支承に大別される。使用される材料によって，鋼製支承，ゴム支承及びコンク

リート製の支承などに分類される。（付図-5.1.7） 

伸縮装置：橋の温度，コンクリートのクリープ及び乾燥収縮，活荷重等による桁端の伸縮，回

転等の変位に対し，車輪が橋面を支障なく走行できるようにするため，あるいは鉄

道橋の場合には軌道構造を支持してレールの保持に支障を与えないための装置をい

う。使用される材料により分類すると，鋼，鋳鋼等を用いて製作される鋼製伸縮装

置と，ゴム材と鋼材を組み合わせたゴム製伸縮装置に大別できる。（付図-5.1.8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-5.1.7 支承 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-5.1.8 伸縮装置 
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落橋防止構造：地震時における橋の落下を防止する目的で次のことを行う。 

(1)可動支承部に移動制限装置を設ける。 

(2)桁端から下部構造頂部縁端までの長さ（桁と下部頂部との橋軸方向ラップ

長 SE）及びかけ違い部の桁の長さを十分に確保する。（付図-5.1.9 参照） 

地覆：橋の幅員方向最端部で自動車が橋面外へ逸脱するのを防ぐ。 

縁石：歩道と車道の境界部に設け自動車の歩道への侵入するのを防ぐ。 

車両用防護柵（高欄）：地覆とともに自動車（人）が橋面外へ逸脱するのを防ぐ。 

 

支承・伸縮装置・落橋防止装置・排水装置・車両用防護柵（高欄）などを橋の附属物と総称し，

一般的にすべての橋に取付く。 

また，橋には添架物と呼ばれる維持管理用検査路，水道・ガス・電気・通信等の管類が取付く

場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-5.1.9 落橋防止構造 

 

排水装置：道路機能の確保と橋梁の維持管理が主目的であり，自動車などの走行を支障なく行

うことや，橋体の腐食を防ぐために，橋面の排水を行う。（付図-5.1.10 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-5.1.10 排水装置 
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(2) 部材の名称 

1) 上部構造 

【鋼鈑桁】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鋼箱桁】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「橋梁点検要領（H26.6 国土交通省）」より抜粋 

付図-5.1.11 部材の名称（その 1） 
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【トラス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トラス橋の格点部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格点部の詳細 

 

※「橋梁点検要領（H26.6 国土交通省）」より抜粋 

付図-5.1.12 部材の名称（その 2） 
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【アーチ（下路式）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アーチ橋の格点部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格点部の詳細 

 

※「橋梁点検要領（H26.6 国土交通省）」より抜粋 

付図-5.1.13 部材の名称（その 3） 
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【アーチ（上路式）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ラーメン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「橋梁点検要領（H26.6 国土交通省）」より抜粋 

付図-5.1.14 部材の名称（その 4） 
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【斜張橋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【吊橋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【外ケーブル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「橋梁点検要領（H26.6 国土交通省）」より抜粋 

付図-5.1.15 部材の名称（その 5） 
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【PCT桁，RCT桁】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【PCプレテン床版】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【PC中空床版】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【PC箱桁，RC箱桁】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「橋梁点検要領（H26.6 国土交通省）」より抜粋 

付図-5.1.16 部材の名称（その 6） 
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【PC定着部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：床版縦締め部・横締め部は，完成後は目視不可能な場合がほとんどである。 

 

※「橋梁点検要領（H26.6 国土交通省）」より抜粋 

付図-5.1.17 部材の名称（その 7） 
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2) 下部構造 

【橋台】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【橋脚】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【橋台部ジョイントレス構造】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「橋梁点検要領（H26.6 国土交通省）」より抜粋 

付図-5.1.18 部材の名称（その 8） 
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3) 支承部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「橋梁点検要領（H26.6 国土交通省）」より抜粋 

付図-5.1.19 部材の名称（その 9） 
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4) 落橋防止システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「橋梁点検要領（H26.6 国土交通省）」より抜粋 

付図-5.1.20 部材の名称（その 10） 
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5) 路上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「橋梁点検要領（H26.6 国土交通省）」より抜粋 

付図-5.1.21 部材の名称（その 11） 
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6) 伸縮装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「橋梁点検要領（H26.6 国土交通省）」より抜粋 

付図-5.1.22 部材の名称（その 12） 
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7) 排水施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「橋梁点検要領（H26.6 国土交通省）」より抜粋 

付図-5.1.23 部材の名称（その 7） 

 

8) 点検施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「橋梁点検要領（H26.6 国土交通省）」より抜粋 

付図-5.1.24 部材の名称（その 13） 
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2. 点検のポイント 

2.1 点検の要点 

(1) 点検技術者の持つべき知識 

橋の点検において最も優れた技術は，訓練された人の判断力，洞察力，推理力である。このた

め，点検技術者は次の事項について，常に関心を持ち，自己の知識を更新しておかなければなら

ない。（知識のメンテナンス） 

①橋梁構造（附属物含む），設計法についての知識 

〇一般的な知識，特殊な構造，歴史的変遷，新しい構造，新形式など 

〇支承，伸縮装置，排水装置など 

〇設計基準，設計法，計算手法等の変遷 

②材料の特性と施工法についての知識 

〇鋼材（高張力，高じん性，高溶接性，耐候性，メッキ，溶接法，検査法など） 

〇コンクリート（高強度，発熱，乾燥収縮，クリープ，配合，打設法，打設順序など） 

〇その他（塗料，ゴム，潤滑剤など） 

③各種損傷についての知識 

④補修・補強工法についての知識 

⑤測定機器とその性能についての知識 

 

(2) 点検における着目点 

①鋼部材の変状 

外観：塗装の割れ，ふくれ，錆汁，変形，脱落など 

原因：腐食，疲労亀裂，座屈，破断など 

②コンクリート部材の変状 

外観：異常なひびわれ，はく離，欠損，錆汁，異常なたわみ，変色，漏水など 

原因：鉄筋の腐食，施工不良，塩害，凍害，アルカリシリカ反応（ASR），中性化など 

③支承，伸縮装置等の変状 

外観：段差，異常な音，振動，亀裂，走行時の衝撃，漏水など 

原因：腐食，機能不良，破損など 

④ポイントの絞り込み 

イ）対象を絞り，注意力を集中すること 

〇異常（変状）の発生が，一部の橋の特定の部位に限られる。 

ロ）どんな橋種のどの部位にどんな異常が発生するのかを知ることが有効 

〇橋梁形式，規模，構造的な特徴，構造詳細など 

〇設計・施工年代，使用材料など 

〇損傷事例集の必要性（あるいは有効性） 

ハ）実際の損傷を数多く見ることが，最も点検の効率を高め，技術レベルも向上する。 

〇人間の目はもっともすぐれた点検機器  

〇実地研修等の必要性 
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(3) 点検技術者が行うべき判断 

①推測・判断の項目 

判断は点検の次の段階であるが，しかし，必要最小限の「判断」を意識することは問題意識

を持った点検へとつながる。点検では，その損傷が次に及ぼす影響を推測する事が大切である。 

付表-5.2.1 推測・判断ポイント 

推測・判断すべき事項 ポイント 
異常（変状）の重大性 交通規制の要否 
異常（変状）発生原因の推定 予断（思いこみ）は禁物だが，どこに注目するかの絞り込み

は必要 
異常（変状）の性質と対処法 進行性の有無，次の着目箇所，詳細調査の方針 
次回点検時期の設定 損傷は進行性か安全状態かの判断 

 

②判断上のポイント 

損傷原因とメカニズムの推定を念頭に置きながら，点検，記録，報告することがその後の作

業を容易にする。 

損傷原因とメカニズムの推定を助ける事項は次のとおり。 

イ）いつ発生した損傷か？：架設当初，初期，経年後，改造後？ 

ロ）要因は設計，施工，維持管理？  ⇒  施工時の損傷もありうる。 

ハ）活荷重の影響か（例えば疲労），化学作用か（例えば腐食）？ 

ニ）構造上の特徴はないか？  ⇒  あれば他の箇所でもあり得る 

③損傷の性格と対処法 

イ）特定の橋にのみ見られる損傷 

〇施工不良，供用環境などが原因  ⇒  その橋限りの問題 

ロ）同じ形式の橋，詳細構造に見られる損傷 

〇構造上の特性が原因  ⇒  同種の橋（同じような構造）の調査が必要 

ハ）同時期の橋に見られる損傷 

〇設計基準，施工法の慣行，材料の品質などが原因⇒同時期の橋の調査が必要 

ニ）落橋につながる可能性のある損傷 

〇引張部材の疲労，圧縮部材の座屈  ⇒  重大な損傷，即対応の必要あり 

ホ）放置しても当面差し支えない損傷 

〇水の回ってない RC床版の乾燥収縮ひびわれ 

〇拘束応力による 2次部材内部のひびわれ等 

④次回点検時期の設定 

イ）特別な異常（変状）がなければ通常の点検間隔（定期点検）へ 

ロ）以下の場合は適切な間隔を設定し（追跡点検，中間点検），記録する。 

〇過去に実績の少ない補修・補強を行った場合 

〇未経験の異常（変状）である場合 

〇異常（変状）の進行程度を見極める必要がある場合 

〇振動等，損傷発生の兆候が認められる場合 

ハ）以下の場合も条件に応じて適切な点検間隔を設定することが望ましい。 

〇高齢橋 

〇大型車交通量が非常に多い橋 
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(4) 現場における心構え 

①橋面での観察 

点検対象の橋に到着したら，橋面上で全体的な異常がないかを観察することが大切で，普段

目にしない部位での変形（異常）が橋面に現れていることがある。一般的には，次のようなポ

イントを観察するのが良い。 

イ）全体的な通り，縦断におかしいところがないか，高欄や地覆で確認する（下部工の変形，

主桁の異常に関係する）。雨上がりであれば路面の滞水位置でも観察できる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-5.2.1 路面の滞水 

 
ロ）通行車両による異常音，振動，たわみがないか？ 

ハ）舗装に変状が出ていないか，あるいは変状が多くないか（床版陥没の兆候など）      

ニ）伸縮装置に変状（段差，破損，遊間異常，騒音など）はないか？（支承の変形に関係す

る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真-5.2.2 伸縮装置の段差         写真-5.2.3 支承の沈下 

 
ホ）橋面上の附属物（標識，照明柱，高欄等）に第三者被害を誘発する損傷の兆候はないか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

路面の滞水 

伸縮装置の段差 

支承の沈下 

- 142 -



付録-5 参考資料集 

 

ヘ）橋台，のり面，取付け道路に変状はないか？（支承の遊間や変状に関係する） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-5.2.4 伸縮装置の遊間異常（遊間が広い） 

 
 
 
 

写真-5.2.5 橋台の傾斜 

（桁遊間が上下で違う） 

 
 
 
 

写真-5.2.6 支承の遊間異常（ストッパーの片寄り） 

 

以上のような項目が認められる場合には，その場所を橋梁管理カルテに記録し，該当する

位置の部材や桁下面を観察する。また，異常が発見されたならばその異常が影響すると思わ

れる範囲や同様構造についても観察する。もちろん下路形式の橋では路面上空の構造物にも

着目する。 

 

②桁下面での観察 

前項の観察が済んだら，桁下面から見て全体的な異常がないかを観察する。橋面での変状を

頭に入れ，同一箇所の桁下面での異常の有無を特に入念に観察することが大切である。 

イ）下部工に沈下や移動がないか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-5.2.7 橋台躯体コンクリートのわれ 

桁遊間が違う 
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ロ）路面での異常音，振動，たわみはどこの部材から生じているか？ 

ハ）床版下面の変状が特に顕著な箇所はないか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-5.2.8 床版の遊離石灰 

ニ）支承に変状が出ていないか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-5.2.9 1 本ローラー支承のローラーの逸脱 

 
ホ）端対傾構，横桁に異常が出ていないか？ 

ヘ）主構造に割れや変形，ボルト脱落，錆汁，異常振動が出ているところはないか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-5.2.10 桁の倒れと逆キャンバー 

 

必ずしも全景が確認できる位置にアクセスできるとは限らないが，安全に十分注意しなが

ら桁下全体が観察可能な位置から，大きな目で点検するのが良い。前項及び本項での項目が

道路パトロールで指摘されている場合には，集中して観察することが大切である。 

逸脱したローラー

ローラーの逸脱 

桁の倒れ 

逆キャンバー 
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③予防と改良の視点からの観察 

損傷を予防する視点から全体を観察することも重要である。多くの損傷が水に起因している

ことから，床版を屋根に見立てて漏水箇所や排水の不備を見出したり，水を桁下や側方から供

給する草木の繁茂状態を観察することも大切である。 

イ）床版防水工はなされているか？（机上調査も重要） 

ロ）伸縮装置は非排水式か？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-5.2.11 鋼製フィンガージョイント      付図-5.2.1 鋼製フィンガージョイント 

（排水式）                （道路橋計画・設計要領） 

 

ハ）路面排水に不備はないか？（排水ますの土砂詰まり，排水管の腐食・われ，流末処理の

不備（排水管直下が橋座面であったり，落橋防止構造等を設置している事例）はないか？） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-5.2.12 橋座面直上の排水管 

 
 

写真-5.2.13 排水ますの土砂詰り 
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写真-5.2.14 落橋防止構造直上の排水管 

 
ニ）橋梁の下面・側面に草木が繁茂していないか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-5.2.15 橋梁側面のつたの絡まり     写真-5.2.16 橋梁下面の草木繁茂 

 
また、支承の土砂詰りは主構造の腐食や支承機能（移動、回転）の損失に伴う拘束力発生

の誘因となるため、留意して観察する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-5.2.17 支承の土砂詰り①        写真-5.2.18 支承の土砂詰り② 

 
上記に関しては，速やかに維持工事を行い，予防保全に努めることが重要である。 

 

支承

支承
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2.2 損傷の特徴 

(1) 架設年代別の特性 

①昭和 30～40年代前半に架設された橋は要注意（もっとも橋が量産された時期である） 

〇高張力鋼の出現 ⇒ 腐食，たわみ，疲労など 

〇たわみ規定の緩和 ⇒ 二次応力による部材疲労，RC床版の損傷 

〇競争設計（ウエイトコンペ） ⇒  薄い板厚，断面変化が多い ⇒  腐食，疲労 

②昭和 39年示方書により設計された RC床版は壊れやすい。 

〇配力筋不足，許容応力度高い，設計曲げモーメント小さい，床版厚薄い，防水工なし，損

傷メカニズム不明  ⇒  疲労耐久性なし，水の影響が大きい 

 

(2) 形式別の特性 

①鋼ゲルバー橋  ⇒  振動しやすい，伸縮装置が多い 

〇支承・伸縮継手の損傷 

〇疲労 

②切り欠き部を有する鋼桁端部 

〇不適切なディテールによる疲労 

〇支承の機能不良による疲労 

③鋼下路橋（トラス，アーチ） 

〇床版と床組との合成効果による主構下弦材と床組との変位差による横桁添接部腹板の疲

労 

〇主構と床構造との橋軸方向変位差による縦桁腹板添接部の疲労 
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付図-5.2.2 トラス・アーチの損傷事例 

 

④鋼上路アーチ橋 

〇垂直材とアーチリブあるいは補剛桁との接合部の疲労 

⑤鋼床版橋  ⇒  たわみやすい，振動しやすい 

〇縦リブと横リブの溶接箇所（トラフリブ，板リブ） 

〇トラフリブの現場溶接部 

⑥鋼製橋脚 

〇隅角部の梁と支柱の溶接部疲労 
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⑦RCゲルバー橋 

〇ゲルバー掛け違い部ひびわれ  ⇒  せん断強度不足，支承機能不全，不適切な鉄筋配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.19  RC ゲルバー掛け違い部のひびわれ 

 

⑧ヒンジ付き PCゲルバー橋 

〇クリープ変形による垂れ下がり，車両通過時の衝撃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.2.20 ヒンジ付き PCゲルバー橋の垂れ下がり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桁の垂れ下がり

左写真の拡大
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3. 点検の着目点 

3.1 RC 下部工 

RC 橋脚の構造的な欠陥に関連する損傷は発生部位・部材が明確であり，これが点検時に着目する

ポイントである。 

損傷発生の具体的要因は，上部工荷重の増大または断面不足，鉄筋量による耐荷力不足によるひ

びわれの発生，地震力に対する耐荷力不足（断面及び鉄筋量不足）によるひびわれの発生があげら

れる。これらのひびわれ形態としては，下図の通りであり，発生する部位は明確で，上部工荷重を

直接受ける横梁の付根付近の上面や，ラーメン式橋脚では，横梁の下面にひびわれが発生しやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-5.3.1 上部工荷重増大または断面、鉄筋量不足による梁のひびわれ 

 

また，地震力により発生するひびわれは，柱の水平方向に発生し，ラーメン式橋脚では横梁にも

発生しやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-5.3.2 地震時の代表的なひびわれ 

 

また，基礎の支持力不足によっても，付図-5.3.5 に示すようなひびわれが発生する。この場合の

ひびわれはラーメン式橋脚に発生し，主に脚柱の上部に水平方向，横梁に橋軸方向にひびわれが発

生しやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-5.3.3 基礎の支持力不足によるひびわれ（ラーメン式橋脚） 

 

 

 

沈下 沈下 
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河川増水時には流水による橋脚周辺地盤の洗掘や河床低下の影響で橋脚基礎の安定性が低下し，

橋脚が傾斜・倒壊する場合がある。こうした河川増水時における橋梁の洗掘災害を防止するために

保護護岸など橋梁廻りの整備によって対応されている。 

しかし，保護護岸の損傷によって洗掘が発生する例も挙げられているため、橋台の点検時には保

護護岸の状況も写真に撮り，記録を残しておく必要がある。 

 

【点検ポイント】 

・洗掘状況（他の地盤高さとの差、範囲）のほか、基礎底面への洗掘状況を確認する。 

・通常は流水中であるため、洗掘状況はポール等で測定する。 

・渇水期等に目視が可能であれば、その時期に点検を実施する。 

・橋梁廻りの保護護岸の状況を写真に撮り記録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.3.1 アーチ橋基礎下方の斜面側方が護岸を 

超過した洪水により洗い流された例 

 

3.2 コンクリート橋【RC上部工】 

コンクリート橋では，古い要領で設計されている架設年度の古い橋梁や，新しい橋梁でも設計時

や施工時に不具合がある橋梁，材料的劣化が顕著な橋梁などには，構造的な欠陥に関連するひびわ

れ等の損傷が発生する場合がある。 

このような構造的な欠陥に関連するひびわれ等が発生する場合は，構造的に曲げモーメントやせ

ん断力が卓越した位置などが多いため，あらかじめ予想できる。例えば，鉄筋コンクリート部材は，

コンクリートと鉄筋の 2つの材料からなる複合部材である。コンクリートは圧縮には強いが引張に

は弱く，引張強度は圧縮強度の 1/10～1/13である。 

コンクリート桁に荷重が作用すると，上側に生じる圧縮力をコンクリートが，下側に生じる引張

力を鉄筋がそれぞれ負担する。下側は鉄筋の伸びと同時にコンクリートに引張力が発生し，コンク

リートの引張強度を超えると鉄筋の周囲にひびわれが発生する。このようなひびわれは支間中央付

近に発生する。また，せん断力によるひびわれが支間 1/4 点付近に発生する場合がある。 

これらの代表的なひびわれ発生箇所を付図-4.3.6 に示す。点検においては，構造系に応じて，構

造的にひびわれが発生し易い箇所は入念にコンクリート面を観察する必要がある。 
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付図-5.3.4 コンクリート桁のひびわれ 

 

3.3 コンクリート橋【PC上部工】 

PC 橋の部材にみられる特有な損傷には以下の種類がある。 

（ａ）PC鋼材に沿って発生するひびわれ，定着部付近のひびわれ 

（ｂ）PC鋼材定着部跡埋め保護コンクリート部の遊離石灰，錆汁 

（ｃ）PC鋼材の破断及び突出 

（ｄ）場所打継目の漏水・錆汁 

PC 橋特有の変状は，PC鋼材定着部や PC鋼材に沿って発生するひびわれ，PC鋼材定着部跡埋め部

及び場所打継目部に発生したひびわれなどが多い。PC鋼材に沿ったひびわれの原因としては，グラ

ウトの充填不足によってシース内に雨水等が浸入することによる凍結融解作用や発錆による膨張

等が考えられる。 

鉄筋や PC鋼材位置まで水や塩分などの劣化因子が到達すると，鋼材の腐食による錆汁，遊離石灰

の原因となる。これは，コンクリート表面や打継目に発生したひびわれにより加速される。変状が

さらに進行するとPC鋼材の破断や PC鋼棒の突出，鉄筋腐食の膨張圧によるコンクリートのはく離

などが生じるので注意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-5.3.5  PC 橋上部工の損傷の例 
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3.4 コンクリート床版 

コンクリート床版において特に損傷が発生しやすく，点検をする上で，重点的に着目する必要が

ある箇所を損傷種類，補修工法ごとに下表に示す。 

 

損傷種類 着目箇所 

漏水及び遊離石灰 滞水環境下の床版，錆汁が認められる床版 

床版ひびわれ 輸荷重の通行軌跡にあたる床版，制動荷重の作用する端部床版，貫通し

たひびわれが生じている床版（漏水・遊離石灰が生じている床版） 

その他 鋼橋主桁端部の上フランジと床版コンクリートとの接合面の剥離(うき)

 
 

補修工法 着目箇所 

連続繊維シート接着工法 繊維シｰトの剥離(うき)，漏水，遊離石灰，錆汁 

下面増厚工法 ひびわれ，漏水，遊離石灰，錆汁，剥離(うき) 

鋼板接着工法 鋼板端部やボルトキャップ部の錆，うき，漏水，遊離石灰，錆汁

床版上面増厚工法 伸縮装置や地覆部近傍のうき，舗装面のひびわれ，ポットホール，

床版下面の漏水･遊離石灰 

 
建設当初に床版の上面に乾燥収縮で発生し

たひびわれが，車両の通行による雨水のポン

ピング作用で増大し，上面鉄筋の発錆，コンク

リートの土砂化に進展していく例がある。 

特に，床版防水が十分でない場合や凍結防

止剤を散布する場合には，鉄筋の発錆が早い

ため，進展が早い。 

付図-5.3.6 にコンクリート床版の損傷メカ

ニズムを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図-5.3.6 コンクリート床版の損傷メカニズム 
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3.5 鋼橋 

鋼橋において特に損傷が発生しやすく，点検をする上で，重点的に着目する必要がある箇所を損

傷種類ごとに下表に示す。 

損傷種類 着目箇所 
異常な音・振動， 
異常なたわみ 

桁支間中央，桁端部（伸縮装置，支承部） 

塗装劣化・被膜劣化 桁全体，箱桁や鋼製橋脚内部 
腐食 桁端部（支承廻り，桁端対傾構，横桁），継手部， 

排水装置近傍，箱桁や鋼製橋脚内部，アーチやトラスの格点部（床版内に埋

め込まれている内部），鋼アーチ橋のケーブル取付部，トラス斜材等のコンク

リート埋込部，π型ラーメン橋取合い部（脚添接部，脚と梁の隅角部，梁隅角

部），吊橋のケーブル定着部 
ゆるみ・脱落 リベットや高力ボルトによる継手部 
亀裂 ソールプレート前面溶接部，桁端切欠き R 部， 

対傾構取付け垂直補剛材溶接部， 
主桁ウェブ面外ガセット溶接部，主桁下フランジ突合せ溶接部， 
横桁取付部， 
鋼床版縦リブ溶接部，鋼床版縦リブ横リブ交差部， 
主桁垂直補剛材－鋼床版溶接部，縦桁端部切欠き部， 
アーチ垂直材根元部，鋼製橋脚沓座溶接部，鋼製橋脚隅角部， 
アーチやトラスの格点部（床版内に埋め込まれている内部） 

変形・欠損（衝突痕） 車道直上部，アーチやトラスの格点部 
漏水・滞水 桁端部，マンホール継手部，排水装置近傍，アーチやトラスの格点部 

 

上表の内，腐食と亀裂に関して代表的な事例を付図-5.3.7，付図-5.3.8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

付図-5.3.7 腐食の損傷マップ 
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付図-5.3.8 亀裂の損傷マップ 

 

(1) 腐食 

1) 桁端部 

桁端部は湿気がこもりやすい箇所であり，伸縮装置からの漏水も生じやすいことから，局部

的に腐食が進行する場合があり，短期間でかなりの板厚減少に至った事例もある。 

 

2) 継手部 

主桁ウェブ及びフランジがシャープレート及びモーメントプレートでボルト接合された箇

所であり，塗膜厚が薄くなる傾向や水はけが悪い状態となりやすいことから，局部的に腐食が

進行する場合がある。 

同様な環境の箇所として，アーチやトラスの格点部，鋼アーチ橋のケーブル取付部，π型ラ

ーメン橋取合い部（脚添接部，脚と梁の隅角部，梁隅角部）があげられる。 
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3) RC 床版等のコンクリート部材に埋め込まれた鋼製のトラス斜材等 

主構の外側に歩道を有する構造において，コンクリート床版と斜材や垂直材の間に隙間がな

い場合には，土砂や水が溜まって腐食しやすいことに加え，変形を拘束するため，応力集中を

おこして破断に至ることもある。 

コンクリートに覆われていない外観目視できる部位の腐食や塗装の劣化の程度に比べて，コ

ンクリート内部の方が腐食の進行が速く，著しい断面欠損や亀裂を生じている場合があるため，

注意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.3.2 歩道に埋め込まれたトラスの斜材 

 

点検時に腐食や損傷等が見受けられる場合は、鋼部材とコンクリートの縁を切り十分な空間

を確保することで、点検や塗り替え塗装が可能な構造に改良する必要がある。 

 

【本荘大橋】 
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【木曽川大橋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 凍結防止剤による耐候性鋼材の異常腐食 

凍結防止剤を含む路面排水や床版排水が，風などによって飛散し，桁に直接付着して異常腐

食を生じる場合があるため，特に強風が生じやすい場所で排水管や床版の水抜きパイプの長さ

不足によって発生した例がある。また，並列橋において，凍結防止剤のタイヤによる巻き上げ

により異常腐食が生じた例がある。 

 

5) 鋼製パイルベント橋脚等の水中部（汽水域を含む） 

没水部や飛沫部において，条件によっては鋼部材に著しい腐食が生じる場合がある。防食が

施されている鋼部材でも，防食の欠陥や船舶の接触等による損傷等に起因して局部的に著しく

腐食が進行し，孔食や断面欠損につながる場合がある。汽水域においても同様に注意が必要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) ケーブル及び吊材等 

吊材やケーブル定着部などで，防食のためにカバー等で覆われている場合に，内部に水が浸

入して外観目視では見えない内部にて腐食が進行することがあり，注意が必要である。特に，

さや管等で覆われていて異種金属接触腐食が生じている場合進行が速い。 

 

例） 

鋼製パイルベント橋脚に腐食孔が発生したり、明かな肉厚の減少

が生じたりしている場合 

（軸力や曲げモーメントの影響により突然座屈することがある）

例） 

鋼製パイルベント橋脚の腐食による断面欠損が発生している場

合 

（軸力や曲げモーメントの影響により突然座屈することがある）

例） 

千潮河川の水没部の鋼製パイルベント橋脚で局部的に腐食が進

行した場合 

（軸力や曲げモーメントの影響により突然座屈することがある）
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(2) 亀裂 

1) ソールプレート前面溶接部 

支承周辺部の桁は，活荷重応力，温度変化による水平カなど繰返し荷重を受ける範囲であり，

特にソールプレート前面は支承機能の低下により疲労亀裂の発生例は多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 桁端切欠き R部 

桁端切欠き部（ゲルバー部含む）は断面が急激に変化するため，応力が集中しやすい。円弧

状に切欠いた形状の場合は，特にこのコｰナｰ部に亀裂が生じやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.3.3 桁端切欠き R部 

からの亀裂 

 

3) 対傾構取付け垂直補剛材溶接部 

対傾構の取付け部は，主桁の相対たわみ差や床版のたわみなどにより交番応力が発生し，疲

労亀裂の発生例が多い部位である。 
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4) 主桁ウェブ面外ガセット溶接部 

主桁ウェブに取り付けられた下横構の面外ガセットの端部に発生する亀裂は，主桁ウェブに

進展し破断に至る恐れがあるため注意が必要である。特に、疲労強度等級が低い貫通継手（H‘）

についての注意が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.3.4 対傾構取付補剛材 

上端部の亀裂 

 

 

5) 主桁下フランジ突合せ溶接部 

亀裂の発生例としては希であるが，亀裂が発生した場合，落橋の恐れもある部位であり注意

が必要 である。 

 

 

 

 

 

 

6) 桁端部の溶接部 

支点部である桁端部などで板厚減少を伴う腐食が生じると，部材の耐荷力に低下がみられ，

疲労による場合と同様に，亀裂が発生することがあり，注意が必要である。 

 

7) 鈑桁の横桁取付部 

横桁が荷重分配横桁である場合，主部材の接合部として耐荷力に影響を及ぼす箇所であり，

注意が必要である。 
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8) 鋼床版部 

鋼床版は活荷重が直接載荷される部位であり，疲労亀裂の発生事例は多い。構造形式や寸法

によるが，もっとも一般的に発生例が多い部位が図に示した個所と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.3.5 鋼床版の疲労亀裂（①の例） 

 

鋼床版舗装は，デッキプレート上面に直接施工され一体化されているため，舗装の変状から

鋼床版の交通荷重実態，鋼床版そのものの亀裂等の異常の有無を推定することのできる様々な

情報が得られる可能性が高い。特に，デッキプレート近傍に発生した亀裂損傷に対しては，デ

ッキプレートの挙動の変化や変形状態を反映して舗装のひびわれという形で路面に現れる場合

が多い。 

 

 

縦リブの疲労亀裂
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9) 鋼製橋脚沓座溶接部，鋼製橋脚隅角部 

鋼製橋脚においては，鋼製の沓座溶接部や鋼製橋脚の隅角部に亀裂の発生した事例がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.3.6 鋼製橋脚の隅角部に発生した亀裂 

 

特に，隅角部においては下図の箇所や複数の溶接線が交差する部位，差し込み形式で鋼材を

組み合わせた部位の溶接部に亀裂の発生した事例がある。（詳細は「鋼製橋脚隅角部の疲労損傷

臨時点検要領（平成 14年 5月）」を参照するとよい。） 

ラーメン橋脚 二層ラーメン橋脚 Ｔ型橋脚

角柱 円柱

（２）一層ラーメン橋脚の隅角 （３）二層ラーメン橋脚の隅角

（１）Ｔ型橋脚の隅角

 

隅角部の疲労亀裂 

- 161 -



付録-5 参考資料集 

 

10) 縦桁桁端切欠き部 

床組としての縦桁は桁端のフランジが切欠かれ，横桁などの補剛材に取り付けられる構造形

式が多いが，その切欠きから亀裂の生じることがある。アーチやトラス橋の床組構造に多く見

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) アーチ垂直材根元部 

アーチの垂直材根元部は，補剛桁とアーチコードの水平変位差により 2次曲げモーメントが

生じ，その繰返しによる疲労亀裂が多く発見されている。特に中央付近の短い垂直材個所に多

く発生する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) その他 

疲労損傷の多い橋梁としては，供用後 10数年以上経過している，大型車交通量が多い，昭和

31 年または 39 年道示で設計された溶接橋等の特徴が挙げられ，これらの特徴を有する橋梁に

ついては特に注意をする必要がある。また補修･補強個所においては，補強部材などによって剛

性が変化することにより近接部位に新たな亀裂の発生する場合もある。構造ディテールの特異

な補修･補強部位においても注意が必要である。 
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(3) 耐候性鋼材 

1) 耐候性鋼橋における損傷の特徴 

○伸縮装置の損傷 

伸縮装置からの漏水により桁端部が腐食した事例である。桁端部は構造的に腐食環境が悪

化しやすいため，近年の新設橋では塗装を施すことを標準としており，たとえ腐食要因を排

除できたとしても，併せて補修塗装を実施することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.3.7 地山に近接している場合 

○排水施設による損傷 

排水管の流末から垂れる雨水が風で巻き上げられ，桁を腐食させた事例である。河川上な

どは風が強い場合が多く，排水が巻き上げられ注意が必要であり、排水管の下端は下フラン

ジから 1m程度離すのが望ましいが，河川の H.W.Lとの関係にも配慮し決定するのが良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.3.8 排水流末からの飛散による桁の腐食 

○さびむらの発生 

通気性が悪い環境下によって，湿潤になりやすく結露が発生しさびむらが生じた事例であ

る。箱桁内部や桁下空間を十分に確保できなく，良好な環境が望めない場合には，塗装など

別途の防食法を施すのが良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.3.9 結露によるさびむらの発生 
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2) 耐候性鋼材におけるさび評価 

耐候性鋼材のさびの状態は，腐食環境の厳しさに依存して変化する。腐食環境が厳しくない

場合，緻密なさび層の形成によって所定の防食機能が発揮されるまでの時間が長くかかる。逆

に厳しい腐食環境条件の場合，粗いさび層が形成され腐食速度が高まって，鋼材の腐食消耗が

拡大することになる。これらの中間となる中程度の腐食環境条件の場合には，大きな腐食消耗

を生じることなく，緻密なさび層が鋼材表面に形成され，腐食速度が経年的に低減し、長期の

腐食消耗が一定限度内に抑制される状態となる。 

耐候性鋼橋の点検においては，以下の状態について適切に判断することが重要である。 

・緻密なさび層が形成されている状態 

・緻密なさび層が適切に形成されつつある状態 

・緻密なさび層が適切に形成されず腐食が進行する状態 

 

【さび外観評点】 

付表-5.3.2，付表-5.3.3 にさび外観評点とさびの状態の例を示す。 

 

付表-5.3.1 さび外観評点とさびの状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「鋼道路橋防食便覧（平成26年 3月 公社）日本道路橋会）」P.Ⅲ-51より抜粋 
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付表-5.3.2 さび外観評点と写真見本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「鋼道路橋防食便覧（平成26年 3月 公社）日本道路橋会）」P.Ⅲ-52より抜粋 
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3) 腐食の損傷例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 166 -



付録-5 参考資料集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 167 -



付録-5 参考資料集 

 

4) 防食機能の劣化の損傷例 
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(4) 箱桁内 

箱桁内部に排水管が設置されている場合，排水管路の損傷、継手部の不具合によって大量の漏

水や滞水が生じ，腐食が見られる事例が多く挙げられている。また，排水管路の桁内への引き込

み部や桁外への引き出し部の開口では，隙間からの雨水の吹き込みや排水管の伝い水による漏水

や滞水が生じやすい。 

このことから，排水管が箱桁内部に設置されていて侵入可能な場合には、桁内の近接目視によ

る点検を行うことを基本とする。なお，架橋状況や不法占拠者等によりやむを得ず侵入が困難な

場合には，発注者との協議の上、点検方法について決定する。 
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①排水管路からの漏水がスカラップ等を通

って腐食が桁内へ広がっている。 

②桁内で大量の漏水が生じ，漏水箇所によっ

ては特定の場所に大量の滞水が生じてい

る。 

③排水管の損傷による滞水により，箱桁内部

で損傷が進行している。 

 

 

写真-5.3.10 排水管からの漏水による箱桁内の損傷例 

 
3.6 支承部 

支承部は上部工からの反力を下部工へ伝達する重要な箇所で，ここでの各種変状は他の部材の変

状を誘発する可能性が高い。狭隘な場所で，堆積物や泥水の流下があるため点検しにくい箇所であ

るが，可能な限り近接し，鏡なども利用して入念な点検を行うことが大切である。 

各部位毎の点検のポイントを以下に示す。 

 

(1) 沓座モルタル・台座コンクリート 

支承を所定の高さに据えるために，沓下面にライナーなどを入れて高さ調節し，高さ決定後，

沓下面と下部工コンクリートとの間にモルタル

を充填し，モルタル硬化後に上部工反力を下部

工へと伝達できるようにする。その際，鋼製ラ

イナーを 1970年くらいまで使用していたが，弾

性係数の違いからモルタルより鋼製ライナーに

反力が集中して伝わり，支承周りの化粧モルタ

ルが沓本体と同じひずみを受けるため破損す

る。最終的にはモルタルが細かく破損して鋼製

ライナーが露出腐食し，断面欠損するため沓が

傾いたり沈下したりするケースがある。 

写真-5.3.11 ライナーの露出と支承の沈下 

 

 

 

 

 

① ② 

③ 

支承の沈下 

ライナーの露出 
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沓が傾斜沈下すると，アンカーボルトの抜け出し，スラ

イディングプレートの抜け出し，ソールプレートストッパ

ー部破損，端対傾構のガセット破断，桁端 RC床版のクラッ

ク発生等へつながる可能性が高い。 

支承縁端距離が不足している箇所では，水平力により沓

座が割れている事例がある。 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.3.12 沓座のひびわれ 

(2) 支承本体 

鋼製支承の損傷には，沓の傾斜等のほかセットボルト脱落，ストッパー部の遊間異常，ローラ

ー脱落などがあるが，比較的問題となる損傷に支承機能の不良がある。支承には活荷重による桁

の回転と水平荷重の伝達をする機能が必要であり，さらに可動支承では温度変化による桁の伸縮

をスムースにする機能が必要となる。この二つの機能は沓が腐食すると機能不良となり，ソール

プレート溶接部の疲労亀裂が発生する場合が多い。 

この疲労亀裂は進行が早く，フランジからウェブへと進展し，落橋の可能性が出てくるため注

意を要する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.3.13 ソールプレート溶接部からウェブへの疲労亀裂 
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3.7 伸縮装置 

伸縮装置は輪荷重を直接支持し，なおかつ取付け道路あるいは隣接径間から床版へと剛性の異な

る部材への橋渡しを担い衝撃も受けるなど，過酷な条件にさらされている。伸縮装置は大きく分類

して鋼製とゴム製がある。 

年代の古い橋や小支間の橋では山型鋼を用いたり，場合によっては舗装を連続的に舗設した埋設

型ジョイントにしていることがある。埋設型ジョイントの場合は舗装がひびわれて雨水が桁下へ流

下し部材が泥水で汚れていたり，支承部に土砂の堆積が見られる場合が多い。部材の腐食状況を調

べておくことが大切である。 

 

(1) 鋼製伸縮装置 

鋼製伸縮装置の場合，中位径間までは重ね板タイプ，移動量の大きな径間では鋼製フィンガー

タイプが多く用いられている。いずれの形式でも車両走行時に騒音がある場合には，その発生位

置を特定する必要がある。 

フェイスプレートが車両通過時に上下動する場合は，フランジとウェブとのすみ肉溶接が切れ

ていたり，アンカーバーが破断している可能性がある。このような場合はフランジ直下にコンク

リートが十分充填されていないケースが多い。叩き点検を実施し未充填箇所を確認する必要があ

る。 

フィンガータイプでその幅が小さな場合，組み合っているフィンガーに段差が生じていると片

側フィンガーに荷重が集中しフィンガー1本が折れるケースが多い。 

 

(2) ゴム製伸縮装置 

ゴム製伸縮装置は走行性と止水性は高いが，輪荷重支持方法に一長一短があり，耐久性は鋼製

に遙かに劣る。ゴム製伸縮装置は，床版コンクリート打設後に，あるいは既設床版を厚さ半分に

ハツった後セットする，いわゆる後付け工法で施工される事が多い。そのため新旧コンクリート

の打ち継ぎ目処理が不完全であると，一体化されず耐荷力が下がり被りコンクリートがはく落す

るなどの問題が発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5.3.14 鋼製フィンガージョイントの破断  写真-5.3.15 後打ちコンクリートの剥離 
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3.8 高欄・防護柵・地覆 

高欄・防護柵・地覆において特に損傷が発生しやすく，点検をする上で，重点的に着目する必要

がある箇所を高欄・防護柵・地覆の種類毎に下表に示す。 

高欄・防護柵・地覆の種類 着目箇所と損傷 

鉄筋コンクリート製高欄・防

護柵・地覆 
①表面，水切り部のかぶりコンクリートの剥離（うき），剥落 
②付帯設備の異常振動等による取り合い部の損傷 

鋼製高欄・防護柵 
①支柱取り付け部，レール連結部の腐食 
②付帯設備の異常振動等による取り合い部の損傷 

 

3.9 排水施設 

排水施設において特に損傷が発生しやすく，点検をする上で，重点的に着目する必要がある箇所

を排水施設の部位別に下表に示す。 

排水施設の部位 着目箇所と損傷 

排水ます，蓋 蓋のはずれ，破損，損傷による車両通行時の打撃音，土砂詰まり

排水管 ジョイント付近の破損・はずれ，鋼管の溶接われ 

取付金具 排水管や取付部材からのはずれ 

 

3.10 落橋防止システム 

落橋防止システムにおいて特に損傷が発生しやすく，点検をする上で，重点的に着目する必要が

ある箇所を落橋防止システムの種類別に下表に示す。 

落橋防止システムの種類 着目箇所と損傷 

鋼製ストッパー 鋼材の腐食・ボルト及びアンカーボルトのゆるみと欠損 

コンクリートストッパー コンクリートのひびわれ（特に基部），剥離（うき），鉄筋露出 

PC 連結タイプ 
ＰＣケーブルの腐食，アンカーボルトのゆるみ，ボルトのゆるみ，

鋼材の腐食 

チェーン連結タイプ チェーン被覆の腐食，アンカーボルトのゆるみ，ボルトのゆるみ，

鋼材の腐食 緩衝ゴム 

鋼製 鋼材の腐食，アンカーボルトのゆるみ 

コンクリートブロック等 コンクリートのひびわれ，剥離（うき），鉄筋露出 

ジョイントプロテクター ジョイントプロテクターの破損 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 173 -



付録-5 参考資料集 

 

4. 事例集 

4.1 改良すべき箇所の事例集 

事例集（その 1） 
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事例集（その 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 175 -



付録-5 参考資料集 

 

事例集（その 3） 
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4.2　対策区分の診断事例

Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，C2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応

①腐食 表面錆または板厚減少を伴った錆がありま
すか

なし(a)

        10370410

高欄に錆が生じているが、錆は表面的で、高欄の全長に
対し、面積の小さい錆が局部的に発生している(b)

            渋川 黒沢橋側道橋 写-1

高欄に錆が生じているが、錆は表面的で、高欄の全長に
対し、拡がりのある発錆箇所が複数ある(c)

　　　　渋川 北群馬橋側道橋 写-9

高欄の錆は表面的で、全体的に錆が生じている。また
は、横桟継手部、支柱等に局部的に著しい膨張または明
らかな板厚減少が生じている（d）

　　　　　　37050095　江戸川橋歩道橋

高欄の鋼材表面に著しい膨張または明らかな板厚減少
が生じている。全体的に錆が生じているか、または、高欄
の全長に対し、拡がりのある発錆箇所が複数ある（e）

高欄に孔食等による断面減少が生じ、強度が著しく低下
し、群集荷重に耐え切れず、歩行者の通行等が危険な状
態（e）

-

⑤防食機能の劣
化

防食皮膜が剥離していますか、または点錆
が発生していますか

なし(a) 高欄の最外層の塗装に変色が生じている。または、高欄
の全長に対し局部的にうきが発生している(c)

          　　　　　10170005　甲六橋

高欄の塗装が剥離し、高欄の全長に対し部分的に下塗り
が露出している(d)

　　　　　　　31010080 藤の木橋

高欄に、全体的に点錆が生じている。または、全体的に
塗装が剥離している（e）

　　　　　　　　　　10120310　　山王橋
- - -

③ゆるみ・脱落 ボルトのゆるみ・脱落がありますか なし(a)

－ －

有り(e)

           　　　 館林　つつじ橋 － － －

④破断 事故等による破断がありますか なし(a)

－ －

局部的(e)

  　　　　　一般国道411号笛吹橋

－

破断の規模が大きく、歩行者の通行等が危険な状態(e)

          　　　 国道140号　新押出川橋
－

23 変形・欠損 事故等による変形・欠損がありますか なし(a)

－

変形は局部的である(ｃ)

        　　　　　10120097　甘利沢川橋

変形は小さいが、安全性、使用性から補修が必要(c)

　　　　　開国橋（上り）
－

変形が大きく、歩行者の通行等が危険な状態(e)

           国道140号　新久渡の沢橋
－

⑥ひびわれ ひびわれが見られますか なし(a) （壁式、支柱式）
ひびわれ幅が0.2mm未満で間隔が0.5m以上(b)

（壁式、支柱式）
ひびわれ幅が0.2mm以上0.3mm未満で間隔が0.5m以上
(ｃ)

          　　　　(主)山梨笛吹線竹原田橋

（壁式）
ひびわれ幅が0.3mm以上で間隔が0.5m未満(e)

　　　(主)山梨笛吹線竹原田橋

（支柱式）
ひびわれ幅が0.3mm以上で間隔が0.5m未満(e)

－ －

⑦剥離・鉄筋露出 コンクリートの剥離または鉄筋露出があり
ますか

なし(a) （壁式、支柱式）
剥離のみが生じているが損傷面積は小さい(c)

（壁式、支柱式）
鉄筋露出が生じているが損傷面積は小さい(d)

　　　　甲府昇仙峡線　長潭橋

（壁式）
鉄筋が露出し損傷面積が大きい(e)

（支柱式）
鉄筋が露出し損傷面積が大きい(e)

      （主）甲府昇仙峡線志望橋

（壁式）
桁下が道路や鉄道等で、コンクリート片の落下による第
三者被害が懸念される(e)

－

－ － － －

（支柱式）
桁下が道路や鉄道等で、コンクリート片の落下による第
三者被害が懸念される(e)

－

材料 点検項目損傷の種類

鋼・鋳鉄・ア
ルミ

コンクリート

路上

工種 部材

高欄
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，C2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応
工種 部材 材料 点検項目損傷の種類

①腐食 表面錆または板厚減少を伴った錆がありま
すか

なし(a)

            01400020

防護柵に錆が生じているが、錆は表面的で、防護柵の全
長に対し、面積の小さい錆が局部的に発生している(b)

防護柵に錆が生じているが、錆は表面的で、防護柵の全
長に対し、拡がりのある発錆箇所が複数ある(c)

防護柵の錆は表面的で、全体的に錆が生じている。また
は、横桟継手部、支柱等に局部的に著しい膨張または明
らかな板厚減少が生じている（d）

　　　　　群馬　植蓮橋

防護柵の鋼材表面に著しい膨張または明らかな板厚減
少が生じている。全体的に錆が生じているか、または、防
護柵の全長に対し、拡がりのある発錆箇所が複数ある
（e）

　　　　　　　　　　沼田　三平橋

防護柵に孔食等による断面減少が生じ、強度が著しく低
下し、衝突荷重に耐え切れず、通行車両が危険な状態
（e）

－

⑤防食機能の劣
化

防食皮膜が剥離していますか、または点錆
が発生していますか

なし(a) 防護柵の最外層の塗装に変色が生じている。または、防
護柵の全長に対し局部的にうきが発生している(c)

　　　　　　　伊勢崎 あずま橋 　写-1

防護柵の塗装が剥離し、防護柵の全長に対し部分的に
下塗りが露出している(d)

　　　　　渋川 清水橋 写-1

防護柵に、全体的に点錆が生じている。または、全体的
に塗装が剥離している（e）

　　　　　中之条 落合橋
- - -

③ゆるみ・脱落 ボルトのゆるみ・脱落がありますか なし(a)

－ －

有り(e)

　　　　一般国道137号十郎橋

－ － －

④破断 事故等による破断がありますか なし(a)

－ －

局部的(e)

　　　(主）四日市場上野原線　与縄橋

－

破断の規模が大きく、通行車両が危険な状態(e)

－

23 変形・欠損 事故等による変形・欠損がありますか なし(a)

－

変形は局部的である(ｃ)

　　　　　　36120050　　釜無川橋

変形は小さいが、安全性、使用性から補修が必要(c)

            桐生　皆沢橋 －

変形が大きく、通行車両が危険な状態(e)

         南アルプス公園線　小滝橋
－

⑥ひびわれ ひびわれが見られますか なし(a) （壁式、支柱式）
ひびわれ幅が0.2mm未満で間隔が0.5m以上(b)

      山梨御坂線　竹原田橋

（壁式、支柱式）
ひびわれ幅が0.2mm以上0.3mm未満で間隔が0.5m以上
(ｃ)

　　　　　　　　3621　桐木橋

（壁式）
ひびわれ幅が0.3mm以上で間隔が0.5m未満(e)

　　　　　　大田　前島橋

（支柱式）
ひびわれ幅が0.3mm以上で間隔が0.5m未満(e)

　　　　　　　　　10350290　寺下橋 － －

⑦剥離・鉄筋露出 コンクリートの剥離または鉄筋露出があり
ますか

なし(a) （壁式、支柱式）
剥離のみが生じているが損傷面積は小さい(c)

（壁式、支柱式）
鉄筋露出が生じているが損傷面積は小さい(d)

　　　　　　大田　前島橋

（壁式）
鉄筋が露出し損傷面積が大きい(e)

　　　　　　　　（一）小荒間長坂停車場線

（支柱式）
鉄筋が露出し損傷面積が大きい(e)

　　　　南アルプス公園線　栃の木橋

（壁式）
桁下が道路や鉄道等で、コンクリート片の落下による第
三者被害が懸念される 

　　　　　　　　　渋川　勝保沢橋

－

－ － － －

（支柱式）
桁下が道路や鉄道等で、コンクリート片の落下による第
三者被害が懸念される 

－

23 変形・欠損 事故等による変形・欠損がありますか なし(a)

－

（壁式、支柱式）
変形・欠損が局部的である(ｃ)

（壁式）
変形・欠損は小さいが、安全性、使用性から補修が必要
(c)

（支柱式）
変形・欠損は小さいが、安全性、使用性から補修が必要
(c)

   　 　　　36210040

（壁式）
変形・欠損が大きく、通行車両が危険な状態(e)

－

－ － － －

（支柱式）
変形・欠損が大きく、通行車両が危険な状態(e)

　　　　　　H18ｻﾝﾎﾟｰ10370130紅葉橋 －

路上 防護柵

コンクリート

鋼・鋳鉄・ア
ルミ
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，C2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応

⑥ひびわれ なし(a)

　　　　　　　　　　　　　　　01390470

ひびわれ幅が0.2mm未満で間隔が0.5m以上(b)

　　　　　　10100094　松場2号桟道

ひびわれ幅が0.2mm以上0.3mm未満で間隔が0.5m以上
(ｃ)

　　　　　　　　前橋　赤木大橋 －

ひびわれ幅が0.3mm以上で、間隔が0.5m未満(e)

　　　　　　　　（主）韮崎増富線湯橋

－ －

⑦剥離・鉄筋露出 コンクリートの剥離または鉄筋露出があり
ますか

なし(a)

 
　　　　　　　　　　　　　　Ｂ1390岩倉橋

剥離のみが生じているが損傷面積は小さい(c)

　　　　　　　10090040　中落居橋

鉄筋露出が生じているが損傷面積は小さい(d)

　　　　　　渋川　滝の沢川橋

剥離または鉄筋が露出し損傷面積が大きい(e)

                                 富岡 吉野橋

-

桁下が道路や鉄道等で、コンクリート片の落下による第
三者被害が懸念される(e)

　　　　　　(主)山梨笛吹線竹原田橋 －

⑧漏水・遊離石灰 ひびわれ部から水や泥、遊離石灰が見え
ますか

なし(a) ひびわれから漏水が生じているが、錆汁や遊離石灰はほ
とんど見られない(a)

　　　　　　　前橋　駒形跨道橋

ひびわれから遊離石灰が生じているが、錆汁はほとんど
見られない(d)

　　　　　　10290090　　　渋川橋

ひびわれから著しい漏水や遊離石灰が生じている。ある
いは漏水に著しい泥や錆汁の混入がある(e)

　
                           37040050 - - -

23 変形・欠損 事故等による変形・欠損がありますか なし(a)

－

欠損は局部的である（ｃ） 欠損は小さいが安全性、使用性から補修が必要(c)

　　　　下神内川石和（停）線　桑戸橋
－

欠損が大きく、歩行者等が危険な状態(e)

     （一）下部飯富線　 飯富橋 －

①腐食 表面錆または板厚減少を伴った錆がありま
すか

なし(a) 地覆に錆が生じているが、錆は表面的で、地覆の全長に
対し、面積の小さい錆が局部的に発生している(b)

地覆に錆が生じているが、錆は表面的で、地覆の全長に
対し、拡がりのある発錆箇所が複数ある(c)

地覆の錆は表面的で、全体的に錆が生じている。また
は、局部的に著しい膨張または明らかな板厚減少が生じ
ている（d）

                          富岡 神戸橋歩道橋

地覆に孔食等による断面減少が生じている（e）

－ －

⑤防食機能の劣
化

防食皮膜が剥離していますか、または点錆
が発生していますか

なし(a) 地覆の最外層の塗装に変色が生じている。または、地覆
の全長に対し局部的にうきが発生している(c)

地覆の塗装が剥離し、地覆の全長に対し部分的に下塗り
が露出している(d)

　　　　　　　　10370370　　新宮川橋歩道橋

地覆に、全体的に点錆が生じている。または、全体的に
塗装が剥離している（e）

              安中 姥堂橋側道橋
- - -

路上
地覆

コンクリート

鋼

工種 部材 材料 損傷の種類 点検項目
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，C2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応
工種 部材 材料 損傷の種類 点検項目

⑥ひびわれ ひびわれが見られますか なし(a)

　　　　　　Ｄ1390岩倉橋

ひびわれ幅が0.2mm未満で間隔が0.5m以上(b)

　

　　　　　　　　Ｅ26575福島跨線橋

ひびわれ幅が0.2mm以上0.3mm未満で間隔が0.5m以上
(ｃ)

　　　　　　　　　　　　館林　水郷公園橋 －

ひびわれ幅が0.3mm以上で、間隔が0.5m未満(e)

－ －

⑦剥離・鉄筋露出 コンクリートの剥離または鉄筋露出があり
ますか

なし(a)

     　　　10120097甘利沢川橋

剥離のみが生じているが損傷面積は小さい（ｃ）

　　　　　　　　　　　　藤岡　落合橋

鉄筋露出が生じているが損傷面積は小さい(d)

                   国道122号吹割大橋

剥離または鉄筋が露出し損傷面積が大きい(e)

　　　　　　1011　尾根跨線橋（北）
- - －

23 変形・欠損 事故等による変形・欠損がありますか なし(a) 欠損は局部的である（ｃ）

　　　　　　　館林　水郷公園橋

欠損は小さいが安全性、使用性から補修が必要(c)

－

欠損が大きく、歩行者等が危険な状態(e)

－

①腐食 表面錆または板厚減少を伴った錆がありま
すか

なし(a)

                    国道141号　清里大橋

縁石に錆が生じているが、錆は表面的で、縁石の全長に
対し、面積の小さい錆が局部的に発生している(b)

縁石に錆が生じているが、錆は表面的で、縁石の全長に
対し、拡がりのある発錆箇所が複数ある(c)

縁石の錆は表面的で、全体的に錆が生じている。また
は、局部的に著しい膨張または明らかな板厚減少が生じ
ている（d）

縁石に孔食等による断面減少が生じている（e）

－ －

⑤防食機能の劣
化

防食皮膜が剥離していますか、または点錆
が発生していますか

なし(a) 縁石の最外層の塗装に変色が生じている。または、縁石
の全長に対し局部的にうきが発生している(c)

縁石の塗装が剥離し、縁石覆の全長に対し部分的に下
塗りが露出している(d)

縁石に、全体的に点錆が生じている。または、全体的に
塗装が剥離している（e）

- - -

⑭路面の凹凸 橋軸方向に大きな凹凸や段差または穴が
ありますか

なし(a)

　　　　　　10350237
－

凹凸が小さい（ｃ）

　　　　　　　　　館林　谷田川橋

凹凸は小さいが安全性、使用性から補修（パッチング）が
必要(c)

　　　　　　一般国道411号　所畑桟道橋 －

著しい凹凸があり自転車やオートバイの転倒が懸念され
る(e)

　　　　　　　　　　　　　　 10370180野猿橋
－

⑮舗装の異常 舗装のひびわれは大きいですか なし(a)

　　　　　　　　　　Ｄ1390岩倉橋 －

ひびわれ幅が5mm以上であるが、亀甲状ではない（e）

　　　　　　　国道358号　十郎橋

ひびわれ幅が5mm以上で、亀甲状に発生している(e)

　　　　　国道413号　大室橋

－

床版の抜け落ち、陥没が懸念され、通行車両が危険な状
態(e)

路上

縁石

コンクリート

鋼

舗装
アスファルト

ｺﾝｸﾘｰﾄ
その他
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，C2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応

①腐食 表面錆または板厚減少を伴った錆がありま
すか

なし(a)

　　　　　　　01400020

伸縮装置に錆が生じているが、錆は表面的で、面積の小
さい錆が局部的に発生している(b)

伸縮装置に錆が生じているが、錆は表面的で、拡がりの
ある発錆箇所が複数ある(c)

－

伸縮装置に局部的に著しい膨張または明らかな板厚減
少が生じている（d）

                       高崎：あじさい橋
－ －

④破断 ﾌｪｰｽﾌﾟﾚｰﾄが破断していますか なし(a)

－ － －

破断している(e)

　　　　　　　　1037　　　広河内橋

破断により、自転車やオートバイの転倒が懸念される(e)

－

⑬遊間の異常 遊間が異常に広いかまたは、ほとんどない
状態ですか

なし(a)

－

橋軸直角方向にずれが見られる（c）

           塩山勝沼線　 の子橋 －

遊間が異常に広いか、ほとんど無い(e)

　　　　　　一般国道140号峠沢橋

遊間が異常に広く、自転車やオートバイの転倒が懸念さ
れる(e)

－

⑭路面の凹凸 前後に大きな段差がありますか なし(a)

－ －

凹凸が小さくパッチングで対応が可能(c)
　

　　　　　　（主）韮崎昇仙峡線　　下福沢橋

段差が大きい(e)

　　　　　　　一般国道140号無名11号橋

著しい凹凸があり自転車やオートバイの転倒が懸念され
る(e)

－

⑳漏水・滞水 フェースプレートから漏水していますか なし(a)

－ － －

漏水している(e)

　　　　　一般国道413号宝永橋（現）
－ －

21異常な音・振動 車両通行時に異常な音・振動がしますか なし(a)

－ － －

異常な音・振動がある(e)

　　　　　　　　10060070

近隣住民が騒音被害を受ける場合(e)

－

24土砂詰り 樋に土砂詰りがありますか なし(a)

－ －

有り(e)

        南アルプス中央線　早川大橋 － － －

路上 伸縮装置 鋼

工種 部材 材料 損傷の種類 点検項目
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，C2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応
工種 部材 材料 損傷の種類 点検項目

⑬遊間の異常 遊間が異常に広いかまたは、ほとんどない
状態ですか

なし(a)

－ － －

遊間が異常に広いか、ほとんど無い(e)

　　　　　　　　群馬

遊間が異常に広く、自転車やオートバイの転倒が懸念さ
れる(e)

－

⑭路面の凹凸 前後に大きな段差がありますか なし(a)

－ －

凹凸が小さくパッチングで対応が可能(c)

　　　国道145号　増穂橋

段差が大きい(e)

　　　　　　1035　　浜沢橋

著しい凹凸があり自転車やオートバイの転倒が懸念され
る(e)

　　　　　　  H16長松寺橋

－

⑳漏水・滞水 シールゴムから漏水していますか なし(a)

－ － －

漏水している（e）

　　　　一般国道139号　金風呂桟道橋

－ －

23変形・欠損 大きな変形や欠損の損傷がありますか なし(a)

－

シールゴム、伸縮装置本体または裏込め材の変形や欠
損が小さい(c)

　　　　一般国道358号笛南橋（右）

－

シールゴム、伸縮装置本体または裏込め材の変形や欠
損が大きい（e）

　　　   　　沼田 瀬入沢橋

自転車やオートバイの転倒が懸念される(e)

　　　河口湖上九一色線　火の端 －

17その他 目地材の脱落がありますか なし(a)

－

目地材の沈下が見られるが脱落には至っていない（e)

           36210040
－

目地材が脱落している(e)

                     富岡　中瀬橋
－ －

①腐食 表面錆または板厚減少を伴った錆がありま
すか

なし(a)

　　　　　　　　　10350415

照明施設に錆が生じているが、錆は表面的で、面積の小
さい錆が局部的に発生している(b)

照明施設に錆が生じているが、錆は表面的で、拡がりの
ある発錆箇所が複数ある(c)

照明施設の錆は表面的で、全体的に錆が生じている。ま
たは、支柱等に局部的に著しい膨張または明らかな板厚
減少が生じている（d）

照明柱に孔食等による断面減少が生じている（e）

　　　　　　　　　　　38060010 富栄橋 － －

⑤防食機能の劣
化

防食皮膜が剥離していますか、または点錆
が発生していますか

なし(a) 照明施設の最外層の塗装に変色が生じている。または、
局部的にうきが発生している(c)

照明施設の塗装が剥離し、部分的に下塗りが露出してい
る(d)

　　　　　　　　　03580280　下曽根橋（右）

照明施設に、全体的に点錆が生じている。または、全体
的に塗装が剥離している（e）

　　　　　　　　10120150　　御勅使上橋 - - -

②亀裂 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄとリブ取付部に亀裂が見られま
すか

なし(a)

－ － －

有り(e) 照明柱が傾斜・転倒する恐れがある（e）

－

③ゆるみ・脱落 ボルトのゆるみ・脱落がありますか なし(a)

－ －

有り(e)

－ － －

路上

伸縮装置
ゴム

その他

照明施設 鋼
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，C2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応

④破断 排水ますのふたが破断していますか、また
は、なくなっていますか

なし(a)

　　　　　　　　　　10120680 － －

有り(e)

　　　(主）四日市場上野原線　鈴山橋
－ － －

24土砂詰り 土砂詰りはありますか なし(a)

　　　　　　　　　　　　　　　10040130

－ －

有り(e)

　　　　（主）北杜八ヶ岳公園線八ヶ岳公園大橋

－ － －

①腐食 排水管に孔食がみられますか なし(a)

                     01400160

排水管に錆が生じているが、錆は表面的で、排水管の全
長に対し、面積の小さい錆が局部的に発生している(b)

排水管に錆が生じているが、錆は表面的で、排水管の全
長に対し、全体に錆が生じているか、または拡がりのある
発錆箇所が複数ある(c)

排水管に局部的に孔食が生じている（e）

　　　　　　　　　　　　　富岡　清水沢大橋 － － －

⑤防食機能の劣
化

防食皮膜が剥離していますか、または点錆
が発生していますか

なし(a) 排水管の最外層の塗装に変色が生じている。または、局
部的にうきが発生している(c)

              10350020与縄橋

排水管の塗装が剥離し、部分的に下塗りが露出している
(d)

　　　　　　　　　　　　　37170050

排水管に、全体的に点錆が生じている。または、全体的
に塗装が剥離している（e）

　　　　　　　04110740　西広門田橋 - - -

④破断 排水管が破損または脱落していますか なし(a)

－ －

有り(e)

      甲斐芦安線　古屋敷橋 － － －

⑳漏水・滞水 排水ますと排水管がずれていませんか なし(a)

－ －

有り(e)

－ － －

④破断 排水管が破損または脱落していますか なし(a)

　　　　　　　　　　　　　　　10120075 － －

有り(e)

　
　　　　　　　　　　富岡　石渕橋（下り）

－ － －

⑳漏水・滞水 排水ますと排水管がずれていませんか なし(a)

－ －

有り(e)

　　　　　　河口湖大橋取付橋（１）
－ － －

排水
施設

排水ます 鋼

排水管

鋼

塩ビ

工種 部材 材料 損傷の種類 点検項目
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，Ｃ2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応

⑦剥離・鉄筋露出 コンクリートの剥離または鉄筋露出がありま
すか

なし(a)

　　　　　　03000050

剥離のみが生じているが損傷面積は小さい（0.1m2未満）(c)

　　　　　　　　　　　　　伊勢崎　下木戸橋

鉄筋露出が生じているが損傷面積は小さい（0.1m2未満）(d)

　　　　　　　　　　　　　伊勢崎　松原橋側歩道橋 －

鉄筋が露出し損傷面積が大きい（0.1m2以上）(e)

         　　　　　　　　　沼田 萬延橋側道橋

桁下が道路や鉄道等で、コンクリート片の落下による第三者被
害が懸念される(e)

－

⑧漏水・遊離石灰 ひびわれ部から水や泥、遊離石灰またはつ
ららが見えますか

なし(a)

－

漏水のみまたは遊離石灰が生じているが錆汁はほとんどない
（0.1ｍ2未満）(d)

　　　　　　　　　　　　渋川　午王川橋
－

著しい漏水や遊離石灰またはつららが生じている。あるいは漏
水に著しい泥や錆汁の混入がある。または、遊離石灰の発生
面積は0.1ｍ2以上である(e)

         　　　　　　　　　沼田 萬延橋側道橋
－ －

－ － － － －

⑨抜け落ち コンクリート魁の抜け落ちがありますか なし(a)

－ － － － －

抜け落ちが生じており、路面陥没によって交通に障害が発生
する(e)

　　　　　　　参考資料

⑩ｺﾝｸﾘｰﾄ補強材
の損傷

補強材に損傷がありますか なし(a)

　　　　　　32020040

－

鋼板のシールの一部剥離、錆及び漏水、繊維に軽微な変状、
繊維及びＲＣによる補強は補強されたコンクリート部材から漏
水・遊離石灰の発生、塗装は、塗装の剥離が生じている(c)

　　　　　早川橋
－

鋼板のうき、シールの剥離、錆及び漏水が著しい。繊維に著し
い変状、断裂がある。繊維、ＲＣによる補強及び塗装は、補強
されたコンクリート部材から漏水・遊離石灰が大量に生じてい
る。(e)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考資料 － －

⑪床版ひびわれ ひびわれが見られますか なしまたはﾍｱｰｸﾗｯｸで一方向(a)

                 01400010

一方向ひびわれが主でひびわれ間隔1.0～0.5ｍ（b)

    　　　　　　　　　　　渋川　跨管橋

ひびわれ間隔0.5ｍ程度で格子状直前（c)

　　　　　　　　　　　　　　　参考資料

－

ひびわれ間隔0.5～0.2ｍで格子状(d)

　　　　　　　　　　　　　　　国交省

－ －

ひびわれ間隔0.2ｍ以下で格子状(e)

　　　　　　　　　　　　　　　　　自治体

⑱定着部の異常 ＰＣ定着部にｺﾝｸﾘｰﾄの剥離等の損傷が見
られますか

なし(a)

－

定着部ｺﾝｸﾘｰﾄにひびわれや錆汁が見られる（c）

－

定着部のｺﾝｸﾘｰﾄが剥離している（e）

　　      　国道411号　天狗沢橋（2）
－ －

工種 部材 材料 損傷の種類 点検項目

上部
構造

床版 コンクリート
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，Ｃ2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応
工種 部材 材料 損傷の種類 点検項目

①腐食 表面錆または板厚減少を伴った錆がありま
すか

なし(a)

　　　　　　　　　　　04110860

鋼床版に錆が生じているが、錆は表面的で、面積の小さい錆
が局部的に発生している(b)

　　　　　　　　　　　　　　　　　国交省

鋼床版に錆が生じているが、錆は表面的で、拡がりのある発
錆箇所が複数ある(c)

　　　　　　　　　　高崎　井野川橋側道橋
－

鋼床版の錆は表面的で、全体的に錆が生じている。または、
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ、リブに局部的に著しい膨張または明らかな板厚減
少が生じている（d）

　　　　　　　　　　　　国交省

－

腐食が広範囲に見られ、断面減少による強度不足で構造安全
性を損なう状況(e)

                         　　　　国交省

⑤防食機能の劣
化

（塗装仕様）塗装が剥離していますか、また
は点錆が発生していますか

なし(a) 鋼床版の最外層の塗装に変色が生じている。または、局部的
にうきが発生している(c)

　　　　　　　　　　太田　前島橋側道橋

鋼床版の塗装が剥離し、部分的に下塗りが露出している(d)

　　　　　　　　　　　国交省 －

鋼床版に、全体的に点錆が生じている。または、全体的に塗装
が剥離している（e）

－ －

（耐候性鋼材）層状剥離の錆がありますか なし(a)

　　　　　　　　　01390300

錆の大きさは1～5mm程度で粗い(ｃ)

　　　　　　　国道139号　念橋

錆の大きさは5～25mm程度のうろこ状(d)

  　　　　　　　　　01400840下岩下オフランプ橋 －

層状剥離の錆(e)

－ －

②亀裂 亀裂がありますか なし(a)

－ － －

有り(e)

　　国交省

縦リブと床版の溶接部から床版方向に進展する亀裂が輪荷重
載荷位置直下で生じて、路面陥没によって交通に障害が発生
する状況（e)

　　国交省 －

③ゆるみ・脱落 ボルトのゆるみ・脱落がありますか なし(a)

　　　　　　　　04110860 － － －

有り(e)

　　　　　　栃木　新晩翠橋

桁下が道路や鉄道等で、ボルトの落下による第三者被害が懸
念される(e)

連結部で多数のボルトが脱落しており、強度不足で構造安全
性を損なう状況(e)

上部
構造

床版 鋼
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，Ｃ2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応

①腐食 表面錆または板厚減少を伴った錆がありま
すか

なし(a)

　　　　　　　　10370240

主桁（縦桁）に錆が生じているが、錆は表面的で、主桁(縦桁）
全長に対し、面積の小さい錆が局部的に発生している。(b)

主桁(縦桁）に錆が生じているが、錆は表面的で、主桁(縦桁）
全長に対し、拡がりのある発錆箇所が複数ある。(c)

　　　　　　　　　伊勢崎　　川飯橋 －

主桁(縦桁）の錆は表面的で、主桁(縦桁）全長に対し、全体的
に錆が生じている。または、主桁(縦桁）端部付近あるいは連結
部等に局部的に著しい膨張または明らかな板厚減少が生じて
いる。（d）

             群馬県

－

腐食が広範囲に見られ、断面減少による強度不足で構造安全
性を損なう状況。または、鈑桁形式の桁端の腹板が著しい断
面欠損を生じており、耐荷力の喪失により構造安全性を著しく
損なう状況(e)

⑤防食機能の劣
化

（塗装仕様）塗装が剥離していますか、また
は点錆が発生していますか

なし(a) 主桁（縦桁）の最外層の塗装に変色が生じている。または、主
桁(縦桁）全長に対し、局部的にうきが発生している(c)

　　　　　　　　　　　　　館林　水郷公園橋

主桁(縦桁）全長に対し、塗装が剥離し、部分的に下塗りが露
出している(d)

　　　　　　　　　館林　実橋 -

主桁(縦桁）全長に対し、全体的に点錆が生じている。または、
全体的に塗装が剥離している。（e）

                   沼田 須合橋 - -

（耐候性鋼材）層状剥離の錆がありますか なし(a)

　　　　　　　　　　　　1400900

錆の大きさは1～5mm程度で粗い(ｃ) 錆の大きさは5～25mm程度のうろこ状(d)

-

層状剥離の錆(e)

- -

②亀裂 亀裂がありますか なし(a)

－ － －

有り(e)

－

主桁腹板に発生した亀裂で構造安定性を損なう亀裂(e)

            参考資料

③ゆるみ・脱落 ボルトのゆるみ・脱落がありますか なし(a)

－ － －

有り(e)

　　　　　　桐生　昭和橋側道橋

桁下が道路や鉄道等で、ボルトの落下による第三者被害が懸
念される(e)

　　　　　　　　　　　　国交省

連結部で多数のボルトが脱落しており、強度不足で構造安全
性を損なう状況(e)

　　　　　　　　　　安中　鷹の巣橋歩道橋(下流側)

④破断 破断していますか なし(a)

－ － － － －

アーチ橋の支材や吊り材、トラス橋の斜材等が破断し、構造安
全性を著しく損なう状況（e）

　　　　　　　　　　　参考資料

⑬遊間の異常 桁とパラペットあるいは桁同士が接触してい
ますか

なし(a)

　　　　　　　　03000110 - - -

桁とパラペットあるいは桁同士が接触している(接触した痕跡が
ある）(e)

　　　　　　　　　　　  伊勢崎 松原橋

- -

23変形・欠損 車両の衝突等により生じた変形が見られま
すか

なし(a)

－

変形が小さい(c)

　　　　　　渋川 黒沢橋側道橋 －

変形が大きい(e)

　　　　　　南アルプス公園線　間之沢橋

－ －

工種 部材 材料 損傷の種類 点検項目

上部
構造

主桁
（縦桁） 鋼
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，Ｃ2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応
工種 部材 材料 損傷の種類 点検項目

⑥ひびわれ 主桁下面または側面にひびわれが見られ
ますか

なし(a)

　　　　　　　　　　　　　32080042

ひびわれ幅がRCで0.2mm未満、PCで0.1mm未満で間隔が
0.5m以上(b)

　　　　　　　　　高崎　川田橋

ひびわれ幅がRCで0.2mm以上0.3mm未満、PCで0.1mm以上
0.2mm未満で間隔が0.5m以上(ｃ)

　　　　　　　　　　　　館林　谷田川橋 －

ひびわれ幅がRCで0.3mm以上,PCで0.2mm以上で、間隔が
0.5m未満(e)

　　　　　　　　　　　　　桐生　出沢橋

－ －

         群馬　神戸橋

⑦剥離・鉄筋露出 コンクリートの剥離または鉄筋露出がありま
すか

なし(a) 剥離のみが生じているが損傷面積は小さい（0.1m2未満）(c)

　　　　　　参考資料

鉄筋露出が生じているが損傷面積は小さい（0.1m2未満）(d)

　　　　　　　　　　　　　桐生　小平橋 －

鉄筋が露出し損傷面積が大きい（0.1m2以上）(e)

　　　　　　　　渋川　高岩橋

桁下が道路や鉄道等で、コンクリート片の落下による第三者被
害が懸念される(e)

　　　　　　　　　　　　　国交省 －

⑧漏水・遊離石灰 ひびわれ部から水や泥、遊離石灰またはつ
ららが見えますか

なし(a)

－

漏水のみまたは遊離石灰が生じているが錆汁はほとんどない
（0.1ｍ2未満）(d)

　　　　　　　　　　　国交省
－

著しい漏水や遊離石灰またはつららが生じている。あるいは漏
水に著しい泥や錆汁の混入がある。または、遊離石灰の発生
面積は0.1ｍ2以上である(e)

－ －

⑩ｺﾝｸﾘｰﾄ補強材
の損傷

補強材に損傷がありますか なし(a)

     　　　　38030030

－

鋼板のシールの一部剥離、錆及び漏水、繊維に軽微な変状、
繊維及びＲＣによる補強は補強されたコンクリート部材から漏
水・遊離石灰の発生、塗装は、塗装の剥離が生じている(c)

　
               中之条　水車橋 －

鋼板のうき、シールの剥離、錆及び漏水が著しい。繊維に著し
い変状、断裂がある。繊維、ＲＣによる補強及び塗装は、補強
されたコンクリート部材から漏水・遊離石灰が大量に生じてい
る。(e)

    　　　　　　　　　　　　　  国交省
－ －

⑬遊間の異常 桁とパラペットあるいは桁同士が接触してい
ますか

なし(a)

－ － －

桁とパラペットあるいは桁同士が接触している(接触した痕跡が
ある）(e)

　　　　　　　10040020眼鏡橋 － －

⑱定着部の異常 ＰＣ定着部にｺﾝｸﾘｰﾄの剥離等の損傷が見
られますか

なし(a)

－

定着部ｺﾝｸﾘｰﾄにひびわれや錆汁が見られる（c）

　　　　　　　　　　　国交省
－

定着部のｺﾝｸﾘｰﾄが剥離している（e）

　　　　　　　　　　　　　　　　渋川　滝見大橋 － －

23変形・欠損 車両の衝突等により生じた欠損が見られま
すか

なし(a)

－

欠損が小さい(c)

  　　　　　　　渋川　宮田橋
－

欠損が大きい(e)

－ －

上部
構造

主桁
コンクリート
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，Ｃ2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応

①腐食 表面錆または板厚減少を伴った錆がありま
すか

なし(a)

　　　　　　　01400600

横桁（対傾構）に錆が生じているが、錆は表面的で、面積の小
さい錆が局部的に発生している。(b)

                               藤岡　小倉沢橋

横桁(対傾構）に錆が生じているが、錆は表面的で、拡がりのあ
る発錆箇所が複数ある。(c)

                 桐生   津久原橋

－

横桁(対傾構）の錆は表面的で、全体的に錆が生じている。ま
たは、端横桁（端対傾構）あるいは連結部等に局部的に著しい
膨張または明らかな板厚減少が生じている。（d）

 

－

腐食が広範囲に見られ、断面減少による強度不足で構造安全
性を損なう状況(e)

⑤防食機能の劣
化

（塗装仕様）塗装が剥離していますか、また
は点錆が発生していますか

なし(a) 横桁（対傾構）の最外層の塗装に変色が生じている。または、
局部的にうきが発生している(c)

                        　太田　徳川橋

横桁（対傾構）の塗装が剥離し、部分的に下塗りが露出してい
る(d)

 

                                中之条　山田橋

－

横桁(対傾構）に全体的に点錆が生じている。または、全体的
に塗装が剥離している。（e）

　　　　　　　　　　桐生　白瀧橋
 － －

（耐候性鋼材）層状剥離の錆がありますか なし(a) 錆の大きさは1～5mm程度で粗い(ｃ) 錆の大きさは5～25mm程度のうろこ状(d)

－

層状剥離の錆(e)

－ －

②亀裂 亀裂がありますか なし(a)

－ － －

有り(e)

－

横桁腹板に発生した亀裂で構造安定性を損なう亀裂(e)

③ゆるみ・脱落 ボルトのゆるみ・脱落がありますか なし(a)

－ － －

有り(e) 桁下が道路や鉄道等で、ボルトの落下による第三者被害が懸
念される(e)

連結部で多数のボルトが脱落しており、強度不足で構造安全
性を損なう状況(e)

④破断 破断していますか なし(a)

－ － － － －

分配横桁等の破断により、構造安全性を著しく損なう状況（e）

23変形・欠損 車両の衝突等により生じた変形が見られま
すか

なし(a)

－

変形が小さい(c)

－

変形が大きい(e)

－ －

工種 部材 材料 損傷の種類 点検項目

上部
構造

横桁
（対傾構）

鋼
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，Ｃ2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応
工種 部材 材料 損傷の種類 点検項目

⑥ひびわれ 横桁下面または側面にひびわれが見られ
ますか

なし(a) ひびわれ幅がRCで0.2mm未満、PCで0.1mm未満で間隔が
0.5m以上(b)

ひびわれ幅がRCで0.2mm以上0.3mm未満、PCで0.1mm以上
0.2mm未満で間隔が0.5m以上(ｃ)

－

ひびわれ幅がRCで0.3mm以上,PCで0.2mm以上で、間隔が
0.5m未満(e)

－ －

⑦剥離・鉄筋露出 コンクリートの剥離または鉄筋露出がありま
すか

なし(a) 剥離のみが生じているが損傷面積は小さい（0.1m2未満）(c) 鉄筋露出が生じているが損傷面積は小さい（0.1m2未満）(d)

　　　　　　　　　　沼田　赤沢二号橋 －

鉄筋が露出し損傷面積が大きい（0.1m2以上）(e)

                         10250020

桁下が道路や鉄道等で、コンクリート片の落下による第三者被
害が懸念される(e)

－

⑧漏水・遊離石灰 ひびわれ部から水や泥、遊離石灰またはつ
ららが見えますか

なし(a)

－

漏水のみまたは遊離石灰が生じているが錆汁はほとんどない
（0.1ｍ2未満）(d)

－

著しい漏水や遊離石灰またはつららが生じている。あるいは漏
水に著しい泥や錆汁の混入がある。または、遊離石灰の発生
面積は0.1ｍ2以上である(e)

－ －

⑩ｺﾝｸﾘｰﾄ補強材
の損傷

補強材に損傷がありますか なし(a)

－

鋼板のシールの一部剥離、錆及び漏水、繊維に軽微な変状、
繊維及びＲＣによる補強は補強されたコンクリート部材から漏
水・遊離石灰の発生、塗装は、塗装の剥離が生じている(c)

－

鋼板のうき、シールの剥離、錆及び漏水が著しい。繊維に著し
い変状、断裂がある。繊維、ＲＣによる補強及び塗装は、補強
されたコンクリート部材から漏水・遊離石灰が大量に生じてい
る。(e)

－ －

⑱定着部の異常 ＰＣ定着部にｺﾝｸﾘｰﾄの剥離等の損傷が見
られますか

なし(a)

－

定着部ｺﾝｸﾘｰﾄにひびわれや錆汁が見られる（c）

－

定着部のｺﾝｸﾘｰﾄが剥離している（e）

　　　　　　　　一般国道411号　富士川橋 － －

23変形・欠損 車両の衝突等により生じた欠損が見られま
すか

なし(a)

－

欠損が小さい(c)

－

欠損が大きい(e)

－ －

上部
構造

横桁

コンクリート
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，Ｃ2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応
工種 部材 材料 損傷の種類 点検項目

①腐食 表面錆または板厚減少を伴った錆がありま
すか

なし(a) 横構に錆が生じているが、錆は表面的で、面積の小さい錆が
局部的に発生している。(b)

横構に錆が生じているが、錆は表面的で、拡がりのある発錆
箇所が複数ある。(c)

－

横構の錆は表面的で、全体的に錆が生じている。または、横構
の連結部等に局部的に著しい膨張または明らかな板厚減少が
生じている。（d）

－ －

横構の鋼材表面が全体的に著しい膨張または明らかな板厚
減少が生じている（e）

                  10350200

⑤防食機能の劣
化

（塗装仕様）塗装が剥離していますか、また
は点錆が発生していますか

なし(a) 横構の最外層の塗装に変色が生じている。または、局部的に
うきが発生している(c)

           03580320

横構の塗装が剥離し、部分的に下塗りが露出している(d)

                      中之条　菅生橋
－

横構に全体的に点錆が生じている。または、全体的に塗装が
剥離している。（e）

　　　　　　　　　　　　藤岡　乙父橋
－ －

（耐候性鋼材）層状剥離の錆がありますか なし(a) 錆の大きさは1～5mm程度で粗い(ｃ) 錆の大きさは5～25mm程度のうろこ状(d)

－

層状剥離の錆(e)

－ －

②亀裂 亀裂がありますか なし(a)

－ － －

有り(e)

－ －

③ゆるみ・脱落 ボルトのゆるみ・脱落がありますか なし(a)

－ － －

有り(e) 桁下が道路や鉄道等で、ボルトの落下による第三者被害が懸
念される(e)

－

④破断 破断していますか なし(a)

－ － －

有り(e)

 
－ －

23変形・欠損 車両の衝突等により生じた変形が見られま
すか

なし(a)

－

変形が小さい(c)

－

変形が大きい(e)

－ －

上部
構造

横構

鋼
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，Ｃ2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応

①腐食 表面錆または板厚減少を伴った錆がありま
すか

なし(a)

　　　　　　　　　　　　　　　10040130

支承本体またはアンカーボルトに錆が生じているが、錆は表面
的で、局部的に発生している(b)

　　　　　　桐生　皆沢橋

支承本体またはアンカーボルトに錆が生じているが、錆は表面
的で、発錆箇所が複数ある(c)

　　　　　　　　　　　自治体
－

支承本体またはアンカーボルトの錆は表面的で、全体的に錆
が生じている。または、局部的に著しい膨張または明らかな板
厚減少が生じている（d）

　　　　　　　　　　中之条　七曲橋
－ －

支承本体またはアンカーボルトの鋼材表面が全体的に著しい
膨張または明らかな板厚減少が生じている（e）

                              桐生　出沢橋

⑤防食機能の劣
化

防食皮膜が剥離していますか、または点錆
が発生していますか

なし(a)

　　　　　　　03580090

支承本体またはアンカーボルトの最外層の塗装に変色が生じ
ている。または、局部的にうきがある(c)

　　　　　　　　　太田　椿森橋側道橋（上り）

支承本体またはアンカーボルトの塗装が剥離し、部分的に下
塗りが露出している(d)

　　　　　　　　　桐生　阿入橋
-

支承本体またはアンカーボルトに、全体的に点錆が生じてい
る。または、全体的に塗装が剥離している（e）

                                   沼田 矢瀬橋
- -

③ゆるみ・脱落 アンカーボルト・ナットのゆるみ・脱落はあり
ますか

なし(a)

－ －

有り(e)

　　　　　                         　沼田 宮内橋
－ － －

④破断 割れていますか なし(a)

－ － － － －

有り(e)

　　　　　　自治体

⑯支承の機能障害 支承ローラまたはベアリングプレートが脱落
していますか

なし(a)

－ － － － －

有り(e)

　　　　　　　　　　国交省

24土砂詰り 土砂詰りはありますか なし(a)

－ －

有り(e)

　　　　　　　　　　　　　太田　石田川橋側道橋 － － －

25沈下・移動・傾斜 沈下、移動または傾斜がありますか なし(a)

－ － －

有り(e)

　　　　　　国交省

支承が沈下し路面に段差が生じ、自転車やオートバイの転倒
が懸念される(e)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考資料

－

工種 部材 材料 損傷の種類 点検項目

支承部
支承本体
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙ

ﾄ

鋼
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，Ｃ2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応
工種 部材 材料 損傷の種類 点検項目

①腐食 鋼材部またはアンカーボルト・ナットに表面
錆または断面減少を伴った錆がありますか

なし(a) 鋼材部またはアンカーボルト・ナットに錆が生じているが、錆は
表面的で、局部的に発生している(b)

鋼材部またはアンカーボルト・ナットに錆が生じているが、錆は
表面的で、発錆箇所が複数ある(c)

　　　　　　　　三郡東橋
-

鋼材部またはアンカーボルト・ナットの錆は表面的で、全体的
に錆が生じている。または、局部的に著しい膨張または明らか
な板厚減少が生じている（d）

－ －

-

鋼材部またはアンカーボルト・ナットの鋼材表面に全体的に著
しい膨張または明らかな板厚減少が生じている（e）

⑤防食機能の劣
化

鋼材部またはアンカーボルト・ナットの防食
皮膜が剥離していますか、または点錆が発
生していますか

なし(a) 鋼材部またはアンカーボルトの最外層の塗装に変色が生じて
いる。または、局部的にうきがある(c)

鋼材部またはアンカーボルトの塗装が剥離し、部分的に下塗り
が露出している(d)

-

鋼材部またはアンカーボルトに、全体的に点錆が生じている。
または、全体的に塗装が剥離している（e）

- -

③ゆるみ・脱落 アンカーボルト・ナットのゆるみ・脱落はあり
ますか

なし(a)

　　　　　　10100095

－ －

有り(e)

－ － －

23変形・欠損 変形や欠損の損傷がありますか なし(a)

－

変形が小さい(c)

　　　　　　　　32110020　四ノ橋 －

変形が大きい(e)

　　　　　　　　　　　参考資料 － －

24土砂詰り 土砂詰りはありますか なし(a)

－ －

有り(e)

   　　　　　　  太田　石田橋側道橋 － － －

⑥ひびわれ ひびわれが見られますか なし(a)

－

ひびわれ幅が0.3ｍｍ未満である(c)

　　　　　　　　伊勢崎　広瀬大橋2号橋 －

ひびわれ幅が0.3ｍｍ以上である(e)

　　　                    伊勢崎　広瀬大橋

－ －

23変形・欠損 沓座ﾓﾙﾀﾙまたは台座ｺﾝｸﾘｰﾄに欠損が見ら
れますか

なし(a)

－

一部が欠損している（c）

　      　　国交省 －

欠損が大きいまたはコンクリートの剥離が見られる(e)

　

　　　　　　　　　　渋川　午王川橋

欠損により支承が沈下し路面に段差が生じ、自転車やオート
バイの転倒が懸念される(e)

－

支承部

支承本体
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙ

ﾄ

ゴム

沓座ﾓﾙﾀ
ﾙ

台座ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ

コンクリート

- 192 -



Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，Ｃ2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応

①腐食 表面錆または板厚減少を伴った錆がありま
すか

なし(a)

　　　　　　　10040040

鋼材部またはボルト等に錆が生じているが、錆は表面
的で、面積の小さい錆が局部的に発生している(b)

　　　　　　　　　伊勢崎三ッ木橋側道橋(下り)

鋼材部またはボルト等に錆が生じているが、錆は表面
的で、拡がりのある発錆箇所が複数ある(c)

　　　　　10340080市之蔵橋 -

鋼材部またはボルト等の錆は表面的で、全体的に錆が
生じている。または、局部的に著しい膨張または明らか
な板厚減少が生じている（d）

　　　　　　　　　　　　　　国交省　岩手
- -

鋼材部またはﾎﾞﾙﾄ等の鋼材表面に全体的に著しい膨
張または明らかな板厚減少が生じている（e）

⑤防食機能の劣
化

防食皮膜が剥離していますか、または点錆
が発生していますか

なし(a) 鋼材部またはボルト等の最外層の塗装に変色が生じて
いる。または、局部的にうきがある(c)

　　　　　国交省　岩手

鋼材部またはボルト等の塗装が剥離し、部分的に下塗
りが露出している(d)

-

鋼材部またはボルト等に、全体的に点錆が生じている。
または、全体的に塗装が剥離している（e）

　　　　　10090120
- -

③ゆるみ・脱落 ボルトのゆるみ・脱落がありますか なし(a)

－ －

有り(e)

－ － －

⑥ひびわれ ひびわれが見られますか なし(a) ひびわれ幅が0.2mm未満で間隔が0.5m以上(b)

　　　　　　桐生　出沢橋

ひびわれ幅が0.2mm以上0.3mm未満で間隔が0.5m以
上(ｃ)

－

ひびわれ幅が0.3mm以上で、間隔が0.5m未満(e)

－ －

⑦剥離・鉄筋露出 コンクリートの剥離または鉄筋露出がありま
すか

なし(a) 剥離のみが生じているが損傷面積は小さい 

　　　　　　　国交省

鉄筋露出が生じているが損傷面積は小さい(d)

－

鉄筋が露出し損傷面積が大きい(e)

　　　　　　　　　国交省

桁下が道路や鉄道等で、コンクリート片の落下による第
三者被害が懸念される（e）

　　　　　　　　　国交省
－

⑧漏水・遊離石灰 ひびわれ部から水や泥、遊離石灰またはつ
ららが見えますか

なし(a)

－

漏水のみまたは遊離石灰が生じているが錆汁はほとん
どない(d)

　　　　　　国交省

－

著しい漏水や遊離石灰またはつららが生じている。ある
いは漏水に著しい泥や錆汁の混入がある(e)

　　　　一般国道140号　横根跨線橋 － －

鋼

コンクリート

落橋防止
構造

点検項目損傷の種類工種 部材 材料
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，Ｃ2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応

⑥ひびわれ ひびわれが見られますか なし(a)

　　　　　　　　10120500

ひびわれ幅が0.2mm未満で間隔が0.5m以上(b)

   　　　前橋　端気川橋（下り）

ひびわれ幅が0.2mm以上0.3mm未満で間隔が0.5m以
上(ｃ)

　　　　　　　　　渋川　宮田橋

－

ひびわれ幅が0.3mm以上で、間隔が0.5m未満(e)

        　　　　　　　　　　 藤武橋（藤岡）
－ －

⑦剥離・鉄筋露出 コンクリートの剥離または鉄筋露出がありま
すか

なし(a) 剥離のみが生じているが損傷面積は小さい（0.5m2未
満）(c)

　　　　　　国交省

鉄筋露出が生じているが損傷面積は小さい（0.5m2未
満）(d)

　　　　　　　　渋川　関下橋

－

鉄筋が露出し損傷面積が大きい（0.5m2以上）(e)

　　　　　　　　　渋川　湯中子橋

桁下が道路や鉄道等で、コンクリート片の落下による第
三者被害が懸念される(e)

 

　　　　　　　　国交省
－

鉄筋の露出はないが面積の大きなコンクリートの剥離
が見られる（0.5m2以上)(c)

　　　　　　　　　　　　　参考資料

⑧漏水・遊離石灰 ひびわれ部から水や泥、遊離石灰またはつ
ららが見えますか

なし(a)

－

漏水のみまたは遊離石灰が生じているが錆汁はほとん
どない（0.5ｍ2未満）(d)

　　　　桐生　松原高架橋 －

著しい漏水や遊離石灰またはつららが生じている。ある
いは漏水に著しい泥や錆汁の混入がある。または、遊
離石灰の発生面積は0.5ｍ2以上である(e)

　　　　　　　　　　沼田　赤沢橋
－ －

⑩ｺﾝｸﾘｰﾄ補強材
の損傷

補強材に損傷がありますか なし(a)

                    01400520
－

鋼板のシールの一部剥離、錆及び漏水、繊維に軽微な
変状、繊維及びRCによる補強は補強されたコンクリート
部材から漏水・遊離石灰の発生、塗装は、塗装の剥離
が生じている。(c)

　　　　　　　須玉八ヶ岳公園線　大開跨線橋

－

鋼板のうき、シールの剥離、錆及び漏水が著しい。繊維
に著しい変状、断裂がある。繊維、RCによる補強及び
塗装は、補強されたコンクリート部材から漏水・遊離石
灰が大量に生じている。(e)

　　　　　　　　国交省

－ －

23変形・欠損 欠損がありますか なし(a)

－

欠損が小さい(c)

　　　　　　渋川　宮田橋 －

欠損が大きい(e)

　　　　　　　　　　　　　甲大橋
－ －

損傷の種類 点検項目

下部
構造

躯体 コンクリート

工種 部材 材料
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，Ｃ2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応
損傷の種類 点検項目工種 部材 材料

①腐食 表面錆または板厚減少を伴った錆がありま
すか

なし(a) 橋脚に錆が生じているが、錆は表面的で、面積の小さ
い錆が局部的に発生している(b)

橋脚に錆が生じているが、錆は表面的で、拡がりのあ
る発錆箇所が複数ある(c)

　　　　　　　　　　　国交省 －

橋脚の錆は表面的で、全体的に錆が生じている。また
は、柱、横梁の連結部等に局部的に著しい膨張または
明らかな板厚減少が生じている（d）

　　　　　　　　富岡　只川橋側道橋 －

腐食が広範囲に見られ、断面減少による強度不足で構
造安全性を損なう状況(e)

⑤防食機能の劣
化

塗装が剥離していますか、または点錆が発
生していますか

なし(a) 橋脚の最外層の塗装に変色が生じている。または、局
部的にうきがある(c)

橋脚の塗装が剥離し、部分的に下塗りが露出している
(d)

　　　　　　　　　　　　　10330020

-

橋脚に、全体的に点錆が生じている。または、全体的に
塗装が剥離している（e）

- -

②亀裂 塗膜割れや亀裂がありますか なし(a)

－ － －

有り(e)

　　　　　　　　　　　　国交省 －

横梁腹板に発生した亀裂で構造安定性を損なう亀裂(e)

　　　　　　　参考資料

③ゆるみ・脱落 ボルトのゆるみ・脱落がありますか なし(a)

－ － －

有り(e) 桁下が道路や鉄道等で、ボルトの落下による第三者被
害が懸念される(e)

連結部で多数のボルトが脱落しており、強度不足で構
造安全性を損なう状況(e)

25沈下・移動・傾斜 沈下、移動または傾斜がありますか なし(a)

－ － － － －

有り(e)

26洗掘 基礎が流水のため洗掘されていますか なし(a)

－ － －

有り(c)

　　　　　　富岡　長源寺橋側道橋（下り）
－

著しく洗掘されている(e)

　　　　　　　　参考資料

下部
構造

躯体 鋼

基礎 コンクリート
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，Ｃ2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応

①腐食 表面錆または板厚減少を伴った錆がありま
すか

なし(a)

　

　　　　　　　　　　　　　　　10200020

検査路に錆が生じているが、錆は表面的で、面積の小
さい錆が局部的に発生している(b)

　　　　　　　　　国交省

検査路に錆が生じているが、錆は表面的で、拡がりの
ある発錆箇所が複数ある(c)

　　　　　　　　　　　国交省 -

検査路の錆は表面的で、全体的に錆が生じている。ま
たは、横桟、支柱、床板の接合部等に局部的に著しい
膨張または明らかな板厚減少が生じている（d）

                       国交省
－ －

－ － － －

検査路の鋼材表面に全体的に著しい膨張または明ら
かな板厚減少が生じている（e）

　　　　　　　　　国交省 － －

⑤防食機能の劣
化

防食皮膜が剥離していますか、または点錆
が発生していますか

なし(a) 検査路の塗装に変色が生じている。または、局部的に
うきがある(c)

検査路の塗装が剥離し、部分的に下塗りが露出してい
る(d)

－

検査路に、全体的に点錆が生じている。または、全体
的に塗装が剥離している（e）

－ －

③ゆるみ・脱落 ボルトのゆるみ・脱落がありますか なし(a)

－ －

有り(e)

　　　　　　　　　国交省
－ － －

④破断 破断していますか なし(a)

－ － －

有り(c)

　　　　　　国交省 － －

損傷の種類 点検項目材料工種 部材

点検施設 鋼
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Ａ0.異常なし A.損傷が軽微で補修を行う必要がない B.状況により補修を行う M.維持工事対応 Ｃ1，Ｃ2.速やかに補修を行う E2.緊急対応 E1.橋梁構造の安全性から緊急対応
損傷の種類 点検項目材料工種 部材

⑰その他 桁下に樹木がありますか なし(a)

－ －

有り(e)

　　　　　国交省
－ － －

⑰その他 桁下が不法に占拠されていますか なし(a)

－ －

有り(e)

　　　　　　　　　　　安中　桜見橋 － － －

⑰その他 鳥の糞が堆積していますか なし(a)

－ －

有り(e)

 　　　　　　　　館林　水郷公園橋 － － －

⑰その他 焚き火の跡がありますか なし(a)

－ －

有り(e)

 　　　　　　　　館林　水郷公園橋
－ － －

⑰その他 落書きがありますか なし(a)

－ －

有り(e)

 　　　　　　　　館林　水郷公園橋
－ － －

下部工
鋼

コンクリート

⑰その他 落書きがありますか なし(a)

－ －

有り(e)

　　　　　一般国道140号横根跨線橋 － － －

その他
の損傷

 主桁
鋼

コンクリート
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簡易点検ポイント集 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年3月 

 

 

群馬県 県土整備部 道路整備課 

 

 

 

簡易点検ポイント集とは 

群馬県が実施する群馬式定期点検において、「簡

易点検」は群馬県職員が原則として１年１度実施す

る点検で、道路重点パトロールを充実・強化したも

のと位置付けされた点検である。 

点検の範囲はマクロ的視点で、橋面、桁端部、支

承部を主に点検するもので、Ｅ１、Ｅ２、Ｍと判断

される損傷について判定する。Ｅ１、Ｅ２、Ｍの対

策区分は下記のとおりで、橋梁構造や橋梁利用者の

安全性を確保するための点検と言える。 

 

Ｅ１：橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必

要がある。 

Ｅ２：その他、緊急対応の必要がある。 

Ｍ：維持工事で対応する必要がある。 

 

簡易点検は橋梁の維持管理上において重要な点検

であるため、緊急対応が必要と判断される損傷がど

のような部位に発生し、見られるのか「簡易点検ポ

イント集」としてまとめた。 

なお、本ポイント集は「群馬県橋梁点検要領【平

成28年度改定版】」（以下点検要領と言う）を補完

するものであるため、不明点や具体的内容について

は点検要領を参照していただきたい。 

 

－目 次－ 

 

１．簡易点検ポイント集の概要・・・・・・・1 

 

２．橋面点検のポイント・・・・・・・・・・2 

①防護柵、高欄、地覆・・・・・・・・・・2 

②舗装・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

③伸縮装置・・・・・・・・・・・・・・・5 

④排水施設・・・・・・・・・・・・・・・8 

⑤照明施設（標識）・・・・・・・・・・・9 

 

３．下面点検のポイント・・・・・・・・・・10 

①支承部・・・・・・・・・・・・・・・・11 

②上部構造・・・・・・・・・・・・・・・14 

③下部構造・・・・・・・・・・・・・・・26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．簡易点検ポイント集の概要 

簡易点検の流れは、橋面から始まり、支承や桁、

下部工などの下面側の部材に進んでいくのが一般的

である。したがって、図

1.1に示す点検フローの

内容のとおり、大きく橋

面点検と下面点検に分

けてポイント集を構成

した。 

点検ポイントの説明

は、部材別、構造別に説

明するとともに、予測さ

れる対策区分について

も示す他、損傷の兆候か

ら判断される重大な損

傷(E1の可能性)につい

ても示す。 

また、図や写真をでき

るだけ使用して、視覚的

に内容が理解できるよ

うに努めた。 

図1.1 点検フロー 

 

 

 

ＳＴＡＲＴ 

※橋 面 点 検 

・防護柵、高欄、地覆 

・舗装 ・伸縮装置 

・排水施設 ・照明施設(標識) 

※下 面 点 検 

・支承 

・上部構造 

・下部工 

ＥＮＤ 

1 
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２．橋面点検のポイント 

 

図2.1 橋面点検で確認される損傷 

 

①防護柵、高欄、地覆 

防護柵、高欄、地覆に見られる損傷は、コンクリ

ート部材ではひびわれ、剥離・鉄筋露出が、鋼部材

では腐食や変形・欠損が見られる。この部材での重

大な損傷は、橋梁の利用者に被害（図2.2参照）が

あるため注意する。(E2) また、橋面上の点検にお

いて「通り」の

確認は大切で

ある。「通り」

は、防護柵や地

覆がきれいな

直線または 

図2.2 防護柵の損傷   

曲線となっているかを確認する。部材の継目や橋脚

上において変形やずれがある場合は支承や下部工に

「沈下・移動・傾斜」などの損傷が発生している場

合がある。(E1の可能性) 

防護柵や地覆

のずれは、大きな

地震後にも見られ

ることがあるため、

地震の影響を予測

する上でも大切で

ある。 

図2.3 防護柵の通り   

②舗装 

舗装や伸縮装置は橋梁部材の中で、直接輪荷重が

作用することから過酷な条件下にある部材と言える。 

特に伸縮装置前後の舗装は、通行車両の衝撃から

舗装のひびわれや

凹凸（20mm以上）

が発生しているこ

とが多く、走行性

が悪い場合は利用

者への影響も大き

くなる。(E2) 

図2.4 舗装のひびわれ   

3 2 

また、床版の状態が悪くなると、舗装に兆候とし

て出てくる場合がある。注意するポイントとして、

舗装の補修を同じ箇所で何回も行っている場合や、

舗装のひびわれや凹凸に泥水跡（図2.5参照）が見

られる場合は特に注意が必要で、直下の床版を下面

から点検して、床版が濡れたような色に変色（図2.6

参照）している場合は、抜け落ちる可能性がある。

(E1の可能性) 

 

  

図2.5 舗装の状態    図2.6 床版の状態 

 

その他、舗装（橋面上）で注意するポイントとし

て、雨天時や雨上がり時において滞水が見られる場

合がある。原因

のほとんどは

排水不良で、利

用者への影響

を考慮する必

要がある。

(E2,M)        図2.7 橋面上の滞水 

排水不良でない場合は、下部工や主桁の異常によ

り発生する場合がある。(E1の可能性) 

 

③伸縮装置 

舗装と同じく、過酷な条件下にある部材であるた

め、他の部材と比較して補修が多い部材である。図

2.8に示すような

状態まで損傷が進

行すると、車両の

走行性が悪くなり

利用者への影響も

大きくなる。

(E2,M) 

図2.8 伸縮装置の損傷  

 

図2.9のように遊間が異常に広い場合は、車両の

走行性が悪くなる他、下部工や支承の損傷が予測さ

れる。(E2,E1の可

能性) 

また、遊間に偏

りがある場合も下

部工や支承の損傷

が予測される。 

図2.9 伸縮装置の遊間・偏り 

遊間 

偏り 

4 5 

- 200 -



伸縮装置の遊間は狭い場合も注意が必要で、下部

工の移動により、支承や主桁端部が移動拘束状態と

なる場合がある。(E1の可能性) 

  

図2.10 伸縮装置および主桁の遊間異常 

 

伸縮装置の段差（凹凸が20mm以上）は車両の走行

性が悪くなる他、下部工や支承の損傷が予測される。

(E2,E1の可能性) 

  

図2.11 伸縮装置の段差（支承の沈下の影響） 

 

一例として、下部工の状態が伸縮装置の遊間にど

のように影響するかイメージ図（図2.12）に示す。 

 

 

 

 

 

図2.12 下部工の傾斜と伸縮装置 

 

部材の特性上、水に関わる損傷が多いのも伸縮装

置である。特に伸縮装置の直下の鋼部材において、

腐食を進行させることが多い。 

早期に対策すれば問題ないが、放置された場合、

腐食による断

面減少から亀

裂が発生する

などの重大な

損傷に進行す

る場合がある。

(E1の可能性) 

図2.13 主桁端部の腐食と亀裂 

 

 

遊間 

無し 

沈下 

6 7 

④排水施設 

排水施設は橋面上で確認できる損傷と、下面から

確認できる損傷がある。 

橋面上で確認できる損傷の多くは、排水桝の土砂

詰りにから排水不良になるもので、著しく滞水する

と通行車両が水を

跳ね上げるため、

歩行者に影響を与

えることとなる。

(E2,M) 

 

図2.14 排水不良による滞水 

 

土砂詰りや滞水の他、排水蓋の破損（変形・欠損）

も多く見られる損傷である。蓋が無くなっている場

合や、蓋の外れ、欠損などである。 

外れた蓋が残っていると、通行車両が跳ね上げる

場合があり、過

去には蓋の跳

ね上げにより

死亡事故が発

生している。

(E2,M) 

 

図2.15 排水蓋の欠損   

 

下面からの点検では、排水管や排水管を支持する

金具の状態を

確認する。桁下

を車両や歩行

者が通行する

場合は、特に注

意して点検す

る。(E2,M) 

図2.16 排水管の外れ    

 

⑤照明施設（標識） 

照明や標識が落下や倒壊した場合、部材の設置位

置から利用者への影響は大きい。(E2) 

「国土技術政策総合研究所 道路付属物支柱等

の劣化・損傷関する調査 平成24年4月」によると、

落下や倒壊の

事例は比較的

多く、損傷とし

ては支柱内部

に浸入した水

の影響による

腐食が多い。 

図2.17 照明柱の腐食    

 

8 9 
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また、橋梁においては亀裂が多く、一般部と比較

して橋梁に設置さ

れた照明は、振動

による揺れが影響

していると推測さ

れる。 

 

図2.18 照明柱の亀裂  

 

３．下面点検のポイント 

 
図3.1 下面点検の範囲 

 

下面からの簡易点検は、主に桁端部や支承部につ

いて点検するものであるが、図3.1に示した橋梁径

間の中央付近（遠望）についても、双眼鏡等を使用

して点検することが望まれる。また、最近ではデジ

タルカメラの性能も良いため、損傷確認の手法とし

て、ズームや撮影した画像の拡大も有効である。 

 

①支承部 

 
図3.2 支承部の名称 

 

支承は上部構造に作用する荷重を下部構造に伝達

する装置で、特定方向の回転や水平移動も行う装置

である。このため、簡易点検においては荷重の伝達

が障害となるような損傷を確認することが重要とな

る。(E1の可能性) 

1）支承の位置に関わる損傷 

夏季・冬季による温度変化の影響はあるが、概ね

支承本体の中

心とエンドス

ティフナーに

大きなずれが

ないか確認す

る。 

図3.3 支承の位置    

ずれ 

10 11 

原因としては下部工の移動が多く、地震後の損傷

として見られることもある。また、このような状態

の支承が見られる場合は、別の支承（隣や反対側）

の状態にも注意する。 

 

2）支承の損傷（鋼製） 

平成8年以降の基準ではゴム支承の設置が望まし

いことになっているが、それ以前に架設された橋梁

が多いことから鋼製支承は多い。 

特に古い橋梁では、支承の形状から鋳物が多く、

支承の据え付け状態が悪い場合や通過車両の衝撃、

地震により破断することがある。また、放置すると

橋体のバランスが悪くなり、上部構造にも影響する。 

この他、ロ

ーラー支承の

ローラーの逸

脱や沓座モル

タルの破損は、

支承本体の沈

下・傾斜へと進

行する場合がある。  図3.4 支承の破断  

特に小さい線支承（小判型、亀の子支承とも言う）

では、沓座モルタルの中にある高さ調整プレート（ラ

イナープレート）の飛び出しや、アンカーボルトの

うき、腐食に進行して、より不安定状態となる場合

がある。 

  

図3.5 ローラーの逸脱、沓座モルタルの破損 

 

3）支承の損傷（ゴム製） 

ゴム製支承は水の影響が少ないことや、鋼製支承

と比較して構造・形状が複雑でないため重大な損傷

は少ない。ただ

し、地震などの

大きな力が影

響した場合は、

変形して破損

する場合があ

る。 

図3.6 ゴム製支承の変形   

 

4）架け違い部に見られる損傷 

最近では支承縁端の拡幅補修から少なくなった損

傷ではあるが、ゲルバー部や橋脚の架け違い部にお

ライナープレート 

12 13 
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いて、図3.7に示すようなひびわれや剥離が支承の

アンカーボルト位置に発生する場合がある。 

 

図3.7 架け違い部に発生する損傷 

 

②上部構造 

上部構造の点検範囲（近接）は主に桁端部付近で、

点検としては限られた範囲から緊急対応が必要と判

断される損傷を見極めることとなる。 

また、上部構造の種類や使用している材料によっ

ても注目する部位や損傷も違ってくる。したがって、

点検する橋梁の構造や材料の他、設計や架設された

年代について把握することが大切である。 

 

 

 

1）コンクリート橋 

コンクリート橋で見られる代表的損傷は剥離・鉄

筋露出とひびわれで、この二つの損傷が概ねコンク

リート部材の状態を示している。 

剥離・鉄筋露出は、桁下が交差道路や遊歩道の場

合、コンクリー

ト片の落下に

より通行車両

や歩行者に影

響する恐れが

ある。(E2) 

図3.8 剥離・鉄筋露出   

 

また、通常内部の鉄筋が腐食して発生するため、

損傷としてはある程度の大きさがあり、比較的容易

に確認できるため、この損傷が原因で落橋に至るこ

とは少ない。ただし、ＰＣ構造でＰＣ鋼線や横締め

鋼棒が露出す

るような損傷

が見られる場

合は、耐荷力を

失っている可

能性があるた

め、 

図3.9 PC鋼線の露出   

ＰＣ鋼線 

14 15 

専門技術者による検討が必要となる。(E1の可能

性) 

ひびわれは発生原因が多く、乾燥収縮ひびわれな

どは最も多く見られる損傷である。点検要領にも示

されているが、ひびわれの良し悪しの判断は、ひび

われ幅（RC構造：0.3mm以上、PC構造：0.2以上）

の他、発生位置と方向が重要である。 

 

図3.10 ひびわれ発生位置と方向 

  

図3.11 せん断ひびわれ 

ひびわれは、力が作用した部材の引っ張り側に発

生し、初めに曲げひびわれが発生し、せん断ひびわ

れへと進行するのが一般的である。したがって、支

点から斜め方向（荷重が作用する方向）にひびわれ

が見られる場合は注意が必要で、耐荷力を失ってい

る可能性がある。このような場合も専門技術者によ

る検討が必要となる。(E1の可能性) 

 

※抜け落ちと漏水・遊離石灰（床版） 

コンクリート部材に発生する損傷で、剥離・鉄筋

露出やひびわれの他に、抜け落ちや漏水・遊離石灰

がある。 

重大損傷である抜け落ちに関わる部材は、ほとん

どの場合床版コンクリートで、コンクリート橋、鋼

橋の共通部材でもある。 

簡易点検において床版への近接は困難が予測さ

れるが、橋面点検の舗装の損傷で述べたとおり、兆

候として舗装に見られ、床版下面側には濡れ色とし

て見られる場合が

ある他、ひびわれ

に沿って見られる

漏水・遊離石灰は

遠望でも確認でき

る損傷である。 

図3.12 床版の損傷   
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なお、ＰＣＴ桁の床版は、主桁と主桁との間に間

詰めコンクリートがあり、抜け落ちることがある。

(E2) 

特に、1971年（昭和46年）の建設省標準設計改

正前のＰＣＴ桁の

上フランジ形状は

付着効果を高める

テーパーが無いた

め注意する必要が

ある。 

図3.13 間詰め床版の損傷  

 

 

図3.14 ＰＣＴ桁の上フランジ形状 

 

2）鋼橋 

鋼橋はコンクリート橋と比較して、部材断面が薄

いため、致命的な損傷を見落とした場合、重大な事

故となる可能性が高い。また、構造の種類もいくつ

かあり、点検のポイントも違ってくるが、ここでは

上部構造として多い鈑桁構造（プレートガーター）

を中心に、鋼橋の耐久性に一番影響する腐食と亀裂

について述べる。 

 

 

 

図3.15 腐食の進行により崩落した橋梁 

 

日本において車両などの重みに耐えきれず落橋し

た事故はほとんどないが、腐食や亀裂の進行から落

橋寸前となった橋梁はいくつかある。 

図3.15に示した橋梁も著しい腐食の進行により崩

落した橋梁であるが、崩落する数年前から全面通行

止めとし、その後モニタリング調査されていた。 

18 19 

 

この橋梁は無塗装系の耐候性鋼材を使用した鋼

鈑桁橋で、架橋位

置が海岸まで５０

ｍ程度であるため、

塩害を伴う厳しい

環境下であった。 

図3.16は崩落

前の腐食状態、高

欄の「通り」、舗

装の滞水の状態で

ある。 

橋面点検でも述

べたとおり、「通

り」や滞水が兆候

として見られる。

また、塩分が耐候

性鋼に与える影響

（異常腐食）を示

している。 

 

図3.16 崩落前の状態  

 

 

 

鈑桁構造以外では、アーチ橋やトラス橋のように

格点部を有する構造は土砂が堆積するため、腐食が

進行することが多

い。また、斜材や

垂直材が床版を貫

通した構造の場合

では、破断に至っ

た事例もある。(E1

の可能性) 

図3.17 トラス橋・斜材の破断 

 

 

図3.18 トラス構造の着目箇所 

 

次に、鋼橋に発生する亀裂であるが、亀裂の発生

する箇所や原因の解明から、通行車両による繰り返
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し荷重が原因であることが多く「疲労亀裂」とも言

う。 

以下に点検要領に示された亀裂の着目箇所を代表

で示す。 

 

 

 

 

図3.19 亀裂の発生箇所 

 

亀裂は材料の強度よりも部材が受ける振幅（揺れ）

が支配的なため、応力が集中する部材断面の変化部

に発生する。 

また、昭和３０～４０年代に架設された橋梁が要

注意と言われる理由は、競争設計時代（鋼材を少な

くして経済性を追求）であることと、たわみ規定が

緩和されたことによる。 

亀裂が他の損傷と大きく違うところは、損傷が小

さく、初期の亀裂は数㎜であることや、亀裂が進展

した場合、脆性的に破壊する。 

したがって、点検において交通量が多い、他の橋

梁と比較して揺れが大きいと体感できる場合は注意

が必要である他、

架設時期、亀裂発

生箇所の構造的な

特徴を把握する必

要がある。(E1の

可能性) 

図3.20 亀裂の進展   

 

※鋼床版構造の亀裂 

最近、鋼床版構造の疲労亀裂が問題となっている。

亀裂の発生原因は重交通の影響や剛性不足であるが、

亀裂がトラフリブからデッキプレートへ進展するこ

22 23 

とから、舗装が陥没して利用者へ影響する可能性が

ある。(E2) 

 

 

 
図3.21 鋼床版亀裂の発生イメージ 

 

鋼床版の亀裂は舗装の下に発生するため発見は難

しいが、兆候として舗装のひびわれや補修が報告さ

れている。したがって、点検時には舗装の状態に注

意する。 

 

 

※ボルトの脱落（F11T） 

F11Tを使用したハイテンションボルトが、遅れ破

壊が原因で脱落する場合がある。F11Tのボルトは、

昭和４７年(1972年)道路橋示方書においてF8T、F10T、

F11Tが記載され、昭和５５年(1980年)道路橋示方書

ではF11Tの危険性を危惧して削除していることから、

この期間に架橋された橋梁については注意する。 

ボルトの脱落は通行車両や歩行者に影響(E2)が

ある他、一群あた

り本数の5％以上

脱落している場合

は専門技術者によ

る検討が必要とな

る。(E1の可能性) 

図3.22 添接部のボルト脱落 

なお、遅れ破壊の特徴として、破断面に貝殻状の

線（ﾋﾞｰﾁﾏｰｸ）が見られる。 

   

図3.23 ボルトの破断面 
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③下部構造 

下部工はコンクリート製がほとんどで、鋼製の下

部工は全体として少ない。また、洗掘や沈下などの

緊急対応が必要と判断される損傷は、コンクリート

構造も鋼構造と共通である。したがって、点検ポイ

ントはコンクリート構造を中心に述べる。 

 

1）ひびわれ 

コンクリートの上部構造でも述べたが、コンクリ

ートに発生するひ

びわれの原因は多

い。ただし、一般

に下部工に見られ

るひびわれにおい

て、緊急対応を必

要とするひびわれ

は、長さや幅が大

きく顕著である。

特に地震の影響で

発生したひびわれ

は、鉄筋の段落し

部やせん断方向に

発生する。(E1の

可能性)       図3.24 下部工のひびわれ 

 

2）洗掘、沈下・移動・傾斜 

下部工の沈下や移動は、通常は洗掘や基礎の支持

力不足、側方流動が原因のため、徐々に損傷が大き

くなる。急激に移動や沈下する場合は台風による洪

水や地震による自然災害の場合が多く、橋梁構造の

安全性に影響する可能性が高い。また、橋面での点

検において、高欄・防護柵（親柱）に倒れが見られ

る場合も移動・傾斜の可能性がある。(E1の可能性) 

  

図3.25 下部工の洗掘、沈下・移動・傾斜 

 

3）剥離・鉄筋露出（うき） 

橋台の前面や橋脚の梁下に、交差道路や遊歩道が

ある場合は、コ

ンクリート片

の落下により

通行車両や歩

行者へ影響す

る可能性があ

る。(E2) 

図3.26 橋台の剥離・鉄筋露出 

26 27 

4）鋼製の下部工 

鋼製の下部工に発生する損傷は、上部工と同じく

腐食やボルトの脱落である。構造形状で隅角部を有

する橋脚では亀裂の可能性があるものの、ほとんど

見られない損傷である。 

最近、問題となっている損傷は鋼製パイルベント

橋脚の腐食で、飛

沫帯（喫水部）に

おいて腐食が進行

し、通行止めとな

った橋梁も報告さ

れている。(E1の

可能性) 

図3.27 鋼製橋脚の腐食  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メ モ 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

28 29 

- 206 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録-7 群馬県橋梁長寿命化計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 207 -



 

 

 
 
 



  

 
 
 

 
 ................  
 .........  
 .........  

 



  

 

 



 1

 1.  
1.1.   

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 



 2

1.2.   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2.1.   

 

 

  
 
 

 
km  

 
m  

 
 

 3,665 111.3 30.4 60% 

 132,079 4262.1 32.2 62% 



 3

1.2.2.   

 
 

 
 

 
1.3.   

 
 

 

 
 

 
(1)   

 
 

(2)   

 
 

(3)   

 



 4

 2.  
2.1.   

 
 

 

 

 
 
2.2.   

2.3.   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 5

 3.  
3.1.   

 

 
  

 

 
3.1.1.   

 

 
 
3.1.2.   

 

, , ,  

 
   

 
 

  
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
   

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

   
 

  
   

 
 
 
    

 
 

 
A0  A0  

  

 
 

( )  

 
 

( )  

 
 

( )  

 
 

( ) 
 

 



 6

3.2.   
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

+ = + = %

 
 

 
 

 
 



 7

 4.  
4.1.   

 

 

 

 
 
4.2.   

 

 
 

(1)   
 

(2)   

 
 

(3)   

 
 

(4)   

 
 

(5)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

4.3.   

 

 

 
 
4.3.1.   

 

 
 

 

 
4.3.2.   

/
 

/ / /
 

 
  



 9

4.4.   

 
 
 
 
 
  

40
 



 10

4.5.   
 

 
   

 
 
 

 

     

 

 
,    

 
    

 

   

   

   

  

  

 

    

   
 

 
 
 
 
 
 
     

    

/  
 

 

 



 11

 5.  
5.1.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 



 12

5.2.   
5.2.1.   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H28  

R  



 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 14

5.2.2.   
(1)   

 

  
 

 
 

I y=5.0x + 50  
y=5.33x + 93.4       

I y=3.33x + 83.4 
y=4.0x + 93.4 

 
2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H17.5 P2-24

 
 
 

 
 
 
 
 

2  
16.5m2/t  
14.0m2/t  



 15

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(2)   
 

 

 
 

 
 

 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 16

 

 
 
 

 
 

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 17

 6.  
6.1.   

 
 

 

 
 
 
6.2.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

6.3.   
 

 
/

/ /
 

 
 
 

6.3.1.   
 

(1)  2  

/  
 

(2)  60  

 

/  
 

(3)  61  
 

/  



 19

 7.  
7.1.   

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
7.2.   

% % %

 

10  
'20 29  

30  
'20 49  

50
'20 69  

 320  920  1,520  

 330  1,159  2,631  

 3  21  42  

 



 20

 8. PDCA 
8.1.   

 

 

 
 
 
 

 



 21

 9.  
 

 
 

    

      
      

 
 
  



 

 

 
                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録-8 橋梁定期点検要領(H31.3 国土交通省)

抜粋資料 

1. 対策区分判定要領 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本資料は「橋梁定期点検要領（平成 31年 3月 国土交通省 道路局 国道・防災課」からの抜粋 

 

橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）

- 233 -



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国交省）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 損傷評価基準 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本資料は「橋梁定期点検要領（平成 31年 3月 国土交通省 道路局 国道・防災課」からの抜粋 

橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）

- 296 -



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）



橋梁定期点検要領（平成31年3月　国土交通省）


